
- -
・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気
供給
　（現場環境確認時実施）

建屋内19班，建屋内22班
建屋内23班

6 0:20

CA 6 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内21班 2 0:20

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計及び可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内21班 2 0:40

CA 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，かくはん系統圧縮空気
圧力確認

建屋内21班 2 0:10

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，
セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 11 ・ダンパ閉止 建屋内17班，建屋内18班 4 0:30

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

CA 30 ・水素濃度測定

建屋内17班，建屋内20班
建屋内23班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内27班
建屋内43班，建屋内45班
建屋内47班

18 2:50

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4 1:10

CA 32 ・圧縮空気手動供給ユニット圧力確認
建屋内12班，建屋内24班
建屋内27班，建屋内43班
建屋内47班

10 1:30

CA 14 ・可搬型ダクト設置
建屋内14班，建屋内15班
建屋内16班，建屋内17班
建屋内18班，建屋内19班

12 2:30

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 16 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内22班，建屋内23班
建屋内27班

6 1:50

CA 17 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機起動 建屋内27班 2 0:20

CA 18 ・可搬型排風機起動準備 建屋内14班，建屋内19班 4 0:10

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CA 29
・計器監視（かくはん系統圧縮空気圧力，貯槽掃気流量，貯
槽溶液温度，硝酸プルトニウム貯槽セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 4 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

第３－30図　水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（10／15）

22:00 23:0013:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:004:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

ウラン・
プルトニ
ウム混合
脱硝建屋

作業番号 作業内容 作業班 要員数
所要時間※
（時：分） 0:00 1:00 2:00 3:00

経過時間（時：分）

CA5

AC23（建屋内14班） (蒸発乾固発生防止)，AC24（建屋内15班）（蒸発乾固発生防止)

AC25（建屋内18，19班） (蒸発乾固拡大防止)，AC26（建屋内16，17班）(蒸発乾固拡大防止)

KA31

（拡大防止

（放出防止））

CA27

（拡大防止

（放出防止））

CA現場環境

CA30

CA31 (水素爆発発生防止)

建屋内45，46班

通1

(通信手段

の確保)

建屋内24班

建屋内20班

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA33

（水素爆発

発生防止）

CA32(水素爆発拡大防止)

AC2 (水素爆発発生防止)

F4

（使用済燃料

損傷対策）

AB40（建屋内46班）(拡大防止(放出防止))

CA19（拡大防止（放出防止））

建屋内21班

建屋内19，22，23班

AC32（建屋内19班）（拡大防止(放出防止））

F2(使用済燃料損傷対策)

F2（建屋内22班）(使用済燃料損傷対策)

F4（建屋内20班）(使用済燃料損傷対策)

建屋内20，22班

建屋内16班

AC受皿(蒸発乾固発生防止)

建屋内17，18班

AC受皿(蒸発乾固発生防止)

CA30（建屋内45班）

建屋内45班

CA13
AB40

（拡大防止

(放出防止））

建屋内43班
CA32

（水素爆発

拡大防止）

建屋内47班

建屋内27班
AC26

（蒸発乾固

拡大防止）

建屋内47班 建屋内47班

CA受皿

(蒸発乾固

発生防止)

CA21

(蒸発乾固

発生防止)

建屋内25班建屋内27班

CA14
ACコ1 1

(蒸発乾固

拡大防止)

建屋内17班

F2

（使用済燃料

損傷対策）

建屋内24班

建屋内23班CA23

(蒸発乾固

発生防止)

CA32

(水素爆発

拡大防止)

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA32

(水素爆発

拡大防止)

CA31

(水素爆発

発生防止)

CA32

(水素爆発

拡大防止)

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA31

(水素爆発

発生防止)

CA32

(水素爆発

拡大防止)

CA21(蒸発乾固発生防止)

建屋内14，19班

建屋内14，18，19班

建屋内15，16，17班

CA22（建屋内15，16班）（蒸発乾固発生防止)，CA29（建屋内18班）（計器監視燃料の補給）

CA30（建屋内17班）

建屋内22，23班
AC34（建屋内22班）(水素爆発拡大防止)

AC20（建屋内23班）(蒸発乾固発生防止)

建屋内27班

CA26（建屋内14班）（蒸発乾固拡大防止）

CA29（建屋内19班）（計器監視燃料の補給）

建屋内21班

CA6（水素爆発拡大防止）

CA14（建屋内18班），CA18（建屋内19班）
建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内43班

CA30

建屋内47班

建屋内27班

CA30CA17

建屋内47班

CA30

CA30

建屋内47班

CA30

建屋内47班

CA30

CA24（蒸発乾固拡大防止）

建屋内24班

AC32

(拡大防止

(放出防止))

建屋内24，25班

F2（建屋内25班）(使用済燃料損傷対策)
CA30

CA30（建屋内24班）

CA32

(水素爆発

拡大防止)

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA31

（水素爆発

発生防止）

CA32

(水素爆発

拡大防止)

建屋内12班建屋内27班

CA16（建屋内22，23班）（拡大防止(放出防止））

212 782



- -
・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気
供給
　（現場環境確認時実施）

建屋内19班，建屋内22班
建屋内23班

6

CA 6 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内21班 2

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計及び可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内21班 2

CA 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，かくはん系統圧縮空気
圧力確認

建屋内21班 2

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，
セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2

CA 11 ・ダンパ閉止 建屋内17班，建屋内18班 4

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内45班，建屋内46班 4

CA 30 ・水素濃度測定

建屋内17班，建屋内20班
建屋内23班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内27班
建屋内43班，建屋内45班
建屋内47班

18

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4

CA 32 ・圧縮空気手動供給ユニット圧力確認
建屋内12班，建屋内24班
建屋内27班，建屋内43班
建屋内47班

10

CA 14 ・可搬型ダクト設置
建屋内14班，建屋内15班
建屋内16班，建屋内17班
建屋内18班，建屋内19班

12

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4

CA 16 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内22班，建屋内23班
建屋内27班

6

CA 17 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機起動 建屋内27班 2

CA 18 ・可搬型排風機起動準備 建屋内14班，建屋内19班 4

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2

CA 29
・計器監視（かくはん系統圧縮空気圧力，貯槽掃気流量，貯
槽溶液温度，硝酸プルトニウム貯槽セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 4

ウラン・
プルトニ
ウム混合
脱硝建屋

作業番号 作業内容 作業班 要員数

第３－30図　水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（11／15）

40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:0031:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18

213 783



- -
・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気
供給
　（現場環境確認時実施）

建屋内19班，建屋内22班
建屋内23班

6

CA 6 ・可搬型建屋外ホース接続 建屋内21班 2

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計及び可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内21班 2

CA 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，かくはん系統圧縮空気
圧力確認

建屋内21班 2

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，
セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2

CA 11 ・ダンパ閉止 建屋内17班，建屋内18班 4

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内45班，建屋内46班 4

CA 30 ・水素濃度測定

建屋内17班，建屋内20班
建屋内23班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内27班
建屋内43班，建屋内45班
建屋内47班

18

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4

CA 32 ・圧縮空気手動供給ユニット圧力確認
建屋内12班，建屋内24班
建屋内27班，建屋内43班
建屋内47班

10

CA 14 ・可搬型ダクト設置
建屋内14班，建屋内15班
建屋内16班，建屋内17班
建屋内18班，建屋内19班

12

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4

CA 16 ・可搬型電源ケーブル敷設
建屋内22班，建屋内23班
建屋内27班

6

CA 17 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機起動 建屋内27班 2

CA 18 ・可搬型排風機起動準備 建屋内14班，建屋内19班 4

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2

CA 29
・計器監視（かくはん系統圧縮空気圧力，貯槽掃気流量，貯
槽溶液温度，硝酸プルトニウム貯槽セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 4

ウラン・
プルトニ
ウム混合
脱硝建屋

作業番号 作業内容 作業班 要員数

第３－30図　水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（12／15）

67:00 68:00 69:00 70:0049:00 50:00 51:00 52:00 62:00 63:00 64:00 65:00 66:0048:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 71:00

経過時間（時：分）

8班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

建屋内19班

建屋内18班

214 784



KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班

12 2:30

KA 6 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース接続 建屋内38班 2 0:20

KA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内35班，建屋内36班
建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

12 2:30

KA 8
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への
圧縮空気の供給

建屋内38班 2 0:15

KA 9
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット
流量確認

建屋内35班，建屋内36班
建屋内38班，建屋内39班

8 2:10

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班，建屋内29班 4 3:10

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力
計の設置

建屋内31班 2 0:40

KA 11-1 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2 0:15

KA 11-2 ・ダンパ閉止

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班
建屋内34班

14 4:25

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

KA 31 ・水素濃度測定1
建屋内45班，建屋内46班
建屋内47班

6 2:10

KA 32 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

KA 33 ・水素濃度測定2
建屋内43班，建屋内45班
建屋内46班

6 2:20

KA 14
・可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電
機の接続，可搬型発電機起動

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8 2:20

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，
可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8 1:55

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

KA 30
・計器監視（貯槽掃気流量，貯槽溶液温度，放射性配管分岐
セル圧力，塔槽類廃ガス処理第１セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内41班，建屋内42班 4 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

第３－30図　水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（13／15）

高レベル
廃液ガラ
ス固化建

屋

作業番号 作業内容 作業班 要員数
所要時間※
（時：分） 10:00 11:00 12:00 19:00 20:0015:00 16:00 21:00 22:00 23:00

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 17:0013:00 14:00 18:009:00

KA受皿（蒸発乾固拡大防止）

KA22（蒸発乾固拡大防止）

（可搬型照明による中央制御室の照明確保）

AG8（建屋内30班）

KA10（建屋内29班）

AA14（建屋内34班）（拡大防止（放出防止））

AA11（建屋内33班）（拡大防止（放出防止）

AA12（建屋内32班（拡大防止（放出防止））

KA11（建屋内31班）

建屋内29，30班

建屋内31，32班

KA11-2（拡大防止（発生防止））

AB39

（拡大防止（放出防止））

CA32

（水素爆発

拡大防止）

ABコ1 1（蒸発KA7（建屋内39班），KA8（建屋内38班）

KA7（建屋内35，36班）

KA5-2（建屋内39，40班）（水素爆発発生防止）

建屋内38班

建屋内38班

KA7 KA8

KA6 KA9

建屋内35，36班

建屋内39，40班

KA3（建屋内35班）（水素爆発発生防止）

KA5-1（建屋内37，38班）（水素爆発発生防止）

KA16（建屋内36班）

建屋内38，39班

建屋内35，36，37，38班

ABコ1 1（建屋内40班）（蒸発乾固拡大防止）

KA6（建屋内38班） （水素爆発拡大防止）

KA9（建屋内35，36班）（水素爆発拡大防止）

KAコ1 1（建屋内37班）（蒸発乾固拡大防止）

KA9（建屋内39班）

KAコ1 1（建屋内36

（蒸発乾固拡大防止

KAコ5 2（建屋内35

（蒸発乾固拡大防止

AB40（建屋内46班） 拡大防止 （放出防止）

AB41（建屋内45班） 拡大防止（放出防止）

KA33

建屋内28班

建屋内29班

建屋内31班

建屋内31班

KA10

建屋内33，34班

KA11-2

建屋内28班

KA11-2

建屋内37，38，39，40班 KA4（建屋内37班） （水素爆発発生防止）

KA5-1（建屋内38班） （水素爆発発生防止）

KA5-2（建屋内39，40班）（水素爆発発生防止）

建屋内36班

KA7

建屋内37，38，39，40班

KA現場環境

(建屋内40班）

AA現場環境

(建屋内37，38，39班）
KA15

KA14

建屋内45，46班

KA31（建屋内46班）

KA33（建屋内46班）

KA12

建屋内45班

KA32

建屋内46班

建屋内45，46班

KA12

KA12

建屋内45班

KA33

KA31 KA31

建屋内45班

建屋内46班

KA33

KA33

建屋内46班

建屋内45班

KA33 KA33

建屋内46班

KA33 KA33

KA31

建屋内45班

KA31

建屋内45班

KA33 AB41

（拡大防止（放出防止））

KA33

KA33

建屋内46班

KA31

建屋内45班

建屋内43班

建屋内46班

KA31

建屋内47班

AA13（拡大防止（発生防止））

建屋内46班

建屋内47班

建屋内46班

建屋内47班

AA31

（拡大防止（放出防止））

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

AB41

（拡大防止（放出防止））

AA13（拡大防止（発生防止））

AA13（拡大防止（発生防止））

AA31

（拡大防止（放出防止））

建屋内28，29，30班

KA1（建屋内31，32班），KA2（建屋内33班）
建屋内31，32，33班

KA1

KA22（建屋内34班）（蒸発乾固拡大防止）

KA18（建屋内28，29，30，31，32，33班）（蒸発乾固発生防止）
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KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班

12

KA 6 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース接続 建屋内38班 2

KA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内35班，建屋内36班
建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

12

KA 8
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への
圧縮空気の供給

建屋内38班 2

KA 9
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット
流量確認

建屋内35班，建屋内36班
建屋内38班，建屋内39班

8

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班，建屋内29班 4

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力
計の設置

建屋内31班 2

KA 11-1 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2

KA 11-2 ・ダンパ閉止

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班
建屋内34班

14

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内45班，建屋内46班 4

KA 31 ・水素濃度測定1
建屋内45班，建屋内46班
建屋内47班

6

KA 32 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4

KA 33 ・水素濃度測定2
建屋内43班，建屋内45班
建屋内46班

6

KA 14
・可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電
機の接続，可搬型発電機起動

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，
可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2

KA 30
・計器監視（貯槽掃気流量，貯槽溶液温度，放射性配管分岐
セル圧力，塔槽類廃ガス処理第１セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内41班，建屋内42班 4

高レベル
廃液ガラ
ス固化建

屋

作業番号 作業内容 作業班 要員数

第３－30図　水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（14／15）

25:00 26:00 39:00 40:0027:00 28:00 29:00 35:00 36:00 37:00 38:0030:00 31:00 32:00 33:00 34:0024:00 41:00 47:0042:00 43:00 44:00 45:00 46:00

経過時間（時：分）

発乾固拡大防止）

6班）

止）

5班）

止）

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班
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KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班

12

KA 6 ・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース接続 建屋内38班 2

KA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内35班，建屋内36班
建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

12

KA 8
・可搬型空気圧縮機からの高レベル廃液ガラス固化建屋への
圧縮空気の供給

建屋内38班 2

KA 9
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット
流量確認

建屋内35班，建屋内36班
建屋内38班，建屋内39班

8

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班，建屋内29班 4

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力
計の設置

建屋内31班 2

KA 11-1 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2

KA 11-2 ・ダンパ閉止

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班
建屋内34班

14

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内45班，建屋内46班 4

KA 31 ・水素濃度測定1
建屋内45班，建屋内46班
建屋内47班

6

KA 32 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4

KA 33 ・水素濃度測定2
建屋内43班，建屋内45班
建屋内46班

6

KA 14
・可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電
機の接続，可搬型発電機起動

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，
可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2

KA 30
・計器監視（貯槽掃気流量，貯槽溶液温度，放射性配管分岐
セル圧力，塔槽類廃ガス処理第１セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内41班，建屋内42班 4

高レベル
廃液ガラ
ス固化建

屋

作業番号 作業内容 作業班 要員数

第３－30図　水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（15／15）

71:0057:00 58:00 60:00 61:00 62:0051:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 59:0048:00 49:00 50:00 70:0063:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00

経過時間（時：分）

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班 建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班 建屋内42班

建屋内41班

建屋内42班

建屋内41班 建屋内41班
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令和２年４月 ９ 日 R20 

１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 
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 本文
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（5／13） 

1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

方
針
目
的

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入れ施設

の使用済燃料受入れ設備の燃料仮置きピット並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設

備の燃料貯蔵プール及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール

等」という。）の冷却機能又は注水機能が喪失した場合，又は燃料貯

蔵プール等からの水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却

し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための手順を整備する。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合に，使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，及び使用済燃料損傷時に，で

きる限り大気中への放射性物質の放出を低減するための手順を整備

する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定するための手順を整備する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
段
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
， 

又
は
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
注
水 

【手順着手の判断】 

以下のいずれかによりプール水冷却系及び安全

冷却水系の冷却機能の喪失並びに補給水設備等

の注水機能が喪失した場合，手順に着手する。 

・全交流動力電源喪失が発生した場合 

・その他外的要因による静的機器の複数系列損

傷及び動的機器の複数同時機能喪失の場合 

【燃料貯蔵プール等への注水準備】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給するた

めに，可搬型中型移送ポンプ運搬車により可搬型

中型移送ポンプを第１貯水槽近傍へ運搬し設置

する。 

ホース展張車により可搬型建屋外ホースを敷

設し，可搬型中型移送ポンプと可搬型建屋外ホー

スを接続し，第 1貯水槽から使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋へ水を供給するための経路を構築する。 

運搬車により可搬型建屋内ホース及び可搬型

代替注水設備流量計を運搬し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に可搬型建屋内ホースを敷設し，

可搬型代替注水設備流量計を設置する。 

4 791



1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
段
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
， 

又
は
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
注
水 

【燃料貯蔵プール等への注水準備（続き）】 

可搬型建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及

び可搬型代替注水設備流量計を接続し，第 1貯

水槽から燃料貯蔵プール等に注水するための系

統を構築する。 

【燃料貯蔵プール等への注水】 

 燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこ

と及び燃料貯蔵プール等の水位が，目標水位に

対して 0.05m低下したことを確認し，可搬型中

型移送ポンプにより，第 1貯水槽から燃料貯蔵

プール等へ注水する。注水流量は可搬型代替注

水設備流量計により確認し，可搬型中型移送ポ

ンプの間欠運転により注水流量を調整する。 

その後，目標水位への到達を確認し，可搬型

中型移送ポンプを停止する。 

【燃料貯蔵プール等への注水の成否判断】 

燃料貯蔵プール等の水位が目標水位程度であ

ることを確認することにより，燃料貯蔵プール

等への注水により燃料貯蔵プール等の水位が回

復，維持され，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料が冷却され，放射線が遮蔽されていると判断

する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
水
の
ス
プ
レ
イ 

【手順着手の判断基準】 

代替注水設備により燃料貯蔵プール等への注水を行

っても燃料貯蔵プール等の水位低下が継続する場合，又

は事象発生に伴い実施する現場確認の結果，燃料貯蔵プ

ール等の水位の低下量が 40ｍｍ／30 分以上である場

合、手順に着手する。 

【燃料貯蔵プール等への水のスプレイ準備】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の燃料貯蔵プール等に

水をスプレイするために，大型移送ポンプ車を第１貯水

槽近傍へ運搬し設置する。 

ホース展張車により可搬型建屋外ホースを敷設し，可

搬型建屋外ホース及び大型移送ポンプ車を接続する。 

運搬車により可搬型建屋内ホース，可搬型スプレイヘ

ッダ及び可搬型スプレイ設備流量計を使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内へ運搬する。 

燃料貯蔵プール等の近傍に可搬型スプレイヘッダを

設置し固定する。 

可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型スプレイ設備流

量計を設置する。 

可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続し，

第 1 貯水槽から燃料貯蔵プール等に水をスプレイする

ための系統を構築する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
水
の
ス
プ
レ
イ 

【燃料貯蔵プール等への水のスプレイ】 

大型移送ポンプ車を起動し，第 1 貯水槽から燃料貯蔵

プール等に水をスプレイする。また、可搬型スプレイ設

備流量計によりスプレイ流量を確認する。 

【燃料貯蔵プール等への水のスプレイの成否判断】 

燃料貯蔵プール等に水がスプレイされていることを

確認することにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，

大気中への放射性物質の放出を低減できていると判断

する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

１．燃料貯蔵プール等の監視 

【手順着手の判断】 

燃料貯蔵プール等の水位，水温及び空間線量が

設計基準対象の施設により計測できなくなった場

合であって，燃料貯蔵プール等の水位の低下が，可

搬型中型移送ポンプの注水により回復できる場

合，手順に着手する。 

【携行型の監視設備による監視】 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）及び可搬

型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー

タ）にて燃料貯蔵プール等の状態及び変動を監視

する。 

【監視設備による監視準備】 

運搬車により可搬型燃料貯蔵プール等空間線量

率計（ 線量率計），可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ（以下「監視カメラ等」という。）可搬型

燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯

蔵プール等温度計（測温抵抗体），及び使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

を外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋近傍へ運搬する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

けん引車により，可搬型監視ユニット，可搬型計

測ユニット及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機を外部保管エリアから使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬し，設置する。 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬

型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視

カメラ等を建屋内に設置する。 

【監視設備による監視】 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機を起動し，燃料貯蔵プール等を継続監視する

とともに，設置した監視設備により燃料貯蔵プー

ル等の監視が継続できていると判断する。 

２．監視設備の保護 

【手順着手の判断基準】 

監視設備の配備が完了次第，手順に着手する。 

【監視設備の保護の準備】 

運搬車により可搬型空冷ユニット用ホース，可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケー

ス及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷

却ケースを外部保管エリアから使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

けん引車により可搬型空冷ユニット及び可搬型

計測ユニット用空気圧縮機を外部保管エリアから

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍に運搬し設置す

る。 

【監視設備の保護】 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型計測

ユニット及び可搬型空冷ユニットを接続し，可搬

型空冷ユニットを起動し，監視カメラ等の冷却保

護を開始する。 

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケ

ース及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

用冷却ケースへ冷却空気が供給されていることを

確認し，重大事故等時における燃料貯蔵プール等

の継続監視を実施するとともに，可搬型空冷ユニ

ットの稼働により，監視カメラ等が冷却保護され，

燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると判断

する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

１．燃料貯蔵プール等の監視 

【手順着手の判断】 

燃料貯蔵プール等の水位，水温，空間線量が設計基

準対象の施設により計測ができなくなった場合であ

って，燃料貯蔵プール等の水位の低下が，可搬型中型

移送ポンプの注水により回復できない場合，手順に着

手する。 

【携行型の監視設備による監視】 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬

型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）及び可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）にて

燃料貯蔵プール等の状態及び変動を監視する。 

【監視設備による監視の準備】 

運搬車により可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア

パージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体），監視カメラ等及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルを外部保管エリア

から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

けん引車により，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユ

ニット，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を外部保管

エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬し，

設置する。 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可

搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視カ

メラ等を建屋内に設置する。 

【監視設備による監視】 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を起動し，燃料貯

蔵プール等を継続監視するとともに，設置した監視設備

により燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると判

断する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

２．監視設備の保護 

【手順着手の判断】 

監視設備の配備が完了次第，手順に着手する。 

【監視設備の保護の準備】 

運搬車により可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃

料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース及び可搬

型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースを使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 

けん引車により可搬型空冷ユニットを使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋近傍に運搬し，設置する。 

【監視設備の保護】 

設置済みの可搬型計測ユニット用空気圧縮機と可搬

型空冷ユニットを接続し，可搬型空冷ユニットを起動

し，監視カメラ等の冷却保護を開始する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース

及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケ

ースへ冷却空気が供給されていることを確認し，重大事

故等時における燃料貯蔵プール等の継続監視を実施す

るとともに，可搬型空冷ユニットの稼働により，監視カ

メラ等が冷却保護され，燃料貯蔵プール等の監視が継続

できていると判断する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能の

喪失並びに補給水設備等の注水機能が喪失した場

合，若しくはそのおそれがある場合又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合には，「燃料

貯蔵プール等への注水」の対応手順に従い，第 1 貯

水槽を水源として可搬型中型移送ポンプにより燃

料貯蔵プール等へ注水することで，燃料貯蔵プー

ル等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する。 

これらの対応手段の他に，全交流動力電源が喪

失した場合であって，機器の損傷が伴わない場合

に，自主対策設備を用いた対策を選択することが

できる。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

可搬型中型移送ポンプにより燃料貯蔵プール等への

注水を行っても燃料貯蔵プール等の水位低下が継続す

る場合，又は事象発生に伴い実施する現場確認の結果，

燃料貯蔵プール等の水位の低下量が 40ｍｍ／30 分以上

である場合には，第１貯水槽を水源としてスプレイ設備

による燃料貯蔵プール等への水のスプレイを実施する

ことにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい

損傷の進行を緩和し，及び使用済燃料の損傷時に，でき

る限り大気中への放射性物質の放出を低減する。 

これらの対応手段の他に，燃料貯蔵プール等からの水

の漏えいが継続している場合で，燃料貯蔵プール等近傍

での作業が可能な場合に，自主対策設備を用いた対策を

選択することができる。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

電
源
確
保 

 全交流動力電源喪失時は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機を用いて，可搬型計測ユニット

へ給電する。 

燃
料
給
油 

 配慮すべき事項は，第５表「電源の確保に関する手順

等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(5/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等 

燃料貯蔵プール等への注水 

実施責任者等 

の要員 
18人 

21時間 30分 

以内 
35時間 

建屋外対応班の 

班員 
19人 

建屋対策班の 

班員 
18人 

燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ 

実施責任者等 

の要員 
11人 

14時間 

以内 
※２ 

建屋外対応班の 

班員 
14人 

建屋対策班の 

班員 
16人 

燃料貯蔵プール等の監視 

（燃料貯蔵プール等への注水

時） 

実施責任者等 

の要員 
17人 

22時間 30分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
28人 

燃料貯蔵プール等の監視 

（燃料貯蔵プール等への水のス

プレイ時） 

実施責任者等 

の要員 
10人 

９時間 30分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
28人 

監視設備の保護 

（燃料貯蔵プール等への注水

時） 

実施責任者等 

の要員 
17人 

30時間 40分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
26人 

監視設備の保護 

（燃料貯蔵プール等への水のス

プレイ時） 

実施責任者等 

の要員 
10人 

13時間 40分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
26人 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

18 805



第７表 事故対処するために必要な設備（16／16） 

「燃料損傷防止対策」 

判断及び 

操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 
計装設備 

燃料損傷

防止対策

の着手判

断 

－ － － 

建屋外の

水供給経

路の構築 

・第１貯水槽 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ

運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型代替注水設備流量計 

  

19 806



 
（つづき） 

判断及び 

操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 
計装設備 

燃料損傷

防止対策

の準備 

・第１貯水槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・運搬車 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬

型発電機 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可

搬型電源ケーブル 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（電波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（サーミスタ式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体） 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（線量率計） 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ） 

・可搬型代替注水設備流量計 

・可搬型空冷ユニットＡ 

・可搬型空冷ユニットＢ 

・可搬型空冷ユニットＣ 

・可搬型空冷ユニットＤ 

・可搬型空冷ユニットＥ 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の実施判

断 

－ － 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 
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（づつき） 

判断及び 

操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 
計装設備 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の実施 ・第１貯水槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

・可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（サーミスタ） 

・可搬型代替注水設備流量計 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の成否判

断 

－ － 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の実施判

断 

－ － 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

監視設備

及び空冷

設備の設

置 

－ 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型

発電機 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブル 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（線量率計） 

・可搬型空冷ユニットＡ 

・可搬型空冷ユニットＢ 

・可搬型空冷ユニットＣ 

・可搬型空冷ユニットＤ 

・可搬型空冷ユニットＥ 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 
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 添付書類八
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（5／13） 

1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

方
針
目
的

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失した場合，又は

燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための手順を整備す

る。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合に，使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，及び使用済燃料損傷時に，で

きる限り大気中への放射性物質の放出を低減するための手順を整備

する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定するための手順を整備する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
段
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
， 

又
は
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
注
水 

【手順着手の判断】 

以下のいずれかにより使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済

燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備のプー

ル水冷却系（以下「プール水冷却系」という）

及び安全冷却水系の冷却機能の喪失並びに補給

水設備等の注水機能が喪失した場合，手順に着

手する。 

・全交流動力電源喪失が発生した場合 

・その他外的要因による静的機器の複数系列損

傷及び動的機器の複数同時機能喪失の場合 

【燃料貯蔵プール等への注水準備】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給するた

めに，可搬型中型移送ポンプ運搬車により可搬型

中型移送ポンプを第１貯水槽近傍へ運搬し設置

する。 

ホース展張車により可搬型建屋外ホースを敷

設し，可搬型中型移送ポンプと可搬型建屋外ホー

スを接続し，第１貯水槽から使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋へ水を供給するための経路を構築する。 

運搬車により可搬型建屋内ホース及び可搬型

代替注水設備流量計を運搬し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に可搬型建屋内ホースを敷設し，

可搬型代替注水設備流量計を設置する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
段
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
， 

又
は
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
注
水 

【燃料貯蔵プール等への注水準備（続き）】 

可搬型建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及

び可搬型代替注水設備流量計を接続し，第 1貯

水槽から燃料貯蔵プール等に注水するための系

統を構築する。 

【燃料貯蔵プール等への注水】 

 燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこ

と及び燃料貯蔵プール等の水位が，目標水位に

対して 0.05ｍ低下したことを確認し，可搬型中

型移送ポンプにより，第 1貯水槽から燃料貯蔵

プール等へ注水する。注水流量は可搬型代替注

水設備流量計により確認し，可搬型中型移送ポ

ンプの間欠運転により注水流量を調整する。 

その後，目標水位への到達を確認し，可搬型

中型移送ポンプを停止する。 

【燃料貯蔵プール等への注水の成否判断】 

燃料貯蔵プール等の水位が目標水位程度であ

ることを確認することにより，燃料貯蔵プール

等への注水により燃料貯蔵プール等の水位が回

復，維持され，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料が冷却され，放射線が遮蔽されていると判断

する。 

25 812



1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
水
の
ス
プ
レ
イ 

【手順着手の判断基準】 

代替注水設備により燃料貯蔵プール等への注水を行

っても燃料貯蔵プール等の水位低下が継続する場合，

又は事象発生に伴い実施する現場確認の結果，燃料貯

蔵プール等の水位の低下量が 40ｍｍ／30 分以上であ

る場合、手順に着手する。 

【燃料貯蔵プール等への水のスプレイ準備】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の燃料貯蔵プール等

に水をスプレイするために，大型移送ポンプ車を第１

貯水槽近傍へ運搬し設置する。 

ホース展張車により可搬型建屋外ホースを敷設し，

可搬型建屋外ホース及び大型移送ポンプ車を接続す

る。 

運搬車により可搬型建屋内ホース，可搬型スプレイ

ヘッダ及び可搬型スプレイ設備流量計を使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内へ運搬する。 

燃料貯蔵プール等の近傍に可搬型スプレイヘッダを

設置し固定する。 

可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型スプレイ設備

流量計を設置する。 

可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続

し，第１貯水槽から燃料貯蔵プール等に水をスプレイ

するための系統を構築する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生

 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
水
の
ス
プ
レ
イ 

【燃料貯蔵プール等への水のスプレイ】 

大型移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽から燃料貯

蔵プール等に水をスプレイする。また、可搬型スプレ

イ設備流量計によりスプレイ流量を確認する。 

【燃料貯蔵プール等への水のスプレイの成否判断】 

燃料貯蔵プール等に水がスプレイされていることを

確認することにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時

に，大気中への放射性物質の放出を低減できていると

判断する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

１．燃料貯蔵プール等の監視 

【手順着手の判断】 

燃料貯蔵プール等の水位，水温及び空間線量が

設計基準対象の施設により計測できなくなった場

合であって，燃料貯蔵プール等の水位の低下が，可

搬型中型移送ポンプの注水により回復できる場

合，手順に着手する。 

【携行型の監視設備による監視】 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）及び可搬

型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー

タ）にて燃料貯蔵プール等の状態及び変動を監視

する。 

【監視設備による監視準備】 

運搬車により可搬型燃料貯蔵プール等空間線量

率計（線量率計），可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ（以下「監視カメラ等」という。），可搬型

燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯

蔵プール等温度計（測温抵抗体），及び使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

を外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋近傍へ運搬する。 

けん引車により，可搬型監視ユニット，可搬型計

測ユニット及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

施設可搬型発電機を外部保管エリアから使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬し，設置する。 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬

型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視

カメラ等を建屋内に設置する。 

【監視設備による監視】 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機を起動し，燃料貯蔵プール等を継続監視する

とともに，設置した可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測

温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメ

ラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計），可搬型監視ユニット等（以下「監視設備」と

いう。）により燃料貯蔵プール等の監視が継続でき

ていると判断する。 

２．監視設備の保護 

【手順着手の判断基準】 

監視設備の配備が完了次第，手順に着手する。 

【監視設備の保護の準備】 

運搬車により可搬型空冷ユニット用ホース，可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケー

ス及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷

却ケースを外部保管エリアから使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

けん引車により可搬型空冷ユニット及び可搬型

計測ユニット用空気圧縮機を外部保管エリアから

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍に運搬し設置す

る。 

【監視設備の保護】 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型計測

ユニット及び可搬型空冷ユニットを接続し，可搬

型空冷ユニットを起動し，監視カメラ等の冷却保

護を開始する。 

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケ

ース及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

用冷却ケースへ冷却空気が供給されていることを

確認し，重大事故等時における燃料貯蔵プール等

の継続監視を実施するとともに，可搬型空冷ユニ

ットの稼働により，監視カメラ等が冷却保護され，

燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると判断

する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

１．燃料貯蔵プール等の監視 

【手順着手の判断】 

燃料貯蔵プール等の水位，水温，空間線量が設計基

準対象の施設により計測ができなくなった場合であっ

て，燃料貯蔵プール等の水位の低下が，可搬型中型移

送ポンプの注水により回復できない場合，手順に着手

する。 

【携行型の監視設備による監視】 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型

燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）及び可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）にて燃

料貯蔵プール等の状態及び変動を監視する。 

【監視設備による監視の準備】 

運搬車により可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア

パージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），監視カメラ等及び使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型電源ケーブルを外部保管エリアから使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

けん引車により，可搬型監視ユニット，可搬型計測

ユニット，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を外部

保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運

搬し，設置する。 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可

搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視

カメラ等を建屋内に設置する。 

【監視設備による監視】 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を起動し，燃料

貯蔵プール等を継続監視するとともに，設置した監視

設備により燃料貯蔵プール等の監視が継続できている

と判断する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

２．監視設備の保護 

【手順着手の判断】 

監視設備の配備が完了次第，手順に着手する。 

【監視設備の保護の準備】 

運搬車により可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース及び可

搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースを使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 

けん引車により可搬型空冷ユニットを使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋近傍に運搬し，設置する。 

【監視設備の保護】 

設置済みの可搬型計測ユニット用空気圧縮機と可搬

型空冷ユニットを接続し，可搬型空冷ユニットを起動

し，監視カメラ等の冷却保護を開始する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

対
応
手
順
等 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
監
視
の
た
め
の
手
順 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
状
況
監
視 

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース

及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケ

ースへ冷却空気が供給されていることを確認し，重大

事故等時における燃料貯蔵プール等の継続監視を実施

するとともに，可搬型空冷ユニットの稼働により，監

視カメラ等が冷却保護され，燃料貯蔵プール等の監視

が継続できていると判断する。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却
機
能
及
び
注
水
機
能
の
喪
失
時
又
は 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能の

喪失並びに補給水設備等の注水機能が喪失した場

合，若しくはそのおそれがある場合又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合には，「燃料

貯蔵プール等への注水」の対応手順に従い，第 1 貯

水槽を水源として可搬型中型移送ポンプにより燃

料貯蔵プール等へ注水することで，燃料貯蔵プー

ル等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する。 

これらの対応手段の他に，全交流動力電源が喪

失した場合であって，機器の損傷が伴わない場合

に，自主対策設備を用いた対策を選択することが

できる。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時
の
対
応 

可搬型中型移送ポンプにより燃料貯蔵プール等への

注水を行っても燃料貯蔵プール等の水位低下が継続す

る場合，又は事象発生に伴い実施する現場確認の結果，

燃料貯蔵プール等の水位の低下量が 40ｍｍ／30 分以

上である場合には，第１貯水槽を水源としてスプレイ

設備による燃料貯蔵プール等への水のスプレイを実施

することにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し，及び使用済燃料の損傷時

に，できる限り大気中への放射性物質の放出を低減す

る。 

これらの対応手段の他に，燃料貯蔵プール等からの

水の漏えいが継続している場合で，燃料貯蔵プール等

近傍での作業が可能な場合に，自主対策設備を用いた

対策を選択することができる。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 
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1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

電
源
確
保 

 全交流動力電源喪失時は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機を用いて，可搬型計測ユニ

ットへ給電する。 

燃
料
給
油 

 配慮すべき事項は，第５－１表（8／13）「電源の確

保に関する手順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(５／13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等 

燃料貯蔵プール等への注水 

実施責任者等 

の要員 
18人 

21時間 30分 

以内 
35時間 

建屋外対応班の 

班員 
19人 

建屋対策班の 

班員 
18人 

燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ 

実施責任者等 

の要員 
11人 

14時間 

以内 
※２ 

建屋外対応班の 

班員 
14人 

建屋対策班の 

班員 
16人 

燃料貯蔵プール等の監視 

（燃料貯蔵プール等への注水

時） 

実施責任者等 

の要員 
17人 

22時間 30分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
28人 

燃料貯蔵プール等の監視 

（燃料貯蔵プール等への水のス

プレイ時） 

実施責任者等 

の要員 
10人 

９時間 30分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
28人 

監視設備の保護 

（燃料貯蔵プール等への注水

時） 

実施責任者等 

の要員 
17人 

30時間 40分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
26人 

監視設備の保護 

（燃料貯蔵プール等への水のス

プレイ時） 

実施責任者等 

の要員 
10人 

13時間 40分 

以内 
※２ 

建屋対策班の 

班員 
26人 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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第５－３表 事故対処するために必要な設備（16／16） 

「燃料損傷防止対策」 

判断及び 

操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 
計装設備 

燃料損傷

防止対策

の着手判

断 

－ － － 

建屋外の

水供給経

路の構築 

・第１貯水槽 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ

運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

・可搬型代替注水設備流量計 
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（つづき） 

判断及び 

操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 
計装設備 

燃料損傷

防止対策

の準備 

・第１貯水槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・運搬車 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬

型発電機 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可

搬型電源ケーブル 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（電波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（サーミスタ式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体） 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（線量率計） 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ） 

・可搬型代替注水設備流量計 

・可搬型空冷ユニットＡ 

・可搬型空冷ユニットＢ 

・可搬型空冷ユニットＣ 

・可搬型空冷ユニットＤ 

・可搬型空冷ユニットＥ 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の実施判

断 

－ － 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 
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（つづき） 

判断及び 

操作 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等 

対処設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 
計装設備 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の実施 ・第１貯水槽 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

・可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（サーミスタ） 

・可搬型代替注水設備流量計 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の成否判

断 

－ － 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

燃料貯蔵

プール等

への注水

の実施判

断 

－ － 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（超音波式） 

・可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（メジャー） 

監視設備

及び空冷

設備の設

置 

－ 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型

発電機 

・使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブル 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（線量率計） 

・可搬型空冷ユニットＡ 

・可搬型空冷ユニットＢ 

・可搬型空冷ユニットＣ 

・可搬型空冷ユニットＤ 

・可搬型空冷ユニットＥ 

・可搬型空冷ユニット用ホース 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ用冷却ケース 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計用冷却ケース 

・可搬型空冷ユニット空気圧縮

機 
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力
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5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

【要求事項】 

１ 再処理事業者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪

失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用

済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

２ 再処理事業者において、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい

て使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨

界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、再処理施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈（平成２５年１１月２７日原管研発第 

1311275 号原子力規制委員会決定）第２８条第１項第３号⑤ a)及び 

b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵

槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
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ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備

により、使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、

及び臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。 

３ 第２項に規定する使用済燃料貯蔵槽内の「使用済燃料の著しい損傷の進

行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備

により、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整

備すること。 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するため

の手順等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下に

よること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料

貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり

測定できること。 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合に

は、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

  

燃料貯蔵プール等 の冷却機能又は注水機能が喪失した場合，又は燃料貯

蔵プール等からの水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が

低下した場合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽

し，及び臨界を防止するための対処設備を整備する。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ
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ール等の水位が異常に低下した場合に，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩

和し，臨界を防止し，及び 使用済燃料損傷時に，できる限り大気中への 放

射性物 質の 放出を低減するための対処設備を整備する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重大事故等により変動する可能性のある

範囲にわたり測定するための対処設備を整備する。 

 ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

燃料貯蔵プール等の冷却機能を有する設計基準対象の施設として，

プール水冷却系及び その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全

冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下 5.では「安

全冷却水系」という。）を設置している。 

また，燃料貯蔵プール等の注水機能を有する設計基準対象の施設と

して，補給水設備を設置している。 

これらの冷却機能及び注水機能が故障等により喪失した場合，若し

くは燃料貯蔵プール等に接続する配管の破損及び地震に伴うスロッシ

ングによる燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいにより燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低

下した場合は，やがて使用済燃料が露出し，損傷に至る。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失することにより，

燃料貯蔵プール等の水の温度が上昇し，燃料貯蔵プール等の水位が低

下した場合又は燃料貯蔵プール等に接続する配管の破損及び地震に伴

うスロッシングによる燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいに

より水位が低下した場合には，燃料貯蔵プール等へ注水して使用済燃

料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する必要がある。 

また，燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいし，燃料貯蔵プール

等へ注水しても水位が維持できない場合には，燃料貯蔵プール等へ水

をスプレイすることにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の損傷

の進行を緩和し，臨界を防止し，及び使用済燃料の損傷時に，できる

限り大気中への放射性物質の放出を低減 する必要がある。 
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これらの対処を行うために，フォールトツリー分析を実施した上

で，想定する故障に対応できる手段及び重大事故等対処設備を選定す

る（第 ５－１図(１)及び第５－１図(２)）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための手段と

して自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準 だけでな

く，事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規則第四十二条 の要求

事項を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主

対策設備との関係を明確にする。 

 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の

損傷に至るおそれのある事象として，プール水冷却系又は安全冷却水

系の機能喪失による燃料貯蔵プール等の冷却機能の喪失，並びに 補給

水設備等 の機能喪失による燃料貯蔵プール等の注水機能の喪失，燃料

貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破損及びスロッシン

グによる燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいに伴う冷却機能

の喪失及び注水機能の喪失，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え

いを想定する。 

これらの事象に対し，プール水冷却系，安全冷却水系，補給水設備

等 を構成する設備のうち，冷却塔，ポンプなどの動的機器を起動させ

るために必要な電気設備など多岐の設備故障に対応でき，かつ複数の

設備故障が発生した場合においても対処が可能となるように重大事故

等対処設備を選定する。 

「共通電源車を用いた冷却機能等の回復」などの個別機器の故障へ
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の対処を行うものについては，全てのプラント状況において使用する

ことは困難であるが，個別機器の故障に対しては有効な手段であるこ

とから，自主対策設備として選定する。なお，配管等の静的機器の破

損に対しては，設計基準対象の施設の設計で想定している修理の対応

を行うことが可能である。 

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料については，使用済燃料集合体の

平均濃縮度に応じて適切な燃料間隔をとった燃料仮置きラック，燃料

貯蔵ラック，バスケット及びバスケット仮置き 架台 （実入り用）へ収

納することにより，臨界を防止する。 

安全機能を有する施設に要求される，機能の喪失原因から選定した

対応手段及び 技術的能力 審査基準，事業指定基準規則第三十八条及び

技術基準規則第四十二条 からの要求により選定した対応手段と，その

対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

また，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備

する手順についての関係を第５－１表に整理する。 

 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯

蔵プール等からの小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への注水 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失した場合，若しく

はそのおそれがある場合，又は燃料貯蔵プール等の水位が低下した場

合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，水位を回復，維持

し放射線を遮蔽するための手段がある。なお，第２貯水槽を水源と

した場合でも対処が可能である。 

本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 
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    ・可搬型建屋内ホース 

    ・可搬型中型移送ポンプ 

    ・可搬型建屋外ホース 

    ・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

    ・ホース展張車 

    ・運搬 車 

    ・可搬型代替注水設備流量 計 

 

  (ⅱ) 共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

    全交流動力電源喪失による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機

能が喪 失し た場合であって，機器の損傷が伴わない場合に，共通電

源車等により，安全冷却水系，プール水冷却系及び補給水設備の機能

を回復し，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，水位を回復，

維持し放射線を遮蔽する手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・共通電源車 

    ・可搬型電源ケーブル 

    ・燃料供給ポン プ 

    ・燃料供給ポンプ用電源ケーブ ル 

    ・可搬型燃料補給ホース 

    ・第１非常用ディーゼル発電機の重油タン ク 

    ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

    ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 460Ｖ非常用母線 

    ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のケーブル及び電路（非常用） 

    ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の第１非常用直流電源設 備 
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    ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

  (ⅲ) 燃料貯蔵プール等からの水の漏えい抑制 

    燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破損により燃

料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが発生した場合において，サイ

フォンブレーカの設置位置まで水位が低下した時点で，自動でサイフ

ォン効果の継続を防止することにより水の漏えいを停止する手段があ

る。 

本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・サイフォンブレーカ 

また，地震に伴うスロッシングにより燃料貯蔵プール等から漏えい

する水を抑制する手段がある。 

本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・止水板及び蓋（設計基準対象の施設と兼用） 

 

  (ⅳ) 臨界防止 

    燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失した場合，燃料貯

蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合において，臨界を防止する手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼

用） 
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  (ⅴ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    燃料貯蔵プール等への注水に使用する設備のうち，代替注水設備

の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース 及び 可搬型建屋内ホ

ース，代替安全冷却水系の 可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備とし て配 備する。 

    燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するための設備のうち，

漏えい抑制設備の止水板及び蓋を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

    燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するための設備のうち，

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを常設重大事故等対処設備とし

て設 置する。 

    燃料貯蔵プール等において臨界を防止するための設備のうち，臨界

防止設備の燃料仮置きラック，燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台（実入り用）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力 審査基準及び 事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規

則第四十二条 に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等の冷却機能及

び注水機能が喪失した場合，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合

においても，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮

蔽し，及び臨界を防止することができる。 

    共通電源車を用いた燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の回
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復に使用する設備（ａ．(b)ⅰ．(ⅱ)共通電源車を用いた冷却機能等の回

復 ）は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるた

め，自主対策設備として位置付ける。具体的には，全交流動力電源喪

失による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失が発生した

場合であって，機器の損傷を伴わない場合には対応手段として選択す

ることができる。 

    本対応で電源を回復した後に起動する負荷は「8. 電源の確保に

関する手順等」に示す 。 

 

  ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設 

備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

    燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール

等へ水をスプレイすることにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃 料損 傷時に，できる限り大

気中への放射性物質の放出を低減するための手段がある。なお，第

２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能である。 

    本対応で使用する設備は,以下のとお り（第５－２表）。 

    ・大型移送ポンプ 車 

    ・可搬型建屋外ホース 

    ・可搬型建屋内ホース 

    ・可搬型スプレイヘッダ 

    ・ホース展張 車 

    ・運搬 車 
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    ・可搬型スプレイ設備流量 計 

 

  (ⅱ) 臨界防止 

    燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，臨界を防止する

手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

 

  (ⅲ) 資機材によるプール水の漏えい緩和 

    燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいしている場合において，止

水材により漏えい箇所を閉塞させることにより，燃料貯蔵プール等か

らのプール水の漏えいを緩和する手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・止水材（ステンレス鋼板，ロープ等） 

 

   (ⅳ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備のうち，放水設備

の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，スプレイ設備の可搬型

建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダ並びに代替安全冷却水系のホ

ース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 
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    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力 審査基準及び 事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規

則第四十二条 に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下

した場合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し，及び 使用済燃料の損傷時に大気中への放射性物質の放出を

低減することができる。 

    資機材によるプール水の漏えい緩和に使用する設備（(b)ⅱ.(ⅲ)参

照）は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，

自主対策設備として位置付ける。具体的には，燃料貯蔵プール等から

プール水が漏えいしている場合で，燃料貯蔵プール等近傍で作業が可

能な場合には対応手段として選択することができる 。 

 

  ⅲ．電源，補給水及び監視 

  (ⅰ) 電源，補給水及び監視 

   １） 電源 

    燃料貯蔵プール等の状態を監視する場合，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機により燃料貯蔵プール等の監視に使用する

設備へ給電する手段がある。 

    また，共通電源車を用いた冷却機能等の回復により燃料貯蔵プール

等内の使用済燃料を冷却する場合，安全冷却水系のポンプ等に電源を

供給する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとお り（第５－２表）。 

   ａ） 燃料貯蔵プール等への注水に使用する電源設備 
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    ・軽油貯槽 

    ・軽油用タンクローリ 

   ｂ） 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する電源設備 

    ・軽油貯槽 

    ・軽油用タンクローリ 

   ｃ） 燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する電源設備 

    ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

    ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル 

    ・軽油貯槽 

    ・軽油用タンクローリ 

   ｄ） 「共通電源車を用いた冷却機能等の回復」に使用する電源設備 

    「ａ．(b)ⅰ．(ⅰ) 共通電源車を用いた冷却機能等の回復」に記載の

とおり。 

   ２） 補給水 

     上記「燃料貯蔵プール等への注水」及び「燃料貯蔵プール等への

水のスプレイ」により燃料貯蔵プール等への注水又はスプレイを実

施する際には，燃料貯蔵プール等の冷却等に使用する水を水源から

供給する手段がある。 

     本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・第１貯水 槽 

     なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能である。 

   ３） 監視 

     重大事故等時において，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料

貯蔵プール等の空間線量率の監視並びに燃料貯蔵プール等の状態を

監視 し，監視設備を保護 するための手段がある。 
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     本対応で使用する設備は以下のとお り（第５－２表）。 

    ・燃料貯蔵プール等水位計（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・燃料貯蔵プール等温度計（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・ガンマ線エリアモニタ（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式 ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア パージ式 ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水温計（サーミスタ式 ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水温計（測温抵抗体 ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計） 

    ・可搬型計測ユニッ ト 

    ・可搬型監視ユニット 

    ・可搬型計測ユニット用空気圧縮 機 

    ・可搬型空冷ユニット用ホース 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース 

    ・可搬型空冷ユニット Ａ 

    ・可搬型空冷ユニットＢ 

    ・可搬型空冷ユニットＣ 

    ・可搬型空冷ユニットＤ 

    ・可搬型空冷ユニットＥ 

56 843



 

    ・可搬型計測ユニット用空気圧縮機出口圧力計（機器付 ） 

    ・可搬型空冷ユニット出口圧力計（機器付 ） 

    ・可搬型空冷ユニット用冷却装置圧力計（機器付 ） 

    ・可搬型空冷ユニット用バルブユニット流量計（機器付 ） 

    ・可搬型監視カメラ入口空気流量計（機器付 ） 

    ・可搬型線量率計入口空気流量計（機器付 ） 

    ・運搬車 

    ・けん引車 

   ４） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     燃料貯蔵プール等への注水及び燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イ並びに燃料貯蔵プール等の監視に使用する電源設備のうち，補機

駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし て

設 置する。 

     燃料貯蔵プール等への注水及び燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イの補給水の供給に使用する設備のうち，水供給 設備の第１貯水

槽を常設重大事故等対処設備とし て設 置する。 

     燃料貯蔵プール等の監視に使用する電源設備のうち，代替電源設

備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び代替所

内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブルを可搬型重大事故等対処設備とし て配 備する。 

     燃料貯蔵プール等への注水及び燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イ並びに燃料貯蔵プール等の監視に使用する電源設備のうち，補機

駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリを可搬型重大事故等対処

設備とし て配 備する。 
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     燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備のうち，計装設備 の可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア パージ式），可搬型燃料貯蔵

プール等温度計（サーミスタ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計

（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニット用ホー

ス，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニッ

ト用空気圧縮機，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケ

ース，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース，可搬型

空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，

可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，代替安全冷却水

系 の運搬車及び 計装設備 のけん引車を可搬型重大事故等対処設備

とし て配 備する。 

     これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，

技術的能力 審査基準及び 事業指定基準規則第三十八条及び技術基

準規則第四十二条 に要求される設備が全て網羅されている。 

     以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等を監視し，

また燃料貯蔵プール等への注水又は水のスプレイを実施する際に使

用する水を供給できる。 

     共通電源車を用いた燃料貯蔵プール等の冷却機能等の回復に使用

する電源については，プラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。具体的には，全交

流動力電源喪失による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が
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喪 失し た場合であって，機器の損傷を伴わない場合には対応手段

として選択することができる。 

 

  ⅳ．手順等 

    上記「燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃

料貯蔵プール等からの小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備」及

び「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び

設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

    これらの手順は，重大事故等時における実施組織要員による一連の

対応として「燃料管理課 重大事故等発生時対応手順書」に定める

（第５－１表）。 

    また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても配備する

（第５－３表）。 

 

 ｂ．重大事故等時の手順 

 (ａ) 燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な水の漏えい発生時の対応手順 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水 

    燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの水の小規模な漏えい発生時においても，第 1 貯水槽

を水源として可搬型中型移送ポンプにより燃料貯蔵プール等へ注水

することで，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を

遮蔽する手段がある。 

    地震による冷却等の機能喪失の場合は，現場環境確認を行った後に

対処を開始するとともに，機器の損傷による漏えいの発生の有無を確
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認する。 

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認 した場合

は，事前の対応作業として，可搬型中型移送ポンプの建屋内への移動

及び除灰作業の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    以下のいずれかによりプール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機

能の喪失並びに 補給水設備等 の注水機能が喪失した場合，若しくは

そのおそれがある場合又は燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合。 

   １） 全交流動力電源喪失が発生した場合。 

   ２） その他外的要因による静的機器の複数系列損傷及び動的機器の

複数同時機能喪失の場合（第５－４表）。 

 

  (ⅱ） 操作手順 

    可搬型中型移送ポンプによる燃料貯蔵プール等への注水の概要は以

下のとおり，燃料貯蔵プール等への可搬型中型移送ポンプによる注水

のための可搬型建屋内ホースの敷設等による系統の構築，注水操作，

注水流量の確認，燃料貯蔵プール等の水位の監視を実施する。手順の

成功は，燃料貯蔵プール等の水位が回復し維持されていることを確認

する。手順の対応フローを第５－２図，概要図を第５－３図，タイム

チャートを第５－４図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５

－５～６図に示す。降灰予報を確認した場合のタイムチャートを第５

－７図に示す。 
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   １） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき 建屋外対応班の班

員及び建屋対策班の班員 に燃料貯蔵プール等への注水のための準

備の実施を指示する。 

   ２） 建屋外対応班の班員 は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供

給するために，可搬型中型移送ポンプ運搬車により可搬型中型移送

ポンプを第１貯水槽近傍へ運搬し設置する。なお，火山の影響 に

より可搬型中型移送ポンプが機能喪失するおそれがある場合には，

建屋外対応班の班員 は，可搬型中型移送ポンプを保管庫内に配置

し，降灰による影響を受けない状態とする。 

   ３） 建屋外対応班の班員 は，ホース展張車により可搬型建屋外ホー

スを敷設し，可搬型中型移送ポンプと可搬型建屋外ホースを接続

し，第 1 貯水槽から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ水を供給するた

めの経路を構築する。 

   ４） 建屋対策班の班員 は，運搬車により可搬型建屋内ホース及び可

搬型代替注水設備流量計を運搬し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内

に可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型代替注水設備流量計を設置

する。なお，可搬型建屋内ホースを燃料貯蔵プール等近傍へ設置す

る際は，止水板の一部を取り外し敷設する。 

   ５） 建屋対策班の班員 は，可搬型建屋内ホース，可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型代替注水設備流量計を接続し，第 1 貯水槽から燃料貯

蔵プール等に注水するための系統を構築する。 

   ６） 実施責任者は，燃料貯蔵プール等への注水準備が完了したこと

及び燃料貯蔵プール等の水位が，次項７）に示す注水時の目標水位

に対して 0.05ｍ低 下したことを確認し，建屋外対応班の班員及び

建屋対策班の班員 に注水を指示する。 

61 848



 

   ７） 建屋外対応班の班員 は，可搬型中型移送ポンプにより，第 1 貯

水槽から燃料貯蔵プール等へ注水する。注水流量は可搬型代替注水

設備流量計により確認し，可搬型中型移送ポンプの間欠運転により

注水流量を調整する。注水時の目標となる水位は，燃料貯蔵プール

等の冷却機能及び注水機能の喪失時は，通常水 位で あり，燃料貯

蔵プール等からの水の小規模な漏えい発生時は，燃料貯蔵プール等

のプール水冷却系の吸込み側配管に設置されている越流せき上端で

ある ，通常水位－0.40ｍで ある。燃料貯蔵プール等への注水時に

必要な監視項目は，注水流量及び燃料貯蔵プール等の水位である。 

   ８） 建屋外対応班の班員 は，目標水位への到達を確認し，可搬型中

型移送ポンプを停止する。 

   ９） 建屋対策班の班員 は，可搬型中型移送ポンプによる燃料貯蔵プ

ール等への注水により，燃料貯蔵プール等の水位が維持されている

ことを確認するとともに，実施責任者へ報告する。 

   10） 実施責任者は，燃料貯蔵プール等の水位が目標水位程度である

ことを確認することにより，燃料貯蔵プール等への注水により燃料

貯蔵プール等の水位が回復し維持され，燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料が冷却され，放射線が遮蔽されていると判断する。注水によ

り使用済燃料が冷却され，放射線が遮蔽されていることを判断する

ために必要な監視項目は，燃料貯蔵プール等の水位である。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    燃料貯蔵プール等への注 水は ，対処に必要な要員及び時間が最も

厳しくなる地震による冷却等の機能喪失において，実施責任者，建屋

対策班長，現場管理者，要員管理班，情報管理班，通信班長，建屋外
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対策班長及び放射線対応班の要員 18 人，建屋外対応班の班員 19 人並

びに建屋対応班の班員 18 人 の合計 55 人 にて作業を実施した場合，

対処の制限時間（燃料貯蔵プール等におけるプール水の沸騰開始）35

時間に対し，事象発生か ら燃 料貯蔵プール等への注水開始まで 21

時間 30 分以内に実施可能である。 

なお，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，建屋外対策班

長，要員管理班，情報管理班，通信班長及び放射線対応班の要員 18

人及び建屋外対応班の班員 19 人 は全ての建屋の対応において共通の

要員である。 

また，降灰予報発令時の可搬型重大事故等対処設備の屋内設置は，

地震による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時の屋外

への運搬 及び 設置作業と同様であり，重大事故等の対処への影響を

与えることなく作業が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実

施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 
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  ⅱ．共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

    全交流動力電源喪失による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機

能が喪 失し た場合であって，機器の損傷が伴わない場合に，共通電

源車を配置 し安 全冷却水系及びプール水冷却系並びに補給水設備へ

の給電を実施することで燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能を

回復し，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽す

る。 

この他，実施責任者は，第５－５表に示す補助パラメータを使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤等において確

認することにより，燃料貯蔵プール等の冷却等の状態を確認する。 

共通電源車を用いた冷却機能等を回復するための手順は以下のと

おり。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電

するための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認まで

は，22 人にて 1 時間 10 分以内で実施する。 

要員の確保が出来てから使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

6.9ｋＶ非常用母線の復電を２人にて 10 分以内で実施する。 

要員の確保が出来てから負荷起動までは，２人にて 40 分以内で実

施する。 

以上より，共通電源車を用いた冷却機能を回復するための手順に

必要となる合計の要員数 24 人，想定時間は２時間以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－７表に示す。 

 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 
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    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第５－８図に示す。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えいが発生した場合には，水位低警報又は温度

高警報の発報により事象の把握をするとともに，計装設備 により，

燃料貯蔵プール等の状態監視を行う。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えい発生時には，代替注水設備 による注水の

対応手順に従い，燃料貯蔵プール等へ注水を実施し，燃料貯蔵プール

等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失の要因が全交流動

力電源喪失であって，機器の損傷を伴わない場合には，共通電源車を

用いた燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の回復の対応手順に

従い，電源を復旧することにより，燃料貯蔵プール等の使用済燃料を

冷却し，放射線を遮蔽する。 

上記の手順の実施において，計装設備 を用いて監視するパラメー

タは「第５－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ 」に示

す。また，全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等へ

の対処においては，「8. 電源の確保に関する手順等」及び「9.事故

時の計装に関する手順等」に記載する設計基準対象の施設の 計装設

備 及び電源設備をそれぞれ用いる。 

 

 (ｂ) 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

    燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料
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貯蔵プール等の水位が異常に低下 し，代替注水設備により燃料貯蔵

プール等へ注水しても水位が維持できない 場合において，第１貯水

槽を水源として スプレイ設備 による燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイを実施することにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，できる限り大気中へ

の放射性物質の放出を低減する。 

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，除灰作業の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    代替注水設備 により燃料貯蔵プール等への注水 を行って も燃料貯

蔵プール等の水位低下が継続する場合，又は 事象発生に伴い実施す

る現場確認の結果，燃料貯蔵プール等の水位の低下量が 40ｍｍ／30

分以上である場合。（第５－４表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    スプレイ設備 による水のスプレイの概要は以下のとおり，燃料貯

蔵プール等への大型移送ポンプ車による水のスプレイのための可搬型

建屋内ホースの敷設等による系統の構築，スプレイ操作，スプレイ状

態及びスプレイ流量の確認並びにスプレイ流量の監視を実施する。 

手順の成功は，可搬型スプレイヘッダから，燃料貯蔵プール等へ水

がスプレイされていることにより確認する。手順の対応フローを第５

－２図，概要図を第５－９図，タイムチャートを第５－10 図，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５－11～12 図に示す。 
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   １） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋外対応班の

班員及び建屋対策班の班員 に スプレイ設備 による水のスプレイの

ための準備の実施を指示する。 

   ２） 建屋外対応班の班員 は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の燃料

貯蔵プール等に水をスプレイするために，大型移送ポンプ車を第１

貯水槽近傍へ運搬し設置する。 

   ３） 建屋外対応班の班員 は，ホース展張車により可搬型建屋外ホー

スを敷設し，可搬型建屋外ホース及び大型移送ポンプ車を接続す

る。 

   ４） 建屋対策班の班員 は，運搬車により可搬型建屋内ホース，可搬

型スプレイヘッダ及び可搬型スプレイ設備流量計を使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内へ運搬する。 

   ５） 建屋対策班の班員 は，燃料貯蔵プール等の近傍に可搬型スプレ

イヘッダを設置し固定する。 

   ６） 建屋対策班の班員 は，可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型ス

プレイ設備流量計を設置する。 

   ７） 建屋対策班の班員 は，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホー

スを接続し，第 1 貯水槽から燃料貯蔵プール等に水をスプレイする

ための系統を構築する。 

   ８） 建屋対策班の班員 は，スプレイ設備 による燃料貯蔵プール等へ

の水のスプレイの準備が完了したことを，実施責任者に報告する。 

   ９） 実施責任者は，スプレイ設備 による燃料貯蔵プール等への水の

スプレイを指示する。 

   10） 建屋外対応班の班員 は，大型移送ポンプ車を起動し，第 1 貯水

槽から燃料貯蔵プール等に水をスプレイする。また，可搬型スプレ
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イ設備流量計によりスプレイ流量を確認する。 

   11） 建屋対策班の班員 は，スプレイ設備 による水のスプレイによ

り，燃料貯蔵プール等に水がスプレイされていること及びスプレイ

流量を確認するとともに，実施責任者へ報告する。 

   12） 実施責任者は，燃料貯蔵プール等に水がスプレイされているこ

とを確認することにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に ，大 気中への放射

性物質の放出を低減できていると判断する。燃料貯蔵プール等内の

使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に

，大 気中への放射性物質の放出を低減できていることを判断する

ために必要な監視項目はスプレイ流量である。 

   13） 実施責任者は，スプレイ設備 による水のスプレイにより，燃料

貯蔵プール等に水がスプレイされていること，スプレイ流量を確認

すること，その他機器等の異常がないことの確認を継続すること

を，建屋外対応班の班員及び建屋対策班の班員 に指示する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    上記の操作は，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員管

理班，情報管理班，通信班長及び建屋外対策班長の要員 11 人，建屋

外対応班の班員 14 人及び建屋対策班の班員 16 人 の合計 41 人 にて

作業を実施した場合，作業開始の判断から スプレイ設備 を使用した

燃料貯蔵プール等への水のスプレイ開始まで 14 時間以内に実施可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況
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に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実

施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

 

  ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩和 

    燃料貯蔵プール等から水が漏えいしている場合，止水材により漏え

い箇所を閉塞することにより，燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを

緩和する手段がある。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが継続している場合で，燃料貯

蔵プール等近傍での作業が可能な場合。（第５－４表）。 

本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

止水材（ステンレス鋼板，ロープ等）による漏えい緩和の概要は以
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下のとおり。 

手順の対応フローを第５－13 図，タイムチャートを第５－14 図に

示す。 

   １） 実施責任者は，着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員 に

止水材による漏えい緩和を指示する。 

   ２） 建屋対策班の班員 は，燃料貯蔵プール等漏えい検知装置又は目

視により，漏えい箇所を確認する。 

   ３） 建屋対策班の班員 は，運搬車により止水材（ステンレス鋼板，

ロープ等）を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 

   ４） 建屋対策班の班員 は，止水材（ステンレス鋼板，ロープ等）を

漏えい箇所近傍へ運搬する。 

   ５） 建屋対策班の班員 は，燃料貯蔵プール上部から，ステンレス鋼

板をロープ等により吊り降ろし，漏えい箇所を塞ぐ。 

   ６） 建屋対策班の班員 は，漏えいが緩和されていることを確認する

とともに，実施責任者へ報告する。 

   ７） 実施責任者は，燃料貯蔵プール等漏えい検知装置又は 計装設備

により，漏えい量の減少や水位低下が停止したことを確認し，漏え

い緩和対策が成功したと判断する。 

また，内的事象により発生する重大事故等への対処においては，

「8. 電源の確保に関する手順等」及び「9. 事故時の計装に関

する手順等」に記載する設計基準対象の施設の電源設備及び 計装

設備 をそれぞれ用いる。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    上記の操作は，建屋対策班の班員 ２人にて作業を実施した場合，
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作業開始から燃料貯蔵プール等からの水の漏えい緩和措置完了まで２

時間以内で実施可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別

に，本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこと

としているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼす

ことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実

施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第５－８図に示す。 

    代替注水設備 による注水能力以上の水位低下が確認された場合に

は，水位低警報又は温度高警報の発報により事象の把握をするととも

に，計装設備 により，燃料貯蔵プール等の状態監視を行う。 
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    代替注水設備に よる注水能力以上の水位低下が確認された場合に

は，スプレイ設備 による水のスプレイの対応手順に従い，燃料貯蔵

プール等へ水のスプレイを実施し，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，できる限り大

気中への放射性物質の放出を低減する。 

    代替注水設備 による注水を実施しても燃料貯蔵プール等からの水

の漏えいが継続している場合は，漏えい量が緩和できればその後の対

応に安全余裕が生じることから，燃料貯蔵プール等近傍での作業が可

能な場合には，資機材によるプール水の漏えい緩和の対応手順に従

い，止水材等による漏えい箇所の閉塞を実施し，燃料貯蔵プール等か

らの水の漏えいを緩和する。ただし，漏えい緩和には不確定要素が多

いことから，スプレイ設備 による水のスプレイを実施する。 

 

 (c) 燃料貯蔵プール等の監視のための手順  

  ⅰ．燃料貯蔵プール等 の冷却機能及び注水機能の喪失時又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な漏えい発生時 の状況監視 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備 

    計測機器（非常用のものを含む）の直流電源の喪失その他機器の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要な情

報を把握することが困難となった場合に，燃料貯蔵プール等の監視に

使用する設備により，燃料貯蔵プール等の水位，水温並びに燃料貯蔵

プール等上部の空間線量率について，変動する可能性のある範囲にわ

たり測定し，及び燃料貯蔵プール等の状態を監視する。 

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応作業として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可
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搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

     燃料貯蔵プール等の水位，水温及び空間線量が設計基準対象の

施設により計測できなくなった場合であって，燃料貯蔵プール等

の水位の低下が，可搬型中型移送ポンプの注水により回復できる

場合（第５－４表）。 

   ２） 操作手順 

     重大事故時における燃料貯蔵プール等の監視の概要は以下のと

おり。 

手順の対応フローを第５－２図，概要図を第５－15 図，タイム

チャートを第５－４図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第

５－17～20 図に示す。 

   ａ） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員

に監視設備の設置及び監視を指示する。 

   ｂ） 建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）及び可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）にて燃料貯蔵プー

ル等の状態及び変動を監視する。 

   ｃ） 建屋対策班の班員は，運搬車により可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），

監視カメラ等及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

電源ケーブルを外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

近傍へ運搬する。なお，火山の影響により使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機が機能喪失するおそれがある場合に
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は，建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機を建屋内に配置し，降灰による影響を受けない状態

とする。 

   ｄ） 建屋対策班の班員は，けん引車により，可搬型監視ユニット，

可搬型計測ユニット及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機を外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近

傍へ運搬し，設置する。 

   ｅ） 建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視カメ

ラ等を建屋内に設置する。 

なお，燃料貯蔵プール等近傍に設置する可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（電波式）及び可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体）は，止水板を取り外し後，設置する。 

   ｆ） 建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機を起動し，燃料貯蔵プール等を継続監視するととも

に，実施責任者へ報告する。 

   ｇ） 建屋対策班の班員は，設置した監視設備により燃料貯蔵プール

等の監視が継続できていると判断する。なお，燃料貯蔵プール等

の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇し

た場合は，燃料貯蔵プール等の水位の監視を可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（エアパージ式）による実施に切り替える。 

   ３） 操作の成立性 

     上記の操作は，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員

管理班，情報把握班，通信班長及び放射線対応班の要員 17 人並び

に建屋対策班の班員 28 人の合計 45 人にて作業を実施した場合，
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作業開始の判断から監視設備の設置完了まで 22 時間 30 分以内で

可能である。 

なお，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員管理班，

情報把握班，通信班長及び放射線対応班の要員 17 人は全ての建屋

の対応において共通の要員である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時

の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

 

  (ⅱ) 監視設備の保護に使用する設備 

    燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の温度が上昇した場合においても，プール水位，プール水温及び

燃料貯蔵プール等上部の空間線量率の測定並びに燃料貯蔵プール等

の状態監視を継続できるよう，可搬型空冷ユニット，可搬型空冷ユ

ニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケ

ース，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース及び可搬
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型計測ユニット用空気圧縮機にて，監視カメラ等へ冷却空気により

冷却し保護する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応作業として，可搬型計測ユニット用空気圧縮機の建屋

内への移動，可搬型空冷ユニットへのフィルタの設置及び除灰作業の

準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

     監視設備の配備が完了次第実施。（第５－４表）。 

   ２） 操作手順 

     燃料貯蔵プール等の監視の概要は以下のとおり。手順の対応フ

ローを第５－２図，概要図を第５－15 図，タイムチャートを第５

－４図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５－21～22 図

に示す。 

   ａ） 実施責任者は，手順着手の判断に基づき，建屋対策班の班員に

監視設備の保護に使用する設備の設置及び継続監視を指示する。 

   ｂ） 建屋対策班の班員は，運搬車により可搬型空冷ユニット用ホー

ス，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース及び可

搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースを外部保管エリ

アから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 

   ｃ） 建屋対策班の班員は，けん引車により可搬型空冷ユニット及び

可搬型計測ユニット用空気圧縮機を外部保管エリアから使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋近傍に運搬し設置する。なお，火山の影響に

より可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び可搬型空冷ユニットが

機能喪失するおそれがある場合には，建屋対策班の班員は，可搬
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型計測ユニット用空気圧縮機を建屋内に配置し，可搬型空冷ユニ

ットへフィルタを設置し，降灰による影響を受けない状態とす

る。 

   ｄ） 建屋対策班の班員は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬

型計測ユニット及び可搬型空冷ユニットを接続し，可搬型空冷ユ

ニットを起動し，監視カメラ等の冷却保護を開始する。 

   ｅ） 建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用

冷却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケ

ースへ冷却空気が供給されていることを確認し，重大事故等時に

おける燃料貯蔵プール等の継続監視を実施するとともに，実施責

任者へ報告する。 

   ｆ） 実施責任者は，可搬型空冷ユニットの稼働により，監視カメラ

等が冷却保護され，燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると

判断する。 

   ｇ） 上記の手順に加え，実施責任者は，第５－５表に示す補助パラ

メータを現場にて確認することにより，可搬型空冷ユニットの状

態等を確認する。 

   ３） 操作の成立性 

     上記の操作は，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員

管理班，情報把握班，通信班長及び放射線対応班の要員 17 人並び

に建屋対策班の班員 26 人の合計 43 人にて作業を実施した場合，

作業開始の判断から監視設備の保護に使用する設備の設置完了ま

で 30 時間 40 分以内で可能である。 
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なお，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員管理班，

情報把握班，通信班長及び放射線対応班の要員 17 人は全ての建屋

の対応において共通の要員である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時

の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

 

  ⅱ．燃料貯蔵プール等 からの大量の水の漏えい発生時の 状況監視 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備 

    計測機器（非常用のものを含む）の直流電源の喪失その他機器の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要な情

報を把握することが困難となった場合に ，燃 料貯蔵プール等の監視

に使用する設備により，燃料貯蔵プール等の水位，水温並びに燃料貯

蔵プール等上部の空間線量率について，変動する可能性のある範囲に

わたり測定し，及び燃料貯蔵プール等の状態を監視する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合
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は，事前の対応作業として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機の建屋内への移動及

び除灰作業の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

     燃料貯蔵プール等の水位，水温，空間線量が設計基準対象の施

設により計測ができなくなった場合であって，燃料貯蔵プール等

の水位の低下が，可搬型中型移送ポンプの注水により回復できな

い場合（第５－４表）。 

   ２） 操作手順 

     重大事故時における燃料貯蔵プール等の監視の概要は以下のと

おり。 

手順の対応フローを第５－２図，概要図を第５－15 図，タイム

チャートを第５－16 図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を

第５－17～20 図に示す。 

   ａ） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員

に監視設備の設置及び監視を指示する。 

   b） 建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）及び可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）にて燃料貯蔵プー

ル等の状態及び変動を監視する。 

   c） 建屋対策班の班員は，運搬車により可搬型燃料貯蔵プール等水位

計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），監視カメラ等及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可
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搬型電源ケーブルを外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋近傍へ運搬する。 

   ｄ） 建屋対策班の班員は，けん引車により，可搬型監視ユニット，

可搬型計測ユニット，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を外部保管エリア

から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬し，設置する。な

お，火山の影響により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機が機能喪失するお

それがある場合には，建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を建屋内に配置し，降灰による影響を受けない状態とする。 

   ｅ） 建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパ

ージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視

カメラ等を建屋内に設置する。 

なお，燃料貯蔵プール等近傍に設置する可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（エアパージ式）及び可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測

温抵抗体）は，止水板を取り外し後，設置する。 

   ｆ） 建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を起動し，燃料

貯蔵プール等を継続監視するとともに，実施責任者へ報告する。 

   ｇ） 実施責任者は，設置した監視設備により燃料貯蔵プール等の監

視が継続できていると判断する。 

   ３） 操作の成立性 

     上記の操作は，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員

管理班，情報把握班及び通信班長 10 人並びに建屋対策班の班員
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28 人の合計 38 人にて作業を実施した場合，作業開始の判断から

監視設備の設置完了まで９時間 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時

の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

  (ⅱ) 監視設備の保護に使用する設備 

    燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の温度が上昇した場合においても，プール水位，プール水温及び

燃料貯蔵プール等上部の空間線量率の測定並びに燃料貯蔵プール等

の状態監視を継続できるよう，可搬型空冷ユニット，可搬型空冷ユ

ニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態監視カメラ用冷却ケー

ス，可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計用冷却ケース及び可搬型計

測ユニット用空気圧縮機にて，監視カメラ等へ冷却空気により冷却

し保護する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応作業として，可搬型空冷ユニットへのフィルタの設置
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及び除灰作業の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

     監視設備の配備が完了次第実施（第５－４表）。 

   ２） 操作手順 

     燃料貯蔵プール等の監視の概要は以下のとおり。手順の対応フ

ローを第５－２図，概要図を第５－15 図，タイムチャートを第５

－16 図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５－21～22 図

に示す。 

   ａ） 実施責任者は，手順着手の判断に基づき，建屋対策班の班員に

監視設備の保護に使用する設備の設置及び継続監視を指示する。 

   ｂ） 建屋対策班の班員は，運搬車により可搬型空冷ユニット用ホー

ス，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース及び可

搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースを使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 

   ｃ） 建屋対策班の班員は，けん引車により可搬型空冷ユニットを使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍に運搬し，設置する。なお，火山

の影響により可搬型空冷ユニットが機能喪失するおそれがある場

合には，建屋対策班の班員は，可搬型空冷ユニットへフィルタを

設置し，降灰による影響を受けない状態とする。 

   ｄ） 建屋対策班の班員は，設置済みの可搬型計測ユニット用空気圧

縮機と可搬型空冷ユニットを接続し，可搬型空冷ユニットを起動

し，監視カメラ等の冷却保護を開始する。 

   ｅ） 建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用

冷却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケ
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ースへ冷却空気が供給されていることを確認し，重大事故等時に

おける燃料貯蔵プール等の継続監視を実施するとともに，実施責

任者へ報告する。 

   ｆ） 実施責任者は，可搬型空冷ユニットの稼働により，監視カメラ

等が冷却保護され，燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると

判断する。 

   ｇ） 上記の手順に加え，実施責任者は，第５－５表に示す補助パラ

メータを現場にて確認することにより，可搬型空冷ユニットの状態

等を確認する。 

   ３） 操作の成立性 

     上記の操作は，実施責任者，建屋対策班長，現場管理者，要員

管理班，情報把握班及び通信班長の要員 10 人並びに建屋対策班の

班員 26 人の合計 36 人にて作業を実施した場合，作業開始の判断

から監視設備の保護に使用する設備の設置完了まで 13 時間 40 分

以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時

の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，制御室との連絡手段を確保す

る。 
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夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

  (ｄ) その他の手順項目について考慮する手順 

    燃料貯蔵プール等への注水等の対処を継続するために，第２貯水槽

及び敷地外水源から第１貯水槽に水を補給する手順については，「7. 

重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

可搬型計測ユニットに使用する使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機の接続，可搬型発電機等への燃料補給の手順について

は，「8. 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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第５－１表  機能喪失を想定する設計基準対処設備と整備する

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／４）  

分 類  
機 能 喪 失 を 想 定 す る

設 備  

対 応

手 段  
対 処 設 備  手 順 書  

使

用

済

燃

料

貯

蔵

槽

の

冷

却

等

の

た

め

の

対

応

手

段 

・ 外 部 電 源  

・ 第 １ 非 常 用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電 機  

・ プ ー ル 水 冷 却 系 ポ

ン プ 及 び 配 管  

・ 安 全 冷 却 水 系 冷 却

水 循 環 ポ ン プ 及 び

配 管  

・ 補 給 水 設 備 ポ ン プ

及 び 配 管  

・ 安 全 冷 却 水 系 冷 却

塔 及 び 配 管  

・ 非 常 用 所 内 電 源 系

統  

・ 計 装 設 備  

可

搬

型

中

型

移

送

ポ

ン

プ

に

よ

る

注

水 

・ 代 替 注 水 設 備  

可 搬 型 中 型 移 送 ポ ン プ  

可 搬 型 建 屋 外 ホ ー ス  

可 搬 型 建 屋 内 ホ ー ス  

可 搬 型 中 型 移 送 ポ ン プ 運 搬  

車  

・ 代 替 安 全 冷 却 水 系  

ホ ー ス 展 張 車  

運 搬 車  

・ 水 供 給 設 備  

 第 １ 貯 水 槽  

・ 補 機 駆 動 用 燃 料 補 給 設 備  

軽 油 貯 槽  

軽 油 用 タ ン ク ロ ー リ  

・ 計 装 設 備  

可 搬 型 代 替 注 水 設 備 流 量 計  

重

大

事

故

等

対

処

設

備 

・ 燃 料 管 理 課  

重 大 事 故 等 発 生

時 対 応 手 順 書  

・ 防 災 管 理 課  

重 大 事 故 等 発 生

時 対 応 手 順 書  

漏

え

い

抑

制 

・ 漏 え い 抑 制 設 備  

サ イ フ ォ ン ブ レ ー カ  

止 水 板 及 び 蓋  

－  

・ 外 部 電 源  

・ 第 １ 非 常 用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電 機  

共

通

電

源

車

を

用

い

た

冷

却

機

能

等

の

回

復 

・ 非 常 用 所 内 電 源 系 統  

6 . 9ｋ Ｖ 非 常 用 母 線  

4 6 0Ｖ 非 常 用 母 線  

共 通 電 源 車  

第 １ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電

機 の 重 油 タ ン ク  

ケ ー ブ ル 及 び 電 路  

第 １ 非 常 用 直 流 電 源 設 備  

非 常 用 計 測 制 御 用 交 流 電 源

設 備  

・ 代 替 所 内 電 源 系 統  

可 搬 型 電 源 ケ ー ブ ル  

可 搬 型 燃 料 供 給 ホ ー ス  

燃 料 供 給 ポ ン プ  

燃 料 供 給 ポ ン プ 用 電 源 ケ ー  

ブ ル  

自

主

対

策

設

備 

・ 燃 料 管 理 課  

重 大 事 故 等 発 生

時 対 応 手 順 書  
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第５－１表  機能喪失を想定する設計基準対処設備と整備する

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／４）  

分 類  
機 能 喪 失 を 想 定 す る  

設 備  

対 応

手 段  
対 処 設 備  手 順 書  

使

用

済

燃

料

貯

蔵

槽

の

冷

却

等

の

た

め

の

対

応

手

段 

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル  

・ 燃 料 取 出 し ピ ッ ト  

・ 燃 料 仮 置 き ピ ッ ト  

・ 燃 料 送 出 し ピ ッ ト  

・ ﾁｬ ﾝ ﾈ ﾙ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ・ ﾊﾞ ｰ ﾅ ﾌ ﾞ

ﾙ  ﾎ ﾟ ｲ ｽ ﾞ ﾝ取 扱 ピ ッ ト  

・ 燃 料 移 送 水 路  

大

型

移

送

ポ

ン

プ

車

に

よ

る

ス

プ

レ

イ 

・ 放 水 設 備  

 大 型 移 送 ポ ン プ 車  

 可 搬 型 建 屋 外 ホ ー ス  

・ ス プ レ イ 設 備  

 可 搬 型 建 屋 内 ホ ー ス  

 可 搬 型 ス プ レ イ ヘ ッ ダ  

・ 代 替 安 全 冷 却 水 系  

 ホ ー ス 展 張 車  

 運 搬 車  

・ 水 供 給 設 備  

 第 １ 貯 水 槽  

・ 補 機 駆 動 用 燃 料 補 給 設 備  

軽 油 貯 槽  

軽 油 用 タ ン ク ロ ー リ  

・ 計 装 設 備  

可 搬 型 ス プ レ イ 設 備 流 量 計  

重

大

事

故

等

対

処

設

備 

・ 燃 料 管 理 課  

重 大 事 故 等 発 生

時 対 応 手 順 書  

・ 防 災 管 理 課  

重 大 事 故 等 発 生

時 対 応 手 順 書  

資

機

材

に

よ

る

漏

え

い

緩

和 

・ そ の 他 設 備 （ 資 機 材 ）  

止 水 材 （ ス テ ン レ ス 鋼 板 ，

ロ ー プ 等 ）  

・ 漏 え い 検 知 設 備  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 漏 え い

検 知 装 置  

自

主

対

策

設

備 

・ 燃 料 管 理 課  

重 大 事 故 等 発 生

時 対 応 手 順 書  
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第５－１表  機能喪失を想定する設計基準対処設備と整備する

対応手段，対処設備，手順書一覧（３／４）  

分 類  
機 能 喪 失 を 想 定 す る

設 備  

対 応

手 段  
対 処 設 備  手 順 書  

使

用

済

燃

料

貯

蔵

槽

の

冷

却

等

の

た

め

の

対

応

手

段 

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等

水 位 計  

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等

温 度 計  

・ ガ ン マ 線 エ リ ア モ

ニ タ  

監

視

設

備

に

よ

る

監

視 

・ 計 装 設 備  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水

位 計 （ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水

位 計 （ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水

位 計 （ 電 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水

位 計 （ エ ア パ ー ジ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温

度 計 （ サ ー ミ ス タ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温

度 計 （ 測 温 抵 抗 体 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状

態 監 視 カ メ ラ  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空

間 線 量 率 計 （ サ ー ベ イ メ ー

タ ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空

間 線 量 率 計 （ 線 量 率 計 ）  

可 搬 型 計 測 ユ ニ ッ ト  

可 搬 型 監 視 ユ ニ ッ ト  

可 搬 型 計 測 ユ ニ ッ ト 用 空 気

圧 縮 機  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト A  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト B  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト C  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト D  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト E  

け ん 引 車  

重

大

事

故

等

対

処

設

備 

・ 燃 料 管 理

課  重 大 事

故 等 発 生 時

対 応 手 順 書  

・ 代 替 安 全 冷 却 水 系  

 運 搬 車  

・ 代 替 電 源 設 備  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及

び 貯 蔵 施 設 可 搬 型 発 電 機  

・ 代 替 所 内 電 気 設 備  

 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及

び 貯 蔵 施 設 の 可 搬 型 電 源 ケ

ー ブ ル  

・ 補 機 駆 動 用 燃 料 補 給 設 備  

軽 油 貯 槽  

軽 油 用 タ ン ク ロ ー リ  

 

・ 防 災 管 理

課  重 大 事

故 等 発 生 時

対 応 手 順 書  
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第５－１表  機能喪失を想定する設計基準対処設備と整備する

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／４）  

 

 

分 類  
機 能 喪 失 を 想 定 す る

設 備  

対 応

手 段  
対 処 設 備  手 順 書  

使

用

済

燃

料

貯

蔵

槽

の

冷

却

等

の

た

め

の

対

応

手

段 

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等

水 位 計  

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等

温 度 計  

・ ガ ン マ 線 エ リ ア モ

ニ タ  

監

視

設

備

の

保

護 

・ 計 装 設 備  

可 搬 型 計 測 ユ ニ ッ ト  

可 搬 型 監 視 ユ ニ ッ ト  

可 搬 型 計 測 ユ ニ ッ ト 用 空 気

圧 縮 機  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト 用 ホ ー

ス  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状

態 監 視 カ メ ラ 用 冷 却 ケ ー ス  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空

間 線 量 率 計 用 冷 却 ケ ー ス  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト A  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト B  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト C  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト D  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト E  

可 搬 型 計 測 ユ ニ ッ ト 用 空 気

圧 縮 機 出 口 圧 力 計 （ 機 器 付 ） 

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト 出 口 圧

力 計 （ 機 器 付 ）  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト 用 冷 却

装 置 圧 力 計 （ 機 器 付 ）  

可 搬 型 空 冷 ユ ニ ッ ト 用 バ ル

ブ ユ ニ ッ ト 流 量 計 （ 機 器 付 ） 

可 搬 型 監 視 カ メ ラ 入 口 空 気

流 量 計 （ 機 器 付 ）  

可 搬 型 線 量 率 計 入 口 空 気 流

量 計 （ 機 器 付 ）  

け ん 引 車  

重

大

事

故

等

対

処

設

備 

・ 燃 料 管 理

課  重 大 事

故 等 発 生 時

対 応 手 順 書  

・ 代 替 安 全 冷 却 水 系  

 運 搬 車  

・ 補 機 駆 動 用 燃 料 補 給 設 備  

軽 油 貯 槽  

軽 油 用 タ ン ク ロ ー リ  

・ 防 災 管 理

課  重 大 事

故 等 発 生 時

対 応 手 順 書  
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第５－２表　使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処において使用する設備

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 自主対策設備

可搬型中型移送ポンプ ○ ○ × × × × × ×
可搬型建屋外ホース[流路] ○ ○ × × × × × ×
可搬型建屋内ホース[流路] ○ ○ × × × × × ×
可搬型中型移送ポンプ運搬車 ○ ○ × × × × × ×
ホース展張車 ○ ○ × × ○ × × ×
運搬車 ○ ○ × × ○ × ○ ○
大型移送ポンプ車 × × × × ○ × × ×
可搬型建屋外ホース[流路] × × × × ○ × × ×
可搬型建屋内ホース[流路] × × × × ○ × × ×
可搬型スプレイヘッダ × × × × ○ × × ×

水供給設備 第１貯水槽 ○ ○ × × ○ × × ×
補給水槽 × × ○ × × × × ×
補給水設備ポンプ × × ○ × × × × ×
配管・弁 × × ○ × × × × ×
プール水冷却系ポンプ × × ○ × × × × ×
プール水冷却系熱交換器 × × ○ × × × × ×
配管・弁 × × ○ × × × × ×
安全冷却水系冷却水循環ポンプ × × ○ × × × × ×
配管・弁 × × ○ × × × × ×
安全冷却水系冷却塔 × × ○ × × × × ×
サイフォンブレーカ × × × ○ × × × ×
止水板及び蓋 × × × ○ × × × ×
燃料仮置きラック × × × × × ○ × ×
燃料貯蔵ラック × × × × × ○ × ×
バスケット × × × × × ○ × ×
バスケット仮置き架台（実入り用） × × × × × ○ × ×

漏えい検知設備 燃料貯蔵プール等漏えい検知装置 × × × × × × × 〇

代替電源設備
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機

× × × × × × ○ ×

代替所内電気設備
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可
搬型電源ケーブル

× × × × × × ○ ×

共通電源車 × × ○ × × × × ×
可搬型電源ケーブル × × ○ × × × × ×
可搬型燃料供給ホース × × ○ × × × × ×
燃料供給ポンプ × × ○ × × × × ×
燃料供給ポンプ用電源ケーブル × × ○ × × × × ×
軽油貯槽 ○ ○ × × ○ × ○ ×
軽油用タンクローリ ○ ○ × × ○ × ○ ×
可搬型空冷ユニットA × × × × × × ○ ×
可搬型空冷ユニットB × × × × × × ○ ×
可搬型空冷ユニットC × × × × × × ○ ×
可搬型空冷ユニットD × × × × × × ○ ×
可搬型空冷ユニットE × × × × × × ○ ×
可搬型空冷ユニット用ホース × × × × × × ○ ×
可搬型計測ユニット用空気圧縮機出口圧力計
（機器付）

× × × × × × ○ ×

可搬型空冷ユニット出口圧力計（機器付） × × × × × × ○ ×
可搬型空冷ユニット用冷却装置圧力計（機器
付）

× × × × × × ○ ×

可搬型空冷ユニット用バルブユニット流量計（機
器付）

× × × × × × ○ ×

可搬型線量率計入口空気流量計（機器付） × × × × × × ○ ×
可搬型監視カメラ入口空気流量計（機器付） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷
却ケース

× × × × × × ○ ×

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷
却ケース

× × × × × × ○ ×

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ式） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体） × × × × × × ○ ×
可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）

× × × × × × ○ ×

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サー
ベイメータ）

× × × × × × ○ ×

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ × × × × × × ○ ×
可搬型計測ユニット用空気圧縮機 × × × × × × ○ ×
可搬型計測ユニット × × × × × × ○ ×
可搬型監視ユニット × × × × × × ○ ×
可搬型代替注水設備流量計 ○ ○ × × × × × ×
可搬型スプレイ設備流量計 × × × × ○ × × ×
けん引車 × × × × × × ○ ×
燃料貯蔵プール等水位計 × ○ × × × × ○ ×
燃料貯蔵プール等温度計 × ○ × × × × ○ ×
燃料貯蔵プール等状態監視カメラ × ○ × × × × ○ ×
ガンマ線エリアモニタ × ○ × × × × ○ ×
安全系制御盤 × ○ × × × × ○ ×
安全系監視制御盤 × ○ × × × × ○ ×
プロセス工程　監視制御盤 × ○ × × × × ○ ×
6.9kV非常用母線 × ○ ○ × × × × ×
460V非常用母線 × ○ ○ × × × × ×
105V無停電交流母線 × ○ ○ × × × × ×
105V 計測母線 × ○ ○ × × × × ×
第1非常用直流電源設備 × ○ ○ × × × × ×
第1非常用ディーゼル発電機の重油タンク × × ○ × × × × ×
D/G用燃料油受入れ・貯蔵所 × × ○ × × × × ×
ケーブル及び電路 × ○ ○ × × × × ×
第１非常用直流電源設備 × ○ ○ × × × × ×
非常用計測制御用交流電源設備 × ○ ○ × × × × ×

その他設備（資機材） 止水材（ステンレス鋼板，ロープ等） × × × × × × × ○
建屋排風機 × ○ × × × × × ×
北換気筒 × ○ × × × × × ×
ダクト・ダンパ［流路］ × ○ × × × × × ×

制御室換気設備 制御室送風機 × ○ × × × × × ×
放射線現場盤 × ○ × × × × ○ ×
放射線監視盤 × ○ × × × × ○ ×

安全冷却水系

構成する機器
重大事故等対処設備

燃料貯蔵プール等への注水（配管
漏えい＋注水機能喪失）

放水設備

プール水冷却系

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための措置

漏えい抑制 燃料貯蔵プール等へのスプレイ
燃料貯蔵プール等の

臨界防止
燃料貯蔵プール等の

監視
漏えい緩和燃料貯蔵プール等への注水

共通電源車を用いた冷却機能及び
注水機能の復旧

臨界防止設備

計装設備

機器グループ

補給水設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋

使用済燃料貯蔵槽の冷却
等

補機駆動用燃料補給設備

放射線監視設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

非常用所内電源系統

代替所内電源系統

設備名称

設備

漏えい抑制設備

スプレイ設備

代替注水設備

代替安全冷却水系
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第５－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（１／３）  

対 応 手 段  
重 大 事 故 等 の 対 応 に  

必 要 と な る 監 視 項 目  
監 視 パ ラ メ ー タ （ 計 器 ）  

5 .ｂ ． ( ａ )  燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 冷 却 機 能 及 び 注 水 機 能 の 喪 失 時 ， 又 は 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 か ら

の 小 規 模 な 水 の 漏 え い 発 生 時 の 対 応 手 順  

  ⅰ ． 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 へ の 注 水  

・ 燃 料 管 理 課  重 大 事 故

等 発 生 時 対 応 手 順 書  

判

断

基

準 

プ ー ル 水 冷 却 系 の 機 能 喪

失  

安 全 冷 却 水 系 の 機 能 喪 失  

補 給 水 設 備 の 機 能 喪 失  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 電 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

操

作 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 ，

水 温  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 電 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ サ ー ミ ス タ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ 測 温 抵 抗 体 ）  

代 替 注 水 設 備 流 量  可 搬 型 代 替 注 水 設 備 流 量 計  

5 .ｂ ． ( ａ )  燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 冷 却 機 能 及 び 注 水 機 能 の 喪 失 時 ， 又 は 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 か ら

の 小 規 模 な 水 の 漏 え い 発 生 時 の 対 応 手 順  

  ⅱ ． 共 通 電 源 車 を 用 い た 冷 却 機 能 等 の 回 復  

・ 燃 料 管 理 課  重 大 事 故

等 発 生 時 対 応 手 順 書  
判

断

基

準 

非 常 用 母 線 の 母 線 電 圧  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 温  

Ｍ ／ Ｃ 母 線 電 圧 計  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計  

操

作 

冷 却 機 能 及 び 注 水 機 能 の

流 量  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 水 循 環 ポ ン プ

出 口 流 量 計  

プ ー ル 水 冷 却 系 ポ ン プ 出 口 流 量

計  

補 給 水 設 備 ポ ン プ 出 口 流 量 計  
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第５－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（２／３）  

対 応 手 段  
重 大 事 故 等 の 対 応 に  

必 要 と な る 監 視 項 目  
監 視 パ ラ メ ー タ （ 計 器 ）  

5 .ｂ ． ( ｂ )  燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 か ら の 大 量 の 水 の 漏 え い 発 生 時 の 対 応 手 順  

  ⅰ ． 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 へ の 水 の ス プ レ イ  

・ 燃 料 管 理 課  重 大 事 故

等 発 生 時 対 応 手 順 書  

判

断

基

準 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 温  

 

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 電 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ サ ー ミ ス タ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ 測 温 抵 抗 体 ）  

操

作 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 電 波 式 ）  

ス プ レ イ 設 備 流 量  可 搬 型 ス プ レ イ 設 備 流 量 計  

5 .ｂ ． ( ｂ )  燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 か ら の 大 量 の 水 の 漏 え い 発 生 時 の 対 応 手 順  

  ⅱ ． 資 機 材 に よ る プ ー ル 水 の 漏 え い 緩 和  

・ 燃 料 管 理 課  重 大 事 故

等 発 生 時 対 応 手 順 書  

判

断

基

準 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 に お け

る 水 の 漏 え い  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 漏 え い 検 知 装

置  

操

作 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 に お け

る 水 の 漏 え い  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 漏 え い 検 知 装

置  
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第５－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（３／３）  

対 応 手 段  
重 大 事 故 等 の 対 応 に  

必 要 と な る 監 視 項 目  
監 視 パ ラ メ ー タ （ 計 器 ）  

5 .ｂ ． ( ｃ )  燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 監 視 の た め の 対 応 手 順  

  ⅰ ． 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 冷 却 機 能 及 び 注 水 機 能 の 喪 失 時 又 は 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 か ら の 小

規 模 な 漏 え い 発 生 時 の 状 況 監 視  

・ 燃 料 管 理 課  重 大 事 故

等 発 生 時 対 応 手 順 書  判

断

基

準 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 温  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間 線

量 率  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態

（ 監 視 カ メ ラ ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計  

ガ ン マ 線 エ リ ア モ ニ タ  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態 監 視 カ メ

ラ  

操

作 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 温  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間 線

量 率  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態

（ 監 視 カ メ ラ ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 電 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ サ ー ミ ス タ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ 測 温 抵 抗 体 ）  

・ 可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態

監 視 カ メ ラ  

・ 可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間

線 量 率 計 （ サ ー ベ イ メ ー タ ）  

・ 可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間

線 量 率 計 （ 線 量 率 計 ）  

5 .ｂ ． ( ｃ )  燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 の 監 視 の た め の 手 順  

  ⅱ ． 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 か ら の 大 量 の 水 の 漏 え い 発 生 時 の 状 況 監 視  

・ 燃 料 管 理 課  重 大 事 故

等 発 生 時 対 応 手 順 書  判

断

基

準 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 温  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間 線

量 率  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態

（ 監 視 カ メ ラ ）  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計  

ガ ン マ 線 エ リ ア モ ニ タ  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態 監 視 カ メ

ラ  

操

作 

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 温  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間 線

量 率  

燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態

（ 監 視 カ メ ラ ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ 超 音 波 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ メ ジ ャ ー ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 水 位 計

（ エ ア パ ー ジ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ サ ー ミ ス タ 式 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 温 度 計

（ 測 温 抵 抗 体 ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 状 態 監

視 カ メ ラ  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間 線

量 率 計 （ サ ー ベ イ メ ー タ ）  

可 搬 型 燃 料 貯 蔵 プ ー ル 等 空 間 線

量 率 計 （ 線 量 率 計 ）  
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第５－４表　各対策での判断基準（1/2）

判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲

代替注水設備によ
る注水

以下のいずれかによりプール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能の喪失並
びに補給水設備等の注水機能が喪失した場合，若しくはそのおそれがある場
合，又は燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー
ル等の水位が低下した場合。

①交流動力電源喪失が発生した場合。
②その他外的要因によるプール水冷却系，安全冷却水系及び補給水設備等の
静的機器の複数系列損傷及びプール水冷却系，安全冷却水系及び補給水設
備等の動的機器の複数同時機能喪失の場合

目標水位－５０ｍｍ －

燃料貯蔵プール等の冷却
機能及び注水機能の喪失
時は，通常水位である。

燃料貯蔵プール等からの
水の小規模な漏えい発生
時は燃料貯蔵プール等の
プール水冷却系の吸込み
側配管に設置される越流
せき上端である，通常水位
－0.40ｍである。

現場確認結果を踏まえてアクセ
ス及び敷設可能なルートを選択
する。

－ －

共通電源車を用
いた冷却機能及
び注水機能並び
に監視機能の回
復

・外部電源喪失かつ第１非常用ディーゼル発電機の全台故障により，冷却機能
及び注水機能が喪失した場合。ただし，機器損傷の恐れがある場合は除く。

準備完了後、直ちに実施する。 － －
現場確認結果により，給電可能
な系統を選択する。

－ 自主対策設備

スプレイ設備によ
るスプレイ

代替注水設備による燃料貯蔵プール等への注水を行っても水位低下が継続す
る場合又は初動対応による確認の結果，水位低下量が40mm/30分を上回ること
を確認した場合

準備完了後，直ちに実施する。 － －
現場確認結果を踏まえてアクセ
ス及び敷設可能なルートを選択
する。

－ －

資機材による漏え
い緩和

燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが継続している場合で，燃料貯蔵プール等
近傍での作業が可能な場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － － 自主対策設備

使
用
済
燃
料
の
損
傷
の
防
止
の
た
め
の
対
応

手順分類 備考手順着手判断
実施の判断基準

停止の判断基準
その他の判断　（系統選択の判断）
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第５－４表　各対策での判断基準（2/2）

判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲
手順分類 備考手順着手判断

実施の判断基準
停止の判断基準

その他の判断　（系統選択の判断）

使
用
済
燃
料
の
損
傷
の
防
止
の
た
め
の
対
応

監視設備による監
視

以下の設備にて監視できない場合
・燃料貯蔵プール等水位計
・燃料貯蔵プール等温度計
・ガンマ線エリアモニタ
・燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

準備完了後，直ちに実施する。

可搬型燃料貯蔵プール等
水位計（超音波式）：0～
11.5m
可搬型燃料貯蔵プール等
水位計（メジャー）：0～2m
可搬型燃料貯蔵プール等
水位計（電波式）：0～11.5m
可搬型燃料貯蔵プール等
水位計（エアパージ式）：0
～11.5m
可搬型燃料貯蔵プール温
度計（サーミスタ式）：0～
100℃
可搬型燃料貯蔵プール温
度計（測温抵抗体）：0～
100℃
可搬型代替注水設備流量
計：0～240m3/h
可搬型スプレイ設備流量
計：0～114m3/h
可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（サーベイ
メータ）：1E-1～1E+6μ
Sv/h
可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）：
1E-1～1E+9μSv/h

－
現場確認結果を踏まえてアクセ
ス及び敷設可能なルートを選択
する。

－ －

監視設備の保護 監視設備の配備完了後 準備完了後，直ちに実施する。 － －
現場確認結果を踏まえてアクセ
ス及び敷設可能なルートを選択
する。

－ －
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第５－５表 燃料貯蔵プール等の冷却等の対処において確認する補助パラメータ 
 

分類 補助パラメータ 可搬 常設 

再処理

施設の

状態を

補助的

に監視 

自主 

対策 
※１ 

燃料貯蔵プール等漏えい検

知装置 

燃料貯蔵プール等漏えい検

知装置 
－ ○ － 〇 

プール水冷却系ポンプの出

口流量 

プール水冷却系ポンプ出口

流量 
－ ○ － 〇 

補給水槽の水位 補給水槽水位 － ○ － 〇 

安全冷却水系冷却水循環ポ

ンプの出口流量 

安全冷却水系冷却水循環ポ

ンプ出口流量 
－ ○ － 〇 

安全冷却水系冷却水循環ポ

ンプの入口温度 

安全冷却水系冷却水循環ポ

ンプ入口温度 
－ ○ － 〇 

安全冷却水系膨張槽の液位 安全冷却水系膨張槽液位 － ○ － 〇 

可搬型計測ユニット用空気

圧縮機の出口圧力（機器

付） 

可搬型計測ユニット用空気

圧縮機出口圧力（機器付） 
〇 － 〇 － 

可搬型空冷ユニットの出口

圧力（機器付） 

可搬型空冷ユニット出口圧

力（機器付） 
〇 － 〇 － 

可搬型空冷ユニット用冷却

装置の圧力（機器付） 

可搬型空冷ユニット用冷却

装置圧力（機器付） 
〇 － 〇 － 

可搬型空冷ユニット用バル

ブユニットの流量（機器

付） 

可搬型空冷ユニット用バル

ブユニット流量（機器付） 
〇 － 〇 － 

監視カメラ入口空気の流量

（機器付） 

監視カメラ入口空気流量

（機器付） 
〇 － 〇 － 

線量率計入口空気の流量

（機器付） 

線量率計入口空気流量（機

器付） 
〇 － 〇 － 

※１ 自主対策で用いる主要監視パラメータは，補助パラメータとする。 
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５

冷却機能喪失

安全冷却水系
冷却機能喪失

プール水冷却系
冷却機能喪失

安全冷却水系（Ａ系）
冷却機能喪失

安全冷却水系（Ａ系）
冷却機能喪失

プール水冷却系（Ａ系）
冷却機能喪失

プール水冷却系（Ｂ系）
冷却機能喪失

１ ２ ３ ４

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

燃料貯蔵プール等
冷却機能及び注水機能喪失

（想定事故１）

注水機能喪失

①

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失 ※1，※2，※4，※5の

要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失
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安全冷却水系
冷却機能喪失

安全冷却水系（Ａ系）
冷却機能喪失

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却機能喪失

安全冷却水系冷却塔Ａ
機能喪失

安全冷却水系（Ａ系）
冷却水循環ポンプ

機能喪失

安全冷却水系（Ａ系）
冷却水

保持機能喪失

６ ７ ８

安全冷却水系冷却塔Ｂ
機能喪失

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却水循環ポンプ

機能喪失

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却水

保持機能喪失

９

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（２／16）

10 11

１ ２

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失
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プール水冷却系
冷却機能喪失

プール水冷却系（Ｂ系）
冷却機能喪失

プール水冷却系（Ｂ系）
ポンプ
機能喪失

プール水冷却系（Ｂ系）
冷却水

保持機能喪失

プール水冷却系（Ａ系）
冷却機能喪失

プール水冷却系（Ａ系）
ポンプ
機能喪失

プール水冷却系（Ａ系）
冷却水

保持機能喪失

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（３／16）

３ ４

12 13 14 15

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

98 885



安全冷却水系冷却塔Ａ
機能喪失

電気設備（Ａ系）
機能喪失

外部電源，生産系電
源喪失

非常用所内電源系統
（Ａ系）機能喪失

電路損傷

電気
ケーブル
損傷

（安全系Ａ）

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（安全系Ａ）

非常用
ＤＧ
Ａ故障

安全冷却水系
冷却塔Ａ
損傷

６

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

②

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（４／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

16

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1の要因で機能喪失 ※1，※4の要因で機
能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4の要因で
機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失※1，※2，※4，※5の

要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

99 886



安全冷却水系（Ａ系）
冷却水循環ポンプＡ

機能喪失

電気設備（Ａ系）
機能喪失

安全冷却水系
（Ａ系）
冷却水

循環ポンプＡ
損傷

安全冷却水系（Ａ系）
冷却水循環ポンプ

機能喪失

７

安全冷却水系（Ａ系）
冷却水循環ポンプＣ

機能喪失

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

電気設備（Ｅ系）
機能喪失

外部電源，生産系予
備電源喪失

非常用Ｅ系
機能喪失

電路損傷

電気
ケーブル
損傷

（安全系Ｅ）

電気
盤類故障

（安全系Ｅ）

非常用
ＤＧ
Ａ故障

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（５／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

16

17

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で機能喪失 ※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で機能喪失 ※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

安全冷却水系
（Ａ系）
冷却水

循環ポンプＣ
損傷
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安全冷却水系（Ａ系）
冷却水

保持機能喪失

８

安全冷却水系
（Ａ系）
冷却水配管

損傷

プール水冷却系
（Ａ系）

ポンプＡ機能喪失

電気設備（Ａ系）
機能喪失プール水冷却系

（Ａ系）
ポンプＡ
損傷

プール水冷却系
（Ａ系）

ポンプ機能喪失

プール水冷却系
（Ａ系）

ポンプＣ機能喪失

電気設備（Ｅ系）
機能喪失

プール水冷却系
（Ａ系）

冷却水保持機能喪失

プール水冷却系
（Ａ系）
冷却水配管

損傷

プール水冷却系
（Ａ系）
ポンプＣ
損傷

プール等冷却水
保持機能喪失（小規模）

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

19

プール水冷却系
（Ａ系）
熱交換器
損傷

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（６／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

16

12

13

17

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1の要因で機能喪失
※1の要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失 ※1の要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失
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安全冷却水系冷却塔Ｂ
機能喪失

電気設備（Ｂ系）
機能喪失

外部電源，生産系電
源喪失

非常用Ｂ系
機能喪失

電路損傷

電気
ケーブル
損傷

（安全系Ｂ）

電気
盤類故障

（安全系Ｂ）

非常用
ＤＧ
Ｂ故障

安全冷却水系
冷却塔Ｂ
損傷

９

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

②

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（７／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

18

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4の要因で
機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失 ※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で機能喪失 ※1，※4の要因で機
能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失
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10

11

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却水循環ポンプＢ

機能喪失

電気設備（Ｂ系）
機能喪失

安全冷却水系
（Ｂ系）
冷却水循環
ポンプＢ
損傷

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却水循環ポンプ

機能喪失

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却水循環ポンプＣ

機能喪失

電気設備（Ｅ系）
機能喪失

安全冷却水系（Ｂ系）
冷却水

保持機能喪失

安全冷却水系
（Ｂ系）
冷却水配管

損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※ 長時間の全交流動力電源の喪失

プール水冷却系
（Ｂ系）
熱交換器
損傷

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（８／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

18 17

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で機能喪失 ※1の要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失

安全冷却水系
（Ｂ系）
冷却水循環
ポンプＣ
損傷
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15

14

プール水冷却系
（Ｂ系）

ポンプＢ機能喪失

電気設備（Ｂ系）
機能喪失プール水冷却系

（Ｂ系）
ポンプＢ
損傷

プール水冷却系
（Ｂ系）

ポンプ機能喪失

プール水冷却系
（Ｂ系）

ポンプＣ機能喪失

電気設備（Ｅ系）
機能喪失

プール水冷却系
（Ｂ系）

冷却水保持機能喪失

プール等冷却水
保持機能喪失（小規模）プール水冷却系

（Ｂ系）
ポンプＣ
損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（９／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

18 17 19

プール水冷却系
（Ｂ系）
冷却水配管

損傷

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で機能喪失 ※1の要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失
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プール等冷却水
保持機能喪失（小規模）

プール等

損傷
燃料移送水路

損傷

プール水

冷却系

配管損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

プール水冷却系の配管からの漏えいによるサイフォン効果によりプール水が漏えいし燃料貯
蔵プール等の水位低下に至ることを踏まえ設計上定める条件より厳しい条件を超える条件と
して，プール水冷却系の配管の全周破断と補給水設備等の多重故障を想定し，内的事象によ
る想定事故２の発生を想定する。

* 2

燃料貯蔵プール等
小規模漏えい
（想定事故２）

注水機能喪失

①

スロッシング

プール水

冷却系

配管損傷 * 2
* 2 

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（10／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)
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③ ③
５

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

* 1 * 1

* 1 基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計であり，機能喪失しない。

配管損傷及び注水機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※3の要因で
機能喪失 ※4の要因で

機能喪失

※3，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※3，※4の要因で
機能喪失
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補給水設備ポンプの機能喪失

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

補給水設備ポンプＡ
の機能喪失

補給水設備ポンプＢ
の機能喪失

補給水供給の維持機能
の機能喪失

補給水設備
注水機能喪失

補給水槽

損傷

補給水

移送配管

損傷

注水機能喪失

給水処理設備
注水機能喪失

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（11／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)

５

20 21

22

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失 ※1の要因で機能喪失

※1の要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失
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補給水設備ポンプＡ
の機能喪失

補給水設備
ポンプＡ
損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

電気設備（Ａ系）
機能喪失

外部電源，生産系
電源喪失

非常用所内電源系統
（Ａ系）機能喪失

電路損傷

電気
ケーブル
損傷

（安全系Ａ）

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（安全系Ａ）

非常用
DG

Ａ故障

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

②

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（12／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)
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ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で
機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で
機能喪失
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補給水設備ポンプＢ
の機能喪失

補給水設備
ポンプＢ
損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

電気設備（Ｂ系）
機能喪失

外部電源，生産系
電源喪失

非常用所内電源系統
（Ｂ系）機能喪失

電路損傷

電気
ケーブル
損傷

（安全系Ｂ）

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（安全系Ｂ）

非常用
ＤＧ
Ｂ故障

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

②

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（13／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)
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ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失
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純水ポンプの機能喪失

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

純水ポンプＡ
の機能喪失

純水ポンプＢ
の機能喪失

給水処理の維持機能
の機能喪失

給水処理設備
注水機能喪失

純水貯槽

損傷

純水

移送配管

損傷

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（14／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)
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23 24

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

109 896



純水ポンプＡ
の機能喪失

純水
ポンプＡ
損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

外部電源，生産系
電源喪失

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（15／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)
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ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

110 897



純水ポンプＢ
の機能喪失

純水
ポンプＢ
損傷

※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

外部電源，生産系
電源喪失

電路損傷 動力喪失

遮断器
変圧器

電気盤類故障
（生産系）

外部
電源喪失

電気
ケーブル
損傷

（生産系）

第５－１図（１） 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（16／16）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①代替注水設備による注水（SA)
②共通電源車を用いた冷却機能等の回復
③サイフォンブレーカによる漏えい抑制（SA)
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ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※2，※4，※5の
要因で機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

※1の要因で
機能喪失

※1，※4の要因で機能
喪失

111 898



※1 地震
※2 火山の影響
※3 配管の全周破断
※4 動的機器の多重故障
※5 長時間の全交流動力電源の喪失

プール等冷却水保持機能
喪失（大量漏えい）

プール等

損傷
燃料移送水路

損傷

第５－１図（２） 大量の水の漏えい時の燃料損傷緩和対策のフォールトツリー分析

燃料貯蔵プール等水位維持不可
（大量漏えい）

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処手段
①スプレイ設備によるスプレイ（SA)
②資機材による漏えい緩和

※1 ※1 

①

②

ＡＮＤゲート

ＯＲゲート

トランスファー記号

凡例

* * 

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているが、地震に
よる損傷により大量の水の漏えいを想定する。

* 
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第５－２図 「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失時」の対応フロー

可搬型監視設備
による監視

水位の回復を確認
：操作・確認

：判断

：監視

凡例

重大事故等への対処の移行・着手判断※１

【注水停止判断】
※３

プールへの注水

燃料貯蔵プール等への
スプレイ準備完了

大型移送ポンプ車起動

プール等へのスプレイ

対策成否判断※５

水位が回復
できないことを確認

監視設備の準備・配
備（屋内・屋外）

発電機起動

燃料貯蔵プール
等監視継続

可搬型空冷設備
配備完了

可搬型計測ユニット
用空気圧縮機起動

水位低下を確認

水位低下
確認されず

燃料貯蔵プール等への
注水準備完了

監視設備の準備・配
備（屋内・屋外）

※２ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・40mm/30分（160m3/h）以上の水位低下が確認
された場合。

※５ 燃料貯蔵プール等へのスプレイ成否判断
・燃料貯蔵プール等にスプレイされていること。

※３ 燃料貯蔵プール等への注水成否判断
・燃料貯蔵プール等の水位が回復していること。

※４ 準備完了後、直ちに実施する。

水位低下※２

・可搬型建屋内ホース等
敷設

・可搬型中型移送ポンプ
起動準備

【注水実施判断】
基準水位から-50ｍｍ水

位が低下した場合

・可搬型建屋内ホース等
敷設、接続

・大型移送ポンプ車起動準備

可搬型中型移送ポンプ
起動

スプレイ
実施判断※４

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
以下のいずれかによりプール水冷却系及び安全冷
却水系の冷却機能の喪失並びに補給水設備等の注
水機能が喪失した場合，若しくはそのおそれがあ
る場合，又は燃料貯蔵プール等からの水の漏えい
その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低
下した場合。
・全交流動力電源喪失が発生した場合。
・その他外的要因によるプール水冷却系，安全冷
却水系及び補給水設備等の静的機器
の複数系列損傷及びプール水冷却系，安全冷却
水系，補給水設備等の動的機器の
複数同時機能喪失の場合
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第５－３図　燃料貯蔵プール等への注水　系統概要図

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

（建屋境界）

燃料貯蔵プール等

第１貯水槽

可搬型建屋内ホース 可搬型建屋外ホース

F

凡例

ホース（可搬型）

可搬型中型移送ポンプ

（水中ポンプ）

F 可搬型代替注水設備流量計

（流量計）

本対応で使用する設備
（太い実線）
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- - 1 -

- - 1 -

- - 1 -

- - 3 -

- - 3 -

- - 1 1:15

- - 1 -

放 1 ・放射線監視盤の状態確認及び監視 放射線対応班長 1 ‐

放 2
・線量計貸出，入域管理，現場環境確認（初動対応）を行う
各建屋対策班の対策作業員への着装補助

放対2班 2 0:20

放 7 ・出入管理区画設営（中央制御室用）
放対2班，放対3班
放対4班，放対5班

6 1:00

放 8
・出入管理区画運営（中央制御室用）
※：放射性物質の放出後は，5の対応を追加する（11：00以
降を想定）

放対2班，放対3班
放対4班，放対5班

6 -

現場環境
確認

- - ・建屋内のアクセスルートの確認 建屋内1班 1 1:20

F 1
・保管場所への移動並びに運搬車及びホイールローダによる
可搬型重大事故等対処設備の運搬

建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班
建屋内44班

10 7:50

F 2 ・ホース敷設，流量計設置及び建屋内外ホース接続
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8 0:30

F 3 ・注水開始・流量確認
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8 0:20

F 4 ・監視設備配置，ケーブル敷設・接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16 2:45

F 5 ・監視ユニット，計装ユニットとの接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16 0:35

F 6 ・可搬型発電機の起動
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 0:20

F 7 ・監視設備の起動確認，状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 0:20

F 8 ・冷却ケースの設置
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 0:40

F 9 ・空冷ユニット用ホース敷設

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16 2:20

F 10 ・計測ユニット，空冷ユニットとの接続
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 0:30

F 11 ・空冷ユニット系統起動，起動状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 0:40

状態監視
燃料の
補給

・状態監視（可搬型発電機，可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

建屋内1班，建屋内2班 2 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

・建屋外対応班長

-

使用済燃料
受入れ・貯

蔵建屋

使用済燃
料損傷対

策

20:00 21:00 22:00 23:0011:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
対策 作業番号 要員数

所要時間※
(時：分) 0:00

作業班

・実施責任者

・建屋対策班長

・現場管理者

状態監視

作業内容 作業班 要員数
所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）
23:00

・要員管理班

・情報管理班

・通信班長

経過時間（時：分）

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
作業番号対策

-

建屋内7、8、9、10、44班

建屋内21、22、24、25班

CA8（建屋内21班）、 CA9（建屋内22班）、 CA21（建屋内25班）、 CA30（建屋内24班）

ABル1 1（建屋内7、8班）

（蒸発乾固発生防止）

ABル1 3（建屋内9班）

（蒸発乾固発生防止）

ABコ2 1（建屋内10班）

（蒸発乾固拡大防止）

建屋内11、12、13、14班

ACコ1 1（建屋内20班）

（蒸発乾固拡大防止）

CAコ1 2（建屋内15、16、17班）

（蒸発乾固拡大防止）

CAコ1 1

建屋内15、16、17、20班

建屋内15、16、17、20班

建屋内11、12、13、14班

建屋内11、12、13、14班

AB28（建屋内8、9班）、 AB34（建屋内7班）、 AB35（建屋内10班）、 AB39（建屋内44班）

CA9（建屋内20班）、 CA22（建屋内15、16班）、 CA24（建屋内11、12班）、 CA26（建屋内13、14班）、 CA30（建屋内17班)

要員管理班へ合流

（蒸発乾固発生防止） （蒸発乾固拡大防止） （蒸発乾固拡大防止） （拡大防止（放出防止））

（水素爆発拡大防止） （水素爆発拡大防止） （蒸発乾固発生防止）（拡大防止（放出防止））

ACコ1 1（建屋内22班），ACコ1 3（建屋内21班）

（蒸発乾固拡大防止）

CAコ1 3（建屋内24、25班）

（蒸発乾固拡大防止）

（水素爆発拡大防止） （蒸発乾固発生防止） （蒸発乾固拡大防止） （蒸発乾固拡大防止） （拡大防止（放出防止））

（蒸発乾固拡大防止）

現場環境確認

（建屋内1班）

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班
状態監視

放2（放対2班）

放10

（放対3，4，5班）

放対2班

放対2班 放4，5

放管3，4班

放射線対応班長

放7

放対2，3，4，5

放対3，4班
放4，5

放7
放対5班 放対5班放10

放4，5，6

放15

放8（放対5班），放10（放対3，4班）

放10

放4，5
放4，5

放対2班

放対3，4班

放4，5，6

放管
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- - 1

- - 1

- - 1

- - 3

- - 3

- - 1

- - 1

放 1 ・放射線監視盤の状態確認及び監視 放射線対応班長 1

放 2
・線量計貸出，入域管理，現場環境確認（初動対応）を行う
各建屋対策班の対策作業員への着装補助

放対2班 2

放 7 ・出入管理区画設営（中央制御室用）
放対2班，放対3班
放対4班，放対5班

6

放 8
・出入管理区画運営（中央制御室用）
※：放射性物質の放出後は，5の対応を追加する（11：00以
降を想定）

放対2班，放対3班
放対4班，放対5班

6

現場環境
確認

- - ・建屋内のアクセスルートの確認 建屋内1班 1

F 1
・保管場所への移動並びに運搬車及びホイールローダによる
可搬型重大事故等対処設備の運搬

建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班
建屋内44班

10

F 2 ・ホース敷設，流量計設置及び建屋内外ホース接続
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8

F 3 ・注水開始・流量確認
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8

F 4 ・監視設備配置，ケーブル敷設・接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16

F 5 ・監視ユニット，計装ユニットとの接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16

F 6 ・可搬型発電機の起動
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 7 ・監視設備の起動確認，状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 8 ・冷却ケースの設置
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 9 ・空冷ユニット用ホース敷設

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16

F 10 ・計測ユニット，空冷ユニットとの接続
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 11 ・空冷ユニット系統起動，起動状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

状態監視
燃料の
補給

・状態監視（可搬型発電機，可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

建屋内1班，建屋内2班 2

・建屋外対応班長

-

使用済燃料
受入れ・貯

蔵建屋

使用済燃
料損傷対

策

対策 作業番号 要員数作業班

・実施責任者

・建屋対策班長

・現場管理者

状態監視

作業内容 作業班 要員数

・要員管理班

・情報管理班

・通信班長

作業番号対策

-

43:00 44:00 45:00 46:00 47:0038:00 39:00 40:00 41:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00

経過時間（時：分）

42:00

経過時間（時：分）
24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00

班）

AA22（建屋内15班）、 AA受皿（建屋内16、17班）、 ACコ2 3（建屋内20班）

CAコ1 1

AA19（建屋内12、13班）、 AA22（建屋内14班）、 AA30（建屋内11班）

建屋内11、12、13、14班

建屋内11、12、13、14班

建屋内15、16、17、20班

建屋内11、12、13、14班

ACコ1 2（建屋内20班）

（蒸発乾固拡大防止）

CAコ1 3（建屋内15班）

（蒸発乾固拡大防止）

CAコ1 2（建屋内16、17班）

（蒸発乾固拡大防止）

班）

（蒸発乾固拡大防止）

（蒸発乾固発生防止） （蒸発乾固発生防止） （蒸発乾固拡大防止）

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

（蒸発乾固発生防止） （蒸発乾固発生防止） （計器監視燃料の補給）

放射線対応班長

放管5班

放管2班

放管3，4班
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- - 1

- - 1

- - 1

- - 3

- - 3

- - 1

- - 1

放 1 ・放射線監視盤の状態確認及び監視 放射線対応班長 1

放 2
・線量計貸出，入域管理，現場環境確認（初動対応）を行う
各建屋対策班の対策作業員への着装補助

放対2班 2

放 7 ・出入管理区画設営（中央制御室用）
放対2班，放対3班
放対4班，放対5班

6

放 8
・出入管理区画運営（中央制御室用）
※：放射性物質の放出後は，5の対応を追加する（11：00以
降を想定）

放対2班，放対3班
放対4班，放対5班

6

現場環境
確認

- - ・建屋内のアクセスルートの確認 建屋内1班 1

F 1
・保管場所への移動並びに運搬車及びホイールローダによる
可搬型重大事故等対処設備の運搬

建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班
建屋内44班

10

F 2 ・ホース敷設，流量計設置及び建屋内外ホース接続
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8

F 3 ・注水開始・流量確認
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8

F 4 ・監視設備配置，ケーブル敷設・接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16

F 5 ・監視ユニット，計装ユニットとの接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16

F 6 ・可搬型発電機の起動
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 7 ・監視設備の起動確認，状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 8 ・冷却ケースの設置
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 9 ・空冷ユニット用ホース敷設

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16

F 10 ・計測ユニット，空冷ユニットとの接続
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

F 11 ・空冷ユニット系統起動，起動状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8

状態監視
燃料の
補給

・状態監視（可搬型発電機，可搬型送風機）
・可搬型発電機への燃料の補給

建屋内1班，建屋内2班 2

・建屋外対応班長

-

使用済燃料
受入れ・貯

蔵建屋

使用済燃
料損傷対

策

対策 作業番号 要員数作業班

・実施責任者

・建屋対策班長

・現場管理者

状態監視

作業内容 作業班 要員数

・要員管理班

・情報管理班

・通信班長

作業番号対策

-

71:0062:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:0052:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:0048:00 49:00 50:00 51:00

経過時間（時：分）

経過時間（時：分）
54:00 55:00 56:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:00 71:0057:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:00 65:0048:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

建屋内1班

建屋内2班

放射線対応班長

放管5班

放管2班

放管3，4班
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燃 3
・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定設備用3台）

燃料給油3班 1 -

燃 4
・軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム
缶等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（可搬
型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1 -

燃 6
・軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）の運搬(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台)

建屋外1班 2 -

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外1班，建屋外8班 3 0:10

外 5
・アクセスルートの整備（除雪，除灰）
（対応する作業班の1人がホイールローダにて作業する。）

建屋外1班，建屋外2班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班
建屋外8班

13 -

外 6 ・使用する資機材の確認
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10 0:20

外 7 ・第1貯水槽取水準備
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10 0:10

外 37
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプ運
搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外7班 2 0:10

外 38
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
設置及び起動確認

建屋外4班，建屋外5班
建屋外7班

6 0:30

外 39
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車で敷設する
可搬型建屋外ホースの準備

建屋外3班 2 0:30

外 40
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車で運搬する可搬型
建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2 0:30

外 41
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車による可搬型建屋
外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 42
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車による可搬
型建屋外ホースの敷設及び接続

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8 0:30

外 43
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの敷
設（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋ホース展張車侵入不可部分
の人手による運搬及び敷設）

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8 1:00

外 44
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
試運転（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2 0:30

外 45
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの状
態確認（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班，建屋外5班 4 0:30

外 46
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースと可
搬型建屋内ホースとの接続

建屋外4班，建屋外5班 4 0:30

外 47
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へホイールローダにて建屋外
設備(空冷ユニット等）の運搬

建屋外8班 1 7:50

外 48
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への水の供給流量及び圧力の
調整

建屋外6班，建屋外7班 4 0:30

外 49
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用への水の供給及び状態監視
（流量，圧力，第1貯水槽の水位）
・可搬型中型移送ポンプへ燃料の補給

建屋外1班 2 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

22:00 23:00

経過時間（時：分）

17:00 18:00 19:00 20:00 21:0014:00 15:00 16:004:003:00
作業番号 作業内容 作業班 要員数 所要時間※

(時：分)

第５－４図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（プール注水） タイムチャート（4/6）

10:00 11:00 12:00 13:005:00 6:00 7:00 8:00 9:00

建屋外

0:00 1:00 2:00

燃2

外46（建屋外5班）
建屋外1，8班

外3

外9（建屋外2班）

外66（建屋外2班）

建屋外2，8班 外30（建屋外4班） 建屋外4，8班

外47（建屋外8班）

建屋外4班

外42

外51

建屋外5班

外21（建屋外1班）

建屋外1班

外4
建屋外1，8班

建屋外2，3，4，5，6班

外8（建屋外2班）

外10（建屋外3班）

外11（建屋外4，5班）

外25（建屋外6班）

外26（建屋外4，5班）

外37（建屋外7班）

外2

建屋外7班

建屋外4，5，7班

建屋外3班
外26 外28

外20

建屋外3班

外34

建屋外4，5，6，7班

外5（建屋外4班），外68（建屋外5，6，7班）

建屋外1班

外24，36

建屋外4，5班
外43

外5（建屋外5班）

外50（建屋外4班）

外13

建屋外1班

外43
建屋外6，7班

外51

外38

外24，36

外43

外42

建屋外4，5，6，7班

建屋外8班
外5

外5

外45（建屋外4，5班）

外48（建屋外6，7班）

燃5

燃2

燃5
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燃 3
・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定設備用3台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム
缶等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（可搬
型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 6
・軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）の運搬(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台)

建屋外1班 2

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外1班，建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（除雪，除灰）
（対応する作業班の1人がホイールローダにて作業する。）

建屋外1班，建屋外2班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班
建屋外8班

13

外 6 ・使用する資機材の確認
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 7 ・第1貯水槽取水準備
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 37
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプ運
搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外7班 2

外 38
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
設置及び起動確認

建屋外4班，建屋外5班
建屋外7班

6

外 39
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車で敷設する
可搬型建屋外ホースの準備

建屋外3班 2

外 40
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車で運搬する可搬型
建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2

外 41
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車による可搬型建屋
外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2

外 42
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車による可搬
型建屋外ホースの敷設及び接続

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 43
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの敷
設（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋ホース展張車侵入不可部分
の人手による運搬及び敷設）

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 44
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
試運転（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 45
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの状
態確認（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班，建屋外5班 4

外 46
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースと可
搬型建屋内ホースとの接続

建屋外4班，建屋外5班 4

外 47
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へホイールローダにて建屋外
設備(空冷ユニット等）の運搬

建屋外8班 1

外 48
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への水の供給流量及び圧力の
調整

建屋外6班，建屋外7班 4

外 49
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用への水の供給及び状態監視
（流量，圧力，第1貯水槽の水位）
・可搬型中型移送ポンプへ燃料の補給

建屋外1班 2

作業番号 要員数
経過時間（時：分）

43:00 44:00 45:00 46:00 47:0038:00 39:00 40:00 41:00 42:0024:00
作業内容 作業班

建屋外

37:0025:00 30:0026:00 27:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:0028:00 29:00

第５－４図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（プール注水） タイムチャート（5/6）

外53

外53（建屋外5班）

外57
外57（建屋外6班）

外47（建屋外8班）

外71（建屋外6班）

外5（建屋外8班）

建屋外4班 建屋外6，8班 以降，アクセスルートの状態を確認し，建屋外4，5，6，7，8班にて，対応する。建屋外5班

建屋外1班

外50（建屋外4班）

建屋外1班

燃2

燃5

燃2

燃5

燃2

燃5
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燃 3
・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定設備用3台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム
缶等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（可搬
型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 6
・軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）の運搬(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台)

建屋外1班 2

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外1班，建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（除雪，除灰）
（対応する作業班の1人がホイールローダにて作業する。）

建屋外1班，建屋外2班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班
建屋外8班

13

外 6 ・使用する資機材の確認
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 7 ・第1貯水槽取水準備
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 37
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプ運
搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外7班 2

外 38
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
設置及び起動確認

建屋外4班，建屋外5班
建屋外7班

6

外 39
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車で敷設する
可搬型建屋外ホースの準備

建屋外3班 2

外 40
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車で運搬する可搬型
建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2

外 41
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車による可搬型建屋
外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2

外 42
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車による可搬
型建屋外ホースの敷設及び接続

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 43
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの敷
設（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋ホース展張車侵入不可部分
の人手による運搬及び敷設）

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 44
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
試運転（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 45
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの状
態確認（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班，建屋外5班 4

外 46
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースと可
搬型建屋内ホースとの接続

建屋外4班，建屋外5班 4

外 47
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へホイールローダにて建屋外
設備(空冷ユニット等）の運搬

建屋外8班 1

外 48
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への水の供給流量及び圧力の
調整

建屋外6班，建屋外7班 4

外 49
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用への水の供給及び状態監視
（流量，圧力，第1貯水槽の水位）
・可搬型中型移送ポンプへ燃料の補給

建屋外1班 2

69:00 70:0064:00 65:00 66:00 67:00 68:0059:00 60:00 61:00 62:00 63:0053:00 54:00 55:00

建屋外

作業番号 作業内容 作業班 要員数
経過時間（時：分）

71:0056:00 57:00 58:0048:00 49:00 50:00 51:00 52:00

第５－４図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（プール注水） タイムチャート（6/6）

アクセスルートの状態を確認し，建屋外4，5，6，7，8班にて，対応する。

建屋外1班

建屋外1班

燃2

燃5

燃2

燃5

燃2
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凡例

：可搬型建屋内ホース（150A)

 
 

第５－５図 代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 
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凡例

：可搬型建屋内ホース（150A)

 
 

第５－６図 代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 
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燃 3
・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定設備用3台）

燃料給油3班 1 -

燃 4
・軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム
缶等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（可搬
型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1 -

燃 6
・軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）の運搬(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台)

建屋外1班 2 -

外 1
・第1貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北ルート)の
確認

燃料給油1班
燃料給油2班

2 0:35

外 2
・第1貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南ルート)の
確認

建屋外7班 2 0:35

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外1班，建屋外8班 3 0:10

外 4 ・アクセスルートの整備（ガレキ撤去） 建屋外1班，建屋外8班 3 3:40

外 5
・アクセスルートの整備（除雪，ガレキ撤去）
（対応する作業班の1人がホイールローダにて作業する。）

建屋外2班，建屋外4班
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班，建屋外8班

11 -

外 6 ・使用する資機材の確認
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10 0:20

外 7 ・第1貯水槽取水準備
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10 0:10

外 37
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプ運
搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外7班 2 0:10

外 38
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
設置及び起動確認

建屋外4班，建屋外5班
建屋外7班

6 0:30

外 39
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車で敷設する
可搬型建屋外ホースの準備

建屋外3班 2 0:30

外 40
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車で運搬する可搬型
建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2 0:30

外 41
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車による可搬型建屋
外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 42
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車による可搬
型建屋外ホースの敷設及び接続

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8 0:30

外 43
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの敷
設（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　ホース展張車侵入不可部
分の人手による運搬及び敷設）

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8 1:00

外 44
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
試運転（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2 0:30

外 45
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの状
態確認（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班，建屋外5班 4 0:30

外 46
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースと可
搬型建屋内ホースとの接続

建屋外4班，建屋外5班 4 0:30

外 47
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へホイールローダにて建屋外
設備(空冷ユニット等）の運搬

建屋外8班 1 7:50

外 48
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への水の供給流量及び圧力の
調整

建屋外6班，建屋外7班 4 0:30

外 49
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用への水の供給及び状態監視
（流量，圧力，第1貯水槽の水位）
・可搬型中型移送ポンプへ燃料の補給

建屋外1班 2 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

第５－７図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（プール注水） タイムチャート（1/3）

所要時間※
(時：分) 16:00 23:00

経過時間（時：分）

13:00 22:00

建屋外

14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
作業番号 作業内容 作業班 要員数

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

外4

外37

外46（建屋外5班）

燃料給油1，2班

建屋外1，8班

建屋外1，8班

燃7（燃料給油2班）

建屋外7班

外3 外5（建屋外8班），外21（建屋外1班）

外4（建屋外8班）

外9（建屋外2班）
外66（建屋外2班）

建屋外2，8班

外30（建屋外4班）

建屋外4，8班

外47（建屋外8班）

建屋外4班

外42

外51

建屋外5班

建屋外1班

建屋外2，3，4，5，6班

外8（建屋外2班）

外10（建屋外3班）

外11（建屋外4，5班）

外25（建屋外6班）

外26（建屋外4，5班）

外37（建屋外7班）

外2
建屋外7班

建屋外4，5，7班

建屋外3班
外26 外28

外20
建屋外3班

外34

建屋外4，5，6，7班
外5（建屋外4班），外68（建屋外5，6，7班）

建屋外1班
外24，36

外45（建屋外4，5班）

外48（建屋外6，7班）

建屋外4，5班
外43

外5（建屋外5班）

外50（建屋外4班）

外13

建屋外1班

外43
建屋外6，7班

外51

外38

外24，36

外43

外42
建屋外4，5，6，7班

建屋外8班
外5

外5

燃2

燃5

燃2

燃5
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燃 3
・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定設備用3台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム
缶等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（可搬
型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 6
・軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）の運搬(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台)

建屋外1班 2

外 1
・第1貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北ルート)の
確認

燃料給油1班
燃料給油2班

2

外 2
・第1貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南ルート)の
確認

建屋外7班 2

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外1班，建屋外8班 3

外 4 ・アクセスルートの整備（ガレキ撤去） 建屋外1班，建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（除雪，ガレキ撤去）
（対応する作業班の1人がホイールローダにて作業する。）

建屋外2班，建屋外4班
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班，建屋外8班

11

外 6 ・使用する資機材の確認
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 7 ・第1貯水槽取水準備
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 37
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプ運
搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外7班 2

外 38
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
設置

建屋外4班，建屋外5班
建屋外7班

6

外 39
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車で敷設する
可搬型建屋外ホースの準備

建屋外3班 2

外 40
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車で運搬する可搬型
建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2

外 41
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車による可搬型建屋
外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2

外 42
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車による可搬
型建屋外ホースの敷設及び接続

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 43
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの敷
設（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　ホース展張車侵入不可部
分の人手による運搬及び敷設）

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 44
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
試運転（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 45
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの状
態確認（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班，建屋外5班 4

外 46
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースと可
搬型建屋内ホースとの接続

建屋外4班，建屋外5班 4

外 47
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へホイールローダにて建屋外
設備(空冷ユニット等）の運搬

建屋外8班 1

外 48
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への水の供給流量及び圧力の
調整

建屋外6班，建屋外7班 4

外 49
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用への水の供給及び状態監視
（流量，圧力，第1貯水槽の水位）
・可搬型中型移送ポンプへ燃料の補給

建屋外1班 2

第５－７図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（プール注水） タイムチャート（2/3）

38:0037:0025:00 30:0026:00 27:00 31:00
作業番号

43:00 44:00 46:00 47:0034:00 35:00 36:0024:00
作業内容 作業班 要員数

経過時間（時：分）

39:00 40:00 41:00 42:00 45:00

建屋外

32:00 33:0028:00 29:00

外50（建屋外4班）

外53

外53（建屋外5班）

外57
外57（建屋外6班）

外47（建屋外8班）

外71（建屋外6班）

外5（建屋外8班）

建屋外4班 建屋外6，8班 以降，アクセスルートの状態を確認し，建屋外4，5，6，7，8班にて，対応する。建屋外5班

建屋外1班

班）

班）

建屋外1班

燃2

燃5

燃2

燃5

燃2

燃5
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燃 3
・軽油用タンクローリから可搬型発電機用容器（ドラム缶
等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定設備用3台）

燃料給油3班 1

燃 4
・軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機用容器（ドラム
缶等）への燃料の補給及び軽油用タンクローリの移動（可搬
型空冷ユニット用1台）

燃料給油3班 1

燃 6
・軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶
等）の運搬(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台)

建屋外1班 2

外 1
・第1貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北ルート)の
確認

燃料給油1班
燃料給油2班

2

外 2
・第1貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南ルート)の
確認

建屋外7班 2

外 3 ・ホイールローダの確認 建屋外1班，建屋外8班 3

外 4 ・アクセスルートの整備（ガレキ撤去） 建屋外1班，建屋外8班 3

外 5
・アクセスルートの整備（除雪，ガレキ撤去）
（対応する作業班の1人がホイールローダにて作業する。）

建屋外2班，建屋外4班
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班，建屋外8班

11

外 6 ・使用する資機材の確認
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 7 ・第1貯水槽取水準備
建屋外2班，建屋外3班
建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班

10

外 37
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプ運
搬車による可搬型中型移送ポンプの運搬

建屋外7班 2

外 38
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
設置

建屋外4班，建屋外5班
建屋外7班

6

外 39
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車で敷設する
可搬型建屋外ホースの準備

建屋外3班 2

外 40
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車で運搬する可搬型
建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2

外 41
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の運搬車による可搬型建屋
外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2

外 42
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用のホース展張車による可搬
型建屋外ホースの敷設及び接続

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 43
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの敷
設（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　ホース展張車侵入不可部
分の人手による運搬及び敷設）

建屋外4班，建屋外5班
建屋外6班，建屋外7班

8

外 44
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型中型移送ポンプの
試運転（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外1班 2

外 45
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースの状
態確認（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

建屋外4班，建屋外5班 4

外 46
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用の可搬型建屋外ホースと可
搬型建屋内ホースとの接続

建屋外4班，建屋外5班 4

外 47
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へホイールローダにて建屋外
設備(空冷ユニット等）の運搬

建屋外8班 1

外 48
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への水の供給流量及び圧力の
調整

建屋外6班，建屋外7班 4

外 49
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用への水の供給及び状態監視
（流量，圧力，第1貯水槽の水位）
・可搬型中型移送ポンプへ燃料の補給

建屋外1班 2

第５－７図　燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処（プール注水） タイムチャート（3/3）

70:00

経過時間（時：分）

71:0056:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:0053:00 54:00 55:0050:00 51:00 52:00
作業番号 作業内容 作業班 要員数

48:00 49:00

建屋外

アクセスルートの状態を確認し，建屋外4，5，6，7，8班にて，対応する。

建屋外1班

建屋外1班

燃2

燃5

燃2

燃5

燃2
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第５－８図 対応手段の選択フローチャート

燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処するための対応手段の選択

冷却機能、注水機能喪失
又は水の漏えい※１

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

※1：以下のいずれかによりプール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機

能の喪失並びに補給水設備等の注水機能が喪失した場合，若しくはその
おそれがある場合，又は燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその他の要
因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合。
①全交流動力電源喪失が発生した場合。

②その他外的要因によるプール水冷却系，安全冷却水系補給水設備等の
静的機器の複数系列損傷並びにプール水冷却系，補給水設等の動的機
器の複数同時機能喪失の場合

※2：共通電源車，機器の損傷の状況で判断

※3：作業環境の状況で判断

共通電源車を用いた
冷却機能・注水機能の回復

第１非常用
ＤＧ手動起動

第１非常用

ＤＧ手動起動
失敗した

安定化

代替注水設備による注水

共通電源車
使用可能※2

40ｍｍ/30分

以下で低下し
ている

水位低下量が
40ｍｍ/30分以下

スプレイ設備によるスプレイ

資機材による
漏えい緩和※3

計装設備による状態監視

40ｍｍ/30分

以下で低下し
ていない

第１非常用

ＤＧ手動起動
成功した

機器の損傷を伴
わない全交流電
源喪失か

損傷なし

損傷あり
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第５－９図　燃料貯蔵プール等への水のスプレイ　系統概要図

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

（建屋境界）

燃料貯蔵プール等

第１貯水槽

可搬型建屋内ホース 可搬型建屋外ホース

F

大型移送

ポンプ車

凡例

ホース（可搬型）

可搬型スプレイへッダ

（スプレイヘッダ）

可搬型スプレイ設備流量計

（流量計）

本対応で使用する設備
（太い実線）

F
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実施責任者 1 -

建屋対策班長 1 -

現場管理者 1 -

要員管理班 3 -

情報管理班 3 -

通信班長 1 1:15

建屋外対策班長 1 -

5

対策
作業
番号

作業

スプレイ設備
設置（建屋

内）

3:20

燃料貯蔵プー
ル等へのスプ

レイ

A～H
I～P

備　　考

所要時間
（時：分）

経過時間(時間)

要員数

建屋外２班,３班,４
班,５班,

・大型移送ポンプ車による水の供給及び
状態監視

建屋外２班

建屋外３班

・大型移送ポンプ車の運転準備及び水中
ポンプの設置 建屋外３班,４班,５

班,６班，７班

・ホース展張車による可搬型建屋外ホー
スの運搬準備，運搬及び敷設 建屋外３班,４班,５

班,６班，７班

建屋外３班,４班,５
班,６班，７班

・大型移送ポンプ車の起動及びホースの
状態確認

6

7

8
建屋外対応作

業

1:10

1:00(10)

7:50

第５－10図　スプレイ設備による水のスプレイ タイムチャート

・大型移送ポンプ車の移動及び設置

・運搬車,運搬車で運搬する可搬型建屋
外ホース，大型移送ポンプ車，ホース展
張車及びホース展張車で敷設する可搬型
建屋外ホースの状態確認

建屋外２班,３班,４
班,５班,６班

建屋外２班

・大型移送ポンプ車を中継地点に移動及び
設置 建屋外８班，建屋外

９班

・可搬型建屋外ホースの敷設（ホース展
張車進入不可部分の人による運搬敷設）

0:30

0:30(2)

2
(8)

2

(10)

0:30

10

(2)

0:30

3:30

4

継続

9

10

11

12

1

2

3

(8)

(2)

・スプレイ準備(可搬型建屋内ホース敷
設，可搬型スプレイ設備流量計設置，可
搬型スプレイヘッダ設置と固定）

・可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外
ホースとの接続

・スプレイ開始及び状態確認

0:40

1:00

16
(8×2
班)

・運搬車による可搬型建屋外ホースの運
搬及び設置

▽移行判断

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 7日15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

▽事象発生から14時間後

燃料貯蔵プール等へのスプレイが可能

作業番号４

作業番号４

作業番号４，６

作業番号７

作業番号12

建屋外２班は作業番号５

３班は作業番号６

４～６班は作業番号７

作業番号７

作業番号９

作業番号12

作業番号11

作業番号３

作業番号２
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凡例

　　　　：可搬型建屋内ホース（150A）
　　　　：可搬型建屋内ホース（65A）
　　　　：可搬型スプレイヘッダ
　　　　：分岐管（150A 1口→65A 4口）

 
第５－11 図 スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 
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凡例

　　　　：可搬型建屋内ホース（150A）
　　　　：可搬型建屋内ホース（65A）
　　　　：可搬型スプレイヘッダ
　　　　：分岐管（150A 1口→65A 4口）

 
第５－12 図 スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 
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第５－13図 資機材による漏えい緩和の手順の概要

資機材による漏えい緩和の準備

対処の移行判断※１

：操作・確認

：判断

：監視

凡例

・燃料貯蔵プール等の水位

※１ 対処の移行判断
・燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが継続している場合で，燃料貯
蔵プール等近傍での作業が可能な場合。

※２ 資機材による漏えい緩和の成否判断
・燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが停止又は緩和された場合

資機材による漏えい緩和作業の
開始

状態監視※２
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所要時間
（時：分）

1:00

0:10

対策
作業
番号

3 ・止水材（ステンレス鋼板，ロープ等）による漏えい緩和措置 A,B (2) 0:40

2

(2)

0:10

作業

資機材によ
る漏えい緩

和

備　　考

経過時間（時：分）

要員数

第５－13図　資機材による漏えい緩和 タイムチャート

A,B

A,B

漏えい緩和
の対応

1

4

・運搬車により資機材を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運
搬する。

・漏えい量又は燃料貯蔵プール等の水位の監視

2 A,B・資機材を漏えい箇所近傍へ運搬する。 (2)

1:00

▽資機材による漏えい緩和措置完了まで120分

2:001:10 1:301:20 1:40 1:50 2:302:202:100:10 0:20 0:30 0:40 0:50
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第５－15図　燃料貯蔵プール等の状況監視　系統概要図

燃料貯蔵プール等

可搬型燃料貯蔵プール
等水位計（電波式）（検出部）

可搬型燃料貯蔵プール等
水位計（エアパージ式）

（検出部）

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設可搬型発電機

可搬型燃料貯蔵
プール等状態監視

カメラ

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型燃料貯蔵
プール等温度計

（検出部）

可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）

（検出部）

可搬型監視ユニット
（各監視設備の表示部）

可搬型空冷ユニット

可搬型計測ユニット
用空気圧縮機

可搬型計測ユニット

計装ケーブル

電源ケーブル

空冷ホース，エアパージ管等

本対応で使用する設備

凡例

（太線）

133 920



実施責任者 1 -

建屋対策班長 1 -

現場管理者 1 -

要員管理班 3 -

情報管理班 3 -

通信班長 1 1:15

対策
作業
番号

作業

燃料貯蔵プー
ル等からの大
量の水の漏え
い発生時の状

況監視

備　　考

所要時間
（時：分）

経過時間(時間)

要員数

i～p

空冷ユニット系統確認，起動及び起動状態
確認

0:408

16

8

9

10

11

8

4:1010

継続2A, B燃料貯蔵プール等の現場状態監視1

2
外部保管エリア及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋近傍への移動並びに運搬車及びけん
引車による監視に使用する設備の運搬

C～G
H～L

監視設備の配備

a～h
i～p

16 5:50
監視設備配置，ケーブル及びエアパージ管
の敷設及び接続

3

C～G
H～L

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用
冷却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等空
間線量率計用冷却ケースの配備

i～p

a～h
i～p

4

6

0:50

0:40

0:30

16

8

給電後の各計器の起動状態確認

5 a～h

可搬型計測ユニットと可搬型監視ユニット
との接続

a～h
i～p

可搬型空冷ユニット用ホースの敷設

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧
縮機の起動

a～h
i～p

可搬型計測ユニットと可搬型空冷ユニット
との接続

7 5:50

0:30

0:40

2:2016

第５－16図　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の状況監視 タイムチャート

10

8

監視設備の保護

i～p

外部保管エリア及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋近傍への移動並びに運搬車及びけん
引車による監視設備の保護に使用する設備
の運搬

▽移行判断

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 7日15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

▽事象発生から13時間40分後

空冷設備の起動

作業番号６

作業番号８

▽事象発生から９時間30分後

監視設備の起動
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指

指

モ

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（表示部）

指

指
モ

指

可搬型空冷ユニット

 
第５－17 図 燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 

（水位計，温度計，状態監視カメラ及び空間線量率計） 
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指

指

モ

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等温度計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（表示部）

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（表示部）

指

モ 指

指

可搬型空冷ユニット

 
第５－18 図 燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 

（水位計，温度計，状態監視カメラ及び空間線量率計） 
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指

電

可搬型空冷ユニット

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）（表示部）

電 ：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
　可搬型発電機

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）

 
第５－19 図 燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 

（水位計（エアパージ式）） 
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指 電

可搬型空冷ユニット

指

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）（表示部）

電 ：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
　可搬型発電機

：可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
　式）

 
第５－20 図 燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 

（水位計（パージ式）） 
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冷 槽

電 圧

バ

可搬型空冷ユニット

圧

槽

冷

電

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：冷却装置

：可搬型計測ユニット用空気圧縮機

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

：空気槽

バ ：バルブユニット

：可搬型空冷ユニット用ホース

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース　及び
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース

 

第５－21 図 燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート） 
（可搬型空冷ユニット等） 
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冷 槽

電 圧

バ

可搬型空冷ユニット

圧

槽

冷

電

凡例

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

：可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

：冷却装置

：可搬型計測ユニット用空気圧縮機

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

：空気槽

バ ：バルブユニット

：可搬型空冷ユニット用ホース

：可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース　及び
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース

 
第５－22 図 燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート） 

（可搬型空冷ユニット等） 
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令和 2 年 4 月 9 日 R19 

１．8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

本資料は以下の内容について検討後・修正予定。 

・資料間の横並びによる記載程度の統一 

1

【公開版】

928



2 929



 本文

3 930



4 931



第５表 重大事故等対処における手順の概要（7／13） 

1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方
針
目
的

第 5表（2／13）「冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための

手順等」のうち「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注

水」，「冷却コイル等への通水による冷却」及び「セルへの導出経路

の構築及び代替セル排気系による対応」への対処，第 5表（5／13）

「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」のうち「燃料貯蔵プー

ル等への注水」及び「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」への対

処，並びに第 5表（6／13）「工場等外への放射性物質等の放出を抑制

するための手順等」のうち「放水設備による大気中への放射性物質の

放出抑制」，「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外へ

の放射線の放出抑制」及び「再処理施設の各建物周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災，化学火災への対応」への対処の水源とし

て，第１貯水槽を使用した場合の対応手段と重大事故等対処設備を選

定する。

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給する

ため，第２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又

川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）から第１貯水槽への水

の補給を行う。第１貯水槽へ水を補給するための設備の水の補給源と

して，第２貯水槽又は敷地外水源を使用した場合の対応手段と重大事

故等対処設備を選定する。 

また，第１貯水槽，第２貯水槽又は敷地外水源を水源とした，水源

及び水の移送ルートの確保の対応手段と重大事故等対処設備を選定す

る。 

対
応
手
段
等

水
源
を
利
用
し
た
対
応
手
段

第
１
貯
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応

重大事故等時，第１貯水槽を水源として，重大事故等への

対処に必要となる水を供給することができる。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等

水
源
を
利
用
し
た
対
応
手
段

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応

第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給

以下のいずれかの対処を行う必要がある場合，第２

貯水槽から第１貯水槽への水の補給作業に着手する。 

・第 5表（5／13）「使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への水

のスプレイ」の対処を継続している場合。

・第 5表（6／13）「工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等」のうち「放水設備

による大気中への放射性物質の放出抑制」の対処

を継続している場合。

・第 5表（6／13）「工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等」のうち「燃料貯蔵

プール等への大容量の注水による工場等外への放

射線の放出抑制」への対処を継続している場合。

 第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，第

２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定

し，大型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に運搬，設置

する。可搬型建屋外ホースをホース展張車及び運搬車

により２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建

屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置する。 

敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了

した場合，敷地外水源から第１貯水槽への水の補給作

業に着手する。 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，敷

地外水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定

し，大型移送ポンプ車を敷地外水源に運搬及び設置

し，可搬型建屋外ホースをホース展張車及び運搬車に

より運搬し，敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，

可搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置す

る。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

送
水
ル
ー
ト
の
選
択

重大事故等へ対処するために，水の供給を行う必要がある場

合，水源の選択及び水の移送ルートの確保を行う。 

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態及び水の移送ル

ートを確保するとともに，水の移送に使用する水源及びホース敷

設ルートを決定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

切
替
え
性

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１貯水槽へ

の水の補給が行えなくなり，第１貯水槽を水源とした重大事故等

への対処が継続して行われている場合，第１貯水槽への水の補給

源を第２貯水槽から敷地外水源に切り替える。 

成
立
性

大型移送ポンプ車の水中ポンプユニット吸込部には，ストレー

ナを設置しており，異物の混入を防止する。
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。線量管理については，個

人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に

管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(7/13)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

水源及び水の移送ルートの確保 

実施責任者 １人 

１時間 30分 

以内 
1時間 30分 

建屋外対応班長 １人 

建屋外対応班の

班員 
４人 

情報管理班 ３人 

第１貯水槽を水源とした対応 

第１貯水槽を水源とした，操作の成立性については，以下

の手順等に示す。 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための 

手順等」 

・「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

・「工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため 

の手順等」 

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者 １人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋外対応班長 １人 

建屋外対応班の

班員 
10人 

情報管理班 ３人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者 １人 

７時間 

以内 
７時間 

建屋外対応班長 １人 

建屋外対応班の

班員 
26人 

情報管理班 ３人 

第２貯水槽から敷地外水源へ第

１貯水槽への水の補給源の切り

替え 

実施責任者 １人 

７時間 

以内 
７時間 

建屋外対応班長 １人 

建屋外対応班の

班員 
26人 

情報管理班 ３人 
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力

11 938



12 939



7. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等

【要求事項】

 再処理事業者において、設計基準事故への対処に必要な水源と

は別に、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する

水源を確保することに加えて、再処理施設には、設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「設計基準事故への対処に必要な水源とは別に、重大事故等

への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、設計基準事故に対処するための設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分

な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

手段等をいう。 

a) 想定される重大事故等が収束するまでの間、十分な量

の水を供給できる手順等を整備すること。 

b) 複数の代替水源（貯水槽、ダム、貯水池、海等）が確

保されていること。 

c) 各水源からの移送ルートが確保されていること。
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e) 代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておく

こと。 

f) 必要な水の供給が行えるよう、水源の切替え手順等を

定めること。

安全冷却水系の冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処，燃

料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処及び工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための対処に必要となる十分な

量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

設備を整備する。 

ここでは，これらの設備を活用した手順等について説明す

る。 
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ａ．対応手段と設備の選定 

(a ) 対応手段と設備の選定の考え方

 「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための

手順等」のうち「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽

等への注水」，「冷却コイル等への通水による冷却」及び

「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」への対処，「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等」のうち「燃料貯蔵プール等への注水」及び「燃料貯

蔵プール等への水のスプレイ」への対処，並びに「6. 工

場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等」

のうち「大気中への放射性物質の放出抑制」，「燃料貯蔵プ

ール等への大容量の注水」及び「再処理施設の各建物周辺

における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災への

対応」への対処の水源として，第１貯水槽を使用した場合

の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。

 重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続し

て供給するため，第２貯水槽又は敷地外水源から第１貯水

槽への水の補給を行う。第１貯水槽へ水を補給するための

設備の水の補給源として，第２貯水槽又は敷地外水源を使

用した場合の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。

 また，第１貯水槽，第２貯水槽又は敷地外水源を水源と

した，水源及び水の移送ルートの確保の対応手段と重大事

故等対処設備を選定する。 

 なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能であ

る。 
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 重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段として自主対策設備を選定する。 

 選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準だけでなく，事業指定基準規則第四十一条及び技術基準

規則第三十五条の要求事項を満足する設備を網羅すること

を確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 

(b ) 対応手段と設備の選定の結果

 技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十一条並

びに技術基準規則第三十五条からの要求により選定した対

応手段及びその対応に使用する重大事故等対処設備並びに

自主対策設備を以下に示す。 

 なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策

設備と整備する手順についての関係を第７-1 表に整理す

る。 

ⅰ．水源及び水の移送ルートの確保を行うための対応手段

と設備 

  (ⅰ ) 水源及び水の移送ルートの確保

重大事故等時，水源を使用した対処を行う場合，第１

貯水槽，第２貯水槽又は敷地外水源に至るまでの水の移

送ルートの状況並びに第１貯水槽及びに第２貯水槽の水

位の確認を行い，水源及び水の移送ルートを確保する。

本対応で使用する設備は以下のとおり。

16 943



計装設備

・貯水槽水位計

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備

水源及び水の移送ルートの確保を行うための対応手段

で使用する設備のうち，貯水槽水位計を常設重大事故等

対処設備として設置する。可搬型貯水槽水位計（ロープ

式）を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十一条並びに技術基準規則第三十五条に要求

される設備を全て網羅する。

ⅱ.水源を使用した対応手段と設備

  (ⅰ ) 第１貯水槽を水源とした対応 

 重大事故等時，第１貯水槽を水源として以下の設備

へ水を供給する手段がある。 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち「内部ループへの通水による

冷却」，「貯槽等への注水」，「冷却コイル等への通

水による冷却」及び「セルへの導出経路の構築及

び代替セル排気系による対応」に使用する設備 
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・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち「燃料貯蔵プール等への注水」及び「燃料

貯蔵プール等への水のスプレイ」に使用する設備 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「大気中への放射性物質の

放出抑制」，「燃料貯蔵プール等への大容量の注

水」及び「再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災への対

応」に使用する設備 

これらの設備に水を供給する設備は以下のとおり。

水供給設備

・第１貯水槽

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能で

ある。 

  (ⅱ ) 第１貯水槽へ水を補給するための対応

重大事故等時において，重大事故等への対処に必要と

なる第１貯水槽の水ができる限り減ることが無いよう

に，第２貯水槽，敷地外水源又は二又川取水場所Ｂ ， 

淡水取水設備貯水池及び敷地内西側資機材跡地内貯水池

（以下「淡水取水源」という。）を利用し，第１貯水槽

への水の補給を行う。 
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1 ) 第２貯水槽を水源とした第１貯水槽へ水を補給する

ための対応

重大事故等時，第２貯水槽を水の補給源として，第

１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。

水供給設備

・第１貯水槽

・第２貯水槽

・大型移送ポンプ車

・可搬型建屋外ホース

・ホース展張車

・運搬車

補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

計装設備

・貯水槽水位計

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

・可搬型貯水槽水位計（電波式）

・可搬型第 1 貯水槽給水流量計

本対応を継続するために必要となる燃料補給の対応手

段と設備は「8. 電源の確保に関する手順等」で整理す

る。 
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2 ) 敷地外水源を水源とした，第１貯水槽へ水を補給す

るための対応

 重大事故等時，敷地外水源を水の補給源として，第

１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。

水供給設備

・第１貯水槽

・大型移送ポンプ車

・可搬型建屋外ホース

・ホース展張車

・運搬車

補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

計装設備

・貯水槽水位計

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

・可搬型貯水槽水位計（電波式）

・可搬型第 1 貯水槽給水流量計

 本対応を継続するために必要となる燃料補給の対応

手段と設備は「8. 電源の確保に関する手順等」で整理

する。 

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。
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3 ) 淡水取水源を水源とした，第１貯水槽へ水を補給す

るための対応

 重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯

水槽及び敷地外水源を優先して対処を行うが，淡水取

水源を水の補給源として第１貯水槽へ水の補給を行う

手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。

・淡水取水設備貯水池

・敷地内西側資機材跡地内貯水池

水供給設備

・第１貯水槽

・大型移送ポンプ車

・可搬型建屋外ホース

・ホース展張車

・運搬車

計装設備

・貯水槽水位計

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

・可搬型貯水槽水位計（電波式）

・可搬型第 1 貯水槽給水流量計

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。
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  (ⅲ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備

 第１貯水槽を水源とした対応で使用する設備のうち，

第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

 第１貯水槽へ水を補給するための対応で使用する設備

のうち，第１貯水槽，第２貯水槽，軽油貯槽及び貯水槽

水位計を常設重大事故等対処設備として設置する。大型

移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車，運

搬車，軽油用タンクローリ，可搬型貯水槽水位計（ロー

プ式），可搬型貯水槽水位計（電波式）及び可搬型第 1 貯

水槽給水流量計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。

 これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十一条並びに技術基準規則第三十五条に要求

される全ての設備を網羅する。

 以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処

に必要となる十分な量の水を確保することができる。 

 「淡水取水源を水源とした，第１貯水槽への水の補

給」に使用する設備（ (b)ⅱ .(ⅱ )  3） 参照）のうち，淡水取

水設備貯水池及び敷地内西側資機材跡地内貯水池は，地

震発生時に補給に必要な水量が確保できない可能性があ

ることから，自主対策設備として位置づける。本対応を

実施するための具体的な条件は，地震発生時に補給に必

要な水を貯水している場合，第１貯水槽へ水を補給する

手段として選択することができる。 
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 また，二又川取水場所Ｂは，重大事故等の対応に必要

な量の水を確保することができる場合は，第１貯水槽へ

補給する水の補給源として活用する。 

ⅲ．水源を切り替えるための対応手段と設備 

  (ⅰ ) 第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

源の切り替えを行うための対応

 重大事故等時に，第１貯水槽を水源とした重大事故等

への対処が継続して行われている状況において，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給が行えなくなった場合

には，水の補給源を敷地外水源からの補給に切り替える

手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。

水供給設備

・第１貯水槽

・大型移送ポンプ車

・可搬型建屋外ホース

・ホース展張車

・運搬車

補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

計装設備

・貯水槽水位計
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・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）

・可搬型貯水槽水位計（電波式）

・可搬型第 1 貯水槽給水流量計

 本対応を継続するために必要となる燃料の移送手順は

「8. 電源の確保に関する手順等」で整理する。 

(ⅱ ) 重大事故等対処設備

 水源を切り替えるための対応手段で使用する設備の

うち，第１貯水槽，軽油貯槽，貯水槽水位計を常設重

大事故等対処設備として設置する。大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車，運搬車，軽

油用タンクローリ，可搬型貯水槽水位計（ロープ式），

可搬型貯水槽水位計（電波式）及び可搬型第 1 貯水槽

給水流量計を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。

 これらの設備により，技術的能力審査基準及び事業

指定基準規則第四十一条並びに技術基準規則第三十五

条に要求される全ての設備を網羅する。 

 以上の重大事故等対処設備により，水源の切り替え

を行うことができる。 

ⅳ．手順等

上記「ⅰ．水源及び水の移送ルートの確保を行うため

の対応手段と設備」，「ⅱ．水源を使用した対応手段と設
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備」及び「ⅲ．水源を切り替えるための対応手段と設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，実施組織要員による対応として各建

屋及び建屋外等共通の「防災施設課 重大事故等発生時

対応手順書」に定める（第 7－１表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計装設備につ

いても整備する（第 7－２表）。 

ｂ．重大事故等時の手順 

(a ) 水源及び水の移送ルートの確保の対応手順

ⅰ．水源及び水の移送ルートの確保

 重大事故等時，第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水

源の状態及び水の移送ルートを確保することを想定し，

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態及び水の

移送ルートを確保するとともに，水の移送に使用する水

源及びホース敷設ルートを決定する手段がある。 

１ ）  手順着手の判断基準

 以下のいずれかの対処を行う必要がある場合。 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の発生防止対策の

対応手順」の「内部ループへの通水による冷却」へ

の着手判断をした場合。 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の拡大防止対策の
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対応手順」の「貯槽等への注水」，「冷却コイル等へ

の通水による冷却」又は「セルへの導出経路の構築

及びセル排気系を代替する排気系による対応」への

着手判断をした場合。 

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等からの冷却機能及び注

水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模な

水の漏えい発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール

等への注水」への着手判断をした場合。 

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え

い発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール等への水

のスプレイ」への着手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「大気中への放射性物質の放

出を抑制するための対応手段」の「放水設備による

大気中への放射性物質の放出抑制の対応手順」への

着手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち，「工場等外への放射線の放

出を抑制するための対応手段」の「燃料貯蔵プール

等への 大容量の注水による工場等外への放射線の

放出を抑制するための対応手順」への着手判断をし

た場合。 
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・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「再処理施設の各建物周辺に

おける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に対応するための対応手段」の「再処理施設の各建

物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災の対応手順」への着手判断をした場合。 

２ ）  操作手順

 「水源及び水の移送ルートの確保」の手順の概要

は，以下のとおり。 

 水源の位置を第 7-１図，手順の対応フローを第 7-２

図，タイムチャートを第 7-３図，ホース敷設図を第 7-

４～13 図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水

源及び水の移送ルート確保の開始を建屋外対応班の

班員に指示する。

② 建屋外対応班の班員は，第１貯水槽の水位を確認

し，第１貯水槽から各建屋までのアクセスルート

（北ルート）の確認を行う。

③ 建屋外対応班の班員は，第１貯水槽から各建屋ま

でのアクセスルート（南ルート）の確認を行う。

④ 建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位及び敷

地外水源の状態を確認する。
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⑤ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から各水源及

び水の移送ルートの確認結果の報告を受け，水源を

選択し，ホース敷設ルートを決定する。

⑥ 上記の手順に加えて，実施責任者は，第 7-３表に

示す補助パラメータの確認結果を建屋外対応班の班

員から報告を受けることにより，第１貯水槽及び第

２貯水槽の状態を確認する。

３ ）  操作の成立性

 水源及び水の移送ルートの確保の対応は，実施責任

者１人，建屋外対応班長１人，情報管理班３人，建屋

外対応班の班員４人の合計９人にて作業を実施した場

合，アクセスルート及び敷地外水源の確認からホース

敷設ルートの確保まで，対処の移行判断後１時間 30 分

以内で対処可能である。 

 重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及
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び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

  (ⅱ ) 重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

重大事故等時，水源及び水の移送ルートの確保を行

う。 

(b ) 水源を使用した対応手順

ⅰ．第１貯水槽を水源とした対応

 安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合に，代替安全

冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホースを敷設，接続し，可搬型建屋内

ホースと代替安全冷却水系の内部ループ配管を接続した

後，第１貯水槽の水を内部ループに通水することによ

り，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させ

る手段がある。 

 安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合に，発生防止

対策が機能しなかった場合に備え，「2. 冷却機能の喪失

による蒸発乾固に対処するための手順等」のうち「内部

ループへの通水による冷却」で設置する可搬型中型移送

ポンプの下流側に，貯槽等内に注水するための可搬型建

屋内ホースを敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配

管の接続口を接続する。高レベル廃液等が沸騰に至った

場合には，液位低下及びこれによる濃縮の進行を防止す
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るため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の

水を貯槽等内へ注水することにより，貯槽等に内包する

高レベル廃液等が乾燥し固化に至ることを防止する手段

がある。

 安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合に，事態を収

束させるため，発生防止対策で設置する可搬型中型移送

ポンプの下流側に，可搬型建屋内ホースを敷設して，可

搬型建屋内ホースと各貯槽等の冷却コイル等の接続口を

接続した後，第１貯水槽の水を冷却コイル等へ通水する

ことにより，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を

低下させる手段がある。 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合に，高レベル

廃液等が沸騰に至る場合に備え，セル導出設備の流路を

遮断し，貯槽等からの排気をセルに導出するとともに，

当該排気系統に設置した凝縮器へ第１貯水槽の水を通水

する手段がある。 

 燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能喪失時にお

いて，第 1 貯水槽を水源として可搬型中型移送ポンプに

より燃料貯蔵プール等へ注水することで，燃料貯蔵プー

ル等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する手段が

ある。

 燃料貯蔵プール等からの大規模な水の漏えい又はその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下

し，代替注水設備により燃料貯蔵プール等へ注水しても

水位が維持できない場合において， 第 1 貯水槽を水源
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として大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホースを接続

し，スプレイ設備による燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイを実施することにより，燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷

時に，できる限り大気中への放射性物質の放出を低減す

る手段がある。 

重大事故等時，大気中へ放射性物質が放出されること

を想定し，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアク

セスルート上に，可搬型放水砲を放水対象の建屋近傍に

設置し，大型移送ポンプ車から可搬型放水砲まで可搬型

建屋外ホースを敷設し，可搬型放水砲との接続を行い，

大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中継用の

大型移送ポンプ車を経由して，可搬型放水砲により建物

へ放水を行う手段がある。 

 重大事故等時，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から工場

等外へ放射線が放出されることを想定し，大型移送ポン

プ車を第１貯水槽近傍及びアクセスルート上に設置し，

可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを燃料貯蔵

プール等まで敷設し，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の

水を取水し，中継用の大型移送ポンプ車を経由して，燃

料貯蔵プール等へ注水する手段がある。 

 重大事故等時，再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災が発生した場合

を想定し，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍に設置

し，可搬型建屋外ホースを再処理施設の各建物周辺にお
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ける火災の発生箇所近傍まで敷設し，可搬型放水砲との

接続を行い，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水

し，可搬型放水砲による泡消火又は放水による消火を行

う手段がある。 

 なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能で

ある。 

１ ）  手順着手の判断基準 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の発生防止対策の

対応手順」の「内部ループへの通水による冷却」

への着手判断をした場合。 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の拡大防止対策の

対応手順」の「貯槽等への注水」，「冷却コイル等

への通水による冷却」又は「セルへの導出経路の

構築及び代替セル排気系による対応」への着手判

断をした場合。 

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等からの冷却機能及び注

水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模

な水の漏えい発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プ

ール等への注水」への着手判断をした場合。 

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え
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い発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール等への

水のスプレイ」への着手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち，「大気中への放射性物質の

放出を抑制するための対応手段」の「放水設備に

よる大気中への放射性物質の放出抑制の対応手

順」への着手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち，「工場等外への放射線の放

出を抑制するための対応手段」の「燃料貯蔵プー

ル等への大容量の注水による工場等外への放射線

の放出を抑制するための対応手順」への着手判断

をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち，「再処理施設の各建物周辺

における航空機衝突による航空機燃料火災，化学

火災に対応するための対応手段」の「再処理施設

の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災の対応手順」への着手判断をし

た場合。

２ ）  操作手順

 第１貯水槽を水源とした，重大事故等への操作手順

については，「1) 手順着手の判断基準」で記載した各

手順の項目で整備する。 
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３ ）  操作の成立性

 第１貯水槽を水源とした，重大事故等への操作の成

立性については，「1) 手順着手の判断基準」で記載し

た各手順の項目で示したとおりである。 

  (ⅱ ) 重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため

の手順等」のうち「内部ループへの通水による冷却」，

「貯槽等への注水」，「冷却コイル等への通水による冷

却」及び「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系

による対応」への対処，「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への注水」

及び「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」への対処，

並びに「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための手順等」のうち「大気中への放射性物質の放出

抑制」，「燃料貯蔵プール等への大容量の注水」及び「再

処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災，化学火災への対応」への対処に必要な対応手

順に従い，第１貯水槽を水源として重大事故等への対処

を行う。

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能で

ある。
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ⅱ.第１貯水槽へ水を補給するための対応 

  (ⅰ ) 第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し，大型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に運搬

し設置する。可搬型建屋外ホースをホース展張車及び運

搬車により第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可搬

型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置する手段

がある。 

 火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として,可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また, 降灰が確認されたのち必

要に応じ,  除灰作業を実施する。 

１ ）  手順着手の判断基準

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」の

対処を開始した場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「放水設備による大気中へ

の放射性物質の放出抑制」の対処を開始した場

合。 
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・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への大

容量の注水による工場等外への放射線の放出抑

制」への対処を開始した場合。 

２ ）  操作手順

 「第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽へ

の水の補給」の手順の概要は以下のとおり。 

 本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所

定の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定

水位となったことにより確認する。 

 水源の位置を第 7-１図，手順の対応フローを第 7-

２図，タイムチャートを第 7-14 図，ホース敷設図

を第 7-４～13 図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第

１貯水槽への水の補給準備開始を，建屋外対応班

の班員に指示する。

② 建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を

行い，第２貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波

式）を運搬，設置する。

③ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型

建屋外ホース（金具類及び可搬型第 1 貯水槽給水

流量計）を運搬，設置する。

④ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を第２

貯水槽の取水場所近傍に移動，設置する。
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⑤ 建屋外対応班の班員は，第２貯水槽近傍に設置し

た大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大型移送

ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニット）※１を第

２貯水槽の取水箇所に設置する。

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。

取水ポンプの吸込部には，ストレーナを設

置しており，異物の混入を防止することが

できる。なお，ストレーナが目詰まりをし

た場合は，清掃を行う。 

⑥ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを，

ホース展張車により運搬し，第２貯水槽から第１

貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホース，大型移

送ポンプ車及び可搬型第 1 貯水槽給水流量計を接

続する。 

⑦ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運

転を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの

状況を確認する。

⑧ 建屋外対応班の班員は，第１貯水槽を使用した重

大事故等への対処が継続している場合，実施責任

者の指示により大型移送ポンプ車による第２貯水

槽から第１貯水槽への水の補給を開始する。第２

貯水槽から第１貯水槽への水の補給中は，可搬型

第 1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量を確

認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操

作する。第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給
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時に必要な監視項目は，可搬型第 1 貯水槽給水流

量計の第１貯水槽給水流量並びに第１貯水槽及び

第２貯水槽の貯水槽水位である。 

⑨ 建屋外対応班の班員は，可搬型第 1 貯水槽給水流

量計が所定の流量であること及び第１貯水槽の水

位が所定の水位であることを確認し，第２貯水槽

から第１貯水槽へ水が補給されていることを確認

する。第２貯水槽から第１貯水槽へ水が補給され

ていることを確認するために必要な監視項目は，

可搬型第 1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流

量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。

⑩ 建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位が所定

の水位以下となったことを確認した場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給を停止し，実施

責任者に報告する。第２貯水槽から第１貯水槽へ

の水の補給を停止するのに必要な監視項目は，第

２貯水槽の貯水槽水位である。

３ ）  操作の成立性

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続

して実施するために第２貯水槽から第１貯水槽へ水を

補給する対応は，実施責任者１人，建屋外対応班長１

人，情報管理班３人，建屋外対応班の班員 10 人の合
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計 15 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで

対処の移行判断３時間以内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

  (ⅱ ) 敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，敷地外水源から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し，大型移送ポンプ車を敷地外水源に運搬及び

設置し，可搬型建屋外ホースをホース展張車及び運搬車

により運搬し，敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，

可搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置する

手段がある。 

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。
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 火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として,可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰作

業の準備を実施する。また, 降灰が確認されたのち必要

に応じ,  除灰作業を実施する。

１ ）  手順着手の判断基準

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了

した場合。 

２ ）  操作手順

 「敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への

水の補給」の手順の概要は以下のとおり。 

 本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。 

 水源の位置を第 7-１図，手順の対応フローを第 7-２

図，タイムチャートを第 7-15 図，ホース敷設図を第

7-４～13 図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１

貯水槽への水の補給準備開始を，建屋外対応班の班

員に指示する。建屋外対応班の班員は，第２貯水槽

から第１貯水槽への水の補給準備完了後，実施責任

者の指示により敷地外水源から第１貯水槽への水の

補給を行うための作業を開始する。
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第１貯水槽への水の補給水量を増やす必要がある場

合，以下の手順の③～⑧までを繰り返し行うこと

で，敷地外水源から大型移送ポンプ車３台で第１貯

水槽へ水の補給を行うことができる。 

② 建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行

う。

③ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を敷地外

水源の取水場所近傍に移動，設置する。

④ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第 1 貯水槽給水流量

計）の運搬，設置を行う。

⑤ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホー

ス展張車により運搬し，敷地外水源から第１貯水槽

まで敷設し，可搬型建屋外ホース，大型移送ポンプ

車及び可搬型第 1 貯水槽給水流量計を接続する。 

⑥ 建屋外対応班の班員は，敷地外水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大

型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト）※ １ を敷地外水源の取水箇所に設置する。

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水

ポンプの吸込部には，ストレーナを設置しており，

異物の混入を防止することができる。 

なお，ストレーナが目詰まりをした場合は，清掃を

行う。
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⑦ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて，敷設した可搬型建屋外ホースの状

態を確認する。

⑧ 実施責任者は，第１貯水槽を水源とした対処が継続

している場合，大型移送ポンプ車による敷地外水源

から第１貯水槽への水の補給の開始を建屋外対応班

の班員に指示する。敷地外水源から第１貯水槽への

水の補給中は，可搬型第 1 貯水槽給水流量計の第１

貯水槽給水流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転

数及び弁開度を操作する。敷地外水源から第１貯水

槽への水の補給時に必要な監視項目は，可搬型第 1

貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量並びに第１

貯水槽の貯水槽水位である。

⑨ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から，可搬型第

1 貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び第

１貯水槽の水位が所定の水位であることの報告を受

け，敷地外水源から第１貯水槽へ水が補給されてい

ることを確認する。敷地外水源から第１貯水槽へ水

が補給されていることを確認するのに必要な監視項

目は，可搬型第 1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給

水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。

３ ）  操作の成立性

重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続

して実施するために敷地外水源から第１貯水槽への水
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を補給する対応は，実施責任者１人，建屋外対応班長

１人，情報管理班３人，建屋外対応班の班員 26 人の

合計 31 人にて作業を実施した場合，水の補給開始ま

で対処の移行判断後 7 時間以内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

(ⅲ ) 淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給 

重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯水

槽及び敷地外水源を優先して取水を行うが，淡水取水源

を水の補給源として第１貯水槽へ水の補給を行うことを

想定し，大型移送ポンプ車を淡水取水源の取水場所近傍

に運搬，設置する。可搬型建屋外ホースをホース展張車

及び運搬車により運搬し，淡水取水源から第１貯水槽ま
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で敷設し，可搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所

に設置する手段がある。 

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。

１ ）  手順着手の判断基準

 第２貯水槽及び敷地外水源が使用できず，淡水取水

源が使用できる場合。 

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応

に係る要員及び時間とは別に，本対応を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手する。 

２ ）  操作手順

「淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への

水の補給」の手順の概要は以下のとおり。 

本手順の成否は，第 1 貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。 

水源の位置を第 7-１図，手順の対応フローを第 7-

16 図，タイムチャートを第 7-17～ 19 図に示す。 

送水手順の概要は，以下のとおり。

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１

貯水槽への水補給準備の開始を，建屋外対応班の班

員に指示する。
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② 建屋外対応班の班員は，実施責任者の指示により淡

水取水源から第１貯水槽への水の補給を行うための

作業を開始する。

以下の手順の③～⑦までの手順は全ての淡水取水源

で同様である。

③ 建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行

い，第１貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式）を

運搬，設置する。

④ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第 1 貯水槽給水流量

計）の運搬及び設置を行う。

⑤ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を淡水取

水源の取水場所近傍に移動，設置する。

⑥ 建屋外対応班の班員は，淡水取水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大

型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト）※ １ を淡水取水源の取水箇所に設置する。

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取

水ポンプの吸込部には，ストレーナを設置してお

り，異物の混入を防止することができる。 

なお，ストレーナが目詰まりをした場合は，清掃を

行う。 

⑦ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホー

ス展張車により運搬し，淡水取水源から第１貯水槽
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まで敷設し，可搬型建屋外ホース，可搬型第 1 貯水

槽給水流量計及び大型移送ポンプ車を接続する。 

⑧ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの状態

を確認する。

⑨ 建屋外対応班の班員は，実施責任者の指示により大

型移送ポンプ車による淡水取水源から第１貯水槽へ

の水の補給を開始する。淡水取水源から第１貯水槽

への水の補給中は，可搬型第 1 貯水槽給水流量計の

流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開

度を操作する。淡水取水源から第１貯水槽への水の

補給時に必要な監視項目は，可搬型第 1 貯水槽給水

流量計の第１貯水槽給水流量並びに第１貯水槽の貯

水槽水位である。

⑩ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型第 1

貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び第１

貯水槽が所定の水位であることの報告を受け，淡水

取水源から第１貯水槽へ水が補給されていることを

確認する。淡水取水源から第１貯水槽へ水が補給さ

れていることの確認に必要な監視項目は，可搬型第

1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１

貯水槽の貯水槽水位である。

３ ）  操作の成立性
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 二又川取水場所Ｂから第１貯水槽へ水を補給する対

応は，建屋外対応班の班員 14 人にて作業を実施した場

合，水の補給開始まで対処の移行判断後４時間以内で

対処可能である。 

 淡水取水設備貯水池から第１貯水槽へ水を補給する

対応は，建屋外対応班の班員 14 人にて作業を実施した

場合，水の補給開始まで対処の移行判断後４時間以内

で対処可能である。 

 敷地内西側資機材跡地内貯水池から第１貯水槽へ水

を補給する対応は，建屋外対応班の班員 14 人にて作業

を実施した場合，水の補給開始まで対処の移行判断後

４時間以内で対処可能である。 

 本対策の実施責任者等については，重大事故等の実

施責任者が兼ねることとする。 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処

に係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手を行うことと

しているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪

影響を及ぼすことはない。 

 重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作
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業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

  (ⅳ ) 重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

 重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽へ

水を補給する必要がある場合には，第１貯水槽へ水を補

給するための対応手順に従い，第２貯水槽から第１貯水

槽への水の補給準備及び水の補給作業に続けて，敷地外

水源から第１貯水槽への水の補給準備及び水の補給作業

を実施する。 

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。

(c) 水源を切り替えるための対応手順

ⅰ．第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

源の切り替え

重大事故等時，第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水

槽への水の補給源を切り替えることを想定し，第２貯水

槽近傍に設置していた大型移送ポンプ車を敷地外水源近

傍に運搬，設置し，敷地外水源近傍に敷設された可搬型
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建屋外ホースと大型移送ポンプ車を接続する手段があ

る。 

 火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として,可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰作

業の準備を実施する。また, 降灰が確認されたのち必要

に応じ,  除灰作業を実施する。

１ ）  手順着手の判断基準

 第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第

１貯水槽への水の補給が行えなくなり，第１貯水槽を

水源とした重大事故等への対処が継続して行われてい

る場合。 

2) 操作手順

 「第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯水槽への水の

補給源の切り替え」の手順の概要は以下のとおり。 

 本手順の成否は，第 1 貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。 

 水源の位置を第 7-１図，手順の対応フローを第 7－

２図，タイムチャートを第 7－15 図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水源

の切り替えの開始を建屋外対応班の班員に指示す

る。
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② 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを，取

水を行う敷地外水源の取水箇所近傍から第１貯水槽

まで敷設する。

③ 建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位が所定の

水位以下となったことを確認した場合，第２貯水槽

から第１貯水槽への水の補給を停止する。水の補給

停止後，実施責任者に報告する。第２貯水槽から第

１貯水槽への水の補給を停止するのに必要な監視項

目は，第２貯水槽の貯水槽水位である。

④ 建屋外対応班の班員は，第２貯水槽近傍に設置して

いた大型移送ポンプ車を敷地外水源の取水場所まで

運搬，設置する。敷地外水源の取水場所に設置した

大型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト※ １）と敷地外水源から第１貯水槽まで敷設した可

搬型建屋外ホースを接続し，取水箇所に設置する。

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水

ポンプの吸込部には，ストレーナを設置しており，

異物の混入を防止することができる。 

なお，ストレーナが目詰まりをした場合は，清掃を

行う。 

⑤ 建屋外対応班の班員は，敷地外水源近傍に設置した

大型移送ポンプ車の起動を行う。

⑥ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースの水張

り及び空気抜きを行う。

⑦ 実施責任者は，可搬型第 1 貯水槽給水流量計の第１
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貯水槽給水流量が所定の流量であること及び第１貯

水槽が所定の水位であることの確認をもって，水源

の切り替えが完了したことを確認する。水源の切り

替えが完了したことを確認するのに必要な監視項目

は，可搬型第 1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水

流量並びに第１貯水槽の貯水槽水位である。 

３ ）  操作の成立性

 第２貯水槽から敷地外水源へ水の補給源の切り替え

の対応は，実施責任者１人，建屋外対応班長１人，情

報管理班３人，建屋外対応班の班員 26 人の合計 31 人

にて作業を実施した場合，水の補給源の切り替え完了

まで対処の移行判断後７時間以内で対処可能である。

 重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 
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ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。

 重大事故等時に，第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯

水槽への水の補給源を切り替える場合には，第２貯水槽

へ水を補給するための対応手順に従い，水源を切り替え

るための対応手順を実施する。 

(d ) その他の手順項目について考慮する手順

水源からの取水及びそれに伴う手順及び設備は，「2. 冷

却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等」，

「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」及び

「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等」にて整備する。 

燃料の移送手順については「8. 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

各手順で定める，可搬型建屋外ホースの敷設，大型移送

ポンプ車の運搬及び設置の手順は，アクセスルートの状況

によって選定されたどの水の移送ルートにおいても同じで

ある。また，取水箇所から水の供給又は補給先までの水の

移送ルートにより，可搬型建屋外ホースの数量が決定す

る。 

各手順におけるホースの敷設ルートは，作業時間を考慮

し，送水開始までの時間が最短になる組合せを優先して確

保する。 
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第 7－１表 機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と整備する手

順，対応手段，対処設備及び手順書一覧（１／６） 

分類 機能喪失を想定する設計基準設備 対応 

手段 

対処設備 手順書 

水
源
及
び
水
の
移
送
ル
ー
ト
確
保
の
対
応

－ 
水
源
及
び
水
の
移
送
ル
ー
ト
の
確
保

・貯水槽水位計 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

防
災
施
設
課

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
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第 7－１表 機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と整備する手

順，対応手段，対処設備及び手順書一覧（２／６） 

分類 機能喪失を想定する設計基準設備 対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応

・その他再処理設備の附属施設 安

全冷却水系 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設 使用済燃料の貯蔵施設 使

用済燃料貯蔵設備 補給水設備 

第
１
貯
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応

・第１貯水槽 
重
大
事
故
等
対
処
設
備

各
条
文
で
の
整
理
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第 7－１表 機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と整備する手

順，対応手段，対処設備及び手順書一覧（３／６） 

分類 機能喪失を想定する設計基準設備 対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応

－ 
第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

・貯水槽水位計 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

防
災
施
設
課

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
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第 7－１表 機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と整備する手

順，対応手段，対処設備及び手順書一覧（４／６） 

分類 機能喪失を想定する設計基準設備 対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応

－ 
敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給

・第１貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

・貯水槽水位計 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

防
災
施
設
課

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書
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第 7－１表 機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と整備する手

順，対応手段，対処設備及び手順書一覧（５／６） 

分類 機能喪失を想定する設計基準設備 対応 

手段 

対処設備 手順書 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応

－ 
淡
水
取
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た
，
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給

・第１貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・貯水槽水位計 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

防
災
施
設
課

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書

・淡水取水設備貯水池 

・敷地内西側資機材跡地内貯水池 

自
主
対
策
設
備
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第 7－１表 機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と整備する手

順，対応手段，対処設備及び手順書一覧（６／６） 

分類 機能喪失を想定する設計基準設備 対応 

手段 

対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応

－ 
第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
へ
第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
供
給
源
の
切
り
替
え

・第１貯水槽 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

・ホース展張車 

・運搬車 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

・貯水槽水位計 

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式） 

・可搬型貯水槽水位計（電波式） 

・可搬型第１貯水槽給水流量計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

防
災
施
設
課

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書

58 985



第 7－２表 重大事故等時監視が必要となる計装設備（１／２） 

対応手段 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 

監視パラメータ 

（計器） 

(a) 水源及び水の移送ルートの確保の対応手順

ⅰ．水源及び水の移送ルートの確保 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 貯水槽水位計 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計 

(ロープ式)

(b) 水源を使用した対応 手順

ⅱ．第１貯水槽へ水を補給するための対応 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 貯水槽水位計 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計 

(ロープ式)

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計 

(電波式) 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

第１貯水槽給水流量 
可搬型第１貯水槽給

水流量計 
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第 7－２表 重大事故等時監視が必要となる計装設備（２／２） 

対応手段 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 

監視パラメータ 

（計器） 

(c) 水源を切り替えるための対応手順

ⅰ．第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給源の切り替え 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 貯水槽水位計 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計 

(ロープ式)

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

貯水槽水位 
可搬型貯水槽水位計 

(電波式) 

防災施設課 

重大事故等発生時対応手順書 

操
作
，
判
断

第１貯水槽給水流量 
可搬型第１貯水槽給

水流量計 
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第７－３表 重大事故等への対処に必要となる水の供給の対処において確認する 

補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 可搬 常設 

貯水槽温度 貯水槽温度 － ○
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第 7－１図 水源の配置図
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第 7－２図 「水源及び水の移送ルートの確保」及び「第１貯水槽への水の補給」の手順の対応フロー 

※２ 水補給の対処の移行判断
・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」
のうち「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」の対処
を開始した場合。
・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための手順等」のうち「放水設備による大気中への放
射性物質の放出抑制」の対処を開始した場合。
・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への大容量
の注水による工場等外への放射線の放出抑制」への対
処を開始した場合。

水補給の判断※２ 

第２貯水槽から第１貯水槽への

水補給の準備完了 

状態監視

第２貯水槽からの水補給の開始の判断※３ 

凡例

：操作・確認

：判断

：監視

敷地外水源から第１貯水槽への水補

給の準備開始

第２貯水槽から第１貯水槽への

水補給の準備開始 

敷地外水源からの水補給の準備完了

敷地外水源からの水補給開始の判断※３ 

水源及び水の移送ルートの確保の判断※1 

水源及び水の移送ルートの確保 

※１ 重大事故等への対処の移行判断

以下のいずれかの対処を行う必要がある場合。 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等」のうち，「蒸発乾固の発生防止対策の対

応手順」の「内部ループへの通水による冷却」への着手判断をした場合。 

・「2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等」のうち，「蒸発乾固の拡大防止対策の対

応手順」の「貯槽等への注水」，「冷却コイル等への通水による冷却」又は「セルへの導出経路の構築及び

セル排気系を代替する排気系による対応」への着手判断をした場合。

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」のうち，「燃料貯蔵プール等からの冷却機能及び注水

機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模な水の漏えい発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール等へ

の注水」への着手判断をした場合。 

・「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」のうち，「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい

発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」への着手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等」のうち「大気中への放射性物質の放

出を抑制するための対応手段」の「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制の対応手順」への着

手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等」のうち，「工場等外への放射線の放出

を抑制するための対応手段」の「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外への放射線の放出を

抑制するための対応手順」への着手判断をした場合。 

・「6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等」のうち「再処理施設の各建物周辺に

おける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災に対応するための対応手段」の「再処理施設の各建物

周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災の対応手順」への着手判断をした場合。 

※３ 水補給の対処の開始の判断
第１貯水槽を水源とした，対処が継続しており，第１
貯水槽への水補給が必要と判断した場合

敷地外水源からの取水の開始

63 990



第 7－３図 「水源及び水の移送ルートの確保」の作業と所要時間

実施責任者 １ ―

建屋外対応班長 １ ―

情報管理班 ３ ―

水源及び
水の移送
ルートの確
保

０：３５

２
建屋外７班

２ ０：３５
・第１貯水槽から各建屋までのアクセスルート(南ルート)の
確認

経過時間(時間)

備　　考

１
燃料給油１班
燃料給油２班 ２

所要時間
(時：分)

― ―

・第１貯水槽から各建屋までのアクセスルート(北ルート)の
確認

対策
作業
番号

作業 作業班 要員数

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00

▽事象発生

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:0016:00

64 991



第 7－４図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～各対処場所）

  （北ルート）

65 992



第 7－５図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～各対処場所）

  （南ルート）

66 993



第 7－６図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第２貯水槽～第１貯水槽）

（北ルート）

67 994



第 7－７図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第２貯水槽～第１貯水槽）

（南ルート）

68 995



第 7－８図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～尾駮沼取水場所Ａ）

（北ルート）

69 996



第 7－９図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～尾駮沼取水場所Ａ）

 （南ルート）

70 997



第 7－ 10 図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～尾駮沼取水場所Ｂ）

（東ルート）

71 998



第 7－ 11 図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～尾駮沼取水場所Ｂ）

 （西ルート）

72 999



第 7－ 12 図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～二又川取水場所Ａ）

（東ルート）

73 1000



第 7－ 13 図 「水供給」の可搬型建屋外ホース敷設ルート

（第１貯水槽～二又川取水場所Ａ）

（西ルート）

74 1001



第 7－14 図 「第１貯水槽への水の補給」の作業と所要時間（第 2 貯水槽から第 1 貯水槽への水の補給） 

実施責任者 １ ー

建屋外対応
班長

１ ー

情報管理班 ３ ー

ー ー

対策 作業番号 作業 作業班 要員数
所要時間
（時：
分）

経過時間(時間)

備　　考

第２貯水
槽から第
１貯水槽
への水の

補給

第１貯水
槽への水
の補給

0：30１

・使用する資機材の確認
・第２貯水槽へ可搬型水位計の設置

建屋外１班
建屋外２班
建屋外３班
建屋外４班
建屋外５班

３

・大型移送ポンプ車を第２貯水槽に移動（大
型移送ポンプ車１台）

建屋外２班

２
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの設
置（金具類,可搬型流量計）

建屋外１班
２ 0：30

10

0：30

４

・大型移送ポンプ車の設置 建屋外１班
建屋外２班
建屋外３班
建屋外４班
建屋外５班

10 1：00

２

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの
敷設及び接続(ホース展張車２台で敷設）

建屋外１班
建屋外２班
建屋外３班
建屋外４班
建屋外５班

10 0：30

７

・第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給及
び状態監視（水位，流量）

建屋外１班
建屋外２班

4 11：00

1800ｍ3/hで補給

６

・大型移送ポンプ車の試運転及びホースの状
態確認

建屋外３班
建屋外４班
建屋外５班

６ 0：30

５

1:00 10:00 11:00 12:00 15:00 17:0013:00 16:00 19:00 20:00 21:00 23:0018:014:00 22:0014:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:0019:00 22:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:001:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 12:00 13:00 17:0011:00 14:00 15:00

▽移行判断

16:00

作業番号４

作業番号１

作業番号７（１，２班）

作業番号５

作業番号１（３，４，５班），作業番号２

作業番号４（３，４，５班）

作業番号３（２班）

75 1002



第 7－15 図 「第１貯水槽への水の補給」の作業と所要時間（敷地外水源から第 1 貯水槽への水の補給） 

実施責任者　 １ ―

― ― 建屋外対応班長 １ ―

情報管理班 ３ ―

→

15

・水の供給及び状態監視（水位，流量）（大型移送
ポンプ車３台目）

建屋外10班

2 ―

第１貯水槽
への水の補
給

敷地外水源
から第１貯
水槽への水
の補給

13

・大型移送ポンプ車の設置（大型移送ポンプ車３台
目）

建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

8 1:30

14

・試運転及びホースの状態確認（大型移送ポンプ車
３台目）

建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

8 0:30

12

・敷地外水源に大型移送ポンプ車を移動　（大型移
送ポンプ車３台目）

建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

8 0:30

11

・水の供給及び状態監視（水位，流量）（大型移送
ポンプ車２台目）

建屋外10班

2 ―

10

・試運転及びホースの状態確認（大型移送ポンプ車
２台目）

建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

8 0：30

9

・大型移送ポンプの設置（大型移送ポンプ車２台
目）

建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

8 1：30

8

・敷地外水源に大型移送ポンプ車を移動（大型移送
ポンプ車２台目）

建屋外10班

2 0：30

7

・水の供給及び状態監視（水位，流量）（大型移送
ポンプ車１台目）

建屋外８班
建屋外９班 2 ―

1：00

6

・試運転及びホースの状態確認（大型移送ポンプ車
１台目）

建屋外10班
建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

10 0：30

5

・大型移送ポンプ車の設置（大型移送ポンプ車１台
目）

建屋外10班
建屋外11班
建屋外12班
建屋外13班
建屋外14班

10

4

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの敷設及
び接続（ホース展張車２台で敷設）

建屋外３班
建屋外４班
建屋外５班
建屋外６班
建屋外７班

10 13：30

3

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの設置（金
具類，可搬型流量計）

建屋外１班
建屋外２班

４ 12：00

0：30

2

・敷地外水源に大型移送ポンプ車を移動（大型移送
ポンプ車１台目）

建屋外８班
建屋外９班

2 0：30

1

・使用する資機材の確認及び第1貯水槽へ可搬型水
位計の設置

建屋外１班
建屋外２班
建屋外３班
建屋外４班
建屋外５班
建屋外６班
建屋外７班

14

c 作業番号 作業 作業班 要員数
所要時間

（時：分）

経過時間(時間)

備　　考1:00 10:00 11:00 12:00 15:00 17:0013:00 16:00 19:00 20:00 21:00 23:0018:0014:00 22:0014:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:0019:00 22:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:001:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 12:00 13:00 17:0011:00 14:00 15:00

▽移行判断

16:00 18:00 19:00 20:00 21:00

作業番号３（1，２班）

作業番号１（1，２班）

作業番号４（３，４，５，６，７班）

作業番号７

作業番号２

作業番号１（３，４，５，６，７班）

作業番号９（11，12，13，14班）

作業番号６

作業番号６（11，12，13，14班）

作業番号８（10班）

作業番号11

作業番号８

作業番号12

作業番号10

作業番号11

76 1003



第 7－16 図 「淡水取水源を水源とした第１貯水槽への水の補給」の手順の対応フロー 

※１ 水補給の対処の移行判断
・第２貯水槽及び敷地外水源が使用できず，淡水取水源が使用できる場
合。

水補給の判断※１ 

淡水取水源から第１貯水槽への水補給の 

準備完了 

状態監視 

淡水取水源からの取水の開始の判断※２ 

凡例

：操作，確認

：判断

：監視

淡水取水源から第１貯水槽への水補給の 

準備開始 
※２ 水補給の対処の開始の判断
・第１貯水槽を水源とした対処が継続しており，第１貯水槽への水補給が
必要と判断した場合

77 1004



第 7－17 図 「淡水取水源を水源とした第１貯水槽への水の補給」の作業と所要時間

（淡水取水設備貯水池から第 1 貯水槽への水の補給） 

0：301

・使用する資機材の確認
・第1貯水槽へ可搬型水位計の設置

建屋外１班

建屋外２班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10

7

・水の補給及び状態監視（水位，流量） 建屋外２班

2 ー

・水の供給が安定
後は定期的に巡回
し状態監視を行う

５

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの
敷設及び接続（ホース展張車２台で敷設）

建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10 1：30

６

・大型移送ポンプ車の試運転及びホースの状
態確認

建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10 0：20

最短距離で想定

建屋外１班

２

４

・大型移送ポンプ車の設置 建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10

３

・大型移送ポンプ車を淡水取水設備貯水池に
移動

建屋外２班

２ 0：30

1：00

・水中ポンプのフ
ロート，枠の取外
し及び取水口への
設置

第１貯水
槽への水
の補給

淡水取水設備
貯水池から第
１貯水槽への
水の補給

対策 作業番号 作業 作業班 要員数
所要時間
（時：分）

経過時間(時間)

備　　考

2：002

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの設
置（金具類）

1:00 10:00 11:00 12:00 15:00 17:0013:00 16:00 19:00 20:00 21:00 23:0018:014:00 22:0014:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:0019:00 22:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:001:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 12:00 13:00 17:0011:00 14:00 15:00

▽移行判断

16:00

作業番号７

作業番号３

作業番号４（５，６，７班）

作業番号３（２班）

作業番号１（２班）

作業番号１（５，６，７班）

78 1005



第 7－18 図 「淡水取水源を水源とした第１貯水槽への水の補給」の作業と所要時間

（敷地内西側資機材跡地内貯水池から第 1 貯水槽への水の補給） 

第１貯水
槽への水
の補給

敷地内西
側資機材
跡地内貯
水池から
第１貯水
槽への水
の補給

7

・水の補給及び状態監視（水位，流量） 建屋外２班

2 ー

・水の供給が安定
後は定期的に巡回
し状態監視を行う

5

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの
敷設及び接続（ホース展張車２台で敷設）

建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10 1：30

最短距離で想定

6

・大型移送ポンプ車の試運転及びホースの状
態確認

建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10 0：20

0：30

4

・大型移送ポンプ車の設置 建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10 1：00

3

・大型移送ポンプ車を敷地内西側資機材跡地
内貯水池に移動

建屋外２班

２

0：30

2
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの設
置（金具類）

建屋外１班

２ ２：00

1

・使用する資機材の確認
・第1貯水槽へ可搬型水位計の設置

建屋外１班

建屋外２班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10

対策 作業番号 作業 作業班 要員数
所要時間

（時：分）

経過時間(時間)

備　　考

▽移行判断

作業番号３

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 12:00 13:0011:00 14:00 15:00 16:00

作業番号４（５，６，７班）

作業番号３（２班）

作業番号７（２班）

作業番号１（２班）

作業番号１（５，６，７班）

79 1006



第 7－19 図 「淡水取水源を水源とした第１貯水槽への水の補給」の作業と所要時間

（二又川 B 取水場所から第 1 貯水槽への水の補給） 

0：30

2：00

0：30

1：00

1：30

0：20

―

10

最短距離で想定

４

・大型移送ポンプ車の設置 建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10

３ ２

６

・大型移送ポンプ車の試運転及びホースの状
態確認

1

・使用する資機材の確認
・第1貯水槽へ可搬型水位計の設置

建屋外１班

建屋外２班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班
10

７

・水の補給及び状態監視（水位，流量） 建屋外２班

2

建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

10

５

・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの
敷設及び接続（ホース展張車２台で敷設）

建屋外３班

建屋外４班

建屋外５班

建屋外６班

建屋外７班

所要時間
（時：分）

経過時間(時間)

備　　考

２

対策 作業番号 作業 作業班 要員数

第１貯水
槽への水
の補給

敷地外水源
（二又川B）
から第１貯水
槽への水の補
給

2
・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの設
置（金具類）

建屋外１班

・大型移送ポンプ車を二又川B取水場所に移
動

建屋外２班

・水の供給が安定
後は定期的に巡回
し状態監視を行う

▽移行判断

作業番号７

作業番号３

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 12:00 13:00 17:0011:00 14:00 15:00 16:00

作業番号４（５，６，７班）

作業番号３（２班）

作業番号１（２班）

作業番号１（５，６，７班）
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（8／13） 
 

1.9 電源の確保に関する手順等 

方
針
目
的 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（外部電源喪失及

び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下，「全交流動力電源喪

失」という。））した場合において，当該重大事故等に対処するため

に必要な電力を確保するための設備として代替電源設備及び代替所内

電気設備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるため，補機

駆動用燃料補給設備により給油する手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確

保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

【着手判断】 

外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設において電源供給が確

認できない場合，手順に着手する。 

外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において電源供給が確認できない場

合，手順に着手する。 

【可搬型発電機による起動】 

各可搬型発電機からケーブル接続口まで可搬

型電源ケーブル（屋外）を敷設し，接続する。 

各建屋内においては，可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブル（屋内）を敷設し，各建屋の重

大事故対処用母線及び可搬型分電盤の接続口に

可搬型電源ケーブルを接続する。なお，可搬型

分電盤又は重大事故対処用母線を設置しない場

合は直接重大事故等対処設備へ接続する。 

各可搬型発電機，各建屋の重大事故対処用母

線及び重大事故等対処設備について異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを

外観点検により確認する。 

各可搬型発電機の燃料が規定油量以上である

ことを確認する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生

す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

可搬型発電機を起動し，当該可搬型発電機の

電圧計及び燃料油計により健全であることを確

認する。 

手順の成否は，可搬型発電機が正常に起動

し，可搬型分電盤まで必要な電源が確保できて

いることにより確認する。 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め
の
対
応
手
順 

設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
か
ら
の
給
電 

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳

を要因として発生する重大事故等の対処におい

て，臨界事故，有機溶媒等による火災又は爆発

の対処に必要な設備，冷却機能の喪失による蒸

発乾固，水素爆発の対処に必要な設備，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料貯蔵プー

ル等の冷却等の対処に用いる放射線監視設備，

計装設備及び通信連絡設備が必要となる場合

は，全交流動力電源が健全な環境の条件におい

て対処するため，受電開閉設備，受電変圧器，

所内高圧系統，所内低圧系統，直流電源設備及

び計測制御用交流電源設備に対処するための電

気設備を兼用し，電源を確保する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

考
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て

発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要

な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

負
荷
容
量 

可搬型発電機は，有効性を確認する事故シー

ケンスのうち，必要な負荷が最大となる全交流

動力電源喪失時における対処のために必要な設

備へ給電する。 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と

せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

再処理生産工程の停止を行うとともに，重大

事故等への対処に必要となる設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生

す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

 

悪
影
響
防
止 

可搬型発電機による対処は，各建屋の可搬型

発電機により設計基準事故に対処するための設

備とは独立して単独で行う。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す

る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

悪
影
響
防
止 

安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等

の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

全交流動力電源が喪失した場合には，前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による給電の

対応手順に従い，電源を確保することにより，

重大事故等時の対処に必要な電源を確保する。 

全交流動力電源が喪失した場合は，燃料補給

のための対応手順及び前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機による対応手順へ移行し，可

搬型発電機による給電を行い，電源を確保す

る。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す
る

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

全交流動力電源喪失を要因とせずに動的機器

の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因とし

て発生する重大事故等に対しては，設計基準事

故に対処するための電気設備を兼用し，電源を

確保する。 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故

等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

成
立
性 

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

る電源の確保は，事象発生から制限時間までに

十分な時間余裕があることから制限時間内で対

策が確実に可能である。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す

る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

成
立
性 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重

大事故等の対処は，制御室の監視制御盤にて速

やかに確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理

する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移

動ができるように，可搬型照明を配備する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

燃
料
給
油 

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中

型移送ポンプ，中型移送ポンプ運搬車，大型移

送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，監視測定

用運搬車，けん引車，ホイールローダ及び軽油

用タンクローリの補機駆動用の燃料は，補機駆

動用燃料補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンク

ローリを兼用し，必要な量を補給する。 

運転開始後に，近傍に設置したドラム缶の燃

料が枯渇するまでに補給を実施する。 

可搬型発電機の軽油を貯蔵する軽油貯槽は，

想定する事象の進展を考慮し，約 100ｍ３の地下

タンク８基により対処に必要な容量を確保する

設計とする。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理

する。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(8/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等 

可搬型発電機による給電 

（前処理建屋） 

実施責任者等 ７人 
６時間 50分

以内 

６時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
６人 

可搬型発電機による給電 

（分離建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 50分

以内 

４時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
10人 

可搬型発電機による給電 

（精製建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 50分

以内 

４時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
４人 

可搬型発電機による給電 

（制御建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 10分

以内 

４時間 10分

以内 
建屋対策班の班

員 
４人 

可搬型発電機による給電 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 50分

以内 

４時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
６人 

可搬型発電機による給電 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 ７人 
６時間 50分

以内 

６時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
８人 

可搬型発電機による給電 

（使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設） 

実施責任者等 ７人 
22時間 10分

以内 

22時間 10分

以内 
建屋対策班の班

員 
26人 

設計基準対象の施設と一部兼用

する重大事故等対処設備からの

給電 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重大事故等の対処

は，中央制御室の監視制御盤にて速やかに確認する。 

軽油貯槽から軽油用タンクロー

リへの燃料の補給 

実施責任者等 ８人 
１時間 20分

以内 

１時間 20分

以内 
建屋外対応班の

班員 
３人 

軽油用タンクローリから可搬型

発電機の近傍のドラム缶への燃

料の補給 

実施責任者等 ８人 10時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 

10時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 
建屋外対応班の

班員 

２人 

２回目以

降１人 

軽油用タンクローリから可搬型

空気圧縮機の近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

実施責任者等 ８人 ７時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 

７時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 
建屋外対応班の

班員 
１人 

軽油用タンクローリから可搬型

中型移送ポンプの近傍のドラム

缶への燃料の補給 

実施責任者等 ８人 
５時間 40分

以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 

５時間 40分

以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 

建屋外対応班の

班員 
１人 

軽油用タンクローリから大型移

送ポンプ車の近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

実施責任者等 ８人 16時間以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 

16時間以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 
建屋外対応班の

班員 
２人 

ドラム缶から可搬型発電機及び

可搬型空気圧縮機への燃料の補

給 

実施責任者等 ９人 
１時間 30分

以内 

１時間 30分

以内 建屋対策班の班

員 
26人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(8/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等 

ドラム缶から可搬型中型移送ポ

ンプへの燃料の補給 

実施責任者等 ８人 
２時間 50分

以内 

２時間 50分

以内 
建屋外対応班の

班員 
５人 

ドラム缶から大型移送ポンプ車

への燃料の補給 

実施責任者等 ８人 

１時間以内 １時間以内 
建屋外対応班の

班員 
４人 
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（8／13） 
 

1.9 電源の確保に関する手順等 

方
針
目
的 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（外部電源喪失及

び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下，「全交流動力電源喪

失」という。））した場合において，当該重大事故等に対処するため

に必要な電力を確保するための設備として代替電源設備及び代替所内

電気設備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるため，補機

駆動用燃料補給設備により給油する手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確

保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

【着手判断】 

外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設において電源供給が確

認できない場合，手順に着手する。 

外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において電源供給が確認できない場

合，手順に着手する。 

【可搬型発電機による起動】 

各可搬型発電機からケーブル接続口まで可搬

型電源ケーブル（屋外）を敷設し，接続する。 

各建屋内においては，可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブル（屋内）を敷設し，各建屋の重

大事故対処用母線及び可搬型分電盤の接続口に

可搬型電源ケーブルを接続する。なお，可搬型

分電盤又は重大事故対処用母線を設置しない場

合は直接重大事故等対処設備へ接続する。 

各可搬型発電機，各建屋の重大事故対処用母

線及び重大事故等対処設備について異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを

外観点検により確認する。 

各可搬型発電機の燃料が規定油量以上である

ことを確認する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生

す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

可搬型発電機を起動し，当該可搬型発電機の

電圧計及び燃料油計により健全であることを確

認する。 

手順の成否は，可搬型発電機が正常に起動

し，可搬型分電盤まで必要な電源が確保できて

いることにより確認する。 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め
の
対
応
手
順 

設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
か
ら
の
給
電 

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳

を要因として発生する重大事故等の対処におい

て，臨界事故，有機溶媒等による火災又は爆発

の対処に必要な設備，冷却機能の喪失による蒸

発乾固，水素爆発の対処に必要な設備，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料貯蔵プー

ル等の冷却等の対処に用いる放射線監視設備，

計装設備及び通信連絡設備が必要となる場合

は，全交流動力電源が健全な環境の条件におい

て対処するため，受電開閉設備，受電変圧器，

所内高圧系統，所内低圧系統，直流電源設備及

び計測制御用交流電源設備に対処するための電

気設備を兼用し，電源を確保する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

考
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て

発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要

な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

負
荷
容
量 

可搬型発電機は，有効性を確認する事故シー

ケンスのうち，必要な負荷が最大となる全交流

動力電源喪失時における対処のために必要な設

備へ給電する。 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と

せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

再処理生産工程の停止を行うとともに，重大

事故等への対処に必要となる設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生

す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

 

悪
影
響
防
止 

可搬型発電機による対処は，各建屋の可搬型

発電機により設計基準事故に対処するための設

備とは独立して単独で行う。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す

る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

悪
影
響
防
止 

安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等

の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

全交流動力電源が喪失した場合には，前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による給電の

対応手順に従い，電源を確保することにより，

重大事故等時の対処に必要な電源を確保する。 

全交流動力電源が喪失した場合は，燃料補給

のための対応手順及び前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機による対応手順へ移行し，可

搬型発電機による給電を行い，電源を確保す

る。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す
る

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

全交流動力電源喪失を要因とせずに動的機器

の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因とし

て発生する重大事故等に対しては，設計基準事

故に対処するための電気設備を兼用し，電源を

確保する。 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故

等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

成
立
性 

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

る電源の確保は，事象発生から制限時間までに

十分な時間余裕があることから制限時間内で対

策が確実に可能である。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す

る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

成
立
性 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重

大事故等の対処は，制御室の監視制御盤にて速

やかに確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理

する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移

動ができるように，可搬型照明を配備する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

燃
料
給
油 

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中

型移送ポンプ，中型移送ポンプ運搬車，大型移

送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，監視測定

用運搬車，けん引車，ホイールローダ及び軽油

用タンクローリの補機駆動用の燃料は，補機駆

動用燃料補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンク

ローリを兼用し，必要な量を補給する。 

運転開始後に，近傍に設置したドラム缶の燃

料が枯渇するまでに補給を実施する。 

可搬型発電機の軽油を貯蔵する軽油貯槽は，

想定する事象の進展を考慮し，約 100ｍ３の地下

タンク８基により対処に必要な容量を確保する

設計とする。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり10mSv以下とすることを目安に管理

する。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(8/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等 

可搬型発電機による給電 

（前処理建屋） 

実施責任者等 ７人 
６時間 50分

以内 

６時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
６人 

可搬型発電機による給電 

（分離建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 50分

以内 

４時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
10人 

可搬型発電機による給電 

（精製建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 50分

以内 

４時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
４人 

可搬型発電機による給電 

（制御建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 10分

以内 

４時間 10分

以内 
建屋対策班の班

員 
４人 

可搬型発電機による給電 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

実施責任者等 ７人 
４時間 50分

以内 

４時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
６人 

可搬型発電機による給電 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 ７人 
６時間 50分

以内 

６時間 50分

以内 
建屋対策班の班

員 
８人 

可搬型発電機による給電 

（使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設） 

実施責任者等 ７人 
22時間 10分

以内 

22時間 10分

以内 
建屋対策班の班

員 
26人 

設計基準対象の施設と一部兼用

する重大事故等対処設備からの

給電 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重大事故等の対処

は，中央制御室の監視制御盤にて速やかに確認する。 

軽油貯槽から軽油用タンクロー

リへの燃料の補給 

実施責任者等 ８人 
１時間 20分

以内 

１時間 20分

以内 
建屋外対応班の

班員 
３人 

軽油用タンクローリから可搬型

発電機の近傍のドラム缶への燃

料の補給 

実施責任者等 ８人 10時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 

10時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 
建屋外対応班の

班員 

２人 

２回目以

降１人 

軽油用タンクローリから可搬型

空気圧縮機の近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

実施責任者等 ８人 ７時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 

７時間以内 

２回目以降 

９時間 30分

以内 
建屋外対応班の

班員 
１人 

軽油用タンクローリから可搬型

中型移送ポンプの近傍のドラム

缶への燃料の補給 

実施責任者等 ８人 
５時間 40分

以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 

５時間 40分

以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 

建屋外対応班の

班員 
１人 

軽油用タンクローリから大型移

送ポンプ車の近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

実施責任者等 ８人 16時間以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 

16時間以内 

２回目以降 

15時間 30分

以内 
建屋外対応班の

班員 
２人 

ドラム缶から可搬型発電機及び

可搬型空気圧縮機への燃料の補

給 

実施責任者等 ９人 
１時間 30分

以内 

１時間 30分

以内 建屋対策班の班

員 
26人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(8/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等 

ドラム缶から可搬型中型移送ポ

ンプへの燃料の補給 

実施責任者等 ８人 
２時間 50分

以内 

２時間 50分

以内 
建屋外対応班の

班員 
５人 

ドラム缶から大型移送ポンプ車

への燃料の補給 

実施責任者等 ８人 

１時間以内 １時間以内 
建屋外対応班の

班員 
４人 
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力

3022 1029



 

8. 電源の確保に関する手順等  

【要求事項】  

再処理事業者において、設計基準事故に対処するための  

  設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場     

  合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な手順等が適切に整備されているか、  

又は整備される方針が適切に示されていること。  

【解釈】  

１「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。  

（ １ ）  重大事故等に対処するために必要な電力の確保  

ａ ） 電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場  

合において、当該重大事故等に対処するために必要な  

電力を確保するために必要な手順等を整備すること。  

ｂ ） 事業所内直流電源設備から給電されている間に、十  

分な余裕を持って可搬型代替電源設備を繋ぎ込み、給  

電が開始できること。  

ｃ ） 事業所内電気設備（モーターコントロールセンター

（ MCC）、パワーセンター（ P/C）及び金属閉鎖配電盤

（メタルクラッド（ MC）等）は、共通要因で機能を失

うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の

接近性の確保を図ること。  
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設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合において，当該重大事

故等に対処するために必要な電力を確保するための対処設

備を整備する。  

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について

説明する。  
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ａ．対応手段と設備の選定  

(ａ ) 対応手段と設備の選定の考え方  

   全交流動力電源喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において，当該重大事故等に対処するために必要な

電力を確保する必要がある。  

   また，全交流動力電源喪失となった場合でも，設計基準

事故に対処するための設備が健全であれば，重大事故等の

対処に用いる。このため，フォールトツリー分析上で，想

定する故障に対処できる対応手段及び重大事故等対処設備

を選定する（第８－１図）。  

   重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※ １ 並びに資機材※ ２ を選定す

る。  

※１  自主対策設備：技術基準上全ての要求事項を満た

すことや全てのプラント状況で使

用することは困難であるが，プラ

ント状況によっては，事故対応に

有効な設備。  

※２  資機材：防護具（全面マスク等）及び出入管理区

画設営用資機材，ドラム缶，簡易ポンプ

については，資機材であるため重大事故

等対処設備としない。  

   また，選定した重大事故等対処設備により，技術的能力

審査基準だけでなく，事業指定基準規則第四十二条及び技

術基準規則第三十六条の要求事項を満足する設備が網羅し
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ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。  
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 (ｂ ) 対応手段と設備の選定の結果  

   上記「 (ａ ) 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選

定した対応手段並びに技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十二条及び技術基準規則第三十六条からの要求

により選定した対応手段とその対応に使用する重大事故等

対処設備，資機材及び自主対策設備を以下に示す。  

全交流動力電源喪失時に冷却機能の喪失による蒸発乾固

の拡大を防止するための設備，放射線分解により発生する

水素による爆発の拡大を防止するための設備，使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備，計装設備，制御室の居住性

等に関する設備及び通信連絡設備に必要な電源を供給する

重大事故等対処設備として，常設重大事故等対処設備及び

可搬型重大事故等対処設備を選定するとともに，電源復旧

の対応手段を選定する。また，全交流動力電源喪失におい

て，設計基準対象の施設が機能維持している場合は，再処

理施設の状況に応じて，自主対策設備として共通電源車を

選定し，再処理施設の安全機能を確保するために必要な電

力を確保する。共通電電源車により給電する主な設備を第

８－１表に示す。  

なお，機能喪失を想定する重大事故等の対処に使用する

重大事故等対処設備，設計基準対象の施設と一部兼用する

重大事故等対処設備並びに自主対策設備についての関係を

第８－２表及び第８－３表に整理する。  
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  ⅰ．全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等   

の対処に必要な電源の確保に関する対応手段及び設備  

  (ⅰ ) 可搬型発電機による給電  

１ )   対応手段  

     全交流動力電源が喪失し，重大事故等が発生した場

合において，当該重大事故等に対処するために必要な

電力を確保するため，非常用ディーゼル発電機を代替

する代替電源設備として，可搬型発電機を配備する。

また，非常用所内電源系統を代替する代替所内電気設

備として，重大事故対処用母線を設け，可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブルを配備する。可搬型発電機

は，有効性を確認する事故シーケンスのうち，必要な

負荷が最大となる全交流動力電源喪失時における対処

のために必要な設備へ給電する。可搬型発電機による

対処は，各建屋の可搬型発電機により設計基準事故に

対処するための設備とは独立して単独で行う設計とす

る。  

可搬型発電機による給電で使用する設備は以下のと

おり。  

   ａ ）  代替電源設備  

   ｉ ）  可搬型重大事故等対処設備  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・制御建屋可搬型発電機  
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・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機  

 

   ｂ ）  代替所内電気設備  

   ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

・前処理建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，

常設電源ケーブル）  

・分離建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，

常設電源ケーブル）  

・精製建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，

常設電源ケーブル）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故

対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用

母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）  

 

   ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

・前処理建屋の可搬型分電盤  

・分離建屋の可搬型分電盤  

・精製建屋の可搬型分電盤  

・制御建屋の可搬型分電盤  
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・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型分

電盤  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

分電盤  

・前処理建屋の可搬型電源ケーブル  

・分離建屋の可搬型電源ケーブル  

・精製建屋の可搬型電源ケーブル  

・制御建屋の可搬型電源ケーブル  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型電

源ケーブル  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型電源ケー

ブル  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

電源ケーブル  

 

  (ⅱ ) 共通電源車による給電  

１ )  対応手段  

   ａ ）  共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線への給電  

     全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能維持している場合，共通電源車を非常用電源建

屋の 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，非常用電源建屋か

ら前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ
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ス固化建屋へ給電する設計とする。共通電源車による

給電は，再処理施設の状況に応じて，共通電源車によ

る給電により再処理施設の安全機能を確保するために

必要な電力を確保する設計とする。  

     共通電源車に必要な燃料は，第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクから移送し補給する設計と

する。  

     非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線への共通電源

車による給電で使用する設備は以下のとおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ非常

用母線  

・非常用電源建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線  
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・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ⅴ非常用

母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備  

・分離建屋の第２非常用直流電源設備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用

直流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電

源設備  

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測

制御用交流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用

交流電源設備  

 

   ｂ ）    共通電源車による制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への

給電  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能維持している場合，共通電源車を制御建屋の

6.9ｋＶ非常用母線に接続し，制御建屋の 6.9ｋＶ非
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常用母線の負荷へ給電することにより，制御建屋中

央制御室の運転保安灯及び直流非常灯並びに中央制

御室の居住性を確保するための設備に必要な電力を

確保する設計とする。  

共通電源車に必要な燃料は，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンクから移送し補給する設

計とする。  

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への共通電源車によ

る給電で使用する設備は以下のとおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・制御建屋の重大事故等対処用常設電源ケーブル  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

 

   ｃ ）    共通電源車によるユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用主母線への給電  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施

設が機能維持している場合，共通電源車をユーティ
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リティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線に接続し，

ユーティリティ建屋から前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋へ給電する設

計とする。共通電源車による給電は，再処理施設の

状況に応じて，事故対応に有効な再処理施設の監視

機能等を確保するために必要な電力を確保する設計

とする。  

対処に用いる運転予備系統は，共通要因により機

能を失う設備のため，設備が健全な場合において使

用する設計とする。  

共通電源車に必要な燃料は，Ｄ／Ｇ用燃料油受入

れ・貯蔵所から移送し補給する設計とする。  

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

への共通電源車による給電で使用する設備は以下の

とおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・分離建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用母線  
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・精製建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用

母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ⅴ運転予

備用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ⅴ運転予備用母

線  

・ユーティリティ建屋の直流電源設備  

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備  

・前処理建屋の直流電源設備  

・分離建屋の第２非常用直流電源設備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用

直流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電

源設備  
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・ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の計測制御用交流電源設備   

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測

制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計測制御用

交流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用

交流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御用交流電

源設備  

    

   ｄ ）    共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能維持している場合，共通電源車を使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線に接続

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ

非常用母線の負荷へ給電することにより，使用済燃料
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貯蔵プールの冷却等のための対処により使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の安全機能を確保するための

設備に必要な電力を確保する設計とする  

     共通電源車に必要な燃料は，第１非常用ディーゼル

発電機の重油タンクから移送し補給する設計とする。  

     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常

用母線への共通電源車による給電で使用する設備は以

下のとおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非

常用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 460Ⅴ非常

用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の第１非常

用直流電源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の非常用計

測制御用交流電源設備  
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  (ⅲ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

１ )  対応手段  

     代替電源設備及び代替所内電気設備による給電で使

用する設備を重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準及び事

業指定基準規則第四十二条及び技術基準規則第三十六

条に要求している設備を全て網羅している。  

     以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故に

対処するための電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合においても，当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保する設計とする。  

     また，以下の設備は地震要因の重大事故等時に機能

維持設計としておらず，機能喪失するおそれがあるこ

とから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，再

処理施設の状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，

その理由を示す。  

・共通電源車  

     全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能喪失している場合，以下の設備が使用できない

場合，対処に必要な電源を供給できないが，プラント

の状況によっては，重大事故等の対処に必要な電源を

確保するための手段として有効である。  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  
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・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常

用母線  

 

ⅱ．全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故

等の対処に必要な電源の確保に関する対応手段及び設

備  

  (ⅰ ) 設計基準対象の施設と一部兼用する重大事故等対処設

備からの給電  

１ )  対応手段  

     動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因

として発生する重大事故等においては，設計基準事故

に対処するための電気設備の一部を兼用し，重大事故

等対処設備として電力を供給する設計とする。全交流

動力電源喪失を要因とせずに重大事故等が発生した場

合は，安全機能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成とし，再処理生産工程の停止を行うととも

に，重大事故等への対処に必要となる設備へ給電する

設計とする。  

     主要な設備は，以下のとおりとする。  

   ａ ）  常設重大事故等対処設備（設計基準対象の施設と一

部兼用）  

・受電開閉設備  

・受電変圧器  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  
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・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用主母線  

・第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・分離建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・精製建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ非常用

母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ運転予

備用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母

線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常

用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ常用

母線  

・低レベル廃棄物処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線  

・ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・第２ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予備用母線  
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・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・分離建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線  

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ｖ非常用母

線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ｖ運転予備

用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ｖ非常用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 460Ｖ非常用

母線  

・低レベル廃棄物処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・低レベル廃液処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・ハル・エンドピース貯蔵建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・ウラン脱硝建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備  

・ユーティリティ建屋の直流電源設備  

・第２ユーティリティ建屋の直流電源設備  

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備  

・前処理建屋の直流電源設備  
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・分離建屋の第２非常用直流電源設備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用直流

電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電源設

備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の第１非常用直

流電源設備  

・低レベル廃棄物処理建屋の直流電源設備  

・低レベル廃液処理建屋の直流電源設備  

・ハル・エンドピース貯蔵建屋の直流電源設備  

・ウラン脱硝建屋の直流電源設備  

・ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備  

・第２ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測制御
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用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計測制御用交流

電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用交流

電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御用交流電源設

備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の非常用計測制

御用交流電源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御用交

流電源設備  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備  

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事

故等に対処するための電気設備は，設計基準対象の施

設の一部を兼用し，常設重大事故等対処設備として位

置付ける。これらの設備は，技術的能力審査基準及び

事業指定基準規則第四十二条及び技術基準規則第三十

六条に要求している設備を全て網羅している。  

     以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故に

対処するための電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合においても，当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保する設計とする。  

 

 

43 1050



 

  ⅲ．燃料補給のための対応手段及び設備  

  (ⅰ ）  重大事故等の対処に用いる設備への補給  

１ )  対応手段  

     可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送

ポンプ，中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポンプ車，

ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬車，けん引

車，ホイールローダ及び軽油用タンクローリの補機駆

動用の燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及

び軽油用タンクローリを兼用し，必要な量を補給する

設計とする。  

     可搬型発電機の軽油を貯蔵する軽油貯槽は，想定す

る事象の進展を考慮し，約 100ｍ ３ の地下タンク８基に

より対処に必要な容量を確保する設計とする。  

なお，本対応における可搬型空気圧縮機の設備の詳

細は，「３．放射線分解により発生する水素による爆

発に対処するための手順等」，可搬型中型移送ポンプ

の設備の詳細は，「２．冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための手順等」，中型移送ポンプ運搬

車，大型移送ポンプ車，ホース展張車及び運搬車の設

備の詳細は，「７．重大事故等への対処に必要となる

水の供給手順等」，ホイールローダの設備の詳細は，

「５．１重大事故等対策」けん引車の設備の詳細は，

「９．事故時の計装に関する手順等」，監視測定用運

搬車の設備の詳細は，「 11．監視測定等に関する手順

等」に示す。  
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軽油貯槽から可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可

搬型中型移送ポンプ，中型移送ポンプ運搬車，大型移

送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬

車，けん引車，ホイールローダ及び軽油用タンクロー

リへの燃料補給で使用する設備は以下のとおり。  

ａ ）  補機駆動用燃料補給設備  

   ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

・第１軽油貯槽  

・第２軽油貯槽  

   ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

・軽油用タンクローリ  

 

  (ⅱ ) 共通電源車への補給  

   自主対策の対処で使用する共通電源車を必要な期間継

続して運転させるため，設計基準対象の施設である燃料

補給設備を兼用して燃料を補給する設計とする。  

    第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常

用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃

料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への補給で使用する

設備は以下のとおり。  

・第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  
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・可搬型電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

   

  (ⅲ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    軽油貯槽から重大事故等の対処に用いる設備への補給

で使用する設備のうち，軽油貯槽及び軽油用タンクロー

リは，重大事故等対処設備として位置付ける。  

    共通電源車への補給で使用する設備のうち，第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受入

れ・貯蔵所並びに燃料供給ポンプ用電源ケーブル，燃料

供給ポンプ，可搬型電源ケーブル及び可搬型燃料供給ホ

ースは，自主対策設備として位置付ける。  

    軽油貯槽から共通電源車への補給で使用する設備のう

ち，軽油貯槽及び軽油用タンクローリは，自主対策設備

として位置付ける。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準及び事

業指定基準規則第四十二条及び技術基準規則第三十六条

に要求している設備が全て網羅している。  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能喪失している場合，以下の設備は使用できなくなる

が，健全である場合においては，共通電源車からの給電

により使用できる。共通電源車の運転に必要となる燃料

は，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用
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燃料油受入れ・貯蔵所から補給する設計とする。  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非

常用母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

 

  ⅳ．手順等  

    「ⅰ．全交流動力電源喪失を要因として発生する重大

事故等の対処に必要な電源の確保に関する対応手段及び

設備」，「ⅱ．全交流動力電源喪失を要因とせずに発生

する重大事故等の対処に必要な電源の確保に関する対応

手段及び設備」及び「ⅲ．燃料補給のための対応手段及

び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備す

る。  

    これらの手順は，重大事故等の発生時における実施組

織要員による一連の対応として「重大事故等発生時対応

手順書」に定める（第８－２表）。  

    また，重大事故等が発生した場合に監視が必要となる

計器及び必要な負荷についても整理する。  
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ｂ．重大事故等時の手順等  

(ａ ) 全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等の

対処に必要な電源の確保に関する対応手順  

  ⅰ．可搬型発電機による給電  

    全交流動力電源喪失により重大事故等が発生した場合 , 

前処理建屋，分離建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の近傍に設置してい

る前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機により，可搬型分電盤，可搬型電源ケーブル，前

処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対

処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線を用いて

給電を行う手段がある。  

    全交流動力電源喪失の場合は，現場環境確認を行った

後に対処を開始する。  

火山の影響により，降灰予報 (「やや多量」以上 )を確

認した場合は，事前の対応作業として，可搬型発電機の

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。  

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実

施する。  
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    前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の指定配置場所については，第８－２図に示す。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

１ )   外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機２

台がともに自動起動せず，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設において電源供給が確認できない場合。  

２ )   外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機２

台がともに自動起動せず，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において電源供給

が確認できない場合（第８－４表）。  

 

  (ⅱ ) 操作手順  

    可搬型発電機による給電の手順の概要は以下のとお

り。  

    手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－４図～第

８－９図に，タイムチャートを第８－５表～第８－８表

に，重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準と

して用いる補助パラメータを第８－９表に，配置概要図

を第８－２図に示す。  
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①   実施責任者は，設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失した場合，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を用いて重大事故

等への対処を行うため，各可搬型発電機から前処理建

屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用

母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び可搬

型分電盤への給電開始を指示する。  

②   建屋対策班の班員は，給電に必要な資機材を準備のう

え可搬型発電機保管場所へ移動し，前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の

健全性を確認する。  

 なお , 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機は，外部保管エリアから運搬する。  

③   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受
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入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を建屋近傍の指定

配置場所へ移動する。  

④   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から前処理建屋の

重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用母

線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高レベル

廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び各重大

事故等対処設備の接続口までのアクセスルートの健全

性を確認する。  

⑤   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機からケーブル接続

口まで可搬型電源ケーブル（屋外）を敷設し，接続す

る。  

⑥   建屋対策班の班員は，各建屋内においては，可搬型分

電盤及び可搬型電源ケーブル（屋内）を敷設し，前処

理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対

処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線及び
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高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及

び可搬型分電盤の接続口に可搬型電源ケーブルを接続

する。なお，可搬型分電盤又は重大事故対処用母線を

設置しない場合は直接重大事故等対処設備へ接続す

る。  

⑦   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，前処理建屋の重

大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用母線，

精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高レベル廃液

ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び各重大事故

等対処設備について異臭，発煙，破損，保護装置の動

作等異常がないことを外観点検により確認する。  

⑧   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の燃料が規定油量

以上であることを確認する。  

⑨   建屋対策班の班員は，実施責任者に前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電
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機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

よる重大事故等対処設備への給電準備が完了したこと

を報告する。  

⑩   実施責任者は，建屋対策班の班員に前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

よる重大事故等対処設備への給電開始を指示する。  

⑪   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起動し，当該可

搬型発電機の電圧計及び燃料油計により当該可搬型発

電機が健全であることを確認する。また，異臭，発

煙，破損等の異常ないことを確認し，実施責任者へ給

電準備が完了したことを報告する。  

⑫   建屋対策班の班員は，前処理建屋の重大事故対処用母

線，分離建屋の重大事故対処用母線，精製建屋の重大

事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の重大事故対処用母線の各配線用遮断器を投入する

ことにより，可搬型重大事故等対処設備への給電を実
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施し，実施責任者へ給電が完了したことを報告し，前

処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御

建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の電圧計及び燃料油計により可搬型重大事

故等対処設備の監視を行う。  

なお，火山の影響により，対処中に降灰予報（「や

や多量」以上）を確認した場合は，外部保管エリアよ

り可搬型発電機の予備機を運搬し，屋内に設置する。

設置後の手順については，上記の④～⑫と同じであ

る。  

 

  (ⅲ ) 操作の成立性  

    前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機による給電の対応は，建屋対策班の班員により行

う。前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機による電源の確保は，事象発生から制限時間ま

でに十分な時間余裕があることから制限時間内で対策が
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確実に可能である。  

    可搬型発電機及び可搬型分電盤の設置並びに可搬型電

源ケーブルの敷設による電源系統の構築を行う。  

    事象発生からの制限時間，建屋対策班の班員の要員数

及び事象発生から可搬型発電機の起動完了までの時間に

ついては以下に示す。  

    前処理建屋においては，事象発生からの制限時間（貯

槽等内の水素濃度が未然防止濃度到達）として 76時間を

想定しており，実施責任者等７人，建屋対策班の班員６

人の合計 13人にて，事象発生から前処理建屋可搬型発電

機の起動完了まで６時間 50分以内に実施する。  

    分離建屋においては，事象発生からの制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始）として 15時間を想定しており，

実施責任者等７人，建屋対策班の班員 10人の合計 17人に

て，事象発生から分離建屋可搬型発電機の起動完了まで

４時間 50分以内に実施する。  

    精製建屋においては，事象発生からの制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始）として 11時間を想定しており，

実施責任者等７人，建屋対策班の班員４人の合計 11人に

て，事象発生からウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型発電機の起動完了まで４時間 50分以内に実施する。  

    制御建屋においては，事象発生からの制限時間（中央

制御室送風機の停止から中央制御室の二酸化炭素濃度が

1.0vol％到達）として 26時間を想定しており，実施責任

者等７人，建屋対策班の班員４人の合計 11人にて，事象
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発生から制御建屋可搬型発電機の起動完了まで４時間 10

分以内に実施する。  

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋においては，事象

発生からの制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始）とし

て 19時間を想定しており，実施責任者等７人，建屋対策

班の班員６人の合計 13人にて，事象発生からウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の起動完了まで４

時間 50分以内に実施する。  

    高レベル廃液ガラス固化建屋においては，事象発生か

らの制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始）として 23時

間を想定しており，実施責任者等７人，建屋対策班の班

員８人の合計 15人にて，事象発生から高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機の起動完了まで６時間 50分以内

に実施する。  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては，事

象発生からの制限時間（燃料貯蔵プール等におけるプー

ル水の沸騰開始）として 35時間を想定しており，実施責

任者等７人，建屋対策班の班員 26人の合計 33人にて，事

象発生から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の起動完了まで 22時間 10分以内に実施する。  

    前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の準備前及び起動後の作業の手順については，
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「５．１重大事故等対策」にて整備する。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。  

    線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。  
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  ⅱ．共通電源車による給電  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能維持している場合，共通電源車により電源を確保す

るため，非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ給電す

ることにより再処理施設の安全機能を確保するために必

要な電力を確保する。また，全交流動力電源喪失におい

て，設計基準対象の施設が機能維持している場合，非常

用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から制御建屋への給電

ができない場合は，共通電源車を制御建屋の 6.9ｋＶ非常

用母線に接続し，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の負荷へ

給電することにより，制御建屋中央制御室の運転保安灯

及び直流非常灯並びに中央制御室の居住性を確保するた

めの設備に必要な電力を供給する。  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能維持している場合，共通電源車により電源を確保す

るため，ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

へ給電をすることにより，事故対応に有効な再処理施設

の監視機能等を確保する。  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能維持している場合，共通電源車により電源を確保す

るため，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ

非常用母線へ給電をすることにより，使用済燃料貯蔵プ

ールの冷却等のための対処により使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の安全機能を確保する。  

    共通電源車による給電の優先順位は以下のとおり。  

58 1065



 

１．非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

２．制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

３．ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

４．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用

母線  

上記給電を継続するために共通電源車への燃料補給を実

施する。燃料の補給手順については，「 (ｃ ) 燃料補給のた

めの対応手順」にて整備する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

   １ ) 外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第２非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できず，設計基準対象の施設が

機能維持している場合（非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常

用主母線へ給電）。  

   ２ ) 外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第２非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できず，設計基準対象の施設が

機能維持している場合であって，非常用電源建屋の 6.9

ｋＶ非常用主母線から共通電源車による給電ができな

い場合（制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電）。  

３ ) 外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第２非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できず，設計基準対象の施設が

機能維持している場合（ユーティリティ建屋の 6.9ｋ
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Ｖ運転予備用主母線へ給電）。  

   ４ )   外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第１非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できず，重大事故等対処用母線

が健全である場合（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電）。（第８－３表）  

     なお， １ ) ， ２ ) ， ３ )及び ４ )の場合における本対応は，

対処に用いる系統の健全性を確認し，対処に必要とな

る要員が確保できた段階で実施する。また，対処に用

いる系統は現場確認結果及び事故発生直前での電源系

統の保守の状況を確認し，給電可能な系統を選択す

る。  

 

  (ⅱ ) 操作手順  

共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母

線，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線，ユーティリティ建屋

の 6.9ｋＶ運転予備用主母線及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電手順は以下の

とおり。  

各手順の成功は非常用電源建屋（又は制御建屋，ユーテ

ィリティ建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）

の母線電圧が，共通電源車約 2,000ｋＶＡの場合， 6.6ｋ

Ｖ±1.5％，共通電源車約 1,000ｋⅤＡの場合， 6.6ｋＶ±

3.5％又は共通電源車約 1,700ｋⅤＡの場合， 6.6ｋＶ±

0.5％及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。 
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①   実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋

対策班の班員に共通電源車を用いた各母線への給電

開始を指示する。  

②   建屋対策班の班員は，給電に必要な資機材を準備の

うえ共通電源車へ移動し，共通電源車の健全性を確

認する。  

③   建屋対策班の班員は，共通電源車から各母線の接続

口までのアクセスルートの健全性を確認する。  

④   建屋対策班の班員は，共通電源車から各母線まで可

搬型電源ケーブルを敷設し，接続口に接続する。  

⑤   建屋対策班の班員は，共通電源車から第１非常用デ

ィーゼル発電機の重油タンク，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受

入れ・貯蔵所まで可搬型燃料供給ホースを敷設し，

接続口に接続，補給を開始する。  

⑥   建屋対策班の班員は，各母線及び共通電源車につい

て異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がない

ことを外観点検により確認する。  

⑦   建屋対策班の班員は，実施責任者に共通電源車に

よる各母線への給電準備が完了したことを報告す

る。  

⑧   実施責任者は建屋対策班の班員に各母線の各遮断

器の開放操作を指示する。  

⑨   建屋対策班の班員は，各母線の遮断器の開放操作

を行い実施責任者に各操作が完了したことを報告す
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る。  

⑩   実施責任者は，建屋対策班の班員へ各負荷の停止

確認及び各遮断器の開放操作を指示するとともに，

動的負荷の自動起動防止のために操作スイッチの隔

離操作を指示する。  

⑪   建屋対策班の班員は，実施責任者に各負荷の停止

確認，各遮断器の開放操作及び動的負荷の自動起動

防止のための操作スイッチの隔離操作を行い，操作

が完了したことを報告する。  

⑫   実施責任者は，建屋対策班の班員に共通電源車に

よる各母線への給電開始を指示する。  

⑬   建屋対策班の班員は，共通電源車を起動し，共通

電源車の発電機電圧計及び燃料油液位計により共通

電源車が健全であることを確認する。また，異臭，

発煙，破損等の異常ないことを確認した上で，各母

線への給電を実施し，実施責任者へ給電が完了した

ことを報告する。  

⑭   建屋対策班の班員は，各母線電圧を確認した後

に，遮断器の投入操作を実施する。  

⑮   建屋対策班の班員は，実施責任者に共通電源車に

よる非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線の場

合，非常用電源建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋への給電操作が

完了したことを報告する。  
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制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の場合，制御建屋

への給電操作が完了したことを報告する。  

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

の場合，ユーティリティ建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋への給

電操作が完了したことを報告する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ

非常用母線の場合，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設への給電操作が完了したことを報告する。  

⑯   実施責任者は，建屋対策班の班員へ給電操作開始

を指示する。  

⑰   建屋対策班の班員は，各遮断器の投入操作が完了

したことを実施責任者へ報告し，共通電源車の発電

機電圧計及び燃料油液位計により監視を行う。  

⑱   実施責任者は，非常用電源建屋（又は制御建屋，

ユーティリティ建屋及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設）の母線電圧が共通電源車の発電機と同

じ共通電源車約 2,000ｋＶＡの場合， 6.6ｋＶ±

1.5％，共通電源車約 1,000ｋⅤＡの場合， 6.6ｋＶ

±3.5％又は共通電源車約 1,700ｋⅤＡの場合， 6.6

ｋＶ±0.5％であること，母線電圧低の警報が回復

していることを確認することにより，共通電源車か

らの給電が成功していることを判断する。  

手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－ 10図～
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第８－ 13図に，タイムチャートを第８－５表～第８－

８表に，重大事故等対処設備を活用する手順等の判断

基準として用いる補助パラメータを第８－９表に，配

置概要図を第８－ 14図に示す。    

共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常

用主母線への給電するための手順は以下のとおり。  

共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常

用主母線の電源隔離（非常用電源建屋）から共通電源車

起動及び運転状態の確認を 14 人にて実施する。要員の

確保が出来てから共通電源車の起動完了まで１時間以

内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9

ｋＶ非常用主母線への給電するための手順に必要とな

る合計の要員数は 14 人，想定時間は１時間以内で実施

する。  

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線

への給電するための手順は以下のとおり。  

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線

の電源隔離から共通電源車起動及び運転状態の確認を

14 人にて実施する。要員の確保が出来てから共通電源

車の起動完了まで１時間以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非

常用母線への給電するための手順に必要となる合計の

要員数は 14 人，想定時間は１時間以内で実施する。  

共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ
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運転予備用主母線への給電するための手順は以下のと

おり。  

共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ

運転予備用主母線の電源隔離から共通電源車起動及び

運転状態の確認を 12 人にて実施する。要員の確保が出

来てから共通電源車の起動完了まで１時間 20 分以内で

実施する。  

以上より，共通電源車を用いたユーティリティ建屋の

6.9ｋＶ 運転 予備 用 主 母 線 へ の給 電 す る た め の 手 順 に

必要となる合計の要員数 12 人，想定時間は１時間 20 分

以内で実施する。  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電するための手順

は以下のとおり。  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線の電源隔離から共通電源

車起動及び運転状態の確認を 22 人にて実施する。要員

の確保が出来てから共通電源車の起動完了まで１時間

10 分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電する

ための手順に必要となる合計の要員数 22人，想定時間

は１時間 10分以内で実施する。  

本対応は，対処に用いる系統の健全性を確認し，対

処に必要となる要員が確保できた場合に着手を行うこ
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ととしているため，重大事故等対処設備を用いた対処

に悪影響を及ぼすことはない。  

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量

を可能な限り低減する。  

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動がで

きるように，可搬型照明を配備する。  
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  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等の対応手段の選択方法は以下のとおり。

手順の概要を，第８－３図に示す。  

    全交流動力電源が喪失した場合には，前処理建屋可

搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型

発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

又は共通電源車による給電の対応手順に従い，電源を

確保することにより，重大事故等時の対処に必要な電

源を確保する設計とする。  

    全交流動力電源が喪失した場合は，燃料補給のため

の対応手順及び前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可

搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機による対応手順へ移行

し，可搬型発電機による給電を行い，電源を確保する

設計とする。  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能喪失している場合は，可搬型発電機による給電

を行い，電源を確保する。設計基準事故に対処するた

めの電気設備が機能維持しており，第１非常用ディー

ゼル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機の手動起

動ができない場合であって，共通電源車による電源が
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確保できない場合は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による給電を行

い，電源を確保する設計とする。  

    全交流動力電源喪失において，第１非常用ディーゼ

ル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機の手動起動

ができない場合であって，設計基準対象の施設が機能

維持し，共通電源車による電源確保ができる場合は，

共通電源車による給電を行い，電源を確保する設計と

する。  
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 (ｂ ) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等

の対処に必要な電源の確保に関する対応手順  

  ⅰ．設計基準対象の施設と一部兼用する重大事故等対処設

備からの給電  

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因

として発生する重大事故等の対処において，臨界事

故，有機溶媒等による火災又は爆発の対処に必要な設

備，冷却機能の喪失による蒸発乾固，水素爆発の対処

に必要な設備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の燃料貯蔵プール等の冷却等の対処に用いる放射線監

視設備，計装設備及び通信連絡設備が必要となる場合

は，全交流動力電源が健全な環境の条件において対処

するため，受電開閉設備，受電変圧器，所内高圧系

統，所内低圧系統，直流電源設備及び計測制御用交流

電源設備に対処するための電気設備の一部を兼用し，

電源を確保する手順に着手する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

１ )  外部電源が健全であること。  

２ )  所内電源系統の電圧が正常であること。  

３ )  第１非常用ディーゼル発電機２台又は第２非常用デ

ィーゼル発電機２台が待機状態であり，故障警報が

発報していないこと。  

４ )  第１非常用ディーゼル発電機１台又は第２非常用デ

ィーゼル発電機１台が点検等により待機除外時であ
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っても，他の第１非常用ディーゼル発電機１台又は

第２非常用ディーゼル発電機１台は待機状態で故障

警報が発報していないこと。  

なお，対処に用いる系統は，警報の確認により，対処

可能な系統を選択する（第８－３表）。  

 

  (ⅱ ) 操作手順  

    手順着手の判断基準は，下記項目を制御室の監視制御

盤にて確認する。  

・受電開閉設備の電圧が正常であること。  

・6.9ｋＶ非常用主母線 , 6.9ｋＶ非常用母線の電圧  が

正常であること。  

・非常用ディーゼル発電機２台が待機状態であり，故障

警報が発報していないこと。  

・電源系統の警報が発報していないこと。  

・非常用ディーゼル発電機１台が点検等により待機除

外時であっても，残りの１台は待機状態で故障警報が

出ていないこと。  

 

  (ⅲ ) 操作の成立性  

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重大事故

等の対処は，制御室の監視制御盤にて速やかに確認する。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること
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とする。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量

を可能な限り低減する。  

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動がで

きるように，可搬型照明を配備する。  

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等の対応手段の選択方法は以下のとおり。手順  

の概要を，第８－３図に示す。  

全交流動力電源喪失を要因とせずに動的機器の機能喪

失又は人為的な過失の重畳を要因として発生する重大事

故等に対しては，設計基準事故に対処するための電気設

備の一部を兼用し，電源を確保する設計とする。  
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 (ｃ )    燃料補給のための対応手順  

  ⅰ．重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆動用燃

料補給設備による補給手順  

(ⅰ ) 重大事故等の対処に用いる設備への補給  

 重大事故等の対処に用いる前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型

空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポン

プ車に燃料を補給するため，軽油貯槽と軽油用タンク

ローリを接続し，軽油用タンクローリの車載タンクへ

軽油を補給する設計とする。  

また，軽油用タンクローリから前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，

可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移

送ポンプ車の近傍のドラム缶へ燃料を補給した後，ド

ラム缶から可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型

中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車へ燃料を補給す

る設計とする。  

可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機の初期の燃料

は，満タンである前提とする。  
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可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車の初回

の燃料補給は，当該設備の運搬時に軽油貯槽から行う

前提とする。  

     中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車，監

視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ及び軽油

用タンクローリへの燃料の補給は，軽油貯槽から随時

行う。  

なお，軽油用タンクローリは，自主対策の対処で使

用する軽油を用いる共通電源車へも供給する。  

ドラム缶は，屋内に保管し損傷が無いことを定期的

に確認する。  

     なお，本対応における可搬型空気圧縮機の設備の詳

細は，「３．放射線分解により発生する水素による爆

発に対処するための手順等」，可搬型中型移送ポンプ

の設備の詳細は，「２．冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための手順等」，中型移送ポンプ運搬

車，大型移送ポンプ車，ホース展張車及び運搬車の設

備の詳細は，「７．重大事故等への対処に必要となる

水の供給手順等」，ホイールローダの設備の詳細は，

「５．１重大事故等対策」，けん引車の設備の詳細

は，「９．事故時の計装に関する手順等」，監視測定用

運搬車の設備の詳細は，「 11．監視測定等に関する手

順等」に示す。  
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   １ ）  手順着手の判断基準  

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施

設が機能喪失し，前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空

気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポン

プ車を使用する場合。  

〔ドラム缶から可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬

型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車への補給〕  

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可

搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車の運転開

始前に燃料油が規定油量以上であることを確認した

上で，運転を行う。運転開始後は，燃料保有量と消

費量を考慮し，算出した時間※ １ 内で定期的に燃料補

給を行う。  

※１  燃料補給の時間は以下のとおりである。  

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム
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混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可

搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車が枯渇す

る前に燃料補給の作業に着手する。  

・前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機：運転

開始後１時間 30分  

・可搬型空気圧縮機：運転開始後１時間 30分  

・可搬型中型移送ポンプ：運転開始後２時間 50分  

・大型移送ポンプ車：運転開始後１時間  

   ２ ）  操作手順  

     軽油用タンクローリから可搬型発電機，可搬型空気

圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車

への燃料の補給手順は以下のとおり。  

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕  

①   実施責任者は，全交流動力電源喪失した場合，前処

理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ
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及び大型移送ポンプ車を用いて重大事故等への対処を

行うにあたり，建屋外対応班の班員に軽油貯槽から軽

油用タンクローリへの軽油の補給開始を指示する。  

②   建屋外対応班の班員は，補給操作に必要な資機材を

準備のうえ車両保管場所へ移動し，軽油用タンクロー

リの健全性を確認する。  

③   建屋外対応班の班員は，軽油貯槽の注油計量器の注

油ノズルを軽油用タンクローリの車載タンクに挿入す

る。  

④   建屋外対応班の班員は軽油用タンクローリ付属の各

バルブ等を操作し，軽油用タンクローリの車載タンク

への補給を開始する。  

⑤   建屋外対応班の班員は，車載タンクへの給油量（満

タン）を目視等により確認し，補給を停止する。  

⑥   建屋外対応班の班員は，軽油用タンクローリ付属の

各バルブ等を操作し，補給を完了する。  

⑦   建屋外対応班の班員は，実施責任者に，軽油貯槽か

ら軽油用タンクローリへの補給完了を報告する。  

 

〔軽油用タンクローリから前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬

型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車への燃料の補
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給〕  

⑧   実施責任者は，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，

可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車を用いて

重大事故等への対処を行うにあたり，建屋外対応班の

班員に軽油用タンクローリによる燃料の供給開始を指

示する。  

⑨   建屋外対応班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，

分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気

圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車

の近傍に準備したドラム缶付近へ軽油用タンクローリ

を配備する。  

⑩   建屋外対応班の班員は，給油バルブの操作を実施

し，ドラム缶の蓋を開放し，ピストルノズルをドラム

缶の給油口に挿入する。  

⑪   建屋外対応班の班員は，車載ポンプを作動し，軽油

用タンクローリからドラム缶へ燃料の補給を開始す

る。  

⑫   建屋外対応班の班員は，給油量（満タン）を目視で
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確認し，車載ポンプを停止する。  

⑬    建屋外対応班の班員は，軽油用タンクローリの燃料

補給終了後，ドラム缶の蓋を閉止する。  

⑭   建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，ドラ

ム缶の蓋を開け，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，

可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車へ簡易ポ

ンプ等により燃料を補給する。  

⑮   建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，附属

タンクの油面計等により，給油量（満タン）を目視で

確認し，燃料の補給を終了する。  

⑯   建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，前処

理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ

及び大型移送ポンプ車に附属する燃料タンクの蓋及び

ドラム缶の蓋を閉止し，実施責任者に補給対象設備へ

の補給完了を報告する。  

その後，燃料保有量と消費量を考慮し，算出した時

間内で定期的に燃料補給を行う。  
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なお，火山降灰時には，ドラム缶の燃料を携行缶等

を用いて可搬型発電機へ補給する。  

手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－ 15図

に，タイムチャートを第８－ 10表に示す。  

※建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，可

搬型発電機等の７日間連続運転を継続させるため

に，軽油用タンクローリの車載タンクの軽油の残量

及び可搬型発電機等の運転時の補給間隔に応じて，

操作手順②～⑯を繰り返す。  

    

   ３ ）  操作の成立性  

  〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕  

        軽油用タンクローリ３台使用し，実施責任者等８人，

建屋外対応班の班員３人の合計 11 人にて作業を実施し

た場合，軽油貯槽から軽油用タンクローリの車載タン

クへの補給完了までの所要時間は，軽油用タンクロー

リ準備，移動後から１時間 20 分以内で可能である。ま

た，円滑に作業できるように移動経路を確保した上で，

可搬型照明により必要な照明設備を確保し，代替通信

連絡設備により通信連絡手段を確保して作業を行う。  

なお，代替通信連絡設備の詳細は，「 13．通信連絡に

関する手順等」に示す。  

 

  〔軽油用タンクローリからドラム缶，ドラム缶から可搬型発

電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型
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移送ポンプ車への燃料の補給〕  

    実施責任者等８人，建屋外対応班の班員２人の合計 10

人で作業を実施した場合，軽油用タンクローリの準備，

移動から可搬型 発 電 機 の近 傍 の ド ラ ム 缶 へ の 燃 料 の補

給を，軽油用タンクローリの準備，移動作業開始から 10

時間以内，２回目以降の軽油用タンクローリからドラム

缶への燃料の補給は，実施責任者等８人，建屋外対応班

の班員１人の合計９人にて，９時間 30 分以内で可能で

ある。  

 可搬型空気圧縮機の近傍のドラム缶への燃料の補給を，

実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人

にて，７時間以内，２回目以降の軽油用タンクローリか

らドラム缶への燃料の補給は，実施責任者等８人，建屋

外対応班の班員１人の合計９人にて，９時間 30 分以内

で可能である。  

 可搬型中型移送ポンプの近傍のドラム缶への燃料の補

給を，実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合

計９人にて，５時間 40 分以内，２回目以降の軽油用タン

クローリからドラム缶への燃料の補給は，実施責任者等

８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人にて，15 時間

30 分以内で可能である。  

 大型移送ポンプ車の近傍のドラム缶への燃料の補給を，

実施責任者等８人，建屋外対応班の班員２人の合計 10 人

にて，16 時間以内，２回目以降の軽油用タンクローリか

らドラム缶への燃料の補給は，実施責任者等８人，建屋
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外対応班の班員２人の合計 10 人にて，15 時間 30 分以内

で可能である。  

 運転開始後に，近傍に設置したドラム缶の燃料が枯渇

するまでに燃料補給を実施する。  

 ドラム缶から可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機への

燃料の補給を，実施責任者等９人，建屋対策班の班員 26

人の合計 35 人にて実施した場合，ドラム缶への補給後

１時間 30 分以内に燃料を補給することが可能である。  

ドラム缶から可搬型中型移送ポンプへの燃料の補給を，

実施責任者等８人，建屋外対応班の班員５人の合計 13 人

にて実施した場合，２時間 50 分以内に燃料を補給する

ことが可能である。  

 ドラム缶から大型移送ポンプ車への燃料の補給を実施

責任者等８人，建屋外対応班の班員４人の合計 12 人に

て実施した場合，１時間以内に燃料を補給することが可

能である。  

 可搬型発電機は運転開始後 10 時間 30 分，可搬型空気

圧縮機は運転開始後８時間 40 分，可搬型中型移送ポン

プは運転開始後２時間 50 分，大型移送ポンプ車は運転

開始後２時間 50 分が燃料枯渇までの時間であることか

ら，燃料が枯渇することなく対処が可能である。  

 作業に当たっては，円滑に作業できるように移動経路

を確保した上で，可搬型照明により必要な照明設備を確

保し，代替通信連絡設備により通信連絡手段を確保して

作業を行う。また，定期的に周辺環境の放射線測定を行
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い，作業環境に応じた防護具を着用し作業を行う。  

 なお，代替通信連絡設備の詳細は，「 13．通信連絡に

関する手順等」に示す。  

 可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポ

ンプ及び大型移送ポンプ車を起動後，可搬型発電機等の

燃料が枯渇するまでの主な設備の時間を以下に示す。  

・前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機： 12時間 30分  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機： 10時間 30分  

・前処理建屋可搬型空気圧縮機，分離建屋可搬型空気

圧縮機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型空気圧

縮機： 11時間 30分  

・精製建屋可搬型空気圧縮機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型空気圧縮機：８時間 40分  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型空冷ユ

ニット用空気圧縮機： 12時間  

・前処理建屋可搬型中型移送ポンプ，分離建屋可搬型

中型移送ポンプ，精製建屋可搬型中型移送ポンプ，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型中型移送

ポンプ，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型中型移

送ポンプ，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型中型移送ポンプ：２時間 50分  
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・大型移送ポンプ車：２時間 50分  

   

  ⅱ ． 共通電源車に対する燃料補給のための手順  

重大事故等の対処に必要となる共通電源車に補給する

ため，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２

非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ

用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への補給までの

系統の間に設けた接続口に燃料供給ポンプを接続し，可

搬型燃料供給ホースにより共通電源車の車載タンクへ補

給する。なお，補給の間隔については，共通電源車の車

載タンクの残量が少なくなった場合，燃料供給ポンプに

より第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用

燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タンクへ自

動で補給するため，連続して供給することが可能であ

る。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

〔第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ

用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タンク

への燃料の補給〕  

重大事故等の自主対策として共通電源車を使用する

場合。  

   ２ ）  操作手順  

第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非
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常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ

用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への燃料の補

給手順は以下のとおり。  

 

①   建屋対策班の班員は，可搬型燃料供給ホース及び

燃料供給ポンプを燃料油移送ポンプ近傍の燃料供給

配管に配置する。  

②   建屋対策班の班員は，燃料供給配管と燃料供給ポ

ンプを可搬型燃料供給ホースにて接続し，共通電源

車と燃料供給ポンプを可搬型燃料供給ホースにて接

続する。また，燃料供給配管のバルブを開とする。  

③   建屋対策班の班員は，燃料供給ポンプの電源ケー

ブルを共通電源車へ接続する。  

④   建屋対策班の班員は，燃料供給ポンプのスイッチ

が「自動」であることを確認する。  

手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－ 15図に，

タイムチャートを第８－ 10表に示す。  

   ３ ）  操作の成立性  

   〔第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料

油受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タンクへの燃料の

補給〕  

建屋対策班の班員８人で作業を実施した場合，要員

の確保が出来てから第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンクから共通電源車への燃料補給準備完了までの
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所要時間を 40 分以内で可能である。  

建屋対策班の班員４人で作業を実施した場合，要員の

確保が出来てから第２非常用ディーゼル発電機の燃料

油貯蔵タンクから共通電源車への燃料補給準備完了ま

での所要時間を１時間以内で可能である。  

     建屋対策班の班員２人で作業を実施した場合，要員の

確保が出来てからＤ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から共

通電源車への燃料補給準備完了までの所要時間を 40 分

以内で可能である。  

     また，共通電源車の車載タンクの残量が少なくなった    

場合，燃料供給ポンプにより第１非常用ディーゼル発電    

機の重油タンク，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油  

貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から車載  

タンクへ自動で燃料を補給するため，連続して燃料供給  

することが可能である。  

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量

を可能な限り低減する。  

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  
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重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動がで

きるように，可搬型照明を配備する。  
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 (ｄ ) その他の手順項目について考慮する手順  

   電源設備からの電源供給を受ける臨界事故の拡大を防止

するための設備の詳細については，「１．臨界事故の拡大

を防止するための手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける蒸発乾固に対処するた

めの設備の詳細については，「２．冷却機能の喪失による

蒸発乾固に対処するための手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける水素爆発に対処するた

めの設備の詳細については，「３．放射線分解により発生

する水素による爆発に対処するための手順等」にて整備す

る。  

   電源設備からの電源供給を受ける有機溶媒等による火災

又は爆発に対処するための設備の詳細については，「４．

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等」

にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける使用済燃料貯蔵槽の冷

却に必要となる設備の詳細については，「５．使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける計装設備に関する手順

は「９．事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける居住性確保のために必

要となる設備の詳細については，「 10．制御室の居住性等

に関する手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける監視測定設備に必要と

なる設備の詳細については，「 11．監視測定等に関する手
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順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける通信設備に必要となる

設備の詳細については，「 13．通信連絡に関する手順等」

にて整備する。  
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給電対象 主要負荷 

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線 

冷却水設備 

圧縮空気設備 

換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備 

計測制御設備 

非常灯 

放射線監視設備 

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 制御建屋中央制御室換気設備 

計測制御設備 

非常灯 

放射線監視設備 

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用主母線 計測制御設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備 

計測制御設備 

非常灯 

放射線監視設備 

 
 

第８－１表 共通電源車の主要負荷 
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対応手順，対処設備，手順書一覧  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

全
交
流
動
力
電
源
喪

失
を
要
因
と
し
て

発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対

処

に 

必
要
な
電
源
の
確
保

に

関
す
る
対
応
手
段
及

び

設
備 

・ 第 ２ 非 常

用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電

機  

・ 非 常 用 電

源 建 屋 の

6.9 ｋ Ｖ

非 常 用 主

母線  

可

搬

型

発

電

機

に

よ

る

給

電  

・前処理建屋可搬型発電機  
・分離建屋可搬型発電機  
・制御建屋可搬型発電機  
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機  
・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 可 搬 型 発

電機  
・前処理建屋の重大事故対処用母線（常設

分電盤，常設電源ケーブル）  
・分離建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤，常設電源ケーブル）  
・精製建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤，常設電源ケー ブル）  
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重

大事故対処用母線（常設分電盤，常設電

源ケーブル）  
・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 重 大 事

故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケ

ーブル）  
・前処理建屋の可搬型分電盤  
・分離建屋の可搬型分電盤  
・精製建屋の可搬型分電盤  
・制御建屋の可搬型分電盤  
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型分電盤  
・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 可 搬 型

分電盤  
・前処理建屋の可搬型電源ケーブル  
・分離建屋の可搬型電源ケーブル  
・精製建屋の可搬型電源ケーブル  
・制御建屋の可搬型電源ケーブル  
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型電源ケーブル  
・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 可 搬 型

電源ケーブル  
・第１軽油貯槽  
・第２軽油貯槽  
・軽油用タンクローリ  
 

重

大

事

故

等

対

処

設

備  

前処理

課，分

離課，

精製

課，脱

硝課，

ガラス

固化

課，ユ

ーティ

リティ

課重大

事故等

発生時

対応手

順書  

第８－２表  機能喪失を想定する設計基準事故に対処するための設備と  

整備する手順  
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（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

全
交
流
動
力
電
源
喪

失
を
要
因
と
し
て

発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対

処

に 

必
要
な
電
源
の
確
保

に

関
す
る
対
応
手
段
及

び

設
備 

・ 第 １ 非 常

用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電

機  

・ 使 用 済 燃

料 の 受 入

れ 施 設 及

び 貯 蔵 施

設 の 6.9

ｋ Ｖ 非 常

用母線  

可

搬

型

発

電

機

に

よ

る

給

電  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施設可搬型発電機  
・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施設の可搬型分電盤  
・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施設の可搬型電源ケーブル  
・第１軽油貯槽  

・第２軽油貯槽  

・軽油用タンクローリ  

 

重

大

事

故

等

対

処

設

備  

燃料管理

課，防災

管理課重

大事故等

発生時対

応手順書  
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（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

全
交
流
動
力
電
源
喪

失
を
要
因
と
せ
ず
に
発

生
す
る
重
大
事
故
等
の

対

処
に
必
要
な
電
源
の

確

保
に
関
す
る
対
応

手
段
及
び
設
備 

－  設
計
基
準
対
象
の
施

設
と
兼
用
す
る
重
大
事

故

等
対
処
設
備
か
ら
の

給

電 

・受電開閉設備  

・受電変圧器  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用

主母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用主母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常

用主母線  

・第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線  

・第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋ

Ｖ常用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用

母線  

・分離建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母

線  

・精製建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母

線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母

線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の

6.9ｋＶ運転予備用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ常用母線  

・低レベル廃棄物処理建屋の 6.9ｋ

Ｖ運転予備用母線  

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母

線  

・ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転

予備用母線  

常
設
重
大
事
故
等
対

処

設
備
（
設
計
基
準
対

象

の
施
設
と
兼
用
） 

－  
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（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

交
流
動
力
電
源
喪
失
を

要
因
と
せ
ず
に
発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対

処

に
必
要
な
電
源
の
確

保

に
関
す
る
対

応
手
段
及
び
設
備 

－  設
計
基
準
対
象
の
施

設
と
兼
用
す
る
重
大
事

故

等
対
処
設
備
か
ら
の

給

電 

・第２ユーティリティ建屋の 460Ｖ

運転予備用母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母

線  

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・分離建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線  

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の 460Ｖ非常用母 線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の 460Ｖ運転予備 用母線  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の

460Ｖ非常用母線  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の

460Ｖ運転予備用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 460Ｖ非常用母線  

・低レベル廃棄物処理建屋の 460Ｖ

運転予備用母線  

・低レベル廃液処理建屋の 460Ｖ運

転予備用母線  

・ ハ ル ・ エ ン ド ピ ー ス 貯 蔵 建 屋 の

460Ｖ運転予備用母線  

・ウラン脱硝建屋の 460Ｖ運転予備

用母線  

・非常用電源建屋の第２非常用直流

電源設備  

・ユーティリティ建屋の直流電源設

備  

・第２ユーティリティ建屋の直流電

源設備  

・前処理建屋の第２非常用直流電源

設備  

・前処理建屋の直流電源設備  

・分離建屋の第２非常用直流電源設

備  

 

常
設
重
大
事
故
等
対

処

設
備
（
設
計
基
準
対

象

の
施
設
と
兼
用
） 

－  

93 1100



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

全
交
流
動
力
電
源
喪

失
を
要
因
と
せ
ず
に
発

生
す
る
重
大
事
故
等
の

対

処
に
必
要
な
電
源
の

確

保
に
関

す
る
対
応
手
段
及
び

設

備 

－  設
計
基
準
対
象
の
施

設
と
兼
用
す
る
重
大
事

故

等
対
処
設
備
か
ら
の

給

電 

・精製建屋の第２非常用直流電源設

備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設

備  

・制御建屋の直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の第２非常用直流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第

２非常用直流電源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の第１非常用直流電源設備  

・低レベル廃棄物処理建屋の直流電

源設備  

・低レベル廃液処理建屋の直流電源

設備  

・ハル・エンドピース貯蔵建屋の直

流電源設備  

・ウラン脱硝建屋の直流電源設備  

・ユーティリティ建屋の計測制御用

交流電源設備  

・第２ユーティリティ建屋の計測制

御用交流電源設備  

・前処理建屋の非常用計測制御用交

流電源設備  

・前処理建屋の計測制御用交流電源

設備  

・分離建屋の非常用計測制御用交流

電源設備  

・分離建屋の計測制御用交流電源設

備  

・精製建屋の非常用計測制御用交流

電源設備  

・精製建屋の計測制御用交流電源設

備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流

電源設備  

・制御建屋の計測制御用交流電源設

備  

 

常
設
重
大
事
故
等
対

処

設
備
（
設
計
基
準
対

象

の
施
設
と
兼
用
） 

－  

94 1101



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

全
交
流
動
力
電
源
喪

失
を
要
因
と
せ
ず
に
発

生
す
る
重
大
事
故
等
の

対

処
に
必
要
な

電
源
の
確
保
に
関
す

る

対
応
手
段
及
び
設
備 

－  設
計
基
準
対
象
の
施

設
と
兼
用
す
る
重
大
事

故

等
対
処
設
備
か
ら
の

給

電 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流 電 源

設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の計測制御用交流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非

常用計測制御用交流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の計

測制御用交流電源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施 設 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流 電

源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の計測制御用交流電源設備  

常
設
重
大
事
故
等
対

処

設
備
（
設
計
基
準
対

象

の
施
設
と
兼
用
） 

－  

  

95 1102



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

自
主
対
策
設
備
に
よ

る

対
処 

・ 第 ２ 非 常

用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電

機  

 

共
通
電
源
車
に
よ
る

非

常
用
電
源
建
屋
の6

.
9

ｋ
Ｖ
非
常
用
主
母
線

へ

の
給
電 

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 の 燃

料油貯蔵タンク  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の 6.9ｋＶ非常用母線  

・非常用電源建屋の 460Ⅴ非常用母   

 線  

・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の 460Ⅴ非常用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460

Ⅴ非常用母線  

・ 前 処 理 建 屋 の 第 ２ 非 常 用 直 流 電 源

設備  

・分離建屋の第２非常用直流電源設   

 備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設   

 備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設  

 備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の第２非常用直流電源設備  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 第

２非常用直流電源設備  

・ 前 処 理 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交

流電源設備  

・ 分 離 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

・ 精 製 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

・ 制 御 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

自

主

対

策

設

備  

再 処 理 工

場  電 源

機 能 喪 失

に 係 る 電

源 車 に よ

る 電 力 供

給 マ ニ ュ

アル  

 

非 常 用 電

源 建 屋  

電 源 機 能

喪 失 時 に

お け る 電

源 車 給 電

対 応 マ ニ

ュアル  

 

制 御 建 屋  

電 源 機 能

喪 失 時 に

お け る 電

源 車 給 電

対 応 マ ニ

ュアル  

 

前 処 理 建

屋／ハル・

エ ン ド ピ

ー ス 貯 蔵

建 屋  電

源 機 能 喪

失 時 に お

け る 電 源

車 給 電 等

対 応 マ ニ

ュアル  

 

 

 

96 1103



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

自
主
対
策
設
備
に
よ

る

対
処 

・第２ 非常

用ディ ー

ゼル発 電

機  

共
通
電
源
車
に
よ
る

非

常
用
電
源
建
屋
の6

.
9

ｋ
Ｖ
非
常
用
主
母
線

へ

の
給
電 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋  

の非常用計測制御用交流電源設備  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 非

常用計測制御用交流電源設備  

 

自

主

対

策

設

備  

分 離 建 屋  

電 源 機 能

喪 失 時 に

お け る 電

源 車 給 電

対 応 マ ニ

ュアル  

 

精 製 建 屋  

電 源 機 能

喪 失 時 に

お け る 電

源 車 給 電

対 応 マ ニ

ュアル  

 

ウラン・プ

ル ト ニ ウ

ム 混 合 脱

硝 建 屋  

ウラン・プ

ル ト ニ ウ

ム 混 合 酸

化 物 貯 蔵

建 屋  電

源 機 能 喪

失 時 に お

け る 電 源

車 給 電 対

応 マ ニ ュ

アル  

 

高 レ ベ ル

廃 液 ガ ラ

ス 固 化 建

屋  電 源

喪 失 時 電

源 車 に よ

る 受 電 マ

ニュアル  

 

 

 

97 1104



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

自
主
対
策
設
備
に
よ

る

対
処 

・ 第 ２非 常

用ディー

ゼル発電

機  

共
通
電
源
車
に
よ
る

制

御
建
屋
の6

.
9

ｋ
Ｖ
非

常
用
母
線
へ
の
給
電 

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 の 燃

料油貯蔵タンク  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・ 制 御 建 屋 の 重 大 事 故 等 対 処 用 常 設

電源ケーブル  

・制御建屋の第２非常用直流電源設   

 備  

・ 制 御 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

 

自

主

対

策

設

備  

制 御 建 屋  

電 源 機 能

喪 失 時 に

お け る 電

源 車 給 電

対 応 マ ニ

ュアル  

 

 

  

98 1105



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

自
主
対
策
設
備
に
よ

る

対
処 

・ 第 ２非 常

用ディー

ゼル発電

機  

共
通
電
源
車
に
よ
る

ユ

ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋

の6
.
9

ｋ
Ｖ
運

転
予
備
用

主
母
線
へ
の
給
電 

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母

線  

・分離建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用母   

 線  

・精製建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用母   

 線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母  

 線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 6.9

ｋⅤ運転予備用母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ運転予備用母   

 線  

・分離建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の 460Ⅴ運転予備用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460

Ⅴ運転予備用母線  

・ ユ ー テ ィ リ テ ィ 建 屋 の 直 流 電 源 設

備  

・ 前 処 理 建 屋 の 第 ２ 非 常 用 直 流 電 源

設備  

・前処理建屋の直流電源設備  

・分離建屋の第２非常用直流電源設  

 備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設  

 備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設  

 備  

・制御建屋の直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の第２非常用直流電源設備  

 

自

主

対

策

設

備  

－  

99 1106



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

自
主
対
策
設
備
に
よ

る

対
処 

・ 第 ２ 非 常

用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電

機  

 

共
通
電
源
車
に
よ
る

ユ

ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋

の6
.
9

ｋ
Ｖ
運

転
予
備
用

主
母
線
へ
の
給
電 

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 第

２非常用直流電源設備  

・ ユ ー テ ィ リ テ ィ 建 屋 の 計 測 制 御 用

交流電源設備  

・ 前 処 理 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交

流電源設備  

・ 前 処 理 建 屋 の 計 測 制 御 用 交 流 電 源

設備  

・ 分 離 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

・分離建屋の計測制御用交流電源設  

備   

・ 精 製 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

・精製建屋の計測制御用交流電源設  

 備  

・ 制 御 建 屋 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流

電源設備  

・制御建屋の計測制御用交流電源設  

 備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の非常用計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の計測制御用交流電源設備  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 非

常用計測制御用交流電源設備  

・ 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 計

測制御用交流電源設備  

自

主

対

策

設

備  

－  

 

  

100 1107



 

（つづき）  

分

類  

機能喪失を

想定する設

計基準事故

に対処する

ための設備  

対

応

手

順  

対処設備  手順書  

自
主
対
策
設
備
に
よ

る

対
処 

・ 第 １ 非 常

用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電

機  

 

共
通
電
源
車
に
よ
る

使

用
済
燃
料
の
受
入
れ

施

設
及
び
貯
蔵
施
設
の6

.
9

ｋ
Ｖ
非
常
用
母
線
へ

の
給
電 

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・ 第 １ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 の 重

油タンク  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施設の 460Ⅴ非常用母線  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施設の第１非常用直流電源設備  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施 設 の 非 常 用 計 測 制 御 用 交 流 電 源

設備  

 

自

主

対

策

設

備  

－  

 

101 1108



共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

受電開閉設備 ○ × × × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ×

受電変圧器 ○ × × × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ×

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用主母
線

○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × 〇 × × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線 × × × × × × × × × × × × 〇 × ○ × × × × × × 〇 × × × × × × × × 〇 × ○ 〇 ○ × × × ×

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用
主母線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × 〇 × × 〇 × × × × ×

第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × 〇 × × × × × 〇 × × 〇 × × × × ×

前処理建屋の6.9ｋＶ非常用母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

前処理建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

分離建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × 〇 ○ × × × ×

精製建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

制御建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の6.9ｋＶ
非常用母線

× × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の6.9ｋＶ
運転予備用母線

× × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の6.9ｋＶ運転予
備用母線

× × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

低レベル廃棄物処理建屋の6.9ｋＶ運転予備用
母線

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 〇 × × ○ × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋ
Ｖ非常用母線

× × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋ
Ｖ常用母線

× × × × × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ×

非常用電源建屋の460Ｖ非常用母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ユーティリティ建屋の460Ｖ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

第２ユーティリティ建屋の460Ｖ運転予備用母
線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × 〇 × × ○ × × × × ×

前処理建屋の460Ｖ非常用母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

前処理建屋の460Ｖ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

分離建屋の460Ｖ非常用母線 × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

分離建屋の460Ｖ運転予備用母線 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

精製建屋の460Ｖ非常用母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

精製建屋の460Ｖ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

制御建屋の460Ｖ非常用母線 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

制御建屋の460Ｖ運転予備用母線 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の460Ｖ非
常用母線

× × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の460Ｖ運
転予備用母線 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の460Ｖ非常用母
線

× × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の460Ｖ運転予備
用母線 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

低レベル廃棄物処理建屋の460Ｖ運転予備用母
線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の460Ｖ
非常用母線 × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

低レベル廃液処理建屋の460V運転予備用母線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

ハル・エンドピース貯蔵建屋の460V運転予備
用母線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

ウラン脱硝建屋の460V運転予備用母線 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の第１
非常用直流電源設備

× × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

前処理建屋の第２非常用直流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

分離建屋の第２非常用直流電源設備 × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

精製建屋の第２非常用直流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

制御建屋の第２非常用直流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非
常用直流電源設備

× × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直
流電源設備 × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ユーティリティ建屋の直流電源設備 ○ × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

第２ユーティリティ建屋の直流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × × × ×

前処理建屋の直流電源設備 ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

制御建屋の直流電源設備 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

低レベル廃棄物貯蔵建屋の直流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

低レベル廃液処理建屋の直流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

ハル・エンドピース貯蔵建屋の直流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

ウラン脱硝建屋の直流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × ×

機器グループ

設備名称 構成する機器

所内高圧系
統

所内低圧系
統

直流電源設
備

設備

受電開閉設
備

・受電変圧
器

36条
燃料補給設備による給油

45条

監視測定設備

44条

制御室

常設重大事故等対処設備による
給電

可搬型重大事故等対処設備によ
る給電

46条

緊急時対策所

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

重大事故等対処に係る措置

42条

自主対策設備自主対策設備 自主対策設備 自主対策設備

37条

TBP溶媒火災

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

43条

計装設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

水素爆発

35条

蒸発乾固

34条

臨界

第８－３表　各条文における電源設備整理表（１／２）

電源設備

重大事故等
対処設備

自主対策設備

電源設備

47条

通信連絡

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備 自主対策設備

38条

プール冷却

自主対策設備 自主対策設備
重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備
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共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

共通電源車から
の給電による対応

既設電気設備から
の給電による対応

ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設
備

○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

第２ユーティリティ建屋の計測制御用交流電
源設備

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × × × ×

前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

前処理建屋の計測制御用交流電源設備 ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備 × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

分離建屋の計測制御用交流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

精製建屋の計測制御用交流電源設備 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備 ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

制御建屋の計測制御用交流電源設備 ○ × × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用
計測制御用交流電源設備

× × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計測制
御用交流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制
御用交流電源設備 × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御用交
流電源設備 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の非常
用計測制御用交流電源設備 × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測
制御用交流電源設備

× × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

前処理建屋の重大事故対処用母線 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × × ×

分離建屋の重大事故対処用母線 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × × ×

精製建屋の重大事故対処用母線 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × × ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事
故対処用母線

× × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × × ×

高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処
用母線

× × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × × ×

可搬型電源ケーブル（可搬型発電機） × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × ○ × × ×

可搬型分電盤 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × × ×

前処理建屋可搬型発電機 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × ○ ×

分離建屋可搬型発電機 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × ○ ×

制御建屋可搬型発電機 × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × ○ × ○ ×

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機

× × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × ○ ×

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ × ○ ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型
発電機

× × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × ○ × ○ ×

第１軽油貯槽 × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × × × × × 〇 ×

第２軽油貯槽 × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × × × × × 〇 ×

軽油用タンクローリ × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × × × × × 〇 ×

代替電源設
備

補機駆動用
燃料補給設

備

計測制御用
交流電源設

備

代替所内
電気設備

機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

第８－３表　各条文における電源設備整理表（２／２）

電源設備

電源設備蒸発乾固 水素爆発 TBP溶媒火災 プール冷却 計装設備

重大事故等対処に係る措置

34条 35条 36条 37条 38条 43条 44条 45条 46条 47条 42条 常設重大事故等対処設備による
給電

可搬型重大事故等対処設備によ
る給電

燃料補給設備による給油
臨界

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

制御室 監視測定設備 緊急時対策所 通信連絡

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
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判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲

可搬型発電機に
よる電源の確保

以下①～③により全交流動力電源喪失した場合
①外部電源喪失
②非常用ディーゼル発電機の全台故障
③電気設備が損傷

以下を確認後，直ちに実施す
る。
①燃料油　既定量以上
②可搬型発電機電圧　正常
③異音，異臭，破損等の異常な
し

－ －
アクセス ルートが確保されてい
ること。

－

火山の影響による
降灰に対する電
源の確保

火山の降灰予報（「やや多量」以上）が確認した場合 確認後，直ちに実施する。 － － － －

火山の影響による
降灰に対する除
灰

可搬型発電機の運転開始後，1時間30分以内に巡視し，火山の
影響による降灰を確認した場合

確認後，直ちに実施する。 － － － －

共通電源車を用
いた電源の確保

以下①～②により全交流動力電源が喪失し，③～④の状況の場
合
①外部電源喪失
②非常用ディーゼル発電機の全台故障
③電源盤及び電路等が健全
④要因が地震でない場合

準備完了後，設備の状況により
実施する。
①燃料油　既定量以上
②共通電源車電圧　正常
③異音，異臭，破損等の異常な
し

共通電源車約
2000kVA

（6.6kV±1.5%）
共通電源車約

1000kVA
（6.6kV±3.5%）
共通電源車約

1700kVA
（6.6kV±0.5%）

－

アクセスルートが確保されてい
ること，また，現場確認結果及
び事故発生直前での電源系統
の保守の状況を確認し，給電
可能な系統を選択する。

－
共通電源車
（自主対策設備）

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ

ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処

に
必
要
な
電
源
の
確
保

設計基準事故に
対処するための電
気設備による電力
の確保

以下①～④により電源設備が健全であることを確認した場合
①外部電源が健全であること
②所内電源系統の電圧が正常であること
③非常用ディーゼル発電機が待機状態（健全）であること
④非常用ディーゼル発電機１台が点検等により待機除外時で
あっても，他の非常用ディーゼル発電機１台が待機状態で故障
警報が発報していないこと

①～④について電気設備の健
全性を確認後，直ちに実施す
る。
①154ｋV母線電圧　正常
②6.9ｋV非常用主母線　正常
　 6.9ｋV非常用母線　正常
③非常用ディーゼル発電機関連
の故障警報発報無し
④非常用ディーゼル発電機１台
が点検等により待機除外時で
あっても，他の非常用ディーゼル
発電機１台は待機状態で故障警
報が発報無し

－ －
系統の警報を確認し，対処可
能な系統を選択する。

－
設計基準事故に対
処するための設備

軽油用タンクロー
リへの注油

重大事故等の対処のため可搬型発電機を使用する場合 準備完了後，直ちに実施する。 － － － － －

可搬型発電機へ
の給油

可搬型発電機の運転開始後，1時間30分以内に巡視し，燃料が
減少していた場合

以下を目視確認後，直ちに実施
する。
①燃料既定量以下

－ － － － －

第８－４表　各対策での判断基準
備考分類 手順 手順着手判断

実施判断の基準
停止の判断基準

その他の判断　（系統選択の判断）

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等

の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保

重
大
事
故
等
の
対
処
の
た
め
に

必
要
な
燃
料
の
補
給

前処理建屋可搬型
発電機
分離建屋可搬型発
電機
ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬
型発電機
制御建屋可搬型発
電機
高レベル廃液ガラス
固化建屋可搬型発
電機
使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機
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３人 0:35

情報収集装置設置 建屋内48班，建屋内49班 ３人

0:40

対処施設へ
の電源隔離

要員管理班，情報管理班

各建屋　負荷起動

可搬型電源ケーブル敷設・接続
建屋内５班，建屋内６班
建屋内８班，建屋内９班

８人 1:30

Ａ班，Ｂ班，Ｃ班，Ｄ班，
Ｅ班，Ｆ班，Ｇ班，Ｈ班，
Ｉ班，Ｊ班，Ｋ班，Ｌ班，

Ｍ班

26人 5:00

非常用電源建屋の6.9ｋⅤ非常用主母線復
電

Ｐ班 ２人 0:35

電源隔離（AG引きロック）
Ｈ班，Ｉ班，Ｊ班，Ｋ班，

Ｌ班
10人

共通電源車起動 Ｐ班

全交流動力電源喪失におい
て，設計基準対処の施設が

機能維持している場合

対処施設へ
の給電準備及び

給電

計器監視
燃料の補給

対処施設へ
の給電準備及び

給電

計器監視
燃料の補給

－

可搬型発電機に
よる前処理建屋
への給電準備及

び給電

可搬型発電機に
よる分離建屋へ
の給電準備及び

給電

要員管理班，情報管理班－

共通電源車によ
る非常用電源建
屋への給電

対処施設へ
の給電

可搬型発電機に
よるウラン・プ
ルトニウム混合
脱硝建屋への給
電準備及び給電

前処理
建屋可
搬型発
電機に
よる給
電

分離建
屋可搬
型発電
機によ
る給電

計器監視，可搬型発電機及び可搬型空気圧
縮機等への燃料の補給

建屋内４班，建屋内５班

分離建屋可搬型発電機起動，
可搬型排風機起動準備

建屋内４班 ２人 0:50

－ 要員管理班，情報管理班

２人 1:00

可搬型排風機起動準備

－

0:35

情報収集装置設置 建屋内48班，建屋内49班

可搬型排風機起動 建屋内36班

可搬型排風機起動準備 建屋内14班，建屋内19班

対処施設へ
の給電準備及び

給電

計器監視
燃料の補給

対処施設へ
の給電準備及び

給電

計器監視
燃料の補給

可搬型発電機に
よる高レベル廃
液ガラス固化建
屋への給電準備

及び給電

計器監視，可搬型発電機及び可搬型空気圧
縮機等への燃料の補給

建屋内41班，建屋内42班 ４人 －

４人

5:35
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
起動

可搬型電源ケーブル敷設・接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

８人

－ 要員管理班，情報管理班 各３人 －

－

高レベル廃液等の沸騰開始
（事象発生から23時間）

貯槽等内の水素濃度が
未然防止濃度到達

（事象発生から84時間）

高レベ
ル廃液
ガラス
固化建
屋可搬
型発電
機によ
る給電

－ 実施責任者 １人

ウラ
ン・プ
ルトニ
ウム混
合脱硝
建屋可
搬型発
電機に
よる給
電

－ 実施責任者 １人

計器監視，可搬型発電機及び可搬型空気圧
縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 ４人 －

情報収集装置設置 建屋内48班，建屋内49班 ３人 0:35

可搬型排風機起動 建屋内21班 ２人 1:00

４人 0:10

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型
発電機起動

建屋内27班 ２人 0:20

２人 0:20可搬型電源ケーブル敷設・接続② 建屋内27班

可搬型電源ケーブル敷設・接続① 建屋内22班，建屋内23班 ４人 1:30
高レベル廃液等の沸騰開始
（事象発生から19時間）

貯槽等内の水素濃度が
未然防止濃度到達

（事象発生から24時間）

ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋可搬型発電機は精

製建屋と共用

計器監視，可搬型空気圧縮機等への燃料の
補給

建屋内26班，建屋内27班 ４人 －

各３人 －

－ 実施責任者 １人 －

可搬型排風機起動準備
建屋内13班 ２人 1:25

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型
発電機起動

－ － －

可搬型排風機起動

情報収集装置設置

対処施設へ
の給電準備及び

給電

計器監視
燃料の補給

可搬型発電機に
よる精製建屋へ
の給電準備及び

給電

1:30

建屋内48班，建屋内49班 ３人 0:35

可搬型電源ケーブル敷設・接続 建屋内11班，建屋内12班 ４人

－ 要員管理班，情報管理班 各３人 －

－

高レベル廃液等の沸騰開始
（事象発生から11時間）

貯槽等内の水素濃度が
未然防止濃度到達

（事象発生から24時間）

ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋可搬型発電機と共

用

可搬型排風機起動

各３人 －

高レベル廃液等の沸騰開始
（事象発生から15時間）

貯槽等内の水素濃度が
未然防止濃度到達

（事象発生から24時間）

－ 実施責任者 １人 －

計器監視，可搬型発電機及び可搬型空気圧
縮機等への燃料の補給

建屋内11班，建屋内12班 ４人 －

情報収集装置設置 建屋内48班，建屋内49班 ３人 0:35

1:00

可搬型排風機起動準備 放対６班，放対７班 ４人 0:15

前処理建屋可搬型発電機起動 制御室１班 ２人 0:15

可搬型排風機起動
放対６班，放対７班
放対８班，放対９班

６人

可搬型電源ケーブル敷設・接続
制御室１班，制御室２班

制御室３班
６人 1:00

各３人 －

貯槽等内の水素濃度が
未然防止濃度到達

（事象発生から76時間）

高レベル廃液等の沸騰開始
（事象発生から140時間）

－ 実施責任者 １人 －

共通電源車運転状態確認 Ｑ班，Ｒ班 ４人 －

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 Ｎ班，Ｏ班 ４人 0:55

２人 0:05

0:40

23:00

共通電
源車に
よる非
常用電
源建屋
への給
電

75:00 76:00 77:00 83:00 84:00

共通電源車によ
る非常用電源建
屋への給電準備

電源隔離（非常用電源建屋） Ａ班 ２人 0:40

電源隔離（前処理建屋，分離建屋，精製建
屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，
高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋）

Ｂ班，Ｃ班，Ｄ班，Ｅ班，
Ｆ班，Ｇ班

可搬型電源ケーブル敷設・接続 Ｍ班 ２人 0:55

中央制御室送風機の起動

12人

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:001:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 139:00 140:00 141:0085:0031:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:0025:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:0019:00 20:00 21:00 22:00

Ｐ班 ２人 0:10

第８－５表　共通電源車及び可搬型発電機による給電のタイムチャート

対策 作業 要員数
所要時間

（時：分）

経過時間（時間）
備　　　　考

24:0013:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

作業番
号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

49

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

▽事象発生

制限時間（貯槽等内の水素

濃度が未然防止濃度到達）▽

制限時間(高レベル

廃液等の沸騰開始）▽

制限時間(高レベル廃液等の

沸騰開始）▽
制限時間（貯槽等内の水素濃度

が未然防止濃度到達）▽

制限時間(高レベル廃液等の

沸騰開始）▽
制限時間（貯槽等内の水素濃度

が未然防止濃度到達）▽

制限時間(高レベル廃液等の

沸騰開始）▽
制限時間（貯槽等内の水素濃度

が未然防止濃度到達）▽

制限時間(高レベル廃液等の

沸騰開始）▽
制限時間（貯槽等内の

水素濃度が未然防止濃度到達）▽

作業番号８

作業番号６

作業番号24

作業番号21

作業番号40

作業番号38

第８－５表

作業番号24 作業番号23

作業番号31 作業番号40

作業番号23 作業番号48

作業番号40 作業番号17

作業番号47

対策に必要となる要員が集まり次第，共通電源車を用いた非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線への給電を開始する。
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１

２

３

４

５

６

７

８

10

11

12

13

14

15

16

18

19

９

17

20

21

22

23

２人

２人可搬型電源ケーブル敷設・接続

全交流動力電源喪失に
おいて，設計基準対処
の施設が機能維持して
いる場合及び非常用電
源建屋の6.9ｋＶ非常用
主母線から制御建屋へ
の給電ができない場合

各建屋　負荷起動

Ａ班，Ｂ班，Ｃ班，Ｄ班，
Ｅ班，Ｆ班，Ｇ班，Ｈ班，
Ｉ班，Ｊ班，Ｋ班，Ｌ班，

Ｍ班

26人 5:00

全交流動力電源喪失に
おいて，設計基準対処
の施設が機能維持して

いる場合

0:40

Ｍ班

0:55

Ｑ班，Ｒ班

２人

２人

４人

２人

0:55

0:55４人

Ｐ班

－

中央制御室送風機の起動 Ｐ班 ２人 0:10

共通電源車に
よる制御建屋

への給電

対処施設へ
の給電

共通電源車運転状態確認

共通電源車起動

制御建屋の6.9ｋⅤ非常用母線復電

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

Ｐ班

２人

３人

６人

６人

制御室１班，制御室２班 2:50４人

４人

２人 0:10

備　　　　考対策
2:00 10:00

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

可搬型電源ケーブル敷設・接続

Ａ班

共通電源車起動

電源隔離（非常用電源建屋）

共通電源車運転状態確認

Ｈ班，Ｉ班，Ｊ班，Ｋ班，
Ｌ班

10人 0:40

第８－６表　共通電源車及び制御建屋可搬型発電機による給電のタイムチャート

作業
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 25:008:00 9:00 26:00

経過時間（時間）

1:00
要員数

所要時間
（時：分）

作業
番号 11:00

Ｍ班

Ｎ班，Ｏ班

２人 0:35Ｐ班

建屋内48班，建屋内49班 1:30

制御室４班，制御室５班 －

0:10

制御室１班，制御室２班
制御室３班

1:30

制御室１班，制御室２班
制御室３班

1:00

４人

共通電
源車に
よる非
常用電
源建屋
への給

電

２人

共通電
源車に
よる制
御建屋
への給

電

２人

Ｑ班，Ｒ班 －

制御建
屋可搬
型発電
機によ
る給電
【地震
による
喪失
時】,
【火山
による
降灰予
報時】

実施責任者 １人 －

可搬型電源ケーブル敷設・接続
【通信設備】

制御建屋可搬型発電機起動 二酸化炭素濃度限界時
間

（事象発生から26時
間）

可搬型発電機
による制御建
屋への給電準

備

対処施設へ
の給電準備

可搬型発電機
による制御建
屋への給電

－ 要員管理班，情報管理班 各３人 －

計器監視，可搬型発電機及び可搬
型空気圧縮機等への燃料の補給

情報収集装置設置

制御室３班

制御室２班

制御建屋可搬型発電機起動準備

制御室３班，制御室５班 2:50代替中央制御室送風機起動準備

代替中央制御室送風機起動

可搬型重大事故等対処設備の接続
【通信設備】

27

24

25

26

対処施設へ
の電源隔離

共通電源車に
よる非常用電
源建屋への給

電準備

電源隔離（AG引きロック）

共通電源車に
よる非常用電
源建屋への給

電

電源隔離（前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液
ガラス固化建屋，制御建屋）

Ｂ班，Ｃ班，Ｄ班，Ｅ班，
Ｆ班，Ｇ班

12人 0:40

0:55

対処施設へ
の給電及び給

電準備

計器監視
燃料の補給

共通電源車に
よる制御建屋
への給電準備

４人

0:35

Ｐ班

Ａ班

４人

0:05

－

0:05

Ｎ班，Ｏ班

対処施設へ
の給電

電源隔離

中央制御室送風機の起動 Ｐ班 ２人 0:10

0:40

非常用電源建屋の6.9ｋⅤ非常用主
母線復電

▽事象発生

制限時間(中央制御室送風機の停止から

中央制御室の二酸化炭素濃度が1.0vol％到達）▽

作業番号８

作業番号６

作業番号16

作業番号14

作業番号22，25

作業番号20

作業番号23，27

作業番号21

作業番号25

作業番号25

作業番号20，22，23

作業番号21

第８－４表 作業番号31

対策に必要となる要員が集まり次第，共通電源車を用いた制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線への給電を開始する。

対策に必要となる要員が集まり次第，共通電源車を用いた制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線への給電を開始する。
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対処施設へ
の給電準備及

び給電

計器監視
燃料の補給

20

21

作業番
号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

18

19

共通電源車に
よる使用済燃
料の受入れ施
設及び貯蔵施
設への給電

対処施設へ
の給電

共通電
源車に
よる使
用済燃
料の受
入れ施
設及び
貯蔵施
設への
給電

1:00

0:4017

４人

対処施設へ
の給電準備

可搬型発電機に
よる使用済燃料
の受入れ施設及
び貯蔵施設への

給電準備

37:00

0:10

0:40

可搬型発電機に
よる使用済燃料
の受入れ施設及
び貯蔵施設への

給電

16人

３人

10人

８人

24人
(内８人）

2:45

4:30

使用済
燃料の
受入れ
施設及
び貯蔵
施設可
搬型発
電機に
よる給

電

代替制御室送風機の起動準備（ケー
ブル敷設）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機起動

可搬型重大事故等対処設備の接続
【通信設備】

放対７班，放対９班 1:30

可搬型電源ケーブル敷設・接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

－

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機運搬
（外部保管エリア→使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設）

建屋内７班，建屋内８班
建屋内９班，建屋内10班

建屋内44班

計器監視，可搬型発電機及び可搬型
空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

35:00 36:0026:00 160:00
備　　　　考

14:00 161:00 162:00 163:0019:008:00 9:00 13:00

第８－７表　共通電源車及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による給電のタイムチャート

対策 作業
1:00 2:00 10:00 11:00 23:00 24:00 25:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:0015:00 27:00 28:0018:0016:00 17:00 20:004:00 21:00 22:007:00

0:25

12:005:00 6:00

２人

２人 0:10

－

要員数
所要時間

（時：分）

２人

２人

10人

８人

２人

Ｌ班 0:40

0:10

Ｊ班，Ｋ班 ４人 －

Ａ班

3:00

電源隔離 Ａ班 0:40

Ｂ班 0:20

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の非常用母線復電

共通電源車起動 Ｂ班

共通電源車の起動走行前確認，移動

制御室送風機の起動 Ａ班

２人

可搬型電源ケーブル敷設・接続

負荷起動

－ 要員管理班，情報管理班 各３人

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

制御室１班，制御室２班

共通電源車運転状態確認

Ｂ班，Ｃ班，Ｄ班，
Ｅ班，Ｆ班

Ａ班，Ｇ班，Ｈ班，
Ｉ班

0:40

－ 実施責任者 １人 －

共通電源車に
よる使用済燃
料の受入れ施
設及び貯蔵施
設への給電準

備

全交流動力電
源喪失におい
て，設計基準
対処の施設が
機能維持して
いる場合

プールの沸騰
開始

（事象発生か
ら35時間）

二酸化炭素濃
度限界時間

（事象発生か
ら163時間）

計装設備及び
放射線計測設
備の配備に係
る時間を含

む。

0:25

空冷ユニット系統起動、起動状態確
認

建屋内１班，建屋内２班，
建屋対策班長，現場管理者

建屋内７～17班
建屋内20班

代替制御室送風機の起動準備 制御室１班，制御室２班

代替制御室送風機の起動 制御室３班

対処施設へ
の給電準備及

び給電

可搬型発電機に
よる使用済燃料
の受入れ施設及
び貯蔵施設への

給電準備

４人

２人

情報収集装置設置

４人

0:10

▽事象発生

制限時間(燃料貯蔵プール等に

おけるプール水の沸騰開始）▽

制限時間(制御室送風機の停止

から使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の

二酸化炭素濃度が1. 0 %到達）▽

作業番号５

作業番号３

作業番号４

作業番号７

対策に必要となる要員が集まり次第，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電を開始する。
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電源隔離（ユーティリティ建屋） Ａ班 ２人

６

７

８

９ 各建屋　負荷起動

Ｃ班

Ｅ班，Ｆ班，Ｇ班
Ｈ班，Ｉ班，Ｊ班

共通電源車移動

12人

第８－８表　共通電源車による給電のタイムチャート

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 0:40Ｄ班

経過時間（時間）

3:001:00 2:00 備　　　　考

電源隔離（前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固
化建屋，制御建屋）

Ｅ班，Ｆ班，Ｇ班
Ｈ班，Ｉ班，Ｊ班

12人

４人

所要時間
（時：分）

２人

－

２人

２人

２人

0:05

0:40

0:40

0:40

0:30

対策 作業

共通電源車起動

要員数

共通電源
車による
ユーティ
リティ建
屋への給

電

作業
番号

Ｃ班

Ｂ班
共通電源車
によるユー
ティリティ
建屋への給

電準備

対処施設へ
の電源隔離

ユーティリティ建屋の6.9ｋⅤ運転予
備用主母線復電

全交流動力電
源喪失におい
て，設計基準
対処の施設が
機能維持して
いる場合，再
処理施設の状
況に応じて対

処する。

１

２

３

４

５

Ｃ班

0:05

－

Ｋ班，Ｌ班共通電源車運転状態確認

可搬型電源ケーブル敷設・接続

２人

共通電源車
によるユー
ティリティ
建屋への給

電

対処施設へ
の給電

作業番号６

作業番号４ 作業番号８

作業番号６

作業番号10

作業番号１

作業番号９ 対策に必要となる要員が集まり次第，共通電源車を用いたユーティリ

ティ建屋の6.9ｋⅤ運転予備用主母線への給電を開始する。
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第８－９表 重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準として用いる
補助パラメータ（１／２） 

 

〔重大事故等対処設備〕 

事象分類 設備 補助パラメータ 

全交流動力電

源喪失 

前処理建屋可搬型発電機 
電圧計 

燃料油計 

分離建屋可搬型発電機 
電圧計 

燃料油計 

制御建屋可搬型発電機 
電圧計 

燃料油計 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機 

電圧計 

燃料油計 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機 

電圧計 

燃料油計 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 

電圧計 

燃料油計 

受電開閉設備 154ｋＶ受電電圧計 

非常用電源建屋の電気設備 6.9ｋＶ非常用主母線 電圧計 

前処理建屋の電気設備 

460Ｖ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

6.9ｋＶ常用母線 電圧計 

精製建屋の電気設備 

460Ｖ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

6.9ｋＶ常用母線 電圧計 

第１軽油貯槽 燃料油液位計 

第２軽油貯槽 燃料油液位計 

軽油用タンクローリ 燃料油液位計 
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第８－９表 重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準として用いる
補助パラメータ（２／２） 

 
〔自主対策設備〕 

事象分類 分類 補助パラメータ 

自主対策設備 非常用電源建屋の電気設備 6.9ｋＶ非常用主母線 電圧計 

ユーティリティ建屋の電気設備 6.9ｋＶ運転予備用主母線 電圧計 

前処理建屋の電気設備 
6.9ｋＶ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

分離建屋の電気設備 
460Ｖ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

精製建屋の電気設備 
460Ｖ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

制御建屋の電気設備 
6.9ｋＶ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電

気設備 
6.9ｋＶ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 
460Ｖ非常用母線 電圧計 

6.9ｋＶ運転予備用母線 電圧計 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

電気設備 
6.9ｋＶ非常用母線 電圧計 

共通電源車 発電機電圧計 

第１非常用ディーゼル発電機 重油タン

ク 
燃料油液位計 

第２非常用ディーゼル発電機 燃料油貯

蔵タンク 
燃料油液位計 

Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所 燃料油液位計 
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容器（ドラム缶等）から大型移送ポンプ
車への燃料の補給
（第１貯水槽取水用1台，建物放水用1台
及び敷地外水源から貯水槽への水補給用
2台）

軽油用タンクローリから可搬型中型移送
ポンプ用容器（ドラム缶等）への燃料の
補給及び軽油用タンクローリの移動
(分離建屋，精製建屋及びウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋排水用1台，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋用1台並びに前
処理建屋排水用1台)

燃料給油班② １ 1:00

容器（ドラム缶等）から可搬型発電機へ
の燃料の補給
（排気監視測定設備用1台，気象監視測
定設備用1台，緊急時対策建屋用1台，環
境監視測定設備用9台及び情報把握計装
設備可搬型発電機2台）

建屋外1班，
建屋外2班，
建屋外3班

６ ―

軽油用タンクローリ準備・移動 燃料給油班② １ 0:30

容器（ドラム缶等）の運搬
建屋外2班
建屋外3班 ４

軽油貯
槽から
の燃料
の移送

－
要員管理班，
情報管理班 各３人 －

－
実施責任者，
建屋外対応班

長
各１人 －

設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。
設備の使用開始後は，1時間に10分
の間隔でドラム缶からの給油を実施
する。

軽油用タンクローリから大型移送ポンプ
車用容器（ドラム缶等）への燃料の補給
及び軽油用タンクローリの移動
（第１貯水槽取水用1台，建物放水用1台
及び敷地外水源から貯水槽への水補給用
2台）

燃料給油班② １ ―
初回の燃料補給は大型移送ポンプ車
の運搬時に行う。

18

容器（ドラム缶等）から可搬型中型移送
ポンプへの燃料の補給
(分離建屋，精製建屋及びウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋排水用1台，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋用1台並びに前
処理建屋排水用1台)

建屋外2班，
建屋外3班

４ ―

建屋外2班 ２ ―

燃料補
給

容器（ドラム缶等）の運搬
建屋外2班
建屋外3班 ４

初回の燃料補給のみ。
定期的な燃料補給は，他の軽油用タ
ンクローリで実施。

軽油用タンクローリから可搬型発電機用
容器（ドラム缶等）への燃料の補給及び
軽油用タンクローリの移動
（排気監視測定設備用1台，気象監視測
定設備用1台，緊急時対策建屋用1台，環
境監視測定設備用9台及び情報把握計装
設備可搬型発電機2台）

燃料給油班② １ 2:10
初回の燃料補給のみ。
定期的な燃料補給は，他の軽油用タ
ンクローリで実施。

軽油用タンクローリのタンクへの燃料補
給及び軽油用タンクローリの移動

燃料給油班② １ ―

9:30

軽油用タンクローリのタンクへの燃料補
給及び軽油用タンクローリの移動

燃料給油班①

初回の燃料補給は中型移送ポンプの
運搬時に行う。

初回の燃料補給は大型移送ポンプ車
の運搬時に行う。

容器（ドラム缶等）から大型移送ポンプ
車への燃料の補給
(第１貯水槽取水用３台並びに建物放水
用２台)

建屋外1班 ２ ―

設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。
設備の使用開始後は，1時間に10分
の間隔でドラム缶からの給油を実施
する。

軽油用タンクローリから大型移送ポンプ
車用容器（ドラム缶等）への燃料の補給
及び軽油用タンクローリの移動
(第１貯水槽取水用３台並びに建物放水
用２台)

燃料給油班① １ ―

―１

軽油用タンクローリ準備・移動 燃料給油班① １ 0:30

9:30

第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽から可搬
型中型移送ポンプ用容器（ドラム缶等）
への燃料の補給及び可搬型中型移送ポン
プ用容器（ドラム缶等）の運搬
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台，分
離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋用1台，高レベル廃液
ガラス固化建屋用1台並びに前処理建屋
用1台)

建屋外1班 １ ―

容器（ドラム缶等）から可搬型中型移送
ポンプへの燃料の補給
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用1台，分
離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋用1台，高レベル廃液
ガラス固化建屋用1台並びに前処理建屋
用1台)

建屋外1班 １ ―

▽事象発生

14:00 15:00 16:00 17:00 18:008:00 9:00対策 作業 要員数
所要時間
（時：
分）

経過時間（時間）

備　　　　考1:00 10:00 11:00 12:00 13:002:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
作業
番号

第８－10表　軽油貯槽からの燃料の移送のタイムチャート（１／２）

17

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

※軽油タンクローリにて，軽油を要する設備用の容器（ド

ラム缶等）へ燃料を補給する。補給完了後は，設備設置

場所を巡回し，燃料の補給を継続する。

※建屋外対応班員が機器の監視を行いな

がら，燃料の補給を継続する。
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設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。

21 １ 0:35

22 各対処要員 ―

軽油用タンク ローリから共通電源車用
容器（ドラム缶等）への燃料の補給及び
軽油用タンク ローリの移動
（共通電源車(1,000kVA)2台））

燃料給油班③

容器（ドラム缶等）から共通電源車への
燃料の補給
（共通電源車(1,000kVA)2台）

―

容器（ドラム缶等）から可搬型発電機へ
の燃料の補給
（気象監視測定設備用1台，環境監視測
定設備用5台，緊急時対策所用1台及び情
報把握計装設備可搬型発電機2台）

― 各対処要員 ―

30

設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。

軽油用タンクローリから可搬型発電機用
容器（ドラム缶等）への燃料の補給及び
軽油用タンクローリの移動
（気象監視測定設備用1台，環境監視測
定設備用5台，緊急時対策所用1台及び情
報把握計装設備可搬型発電機2台）

燃料給油班③ １ 1:15
2回目以降の燃料補給。
初回の燃料補給は，他の軽油用タン
クローリで実施。

― 設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。

設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。

31

32

1:05

容器（ドラム缶等）から可搬型空気圧縮
機への燃料の補給
（前処理建屋用1台及び可搬型計測ユ
ニット用空気圧縮機用1台）

― 各対処要員 ―

軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮
機用容器（ドラム缶等）への燃料の補給
及び軽油用タンクローリの移動
（前処理建屋用1台及び可搬型計測ユ
ニット用空気圧縮機用1台）

燃料給油班③ １ 0:25

燃料給油班③ １

― 設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。

軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮
機用容器（ドラム缶等）への燃料の補給
及び軽油用タンクローリの移動
（分離建屋用1台，高レベル廃液ガラス
固化建屋用1台並びに精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋用1台）

燃料給油班③ １ 0:30

容器（ドラム缶等）から可搬型発電機へ
の燃料の補給
（前処理建屋用1台，分離建屋用1台，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋用1
台，高レベル廃液ガラス固化建屋用1
台，排気監視測定設備用1台，環境監視
測定設備用1台及び制御建屋用1台）

― 各対処要員 ― 設備の使用開始後，容器（ドラム缶
等）から燃料を補給する。

軽油用タンクローリから可搬型発電機用
容器（ドラム缶等）への燃料の補給及び
軽油用タンクローリの移動
（前処理建屋用1台，分離建屋用1台，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋用1
台，高レベル廃液ガラス固化建屋用1
台，排気監視測定設備用1台，環境監視
測定設備用1台及び制御建屋用1台）

燃料給油班③ １ 1:10

軽油用タンクローリの準備・移動 燃料給油班③ １ 0:30

―

軽油貯
槽から
の燃料
の移送

燃料補
給

軽油用タンクローリのタンクへの燃料補
給及び軽油用タンクローリの移動

燃料給油班③ １

容器（ドラム缶等）から可搬型空気圧縮
機への燃料の補給
（分離建屋用1台，高レベル廃液ガラス
固化建屋用1台並びに精製建屋及びウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋用1台）

― 各対処要員

容器（ドラム缶等）から可搬型発電機へ
の燃料の補給
（前処理建屋用1台，使用済燃料の受け
入れ・貯蔵建屋用1台及び環境監視測定
設備用3台）

― 各対処要員

軽油用タンクローリから可搬型発電機用
容器（ドラム缶等）への燃料の補給及び
軽油用タンクローリの移動
（前処理建屋用1台，使用済燃料の受け
入れ・貯蔵建屋用1台及び境監視測定設
備用3台）

26

27

28

29

対策 作業 要員数
所要時間
（時：
分）

経過時間（時間）

備　　　　考1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
作業
番号

▽事象発生

18:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

第８－10表　軽油貯槽からの燃料の移送のタイムチャート（２／２）

19

20

23

24

25

※軽油タンクローリにて，軽油を要する設備用の容器（ド

ラム缶等）へ燃料を補給する。補給完了後は，設備設置

場所を巡回し，燃料の補給を継続する。

※建屋外対応班員が機器の監視を行いな

がら，燃料の補給を継続する。
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全交流動力電源の
喪失

外部電源喪失

非常用母線スイッ
チギヤ，ケーブル
等の損傷

ケーブル
（安全系Ａ）

電気
盤等

（安全系Ａ）

非常用
ＤＧ
Ａ

②

※１ 動的機器の多重故障
※２ 地震
※３ 火山の影響

※２ ※１
※２

※１
※２
※３

凡例

ＯＲゲート

ＡＮＤゲート

重大事故等に対処するために必要な電源の確保
①可搬型発電機を用いた各建屋での電源の確保
②共通電源車を用いた電源機能の回復

第８－１図 全交流動力電源喪失のフォールトツリー分析

非常用Ｂ系
機能喪失

非常用母線スイッ
チギヤ，ケーブル
等の損傷

ケーブル
（安全系Ｂ）

電気
盤等

（安全系Ｂ）

非常用
ＤＧ
Ｂ

②

※２
※１
※２

※１
※２
※３

非常用Ａ系
機能喪失

※２
※３

外部
電源

①

非常用ＤＧ
２台 起動不能

全交流動力電源喪失を要因としていない事象に
対処するための電源の確保
③設計基準事故に対処するための設備を用い
た電源の確保

③ ③ ③ ③
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第８－２図 電源確保の機器配置概要図（重大事故等への対処に必要となる可搬型発電機の配備計画と保管場所） 

 

対処用 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

約 200ｋＶＡ×１台（※２） 

※２ 通常時は外部保管エリアに保管する。 

 

 

故障時バックアップ用 

前処理建屋可搬型発電機 約 80ｋＶＡ×１台 

分離建屋可搬型発電機 約 80ｋＶＡ×１台 

制御建屋可搬型発電機 約 80ｋＶＡ×１台 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 約 80ｋＶＡ×１台 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 約 80ｋＶＡ×１台 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 約 200ｋＶＡ×１台（※３） 

※３ 通常時は外部保管エリアに保管する。 

対処用 

前処理建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

対処用 

分離建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

対処用 

ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

対処用 

高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 故障時バックアップ用 

前処理建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

故障時バックアップ用 

分離建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

故障時バックアップ用 

高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

故障時バックアップ用 

ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

待機除外時バックアップ用 

前処理建屋可搬型発電機 約 80ｋＶＡ×１台（※１） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 約 200ｋＶＡ×１台 

※１ 可搬型発電機は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋で同じ仕様のものを用いる
ことから，６建屋で１台の待機除外時バックアップ用を保管する。 

故障時バックアップ用 

制御建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

対処用 

制御建屋可搬型発電機 

約 80ｋＶＡ×１台 

対処用 

使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電

機（※２）  

約 200ｋＶＡ×１台 

故障時バックアップ用 

使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電

機（※３） 

約 200ｋＶＡ×１台 
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第８－３図 電源給電確保の手順の概要

地震による全交流動力電源喪失であるか

※２
①外部電源喪失かつ第１非常用ディーゼル発電機の多重故
障（自動起動失敗）

②外部電源喪失かつ第２非常用ディーゼル発電機の多重故
障（自動起動失敗）

NO

共通電源車による
電源確保できるか※７

※７
共通電源車の状態，電源盤及び電路等が健全であるか判断

第１非常用ＤＧ又
は第２非常用ＤＧ
を用いた給電

可搬型発電機の起動
及び健全性確認

再処理施設の状況確認

設計基準事故に対
処するための設備

による給電
YES

※１ 設備の状況を確認し、以下の状況を満足しない場合
・外部電源が喪失せず，6.9ｋＶ非常用主母線及び
6.9ｋＶ非常用母線の電圧が正常であること

・第１非常用ディーゼル発電機又は第２非常用
ディーゼル発電機待機状態（警報無し）であること

・非常用ディーゼル発電機１台が点検等により待
機除外中であっても，残りの１台は待機状態で
故障警報が出ていないこと

NO

YES

YES

NO

第１非常用ＤＧ又は第２非常
用ＤＧの手動起動

YES

NO

再処理施設
電源給電監視

NO

YES

可搬型発電機による
電源の確保※６

凡例

：操作・確認

：判断

：監視

※３
・可搬型発電機を使用する建屋は以下のとおり
①前処理建屋，②分離建屋，③精製建屋，④制御建屋
⑤ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑥高レベル廃液ガラス固化建屋
⑦使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

※６
火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認
された場合は，屋内に可搬型発電機の運搬及び除灰作業の
対応

共通電源車の補給※８

※９
約１時間20分以内で燃料の補給可能

第１軽油貯槽，第２軽油貯
槽及び軽油用タンクローリ

への補給※９

ドラム缶から可搬型発電機
への補給※11

※10
１回目は約10時間以内，２回目以降は約９時間30分以内で
燃料の補給可能

軽油用タンクローリからド
ラム缶への補給※10

※11
約１時間30分以内に燃料の補給可能

※８
第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常用
ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油
受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タンクへの補給を行
う。燃料供給配管と燃料供給ポンプを給油ホースにて接続
し，共通電源車と燃料供給ポンプを燃料供給ホースにて接
続する。
補給準備時間は以下の通り。

第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから共通
電源車への給油準備完了までの所要時間を約１時間以内
（Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所の場合は約１時間10分以
内，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンクの場合は約
１時間10分以内）で補給準備可能。

共通電源車による電源の確保

資機材の準備
可搬型発電機の準備，健全性

確認※３※４

アクセスルートの健全性確認

可搬型電源ケーブル等の
敷設，接続

※４
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は、外
部保管エリアから運搬

※５
異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常有無

設計基準事故に対処するため
の非常用母線スイッチギヤ，
ケーブル等が機能維持してい

るか

重大事故対処用母線の
遮断器投入

第１軽油貯槽及び第２軽油
貯槽から軽油用タンクロー
リへの補給における資機材

の準備
タンクローリの健全性確認

軽油用タンクローリから可
搬型発電機への補給の準備

装備品，資機材の準備
共通電源車の健全性確認

アクセスルートの健全性確認

各母線及び共通電源車の設備点検※５，
遮断器の開放操作，隔離操作

共通電源車の起動，健全性
確認，各母線への給電

各負荷の遮断器投入

可搬型発電機による
対応手順へ移行

燃料補給のための
対応手順へ移行

重大事故対処用母線，個別対
策設備及び可搬型発電機の設
備点検※５ ，燃料油の確認

全交流動力電源喪失であるかの状況確認※２

再処理施設の電源設備が機能喪失しているか※１

第１非常用ＤＧ又は第２非常
用ＤＧの手動起動不可
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凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

：電源ケーブル 

：その他設備 200Ｖ 

前処理建屋の重大事故対処用母線 前処理建屋の重大事故対処用母線 

前処理建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

※前処理建屋の重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。 

※ 

※ ※ ※ ※ 

※ 

（建屋境界） 

前処理建屋 

第８－４図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（前処理建屋可搬型発電機接続時） 
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凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

：電源ケーブル 

：その他設備 

200Ｖ 

分離建屋の重大事故対処用母線 分離建屋の重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

分離建屋 

分離建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 
※ ※ 

※分離建屋の重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。 

※ ※ ※ ※ 

第８－５図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（分離建屋可搬型発電機接続時） 
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200Ｖ 

（建屋境界） 

制御建屋 

代
替
通
信
連
絡
設
備 

100Ｖ 

制御建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

情
報
把
握
計
装
設
備 

100Ｖ 

居
住
性
を
確
保
す
る 

た
め
の
設
備 

居
住
性
を
確
保
す
る 

た
め
の
設
備 

可搬型分電盤 

凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

：電源ケーブル 

：その他設備 

第８－６図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（制御建屋可搬型発電機接続時） 
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200Ｖ 

精製建屋の 
重大事故対処用母線 

精製建屋の 
重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

精製建屋 

200Ｖ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 
重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 
重大事故対処用母線 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 可搬型分電盤 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

可搬型分電盤 可搬型分電盤 

※１ ※１ 

※１ ※１ ※１ ※１ ※２ ※２ ※２ ※２ 

※２ ※２ 

※１ 精製建屋の重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。 

※２ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。 

 

凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

：電源ケーブル 

：その他設備 

 
第８－７図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機接続時（精製建屋への給電を含む）） 
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200Ｖ 

高レベル廃液ガラス固化建屋の 
重大事故対処用母線 

高レベル廃液ガラス固化建屋の 
重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 可搬型分電盤 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

※ 

※ ※ ※ ※ 

※ 

※高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。 

凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

：電源ケーブル 

：その他の設備 

第８－８図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機接続時） 
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代
替
計
測
制
御
設
備 

200Ｖ 

使用済燃料の受入れ施設及び 
貯蔵施設可搬型発電機 

情
報
把
握
計
装
設
備 

可搬型計測ユニット 

 
200Ｖ 

（建屋境界） 使用済燃料の 
受入れ施設 
及び貯蔵施設 

 
Ｇ 

居
住
性
を
確
保 

す
る
た
め
の
設
備 

200Ｖ 

凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

：電源ケーブル 

：その他の設備 

代
替
通
信
連
絡
設
備 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
冷
却

等
の
機
能
喪
失
の
対
処
に 

必
要
な
空
冷
設
備
※ 

可搬型監視ユニット 

 

200Ｖ 

100Ｖ 100Ｖ 

可搬型分電盤 

※一部建屋内 

設備設置 

第８－９図 全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機接続時） 
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東北電力ネットワー 
ク㈱電力系統から 

    6.9ｋⅤ非常用母線 

共通電源車 

    6.9ｋⅤ非常用母線 

D/G 

460Ⅴ 
非常用 
母線 

    6.9ｋⅤ非常用主母線 6.9ｋⅤ非常用主母線 

第
２
非
常
用 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

D/G 

460Ⅴ 
非常用 
母線 

第
２
非
常
用 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

精製建屋 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋 

6.9ｋⅤ運転予備用 
主母線から 

6.9ｋⅤ運転予備用 
主母線から 

非 常 用 電 源 建 屋 

制 御 建 屋 

（建屋境界） 

（建屋境界） 

（建屋境界） （建屋境界） 

分離建屋 

（建屋境界） 

前処理建屋 

460Ⅴ 
非常用母線 

460Ⅴ 
非常用母線 

460Ⅴ 
非常用母線 

（建屋境界） 

前処理建屋 

460Ⅴ 
非常用母線 

（建屋境界） 

分離建屋 

460Ⅴ 
非常用母線 

精製建屋 

460Ⅴ 
非常用母線 

高レベル廃液 
ガラス固化建屋 

（建屋境界） 

460Ⅴ非常用母線 

(建屋境界) 

6.9ｋⅤ 
非常用母線 

6.9ｋⅤ 
非常用母線 

460Ⅴ 
非常用母線 

(建屋境界) 

    6.9ｋⅤ非常用母線 

高レベル廃液 
ガラス固化建屋 

460Ⅴ非常用母線 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋 

460Ⅴ 
非常用母線 

(建屋境界) 

    6.9ｋⅤ非常用母線 

(建屋境界) 

460Ⅴ 
非常用 
母線 

460Ⅴ 
非常用 
母線 

第８－10 図 共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線への給電の系統図 
 

凡例 
 

：遮断器 
 
 

：動力用変圧器 
 
 

：接続口 
 
 

：可搬型電源ケーブル 
 
 

：電源ケーブル（常設） 
 
 
：その他の設備 

東北電力ネットワー 
ク㈱電力系統から 
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    6.9ｋＶ非常用母線 

460Ｖ非常用母線 

6.9ｋＶ非常用主母線から 

制 御 建 屋 

中
央
制
御
室
送
風
機 

中
央
制
御
室
排
風
機 

非
常
用
照
明
用
分
電
盤 

    6.9ｋＶ非常用母線 

6.9ｋＶ非常用主母線から 

共通電源車 

１
１
０
Ｖ
非
常
用
充
電
器
盤 

460Ｖ非常用母線 

中
央
制
御
室
送
風
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中
央
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御
室
排
風
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非
常
用
照
明
用
分
電
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１
１
０
Ｖ
非
常
用
充
電
器
盤 

凡例 
 

：遮断器 
 
 

：動力用変圧器 
 
 

：接続口 
 
 
 ：可搬型電源ケーブル 
 
 

：電源ケーブル（常設） 
 
 

（建屋境界） 

第８－11 図 共通電源車による制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図 
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6.9ｋＶ
運転
予備用
主母線

6.9ｋＶ
運転
予備用
主母線

第８－12図 共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用主母線への給電の系統図(１／５)
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第８－12 図 共通電源車によるユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線への給電の系統図（３／５） 
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  第８－14 図 共通電源車の機器配置概要図 
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第８－15図 可搬型発電機及び共通電源車への

補給の系統図（１／２）
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第８－15図 可搬型発電機及び共通電源車への

補給の系統図（２／２）
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（9／13） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流

電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器

が故障した場合又は計測範囲を超過した場合の対応，計器電源の喪

失時の対応，計測結果を監視及び記録するための手順を整備する。 

手順の整備に当たっては，重大事故等時に監視することが必要な

パラメータの使用目的を考慮し，これに要求される制限時間に対し

て十分な余裕をもって計測することを基本方針とする。 

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所において必

要な情報を把握するための手順を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類 

重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握することが重要で

ある。当該重大事故等に対処するために把握することが必要なパラ

メータとして，使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の作業手順に用いるパラメータ及び

有効性評価の監視項目に係るパラメータ（以下「抽出パラメータ」

という。）を抽出する。 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を成功させるために監視することが必要なパラメータを主

要パラメータとして分類する。抽出パラメータのうち，電源設備の

受電状態，重大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとして分類する。 

主要パラメータは，再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

（以下「重要監視パラメータ」という。）と再処理施設の状態を間

接監視又は推定するパラメータ（以下「重要代替監視パラメータ」

という。）に分類する。重要監視パラメータを計測する設備を重要

計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は常設計器

を使用する。重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代替計

器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は常設計器を

使用する。 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，重要監

視パラメータを計測する可搬型計器の故障又は計

測範囲の超過により，計測することが困難となっ

た場合※，重要代替監視パラメータとして重要監

視パラメータと同一物理量のパラメータを計測す

る異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）

を可搬型計器にて計測する手段又は，重要監視パ

ラメータを換算等により推定するための重要代替

監視パラメータを可搬型計器にて計測する手順に

着手する。 

※計器の指示値に，以下のような変化があった場

合 

・平常運転時や事故時に想定される値から，大き

な変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の

差が大きい場合 

・指示値が計測範囲外にある場合 

 

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，重要監

視パラメータを計測する常設計器の故障（計装配

管が損傷した場合を含む）又は計測範囲の超過に

より，計測することが困難となった場合※１，重要

監視パラメータを可搬型計器にて計測する手段及

び重要代替監視パラメータを他チャンネルの常設

計器にて計測する手段に着手する。 

※１ 計器の指示値に，以下のような変化があっ

た場合 

・平常運転時や事故時に想定される値から，大き

な変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の

差が大きい場合 

・指示値が計測範囲外にある場合 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

計
測
に
必
要
な
電
源
の
喪
失
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び 

内
的
事
象
の
う
ち
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を

要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，計器電

源が喪失し，制御室においてパラメータの監視が

できない場合，全交流動力電源喪失及び直流電源

喪失により計器の電源が喪失した場合には，重要

監視パラメータを可搬型計器にて計測する手順に

着手する。 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び
内
的
事
象
の
う
ち 

全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，中央制

御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室並びに緊急時対策所で重要パラメータの監視

ができない場合，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情

報把握計装設備の可搬型情報収集装置により，計

測結果を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視及び記録するために伝送する手順に着

手する。伝送された計測結果は「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測

制御装置」の可搬型情報表示装置及び「リ．（４）（ⅸ）

（e）緊急時対策建屋情報把握設備」の情報表示装置

により監視し，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の可搬

型情報収集装置及び「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置により記録する。 

ただし，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情報把握計

装設備の設置が完了するまでの間及び継続監視の

必要がないパラメータは，「リ．（４）（ⅹ）（e）代替通信連

絡設備」の代替通信連絡設備を使用して制御室又

は緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙に記録

する。 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順 

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が

発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行

を実施責任者が判断した場合において，内的事象

による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の監視

制御盤，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の安全系監視

制御盤，「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋情報把握設

備」のデータ収集装置及び「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対

策建屋情報把握設備」のデータ表示装置にて重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの監

視，記録を行う手順に着手する。「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測

制御装置」の安全系監視制御盤は監視のみに使用

する。 

「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の監視制御盤，「ヘ．

（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の安全系監視制御盤は中央

制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室，「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋情報把握

設備」のデータ収集装置及び「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時

対策建屋情報把握設備」のデータ表示装置は緊急

時対策所において監視，記録する。 

 

再
処
理
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝

突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合 

大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行

を実施責任者が判断した場合において，中央制御

室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室又は緊急時対策所でパラメータ監視が必要

な場合，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情報把握計

装設備により中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で必

要な情報を把握する手順に着手する。 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の

状
態
把
握 

主要パラメータを計測する設備は，重大事故等

時における再処理施設の状態を把握できる計測範

囲を有する設計とする。 

確
か
ら
し
さ
の

考
慮 

重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重

要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮

し，計測に当たっての優先順位を定める。 

圧
縮
空
気
の
供

給 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために圧縮空気を用いる場合，可搬

型空気ボンベ，圧縮空気設備の一部により必要な

圧縮空気を供給する。 

重
大
事
故
等
の
対
処
に

用
い
る
設
備
へ
の
給
油 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために情報把握計装設備可搬型発電

機，けん引車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

を用いる場合，当該設備の近傍に設置したドラム

缶より，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等により

燃料を補給する。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

外的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等の発生

時に計器故障した場合の手順 

重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器によるパラ

メータ計測に係る要員，要員数，想定時間及び制限時間を以

下に示す。

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水

による冷却 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

35 時間 10 分 

以内 
35 時間 10 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

39 時間 

以内 
406 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（前処理建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

44 時間 30 分 

以内 
46 時間 5分 

建屋外対応班

の班員 
10 人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（前処理建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

43 時間 

以内 
44 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
10 人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（前処理建屋のセル

への導出経路の構築

の操作）

建屋対策班 

の班員 
10 人 

40 時間 20 分 

以内 
40 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（前処理建屋の代替

セル排気系による対

応の操作）

建屋対策班 

の班員 
２人 

３時間 

以内 
32 時間 10 分 

内部ループへの通水

による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

12 時間 25 分 

以内 
12 時間 25 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

内部ループへの通水

による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

38 時間 40 分 

以内 
39 時間 35 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

内部ループへの通水

による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

44 時間 20 分 

以内 
45 時間 10 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

12 時間 

以内 
12 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

貯槽等への注水 

（分離建屋内部ルー

プ２,３の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
18 人 

69 時間 20 分 

以内 
69 時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

24 時間 50 分 

以内 
24 時間 50 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

45 時間 50 分 

以内 
47 時間 

建屋外対応班

の班員 
８人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

55 時間 40 分 

以内 
62 時間５分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応 

（分離建屋内部ルー

プ１のセルへの導出

経路の構築の操作） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応 

（分離建屋内部ルー

プ２,３のセルへの

導出経路の構築の操

作） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

49 時間 30 分 

以内 
66 時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応 

（分離建屋の代替セ

ル排気系による対応

の操作） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

２時間 

以内 
５時間 10 分 

内部ループへの通水

による冷却 

（精製建屋） 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（精製建屋） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

9 時間 

以内 
9 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（精製建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

25 時間 20 分 

以内 
25 時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（精製建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

31 時間 

以内 
31 時間 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応 

（精製建屋のセルへ

の導出経路の構築の

操作） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応 

（精製建屋の代替セ

ル排気系による対応

の操作） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

５時間 15 分 

以内 
５時間 40 分 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水

による冷却 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
12 人 

16 時間 50 分 

以内 
16 時間 50 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
８人 

17 時間 

以内 
17 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

24 時間 30 分 

以内 
24 時間 40 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の

セルへの導出経路の

構築の操作）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

13 時間 50 分 

以内 
14 時間 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の

代替セル排気系よる

対応の操作）

建屋対策班 

の班員 
４人 

３時間 10 分 

以内 
14 時間 

内部ループへの通水

による冷却 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
16 人 

17 時間 

以内 
19 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
18 人 

14 時間 15 分 

以内 
14 時間 15 分 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
20 人 

27 時間 45 分 

以内 
27 時間 50 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋のセルへ

の導出経路の構築の

操作）

建屋対策班 

の班員 
４人 

19 時間 15 分 

以内 
19 時間 25 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の代替セ

ル排気系による対応

の操作）

建屋対策班 

の班員 
８人 

11 時間 45 分 

以内 
12 時間 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

38 時間 10 

分以内 
39 時間５分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（前処理建屋）

建屋対策班 

の班員 
12 人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（分離建屋，機器圧

縮空気自動供給ユニ

ットへの切替え） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

３時間 10 分 

以内 
３時間 10 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（分離建屋、圧縮空

気自動供給貯槽及び

機器圧縮空気自動供

給ユニットからの圧

縮空気の供給がない

貯槽等の場合） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（分離建屋，圧縮空

気手動供給ユニット

からの供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

６時間 

以内 
11 時間 45 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（分離建屋、可搬型

空気圧縮機からの圧

縮空気の供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

６時間 

以内 
６時間 25 分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（分離建屋）

建屋対策班 

の班員 
６人 

４時間５分 

以内 
６時間 50 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（精製建屋，機器圧

縮空気自動供給ユニ

ットへの切替え） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

３時間 

以内 
３時間 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（精製建屋、圧縮空

気自動供給貯槽及び

機器圧縮空気自動供

給ユニットからの圧

縮空気の供給がない

貯槽等の場合） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

６時間 45 分 

以内 
７時間 15 分 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（精製建屋，圧縮空

気手動供給ユニット

からの供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

１時間 50 分 

以内 
１時間 50 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（精製建屋、可搬型

空気圧縮機からの圧

縮空気の供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 50 分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（精製建屋）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

５時間 15 分 

以内 
７時間 15 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，

機器圧縮空気自動供

給ユニットへの切替

え）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

３時間 

以内 
３時間 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，

可搬型空気圧縮機か

らの供給開始）

建屋対策班 

の班員 
２人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，

圧縮空気手動供給ユ

ニットからの供給開

始）

建屋対策班 

の班員 
６人 

１時間 10 分 

以内 
１時間 10 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋、

可搬型空気圧縮機か

らの圧縮空気の供給

開始）

建屋対策班 

の班員 
４人 

17 時間 40 分 

以内 
18 時間 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
18 人 

13 時間 55 分 

以内 
14 時間 15 分 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す

る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処

す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
16 人 

18 時間 40 分 

以内 
19 時間 50 分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
２人 

２時間 45 分 

以内 
14 時間 50 分 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の

た
め
の
手
順
等

燃料貯蔵プール等へ

の注水 

建屋対策班 

の班員 
８人 

21 時間 30 分 

以内 
21 時間 30 分 

燃料貯蔵プール等へ

の水のスプレイ 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

８時間 55 分 

以内 
14 時間 

燃料貯蔵プール等の

監視（燃料貯蔵プー

ル等への注水時）

建屋対策班 

の班員 
26 人 

21 時間 50 分 

以内 
22 時間 30 分 

燃料貯蔵プール等の

監視（燃料貯蔵プー

ル等への水のスプレ

イ時）

建屋対策班 

の班員 
26 人 

８時間 20 分 

以内 
９時間 30 分 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

２時間 30 分 

以内 
３時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（精製建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

４時間 30 分 

以内 
10 時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（分離建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

６時間 30 分 

以内 
14 時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋外対応班

の班員 
４人 

15 時間 30 分 

以内 
18 時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制（高レベル

廃液ガラス固化建

屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

17 時間 

以内 
22 時間 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（前処理建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

20 時間 20 分 

以内 

139 時間 

30 分 

燃料貯蔵プール等へ

の大容量の注水によ

る工場等外への放射

線の放出抑制 

建屋外対応班

の班員 
12 人 

３時間 40 分 

以内 
５時間 30 分 

再処理施設の各建物

周辺における航空機

衝突による航空機燃

料火災及び化学火災

の対応 

建屋外対応班

の班員 
６人 

２時間 

以内 
２時間 20 分 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必

要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

第２貯水槽を水の補

給源とした，第１貯

水槽への水の補給 

建屋外対応班 

の班員 
10 人 

１時間 

以内 
３時間 

敷地外水源を水の補

給源とした，第１貯

水槽への水の補給 

建屋外対応班 

の班員 
４人 

３時間 

以内 
７時間 

内的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等の発生

時に計器故障した場合の手順 

重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器によるパラ

メータ計測に係る要員，要員数，想定時間及び制限時間を以

下に示す。

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
等

可溶性中性子吸収材

の自動供給 

（前処理建屋，未臨

界への移行の成否判

断及び未臨界の維持

の確認） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

可溶性中性子吸収材

の自動供給 

（精製建屋，未臨界

への移行の成否判断

及び未臨界の維持の

確認） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

臨界事故により発生

する放射線分解水素

の掃気 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

臨界事故により発生

する放射線分解水素

の掃気 

（精製建屋） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発

生時に計器故障した場合の手順と同様。 

放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手

順等 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等 

工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等 

重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等 

外的事象による安全機能の喪失

及び内的事象のうち全交流動力

電源の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合の手段 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発

生時に計器故障した場合の手順と同様。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

重大事故等時のパラメータを監

視及び記録する手順 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30 分 

以内 
22 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

1 時間 30分 

以内 

(第１保管庫・

貯水所) 

1 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

９時間 

以内 

(第２保管庫・

貯水所) 

９時間 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 10 分 

以内 

(中央制御室) 

３時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

６時間 50 分 

以内 

(前処理建屋) 

６時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

４時間 20 分 

以内 

(分離建屋) 

４時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 45 分 

以内 

(精製建屋) 

３時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

４時間 55 分 

以内 

(ウラン・プル

トニウム混合脱

硝建屋)

４時間 55 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

６時間 15 分 

以内 

(高レベル廃液

ガラス固化建

屋) 

６時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

22 時間 30 分 

以内 

(使用済燃料の

受入れ施設及び

貯蔵施設の制御

室) 

※２

建屋対策班 

の班員 
24 人 

22 時間 30 分 

以内 

(使用済燃料受

入れ・貯蔵建

屋) 

22 時間 30 分 

再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合に必要な情報

を把握するための手順

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発

生時に計器故障した場合の手順，重大事故等時のパラメータ

を監視及び記録する手順と同様。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（9／13） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流

電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器

が故障した場合又は計測範囲を超過した場合の対応，計器電源の喪

失時の対応，計測結果を監視及び記録するための手順を整備する。 

手順の整備に当たっては，重大事故等時に監視することが必要な

パラメータの使用目的を考慮し，これに要求される制限時間に対し

て十分な余裕をもって計測することを基本方針とする。 

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所において必

要な情報を把握するための手順を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類 

重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握することが重要で

ある。当該重大事故等に対処するために把握することが必要なパラ

メータとして，使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準の作業手順に用いるパラメータ及び

有効性評価の監視項目に係るパラメータ（以下「抽出パラメータ」

という。）を抽出する。 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を成功させるために監視することが必要なパラメータを主

要パラメータとして分類する。抽出パラメータのうち，電源設備の

受電状態，重大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとして分類する。 

主要パラメータは，再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

（以下「重要監視パラメータ」という。）と再処理施設の状態を間

接監視又は推定するパラメータ（以下「重要代替監視パラメータ」

という。）に分類する。重要監視パラメータを計測する設備を重要

計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は常設計器

を使用する。重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代替計

器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は常設計器を

使用する。 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，重要監

視パラメータを計測する可搬型計器の故障又は計

測範囲の超過により，計測することが困難となっ

た場合※，重要代替監視パラメータとして重要監

視パラメータと同一物理量のパラメータを計測す

る異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）

を可搬型計器にて計測する手段又は，重要監視パ

ラメータを換算等により推定するための重要代替

監視パラメータを可搬型計器にて計測する手順に

着手する。 

※計器の指示値に，以下のような変化があった場

合 

・平常運転時や事故時に想定される値から，大き

な変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の

差が大きい場合 

・指示値が計測範囲外にある場合 

 

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，重要監

視パラメータを計測する常設計器の故障（計装配

管が損傷した場合を含む）又は計測範囲の超過に

より，計測することが困難となった場合※１，重要

監視パラメータを可搬型計器にて計測する手段及

び重要代替監視パラメータを他チャンネルの常設

計器にて計測する手段に着手する。 

※１ 計器の指示値に，以下のような変化があっ

た場合 

・平常運転時や事故時に想定される値から，大き

な変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の

差が大きい場合 

・指示値が計測範囲外にある場合 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

計
測
に
必
要
な
電
源
の
喪
失
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び 

内
的
事
象
の
う
ち
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を

要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，計器電

源が喪失し，制御室においてパラメータの監視が

できない場合，全交流動力電源喪失及び直流電源

喪失により計器の電源が喪失した場合には，重要

監視パラメータを可搬型計器にて計測する手順に

着手する。 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び
内
的
事
象
の
う
ち 

全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合において，中央制

御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室並びに緊急時対策所で重要パラメータの監視

ができない場合，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情

報把握計装設備の可搬型情報収集装置により，計

測結果を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視及び記録するために伝送する手順に着

手する。伝送された計測結果は「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測

制御装置」の可搬型情報表示装置及び「リ．（４）（ⅸ）

（e）緊急時対策建屋情報把握設備」の情報表示装置

により監視し，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の可搬

型情報収集装置及び「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置により記録する。 

ただし，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情報把握計

装設備の設置が完了するまでの間及び継続監視の

必要がないパラメータは，「リ．（４）（ⅹ）（e）代替通信連

絡設備」の代替通信連絡設備を使用して制御室又

は緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙に記録

する。 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順 

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が

発
生
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行

を実施責任者が判断した場合において，内的事象

による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の監視

制御盤，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の安全系監視

制御盤，「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋情報把握設

備」のデータ収集装置及び「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対

策建屋情報把握設備」のデータ表示装置にて重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの監

視，記録を行う手順に着手する。「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測

制御装置」の安全系監視制御盤は監視のみに使用

する。 

「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の監視制御盤，「ヘ．

（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の安全系監視制御盤は中央

制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室，「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋情報把握

設備」のデータ収集装置及び「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時

対策建屋情報把握設備」のデータ表示装置は緊急

時対策所において監視，記録する。 

 

再
処
理
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝

突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合 

大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行

を実施責任者が判断した場合において，中央制御

室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室又は緊急時対策所でパラメータ監視が必要

な場合，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情報把握計

装設備により中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で必

要な情報を把握する手順に着手する。 
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（つづき） 

9. 事故時の計装に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の

状
態
把
握 

主要パラメータを計測する設備は，重大事故等

時における再処理施設の状態を把握できる計測範

囲を有する設計とする。 

確
か
ら
し
さ
の

考
慮 

重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重

要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮

し，計測に当たっての優先順位を定める。 

圧
縮
空
気
の
供

給 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために圧縮空気を用いる場合，可搬

型空気ボンベ，圧縮空気設備の一部により必要な

圧縮空気を供給する。 

重
大
事
故
等
の
対
処
に

用
い
る
設
備
へ
の
給
油 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために情報把握計装設備可搬型発電

機，けん引車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

を用いる場合，当該設備の近傍に設置したドラム

缶より，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等により

燃料を補給する。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

外的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等の発生

時に計器故障した場合の手順 

重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器によるパラ

メータ計測に係る要員，要員数，想定時間及び制限時間を以

下に示す。

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水

による冷却 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

35 時間 10 分 

以内 
35 時間 10 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

39 時間 

以内 
406 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（前処理建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

44 時間 30 分 

以内 
46 時間 5分 

建屋外対応班

の班員 
10 人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（前処理建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

43 時間 

以内 
44 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
10 人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（前処理建屋のセル

への導出経路の構築

の操作）

建屋対策班 

の班員 
10 人 

40 時間 20 分 

以内 
40 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（前処理建屋の代替

セル排気系による対

応の操作）

建屋対策班 

の班員 
２人 

３時間 

以内 
32 時間 10 分 

内部ループへの通水

による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

12 時間 25 分 

以内 
12 時間 25 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

内部ループへの通水

による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

38 時間 40 分 

以内 
39 時間 35 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

内部ループへの通水

による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

44 時間 20 分 

以内 
45 時間 10 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

12 時間 

以内 
12 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

貯槽等への注水 

（分離建屋内部ルー

プ２,３の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
18 人 

69 時間 20 分 

以内 
69 時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

24 時間 50 分 

以内 
24 時間 50 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

冷却コイル等への通

水による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

45 時間 50 分 

以内 
47 時間 

建屋外対応班

の班員 
８人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

55 時間 40 分 

以内 
62 時間５分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（分離建屋内部ルー

プ１のセルへの導出

経路の構築の操作）

建屋対策班 

の班員 
８人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（分離建屋内部ルー

プ２,３のセルへの

導出経路の構築の操

作）

建屋対策班 

の班員 
８人 

49 時間 30 分 

以内 
66 時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（分離建屋の代替セ

ル排気系による対応

の操作）

建屋対策班 

の班員 
２人 

２時間 

以内 
５時間 10 分 

内部ループへの通水

による冷却 

（精製建屋） 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（精製建屋） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

9 時間 

以内 
9 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（精製建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

25 時間 20 分 

以内 
25 時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（精製建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

建屋対策班 

の班員 
６人 

31 時間 

以内 
31 時間 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（精製建屋のセルへ

の導出経路の構築の

操作）

建屋対策班 

の班員 
６人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（精製建屋の代替セ

ル排気系による対応

の操作）

建屋対策班 

の班員 
12 人 

５時間 15 分 

以内 
５時間 40 分 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水

による冷却 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
12 人 

16 時間 50 分 

以内 
16 時間 50 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
８人 

17 時間 

以内 
17 時間 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

24 時間 30 分 

以内 
24 時間 40 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の

セルへの導出経路の

構築の操作）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

13 時間 50 分 

以内 
14 時間 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の

代替セル排気系よる

対応の操作）

建屋対策班 

の班員 
４人 

３時間 10 分 

以内 
14 時間 

内部ループへの通水

による冷却 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
16 人 

17 時間 

以内 
19 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

貯槽等への注水 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
18 人 

14 時間 15 分 

以内 
14 時間 15 分 

建屋外対応班

の班員 
２人 

冷却コイル等への通

水による冷却 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
20 人 

27 時間 45 分 

以内 
27 時間 50 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋のセルへ

の導出経路の構築の

操作）

建屋対策班 

の班員 
４人 

19 時間 15 分 

以内 
19 時間 25 分 

建屋外対応班

の班員 
８人 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の代替セ

ル排気系による対応

の操作）

建屋対策班 

の班員 
８人 

11 時間 45 分 

以内 
12 時間 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

38 時間 10 

分以内 
39 時間５分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（前処理建屋）

建屋対策班 

の班員 
12 人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（分離建屋，機器圧

縮空気自動供給ユニ

ットへの切替え） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

３時間 10 分 

以内 
３時間 10 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（分離建屋、圧縮空

気自動供給貯槽及び

機器圧縮空気自動供

給ユニットからの圧

縮空気の供給がない

貯槽等の場合） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（分離建屋，圧縮空

気手動供給ユニット

からの供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

６時間 

以内 
11 時間 45 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（分離建屋、可搬型

空気圧縮機からの圧

縮空気の供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

６時間 

以内 
６時間 25 分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（分離建屋）

建屋対策班 

の班員 
６人 

４時間５分 

以内 
６時間 50 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（精製建屋，機器圧

縮空気自動供給ユニ

ットへの切替え） 

建屋対策班 

の班員 
８人 

３時間 

以内 
３時間 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（精製建屋、圧縮空

気自動供給貯槽及び

機器圧縮空気自動供

給ユニットからの圧

縮空気の供給がない

貯槽等の場合） 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

６時間 45 分 

以内 
７時間 15 分 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（精製建屋，圧縮空

気手動供給ユニット

からの供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

１時間 50 分 

以内 
１時間 50 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（精製建屋、可搬型

空気圧縮機からの圧

縮空気の供給開始） 

建屋対策班 

の班員 
４人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 50 分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（精製建屋）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

５時間 15 分 

以内 
７時間 15 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，

機器圧縮空気自動供

給ユニットへの切替

え）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

３時間 

以内 
３時間 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，

可搬型空気圧縮機か

らの供給開始）

建屋対策班 

の班員 
２人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，

圧縮空気手動供給ユ

ニットからの供給開

始）

建屋対策班 

の班員 
６人 

１時間 10 分 

以内 
１時間 10 分 

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋、

可搬型空気圧縮機か

らの圧縮空気の供給

開始）

建屋対策班 

の班員 
４人 

17 時間 40 分 

以内 
18 時間 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋対策班 

の班員 
14 人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

水素爆発を未然に防

止するための空気の

供給 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
18 人 

13 時間 55 分 

以内 
14 時間 15 分 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す

る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処

す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発の再発を防

止するための空気の

供給 

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
16 人 

18 時間 40 分 

以内 
19 時間 50 分 

セルへの導出経路の

構築及び代替セル排

気系による対応

（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

建屋対策班 

の班員 
２人 

２時間 45 分 

以内 
14 時間 50 分 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の

た
め
の
手
順
等

燃料貯蔵プール等へ

の注水 

建屋対策班 

の班員 
８人 

21 時間 30 分 

以内 
21 時間 30 分 

燃料貯蔵プール等へ

の水のスプレイ 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

８時間 55 分 

以内 
14 時間 

燃料貯蔵プール等の

監視（燃料貯蔵プー

ル等への注水時）

建屋対策班 

の班員 
26 人 

21 時間 50 分 

以内 
22 時間 30 分 

燃料貯蔵プール等の

監視（燃料貯蔵プー

ル等への水のスプレ

イ時）

建屋対策班 

の班員 
26 人 

８時間 20 分 

以内 
９時間 30 分 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

２時間 30 分 

以内 
３時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（精製建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

４時間 30 分 

以内 
10 時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（分離建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

６時間 30 分 

以内 
14 時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

建屋外対応班

の班員 
４人 

15 時間 30 分 

以内 
18 時間 30 分 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制（高レベル

廃液ガラス固化建

屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

17 時間 

以内 
22 時間 

放水設備による大気

中への放射性物質の

放出抑制 

（前処理建屋） 

建屋外対応班

の班員 
４人 

20 時間 20 分 

以内 

139 時間 

30 分 

燃料貯蔵プール等へ

の大容量の注水によ

る工場等外への放射

線の放出抑制 

建屋外対応班

の班員 
12 人 

３時間 40 分 

以内 
５時間 30 分 

再処理施設の各建物

周辺における航空機

衝突による航空機燃

料火災及び化学火災

の対応 

建屋外対応班

の班員 
６人 

２時間 

以内 
２時間 20 分 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必

要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

第２貯水槽を水の補

給源とした，第１貯

水槽への水の補給 

建屋外対応班 

の班員 
10 人 

１時間 

以内 
３時間 

敷地外水源を水の補

給源とした，第１貯

水槽への水の補給 

建屋外対応班 

の班員 
４人 

３時間 

以内 
７時間 

内的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等の発生

時に計器故障した場合の手順 

重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器によるパラ

メータ計測に係る要員，要員数，想定時間及び制限時間を以

下に示す。

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
等

可溶性中性子吸収材

の自動供給 

（前処理建屋，未臨

界への移行の成否判

断及び未臨界の維持

の確認） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

可溶性中性子吸収材

の自動供給 

（精製建屋，未臨界

への移行の成否判断

及び未臨界の維持の

確認） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

臨界事故により発生

する放射線分解水素

の掃気 

（前処理建屋） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

臨界事故により発生

する放射線分解水素

の掃気 

（精製建屋） 

建屋対策班 

の班員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発

生時に計器故障した場合の手順と同様。 

放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手

順等 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等 

工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等 

重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等 

外的事象による安全機能の喪失

及び内的事象のうち全交流動力

電源の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合の手段 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発

生時に計器故障した場合の手順と同様。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

重大事故等時のパラメータを監

視及び記録する手順 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30 分 

以内 
22 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

1 時間 30分 

以内 

(第１保管庫・

貯水所) 

1 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

９時間 

以内 

(第２保管庫・

貯水所) 

９時間 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 10 分 

以内 

(中央制御室) 

３時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

６時間 50 分 

以内 

(前処理建屋) 

６時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

４時間 20 分 

以内 

(分離建屋) 

４時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 45 分 

以内 

(精製建屋) 

３時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

４時間 55 分 

以内 

(ウラン・プル

トニウム混合脱

硝建屋)

４時間 55 分 

建屋対策班 

の班員 
３人 

６時間 15 分 

以内 

(高レベル廃液

ガラス固化建

屋) 

６時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

22 時間 30 分 

以内 

(使用済燃料の

受入れ施設及び

貯蔵施設の制御

室) 

※２

建屋対策班 

の班員 
24 人 

22 時間 30 分 

以内 

(使用済燃料受

入れ・貯蔵建

屋) 

22 時間 30 分 

再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合に必要な情報

を把握するための手順

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発

生時に計器故障した場合の手順，重大事故等時のパラメータ

を監視及び記録する手順と同様。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力
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9. 事故時の計装に関する手順等 

【要求事項】 

１  再処理事業者において、重大事故等が発生し、計測機器

（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障に

より当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において

当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

２  再処理事業者において、再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズ ムが発生した場合において

も必要な情報を把握するために 必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

 

【解釈】  

１ 第１項に規定する「当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合においても当該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するために必要な手順等」とは、例えば、テ

スターと換算表を用いて必要な計測を行うこと又はこれと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき重大事故等対

策を成功させるために把握することが必要な再処理施設の
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状態を意味する。 

２  第１項に規定する「故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を

把握する」については，発生する事故の特徴から、作業可

能な状態が比較的長時間確保できる可能性がある場合に

は、施設の遠隔操作に代えて、緊急時のモニタや施設制

御を現場において行うための手順等を整備することを含

む。 
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 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直

流電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータを計測することが困難と

なった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するた

め，計器が故障した場合又は計測範囲を超過した場合の対応，計

器電源の喪失時の対応，計測結果を監視及び記録するための対処

設備を整備する。 

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握するための対処設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明す

る。 
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 ａ . 対応手段と設備の選定 

 (ａ ) 対応手段と設備の選定の考え方 

   重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握する

ことが重要である。当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータとして，技術的能力審査基準のう

ち，以下の手順から抽出パラメータを抽出する。 

・1.臨界事故の拡大を防止するための手順等 

・ 2.冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等 

・ 3.放射線分解により発生する水素による爆発に対処す

るための手順等 

・ 4.有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手

順等 

・5.使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

・ 6.工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等 

・7.重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

・8.電源の確保に関する手順等 

・9.事故時の計装に関する手順等 

   なお，技術的能力審査基準のうち，以下の作業手順で用い

るパラメータは，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対

策等を実施するための手順では用いないため，各々の手順に

おいて整理する。 

・10.制御室の居住性等に関する手順等 
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・11.監視測定等に関する手順等 

・12.緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

・13.通信連絡に関する手順等 

   抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策等を成功させるために監視することが必要なパ

ラメータを主要パラメータとして分類する。また，抽出パラ

メータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の

運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメ

ータを補助パラメータとして分類する。 

   主要パラメータは，重要監視パラメータと重要代替監視パ

ラメータに分類する。 

   重要監視パラメータを計測することが困難となった場合

には，重要代替監視パラメータを用いて重要監視パラメータ

を間接監視又は推定する手段を整備する。 

主要パラメータは，重大事故等に対処するための設備と

して，常設計器及び可搬型計器を用いて計測する。重要監視

パラメータを計測する設備を重要計器とし，重大事故等の発

生要因に応じて可搬型計器又は常設計器を使用する。重要代

替監視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，重大

事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は常設計器を使用

する。また，常設計器及び可搬型計器は，計測方式に応じて

設計基準事故に対処するための設備である計測制御設備の

計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装配管」という。）

を使用する。パラメータの計測に使用する設備を第９－１表，

重大事故時に必要なパラメータの選定フローを第９－１図
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に示す。 

計測結果による監視機能の喪失要因についてフォールト

ツリー分析を実施したうえで，監視機能喪失の要因である計

器の故障（計装配管が損傷した場合を含む）又は計測範囲を

超過した場合及び計器電源喪失により主要パラメータを計

測することが困難となった場合において，主要パラメータの

推定に必要なパラメータを用いて対応する手段を整備する。

監視機能喪失のフォールトツリー分析を第９－２図に示す。 

   以上の分類にて整理した主要パラメータを計測する重大

事故等対処設備を選定する。さらに，主要パラメータを監視

及び記録するために必要となる重大事故等対処設備を選定

するとともに，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測

又は監視し，記録する手順を整備する。重大事故時のパラメ

ータを監視及び記録する手順の概要を第９－３図に示す。 

   また、再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合において、必要な情報を把握す

るために必要な設備を選定するとともに，必要な情報を把握

する手順を整備する。事故時に必要な計装に関する手順を第

９－２表に示す。 

   重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための

対応手段及び自主対策設備を選定する。 

   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

だけでなく，事業指定基準規則第四十三条及び技術基準規則

第三十七条の要求機能を満足する設備が網羅されているこ

とを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 
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 (ｂ ) 対応手段と設備の選定の結果 

   フォールトツリー分析の結果，監視不能となる要因として

計器故障（計装配管が損傷した場合を含む）又は計測範囲を

超過した場合並びに全交流動力電源喪失及び直流電源喪失

による計器電源の喪失を想定する。 

 

  ⅰ．パラメータを計測する計器故障時に再処理施設の状態を

把握するための手段及び設備 

  (ⅰ ) 対応手段 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パラメータを計測

する可搬型計器が故障した場合（計装配管が損傷した場

合を含む）又は計測範囲を超過した場合は，重要代替監視

パラメータとして他チャンネルを可搬型計器にて計測す

る手段又は，重要監視パラメータを換算等により推定す

るための重要代替監視パラメータを可搬型計器にて計測

する手段がある。本手順に使用する設備は以下の通り。 

     

・計装配管 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 
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・けん引車 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

※１ 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

 

    内的事象による安全機能の喪失を要因とし重大事故等

が発生した場合において，重要監視パラメータを計測する

常設計器が故障した場合（計装配管が損傷した場合を含む）

又は計測範囲を超過した場合は，重要監視パラメータを可

搬型計器にて計測する手段及び重要代替監視パラメータ

を他チャンネルの常設計器にて計測する手段がある。本手

順に使用する設備は以下のとおり。 

     

・常設計器 

・計装配管 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型計器 ※ ２  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 
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・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 

・けん引車 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室）  

※２ 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    フォールトツリー分析の結果により選定した，重要監視

パラメータを計測する計器の故障時に再処理施設の状態

を把握するための設備として，重大事故等が発生した場合

における常設計器，計装配管，安全圧縮空気系（設計基準

対象の施設と兼用），一般圧縮空気系（設計基準対象の施

設と兼用），電気設備（設計基準対象の施設と兼用），可搬

型計器，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬

型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット，けん

引車，「添付書類六 9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可

搬型空気圧縮機，「添付書類六 9.2 電気設備」の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び「添付書

類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備可搬型発電機

を重大事故等対処設備とする。 
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    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第三十七条に要

求される事項が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを把握することができる。 

 

  ⅱ．計測に必要な計器の電源が喪失した場合の手段及び設備 

  (ⅰ ) 対応手段 

    外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した

場合において，全交流動力電源及び直流電源の喪失により

監視機能が喪失した場合は，重要監視パラメータを可搬型

計器にて計測する手段及び共通電源車による復電によっ

て重要監視パラメータを常設計器にて計測する手段があ

る。本手順に使用する設備は以下のとおり。 

 

・常設計器 

・計装配管 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 
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・けん引車 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・共通電源車（添付書類六 9.2 電気設備） 

※1 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    フォールトツリー分析の結果により選定した，計器電源

喪失時に重要監視パラメータを計測するための設備とし

て，常設計器，計装配管，安全圧縮空気系（設計基準対象

の施設と兼用），一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と

兼用），可搬型計器，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユ

ニット，けん引車，「添付書類六 9.3.2.1 代替安全圧縮

空気系」の可搬型空気圧縮機，「添付書類六 9.2 電気設

備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，

「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備可搬

型発電機を，重大事故等対処設備とする。 

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第三十七条に要

求される事項が全て網羅されている。 
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    以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメータ

を把握することができる。 

    また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・共通電源車（添付書類六 9.2 電気設備） 

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が機

能維持している場合，共通電源車が健全であれば，再処理

施設の状況によっては事故対応に有効である。 

 

  ⅲ．重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段及び

設備 

  (ⅰ ) 対応手段 

    外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した

場合において，「添付書類六 6.2.5 制御室」の，情報把

握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，

精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，制御建屋

可搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装
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設備可搬型発電機（以下「情報把握計装設備」という。）

並びに「添付書類六 9.2 電気設備」の前処理建屋可搬

型発電機等にて，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視及び記録する手段がある。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備は以下のとおり。 

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六 

6.2.5 制御室） 

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・情報収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・情報表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・前処理建屋可搬型情報収集装置（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 
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・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設

備） 

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六 9.2 電気設備） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六 9.2 電気設備） 

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

・代替通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

 

    重大事故等が発生した場合において，可搬型計器により

測定したパラメータは，「添付書類六 6.2.5 制御室」の
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情報把握計装設備が設置されるまで，「添付書類六 9.17 

通信連絡設備」の通信連絡設備及び「添付書類六  9.17 

通信連絡設備」の代替通信連絡設備を用いて中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急

時対策所に連絡し，記録用紙に記録する手順を整備する。 

    可搬型計器により計測したパラメータは，実施組織要員

が 1 時間 30 分以内の頻度で確認し監視する。 

 

    内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，「添付書

類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書類六 6.2.5 

制御室」の安全系監視制御盤，「添付書類六 9.16 緊急

時対策所」のデータ収集装置及び「添付書類六 9.16 緊

急時対策所」のデータ表示装置にて重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを監視及び記録する手段があ

る。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備は以下のとおり。 

・監視制御盤（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・安全系監視制御盤 ※ １ （添付書類六 6.2.5 制御室） 

・データ収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・データ表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・直流電源設備（添付書類六 9.2 電気設備） 

・計測制御用交流電源設備（添付書類六 9.2 電気設

備） 
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※１ 監視のみに使用する設備 

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備として，「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統，「添付書類六 6.2.5 

制御室」の建屋間伝送用無線装置，「添付書類六 9.16 緊

急時対策所」の情報収集装置，「添付書類六 9.16 緊急

時対策所」の情報表示装置を重大事故等対処設備として設

置する。  

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書

類六 6.2.5 制御室」の安全系監視制御盤，「添付書類六 

9.16 緊 急 時 対 策 所 」 の デ ー タ収 集 装置 ，「 添 付 書 類 六 

9.16 緊 急 時 対 策 所 」 の デ ー タ表 示 装置 ，「 添 付 書 類 六 

9.2 電気設備」の直流電源設備，「添付書類六 9.2 電

気設備」の計測制御用交流電源設備，「添付書類六 9.17 

通信連絡設備」の通信連絡設備を重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備，

「添付書類六 9.2 電気設備」の前処理建屋可搬型発電

機，「添付書類六 9.2 電気設備」の分離建屋可搬型発電

機，「添付書類六 9.2 電気設備」のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機，「添付書類六 9.2 電気設

備」の高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，「添付

書類六 9.2 電気設備」の制御建屋可搬型発電機，「添付
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書類六 9.2 電気設備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機，「添付書類六 9.17 通信連絡設

備」の代替通信連絡設備を重大事故等対処設備として配備

する。 

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第三十七条に要

求される事項が全て網羅されている。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に

有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

 

  ⅳ．再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握する手段及

び設備 

  (ⅰ ) 対応手段 

    再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合，常設計器，可搬型計器及び情

報把握計装設備を用いて，中央制御室，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策所において

必要な情報を把握する手段がある。 

    必要な情報の把握に使用する設備は以下のとおり。 

・常設計器 

・計装配管 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 
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・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 

・けん引車 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六 

6.2.5 制御室） 

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・情報収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・情報表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・データ収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・データ表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・前処理建屋可搬型情報収集装置（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装
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置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 

・監視制御盤（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・安全系監視制御盤 ※ ２ （添付書類六 6.2.5 制御室） 

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設

備） 

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六 9.2 電気設備） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六 9.2 電気設備） 

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 
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・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・直流電源設備（添付書類六 9.2 電気設備） 

・計測制御用交流電源設備（添付書類六 9.2 電気設

備） 

・通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

・代替通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

※１ 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

※２ 監視のみに使用する設備 

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合に必要な情報を把握する設備

として，常設計器，計装配管，安全圧縮空気系（設計基準

対象の施設と兼用），一般圧縮空気系（設計基準対象の施

設と兼用），電気設備（設計基準対象の施設と兼用），「添

付書類六  6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書類六 

6.2.5 制御室」の安全系監視制御盤，「添付書類六 9.2 

電気設備」の直流電源設備，「添付書類六 9.2 電気設備」

の計測制御用交流電源設備，「添付書類六 9.16 緊急時

対策所」のデータ収集装置，「添付書類六 9.16 緊急時

対策所」のデータ表示装置及び「添付書類六 9.17 通信

連絡設備」の通信連絡設備を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用
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屋内伝送系統，「添付書類六 6.2.5 制御室」の建屋間伝

送用無線装置，「添付書類六 9.16 緊急時対策所」の情

報収集装置，「添付書類六 9.16 緊急時対策所」の情報

表示装置及び「添付書類六 9.17 通信連絡設備」の代替

通信連絡設備を重大事故等対処設備として設置する。 

    可搬型計器,可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット，

けん引車，「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装

設備，「添付書類六 9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可

搬型空気圧縮機，「添付書類六 9.2 電気設備」の前処理

建屋可搬型発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」の分離

建屋可搬型発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，「添付書類

六 9.2 電気設備」の高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」の制御建屋可搬

型発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機並びに「添付書類六 

9.17 通信連絡設備」の代替通信連絡設備を重大事故等対

処設備として配備する。 

 

  ⅴ．手順等 

    上記ⅰ．からⅳ．により選定した対応手段に係る手順を

整備する。 

    これらの手順は，重大事故等時における実施組織要員に

よる一連の対応として「重大事故等発生時対応手順書」に

51 1192



定める。臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備

のタイムチャートを第９－４図から第９－５図，冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備

のタイムチャートを第９－６図から第９－10 図，放射線

分解により発生する水素による爆発に対処するために必

要な計装設備のタイムチャートを第９－11 図から第９－

15 図，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設

備のタイムチャートを第９－16 図，工場等外への放射性

物質等の放出を抑制するために必要な計装設備のタイム

チャートを第９－17 図，重大事故等への対処に必要とな

る水の供給に必要な計装設備のタイムチャートを第９－

18 図に示す。 

 

 ｂ．重大事故等時の手順等 

 (ａ ) パラメータを計測する計器が故障した場合（計装配管が

損傷した場合を含む）又は計測範囲を超過した場合 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合の手順 

    重要監視パラメータを計測する可搬型計器の故障（計装

配管が損傷した場合を含む）又は計測範囲の超過により，

計測することが困難となった場合に備え，重要代替監視パ

ラメータとして他チャンネルを可搬型計器にて計測する

手段又は，重要監視パラメータを換算等により推定するた

めの重要代替監視パラメータを可搬型計器にて計測する

手段を整備する。 

52 1193



 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準 

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合において，重要監視パラメータを計

測する可搬型計器が故障した場合 ※ 。 

※計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

    ・平常運転時や事故時に想定される値から，大きな変動

がある場合 

    ・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大

きい場合 

    ・指示値が計測範囲外にある場合 

 

  (ⅱ ) 使用する設備 

    本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・計装配管 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 

・けん引車 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 
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・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

※１ 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

 

  (ⅲ ) 操作手順 

    計器故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①実施組織要員は，重要監視パラメータを可搬型計器

により計測する。 

②実施組織要員は，読み取った指示値が正常であるこ

とを，計測範囲内にあること及びプラント状況によ

りあらかじめ推定される値との間に大きな差異がな

いことにより確認する。 

③実施責任者は，計器故障（計装配管が損傷した場合を

含む）又は計測範囲の超過により重要監視パラメー

タの計測ができない場合には，あらかじめ選定した

重要代替監視パラメータによる計測を実施組織要員

に指示する。 

④実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に

報告する。 

⑤重要代替監視パラメータのうち，可搬型計器による

計測手順は，以下のとおり。また，火山の影響により，

降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事

前の対応作業として可搬型発電機，可搬型空気圧縮

機等の建屋内への移動および除灰作業の準備を実施

する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作
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業を実施する。 

 

   １ ） 貯槽等の温度，凝縮器出口の排気温度，燃料貯蔵プー

ル等の温度の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計のテスターを設計基準事故に対処

するための設備である計測制御設備の温度検出器の端

子に接続し，温度表示操作を行う。 

   ｂ ） 実施組織要員は，温度検出器の断線等の故障により，

温度が指示されない場合は，計測制御設備の温度検出器

を計装配管から引き抜く。燃料貯蔵プール等の温度につ

いては，計装配管からの引き抜きは不要である。 

   ｃ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計を計装配管に挿入する。挿入した可

搬型温度計に可搬型温度計のテスターを接続し，現在の

貯槽等の温度を把握する。燃料貯蔵プール等の温度のう

ち，サーミスタ及び測温抵抗体についてはテスターの接

続は不要である。 

   d） 温度計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

るため，「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装

設備用屋内伝送系統と接続する。 

   e） 可搬型温度計の電源は，「添付書類六 6.2.5 制御室」

の 情 報 把 握 計 装 設 備 か ら 給 電 を 行 う 。「 添 付 書 類 六 

6.2.5 制御室」の情報把握計装設備から給電する前は，
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可搬型温度計のテスターに内蔵されている乾電池によ

り表示を行う。主要パラメータのうち，本手順に適用す

るパラメータは，以下のとおり。 

・貯槽等温度 

・凝縮器出口排気温度 

・燃料貯蔵プール等水温 

 

   2） 貯槽等の液位，漏えい液受皿の液位，凝縮水回収セル

又は凝縮水槽の液位，圧縮空気手動供給ユニット接続系

統の圧力の計測 

   a） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を各貯槽又はセル内の液位計測の

ために設置している計装配管に接続する。 

   ｂ ） 可搬型液位計はエアパージ式液位計であり，実施組織

要員は，計測のために必要な圧縮空気を可搬型空気ボン

ベ に よ り 可 搬 型 液 位 計 に 供 給 す る 。「 添 付 書 類 六 

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮機に

よ り 空気 の 供 給 準備 が 完 了 し た 場 合 は ，「 添 付 書 類 六 

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮機の

空気供給系統にホースを接続して可搬型液位計に供給

する。 

   c） 可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液位に応じた差圧

値を表示する指示計と，貯槽又はセル内の液密度に応じ

た差圧値を表示する指示計及び伝送する必要があるパ

ラメータを計測する可搬型液位計は差圧値に応じた電
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気信号を出力する伝送器を搭載する。 

   d） 実施組織要員は，指示計の差圧値を換算表により換算

し液位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり外

部電源は不要である。また，伝送器は実施組織要員が「添

付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内

伝送系統と接続する。 

e） 可搬型液位計の電源は，「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備から電源供給を受け，中央制御室

及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・貯槽等液位 

・凝縮水回収セル液位 

・凝縮水槽液位 

・漏えい液受皿液位 

・圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力 

 

   ３ ） セル導出ユニットフィルタの差圧，代替セル排気系フ

ィルタの差圧の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型フィルタ差圧計を，重大事故等の対処のた

めに使用するフィルタユニットに設ける接続箇所へ接

続する。 

   ｂ ）  可搬型フィルタ差圧計はフィルタ差圧に応じた差圧

値を表示する指示計と，伝送する必要があるパラメータ
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を計測する可搬型フィルタ差圧計は差圧値に応じた電

気信号を出力する伝送器を搭載する。 

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することに

より電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情

報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・セル導出ユニットフィルタ差圧 

・代替セル排気系フィルタ差圧 

 

   ４ ） 内部ループ通水及び冷却コイルの圧力，セル導出経路

の圧力，導出先セルの圧力，圧縮空気自動供給貯槽の圧

力，圧縮空気自動供給ユニットの圧力，機器圧縮空気自

動供給ユニットの圧力，水素掃気系統圧縮空気の圧力，

かくはん系統圧縮空気の圧力，放水砲の圧力の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型圧力計を，常設貯槽又は可搬型ユニットに

設ける接続箇所へ接続する。 

   ｂ ）  可搬型圧力計は圧力に応じた圧力値を表示する指示

計と，伝送する必要があるパラメータを計測する可搬型

圧力計は圧力値に応じた電気信号を出力する伝送器を

搭載する。 

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，
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伝送器は実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することに

より電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情

報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・内部ループ通水圧力 

・冷却コイル圧力 

・セル導出経路圧力 

・導出先セル圧力 

・圧縮空気自動供給貯槽圧力 

・圧縮空気自動供給ユニット圧力 

・機器圧縮空気自動供給ユニット圧力 

・水素掃気系統圧縮空気の圧力 

・かくはん系統圧縮空気圧力 

・放水砲圧力 

 

   ５ ） 凝縮器通水の流量，冷却コイル通水の流量，内部ルー

プ通水の流量，貯槽等注水の流量，建屋給水の流量，貯

槽掃気圧縮空気の流量，セル導出ユニットの流量，代替

注水設備の流量，スプレイ設備の流量，放水砲の流量，

第１貯水槽給水の流量の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型流量計を，可搬型建屋内ホースの経路，可

搬型ユニット又は常設計装配管の接続箇所へ接続する。 

59 1200



   ｂ ） 可搬型流量計は，乾電池又は充電池により動作し流量

を指示する。 

   ｃ ） 可搬型流量計は実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 

制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する

ことにより電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所

へ情報伝送する。なお，乾電池式又は充電池式であり，

外部電源が喪失した場合でも計測が可能である。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・凝縮器通水流量 

・冷却コイル通水流量 

・内部ループ通水流量 

・貯槽等注水流量 

・建屋給水流量 

・貯槽掃気圧縮空気流量 

・セル導出ユニット流量 

・代替注水設備流量 

・スプレイ設備流量 

・放水砲流量 

・第１貯水槽給水流量 

 

   ６ ）  燃料貯蔵プール等の水位の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を使用済燃料貯蔵槽の液位計測の
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ために設置する。可搬型液位計には，超音波式，メジャ

ー式，電波式及びエアパージ式があり，超音波式及びメ

ジャー式については，可搬型計測ユニット等が設置され

る前に使用する。 

   ｂ ） エアパージ式の水位計については，実施組織要員が，

計測のために必要な圧縮空気を可搬型計測ユニット用

空気圧縮機に可搬型ホースを接続して可搬型液位計に

供給する。 

   ｃ ） 可搬型液位計のうち，電波式及びエアパージ式は，使

用済燃料貯蔵槽の液位に応じた電気信号を出力する。 

   ｄ ）  実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」の情

報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することにより

電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送

する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・燃料貯蔵プール等水位 

 

   ７ ）  貯水槽の水位の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型液位計を第１貯水槽又は第２貯水槽の液位計測のた

めに設置する。 

   ｂ ） 可搬型液位計にはロープ式と電波式があり，ロープ式

は読み取り式であるため外部電源は不要である。電波式
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については可搬型情報収集装置より電源を供給する。 

   ｃ ） ロープ式は，可搬型情報収集装置が配備される前に使

用する。電波式は可搬型情報収集装置が配備された後に

継続して伝送するために設置する。 

   ｄ ） 電波式は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置又

は第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・貯水槽水位 

 

   ８ ）  膨張槽の液位の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，常設貯槽に設置されている点検口の

閉止フランジを取り外し，建屋内又は外部保管エリアに

保管している可搬型膨張槽液位計の測定用ロープを膨

張槽内へ投入する。 

   ｂ ）  可搬型膨張槽液位計は点検口から水面までの高さに

応じた値を読み取る測定用ロープと巻取り部により構

成する。測定ロープは読み取り式であるため外部電源は

不要である。 

   ｃ ） 実施組織要員は，可搬型膨張槽液位計の測定用ロープ

の値を読み取り，読み取った値を実施責任者に報告する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・膨張槽液位 
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   ９ ）  貯槽等水素の濃度の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型水素濃度計を，常設貯槽に設ける接続箇所

へ接続する。 

   ｂ ）  可搬型水素濃度計は水素濃度に応じた水素濃度値の

表示及び水素濃度値に応じた電気信号を出力する指示

計ユニットを搭載する。 

   ｃ ）  指 示 計 ユ ニ ッ ト は ， 実 施 組 織 要 員 が 「 添 付 書類 六 

6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と

接続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊

急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・貯槽等水素濃度 

 

   1 0）  排水の線量の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型冷却水排水線量計を，可搬型排水受槽の近

傍に運搬する。 

   ｂ ） 可搬型冷却水排水線量計は，乾電池又は充電池により

動作し排水の線量を指示する。 

   ｃ ） 可搬型冷却水排水線量計は，実施組織要員が「添付書

類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送

系統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室
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及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・排水線量 

 

   1 1）  空間の線量率の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型燃料貯蔵プール空間線量率計，可搬型空冷ユニット，

可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状

態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間

線量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気

圧縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を

用いて運搬する。 

   ｂ ） 可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計は，実施組織要員

が可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することによ

り電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝

送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・燃料貯蔵プール等空間線量率 

 

   1 2）  燃料貯蔵プールの状態の監視 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット，可
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搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態

監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用

いて運搬する。 

   ｂ ） 燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，実施組織要員が

可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより

電源供給を受け，可搬型空冷ユニットへ画像伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

     ・燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ） 

 

   1 3）  建屋内の線量率の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型建屋内線量率計を各建屋内線量計測のために運搬す

る。 

   ｂ ） 可搬型建屋内線量率計は，乾電池又は充電池により動

作し計測した線量率を指示する。 

   ｃ ） 可搬型建屋内線量率計は，実施組織要員が「添付書類

六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送系

統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室及

び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・建屋内線量率 
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   1 4）  重大事故等の対処に用いる設備への給油 

   ａ ） 実施組織要員は，「添付書類六 6.2.5 制御室」の情

報把握計装設備可搬型発電機，けん引車，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機の近傍に準備したドラム缶の蓋を

開け，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等により燃料を補

給する。 

   ｂ ） 建屋外対策班は，附属タンクの油面計等により，給油

量を確認し，燃料の補給を終了する。なお，火山降灰時

には，ドラム缶の燃料を携行缶等を用いて発電機等へ供

給する。 

   ｃ ） 建屋外対応班は，可搬型発電機等の連続運転を継続さ

せるために，発電機等の運転時間の補給間隔に応じて，

操作手順a)～b)を繰り返す。 

 

  (ⅳ ) 操作の成立性 

    本手順に係る操作の成立性は第５－２表に示す。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線量管

理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 
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  (ⅴ ) 重要代替監視パラメータでの推定方法 

計器故障により，可搬型計器の接続による重要監視パ

ラメータの計測ができない場合には，重要代替監視パラメ

ータによる推定を行う。 

    推定に当たっては，関連する重要代替監視パラメータを

確認し，得られた情報の中から有効な情報を評価すること

で，再処理施設の状況を把握する。 

    重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要代替監

視パラメータと重要監視パラメータの相関性の高さ，検出

器の種類及び使用環境条件等を踏まえた確からしさを考

慮し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。 

    重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの

推定ケースは以下のとおり。 

・他チャンネルへの接続によりパラメータを計測する。 

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定

する。 

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推定

する。 

・可搬型設備の計測用であり，対象パラメータの計測が

困難とならないものについては，重要代替監視パラ

メータは設定しない。 

 

  (ⅵ ) 重大事故等時の対応手段の選択 

    重要代替監視パラメータでの対応手段の優先順位を以

下に示す。 
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・他チャンネルにより計測できる場合は，他チャンネルの

計器により重要監視パラメータを計測する。 

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定する。 

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推定する。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合の手順 

    重要監視パラメータを計測する常設計器の故障（計装配

管が損傷した場合を含む）又は計測範囲の超過により，計

測することが困難となった場合に備え，重要監視パラメー

タを可搬型計器にて計測する手段及び重要代替監視パラ

メータを他チャンネルの常設計器にて計測する手段を整

備する。 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実

施責任者が判断した場合において，重要監視パラメータを

計測する常設計器が故障した場合 ※ １ 。 

    ※１ 計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・平常運転時や事故時に想定される値から，大きな変動

がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大

きい場合 

・指示値が計測範囲外にある場合 

 

  (ⅱ ) 使用する設備 
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計器が故障した場合に使用する設備は以下のとおり。 

・常設計器 

・計装配管 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 

・けん引車 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室）  

※１ 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

 

  (ⅲ ) 操作手順 

計器故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①  実施組織要員は，重要監視パラメータについて，常設

計器により計測する。 

②  実施組織要員は，読み取った指示値が正常であるこ
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とを，計測範囲内にあること及びプラント状況によ

りあらかじめ推定される値との間に大きな差異がな

いことにより確認する。 

③計器故障により重要監視パラメータの計測が できな

い場合には，実施責任者は，可搬型計器による重要監

視パラメータを計測又は常設計器による重要代替監

視パラメータの計測を実施組織要員に指示する。 

④実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に報

告する。 

⑤主要パラメータのうち，可搬型計器による計測手順は，

以下のとおり。また，火山の影響により，降灰予報（「や

や多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業と

して可搬型発電機，可搬型空気圧縮機等の建屋内への

移動および除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

 

   １ ）  貯槽の放射線レベルの計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型放射線レベル計を各建屋内線量計測のために運搬す

る。 

   ｂ ） 放射線レベル計は，充電池により動作し計測した線量

を指示する指示計を有する。 

   ｃ ）  実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」の情

報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することにより

電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝
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送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・放射線レベル 

 

 

   ２ ） 貯槽等の温度，凝縮器出口の排気温度，燃料貯蔵プー

ル等の温度の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計のテスターを設計基準事故に対処

するための設備である計測制御設備の温度検出器の端

子に接続し，温度表示操作を行う。 

   ｂ ） 実施組織要員は，温度検出器の断線等の故障により，

温度が指示されない場合は，計測制御設備の温度検出器

を計装配管から引き抜く。燃料貯蔵プール等の温度につ

いては，計装配管からの引き抜きは不要である。 

   ｃ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計を計装配管に挿入する。挿入した可

搬型温度計に可搬型温度計のテスターを接続し，現在の

貯槽等の温度を把握する。燃料貯蔵プール等の温度のう

ち，サーミスタ及び測温抵抗体についてはテスターの接

続は不要である。 

   ｄ ） 温度計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

るため，「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装
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設備用屋内伝送系統と接続する。 

   ｅ ） 可搬型温度計の電源は，「添付書類六 6.2.5 制御室」

の 情 報 把 握 計 装 設 備 か ら 給 電 を 行 う 。「 添 付 書 類 六 

6.2.5 制御室」の情報把握計装設備から給電する前は，

可搬型温度計のテスターに内蔵されている乾電池によ

り表示を行う。主要パラメータのうち，本手順に適用す

るパラメータは，以下のとおり。 

・貯槽等温度 

・凝縮器出口排気温度 

・燃料貯蔵プール等水温 

 

３ ）  貯槽等の液位,漏えい液受皿の液位,凝縮水回収セル

又は凝縮水槽の液位，圧縮空気手動供給ユニット接

続系統の圧力の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を各貯槽又はセル内の液位計測の

ために設置している計装配管に接続する。 

   ｂ ） 可搬型液位計はエアパージ式液位計であり，実施組織

要員は，計測のために必要な圧縮空気を可搬型空気ボン

ベ に よ り 可 搬 型 液 位 計 に 供 給 す る 。「 添 付 書 類 六 

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮機に

よ り 空気 の 供 給 準備 が 完 了 し た 場 合 は ，「 添 付 書 類 六 

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮機の

空気供給系統にホースを接続して可搬型液位計に供給

する。 
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   ｃ ） 可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液位に応じた差圧

値を表示する指示計と，貯槽又はセル内の液密度に応じ

た差圧値を表示する指示計及び伝送する必要があるパ

ラメータを計測する可搬型液位計は差圧差に応じた電

気信号を出力する伝送器を搭載する。 

   ｄ ） 実施組織要員は，指示計の差圧値を換算表により換算

し液位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり外

部電源は不要である。また，伝送器は実施組織要員が「添

付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内

伝送系統と接続する。 

e） 可搬型液位計の電源は，「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備から電源供給を受け，中央制御室

及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・貯槽等液位 

・凝縮水回収セル液位 

・凝縮水槽液位 

・漏えい液受皿液位 

・圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力 

 

   ４ ） セル導出ユニットフィルタの差圧，代替セル排気系フ

ィルタの差圧の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型フィルタ差圧計を，重大事故等の対処のた
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めに使用するフィルタユニットに設ける接続箇所へ接

続する。 

   ｂ ）  可搬型フィルタ差圧計はフィルタ差圧に応じた差圧

値を表示する指示計と，伝送する必要があるパラメータ

を計測する可搬型フィルタ差圧計は差圧値に応じた電

気信号を出力する伝送器を搭載する。 

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することに

より電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情

報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・セル導出ユニットフィルタ差圧 

・代替セル排気系フィルタ差圧 

 

   ５ ） 内部ループ通水及び冷却コイルの圧力，セル導出経路

の圧力，導出先セルの圧力，圧縮空気自動供給貯槽の圧

力，圧縮空気自動供給ユニットの圧力，機器圧縮空気自

動供給ユニットの圧力，水素掃気系統圧縮空気の圧力，

かくはん系統圧縮空気の圧力，放水砲の圧力の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型圧力計を，常設貯槽又は可搬型ユニットに

設ける接続箇所へ接続する。 

   ｂ ）  可搬型圧力計は圧力に応じた圧力値を表示する指示
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計と，伝送する必要があるパラメータを計測する可搬型

圧力計は圧力値に応じた電気信号を出力する伝送器を

搭載する。 

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することに

より電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情

報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・内部ループ通水圧力 

・冷却コイル圧力 

・セル導出経路圧力 

・導出先セル圧力 

・圧縮空気自動供給貯槽圧力 

・圧縮空気自動供給ユニット圧力 

・機器圧縮空気自動供給ユニット圧力 

・水素掃気系統圧縮空気の圧力 

・かくはん系統圧縮空気圧力 

・放水砲圧力 

 

   ６ ） 凝縮器通水の流量，冷却コイル通水の流量，内部ルー

プ通水の流量，貯槽等注水の流量，建屋給水の流量，貯

槽掃気圧縮空気の流量，セル導出ユニットの流量，代替

注水設備の流量，スプレイ設備の流量，放水砲の流量，
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第１貯水槽給水の流量の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型流量計を，可搬型建屋内ホースの経路，可

搬型ユニット又は常設計装配管の接続箇所へ接続する。 

   ｂ ） 可搬型流量計は，乾電池又は充電池により動作し流量

を指示する。 

   ｃ ） 可搬型流量計は実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 

制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する

ことにより電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所

へ情報伝送する。なお，乾電池式又は充電池式であり，

外部電源が喪失した場合でも計測が可能である。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・凝縮器通水流量 

・冷却コイル通水流量 

・内部ループ通水流量 

・貯槽等注水流量 

・建屋給水流量 

・貯槽掃気圧縮空気流量 

・セル導出ユニット流量 

・代替注水設備流量 

・スプレイ設備流量 

・放水砲流量 

・第１貯水槽給水流量 
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７ ）  燃料貯蔵プール等の水位の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を使用済燃料貯蔵槽の液位計測の

ために設置する。可搬型液位計には，超音波式，メジャ

ー式，電波式及びエアパージ式があり，超音波式及びメ

ジャー式については，可搬型計測ユニット等が設置され

る前に使用する。 

   ｂ ） エアパージ式の水位計については，実施組織要員が，

計測のために必要な圧縮空気を可搬型計測ユニット用

空気圧縮機に可搬型ホースを接続して可搬型液位計に

供給する。 

   ｃ ） 可搬型液位計のうち,電波式及びエアパージ式は，使

用済燃料貯蔵槽の液位に応じた電気信号を出力する。 

   ｄ ）  実施組織要員が「添付書類六 6.2.5 制御室」の情

報把握計装設備用屋内伝送系統と接続することにより

電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送

する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・燃料貯蔵プール等水位 

 

８ ）  貯水槽の水位の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬
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型液位計を第１貯水槽又は第２貯水槽の液位計測のた

めに設置する。 

   ｂ ） 可搬型液位計にはロープ式と電波式があり，ロープ式

は読み取り式であるため外部電源は不要である。電波式

については可搬型情報収集装置より電源を供給する。 

   ｃ ） ロープ式は，可搬型情報収集装置が配備される前に使

用する。電波式は可搬型情報収集装置が配備された後に

継続して伝送するために設置する。 

   ｄ ） 電波式は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置又

は第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・貯水槽水位 

 

   ９ ）  膨張槽の液位の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，常設貯槽に設置されている点検口の

閉止フランジを取り外し，建屋内又は外部保管エリアに

保管している可搬型膨張槽液位計の測定用ロープを膨

張槽内へ投入する。 

   ｂ ）  可搬型膨張槽液位計は点検口から水面までの高さに

応じた値を読み取る測定用ロープと巻取り部により構

成する。測定ロープは読み取り式であるため外部電源は

不要である。 

   ｃ ） 実施組織要員は，可搬型膨張槽液位計の測定用ロープ
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の値を読み取り，読み取った値を実施責任者に報告する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・膨張槽液位 

 

   1 0）  貯槽等水素の濃度の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型水素濃度計を，常設貯槽に設ける接続箇所

へ接続する。 

   ｂ ）  可搬型水素濃度計は水素濃度に応じた水素濃度値の

表示及び水素濃度値に応じた電気信号を出力する指示

計ユニットを搭載する。 

   ｃ ）  指 示 計 ユ ニ ッ ト は ， 実 施 組 織 要 員 が 「 添 付 書類 六 

6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と

接続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊

急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・貯槽等水素濃度 

 

   1 1）  排水の線量の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型冷却水排水線量計を，可搬型排水受槽の近

傍に運搬する。 

   ｂ ） 可搬型冷却水排水線量計は，乾電池又は充電池により
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動作し排水の線量を指示する。 

   ｃ ） 可搬型冷却水排水線量計は，実施組織要員が「添付書

類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送

系統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室

及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・排水線量 

 

 

1 2）  空間の線量率の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型燃料貯蔵プール空間線量率計，可搬型空冷ユニット，

可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状

態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間

線量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気

圧縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を

用いて運搬する。 

   ｂ ） 可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計は，実施組織要員

が可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することによ

り電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝

送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 
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・燃料貯蔵プール等空間線量率 

 

   1 3）  燃料貯蔵プールの状態の監視 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット，可

搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態

監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用

いて運搬する。 

   ｂ ） 燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，実施組織要員が

可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより

電源供給を受け，可搬型空冷ユニットへ画像伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

     ・燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ） 

 

   1 4）  建屋内の線量率の計測 

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型建屋内線量率計を各建屋内線量計測のために運搬す

る。 

   ｂ ） 可搬型建屋内線量率計は，乾電池又は充電池により動

作し計測した線量率を指示する。 

   ｃ ） 可搬型建屋内線量率計は，実施組織要員が「添付書類

六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送系
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統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室及

び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。 

・建屋内線量率 

 

 

1５ ）  重大事故等の対処に用いる設備への給油 

   ａ ） 実施組織要員は，「添付書類六 6.2.5 制御室」の情

報把握計装設備可搬型発電機，けん引車，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機の近傍に準備したドラム缶の蓋を

開け，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等により燃料を補

給する。 

   ｂ ） 建屋外対策班は，附属タンクの油面計等により，給油

量を確認し，燃料の補給を終了する。なお，火山降灰時

には，ドラム缶の燃料を携行缶等を用いて発電機等へ供

給する。 

   ｃ ） 建屋外対応班は，可搬型発電機等の連続運転を継続さ

せるために，発電機等の運転時間の補給間隔に応じて，

操作手順a)～b)を繰り返す。 

 

  (ⅳ ) 操作の成立性 

    本手順に係る操作の成立性は第５－２表に示す。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動
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時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線量管

理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10mSv

以下とすることを目安に管理する。 

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

 

  (ⅴ ) 重要代替監視パラメータでの推定方法 

    重要監視パラメータを計測する常設計器の故障により，

重要監視パラメータの計測ができない場合には，常設計器

の他チャンネルにより重要代替監視パラメータの計測を

行う。 

 

  (ⅵ ) 重大事故等時の対応手段の選択 

    他チャンネルの計器により重要代替監視パラメータを

計測する。 

 

 (ｂ ) 計測に必要な電源の喪失 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場

合の手段 

    全交流動力電源喪失及び直流電源喪失により計器の電

源が喪失した場合には，重要監視パラメータを可搬型計器

にて計測することにより，再処理施設の状態を把握する。 

    また，「8. 電源の確保に関する手順等」に示す自主対

策設備である，共通電源車による非常用電源設備又は常用
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電源設備の電源を供給する措置を講じる。 

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準 

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合において，計器電源が喪失し，制御

室においてパラメータの監視ができない場合。 

 

  (ⅱ ) 使用する設備 

    本対応で使用する設備は以下の通り。 

・常設計器 

・計装配管 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 

・けん引車 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 
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・共通電源車（添付書類六 9.2 電気設備） 

※1 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

 

  (ⅲ ) 操作手順 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する操作手順は，「 ( a )ⅰ． (ⅲ )操作手順」と同様である。 

 

  (ⅳ ) 操作の成立性 

    操作の成立性は，「 ( a )ⅰ． (ⅳ )操作の成立性」と同様であ

る。 

 

  (ｖ ) 共通電源車による給電 

    全交流電源喪失及び直流電源喪失により計器の電源が

喪失し，制御室において主要パラメータの監視が不能とな

った場合に，共通電源車を配備する手順を整備する。 

    本対応で用いる手順等については，「8. 電源の確保に

関する手順等」に示す。 

 

 ( c ) 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場

合の手段 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，

「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備の可

搬型情報収集装置により，計測結果を中央制御室，使用済
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燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対

策所において監視及び記録するために伝送する。伝送され

た計測結果は「添付書類六 6.2.5 制御室」の可搬型情

報表示装置及び「添付書類六 9.16 緊急時対策所」の情

報表示装置により監視し，「添付書類六 6.2.5 制御室」

の可搬型情報収集装置及び「添付書類六 9.16 緊急時対

策所」の情報収集装置により記録する。 

    ただし，「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装

設備の設置が完了するまでの間及び継続監視の必要がな

いパラメータは，「添付書類六 9.17 通信連絡設備」の

代替通信連絡設備を使用して制御室又は緊急時対策所へ

情報を伝達し，記録用紙に記録する。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測結果の監視及び記録について整理する。 

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準 

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合において，中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所

で重要パラメータの監視ができない場合。 

 

  (ⅱ ) 使用する設備 

    パラメータの監視及び記録に使用する設備は以下のと

おり。 

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六 
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6.2.5 制御室） 

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・情報収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・情報表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・前処理建屋可搬型情報収集装置（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 
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6.2.5 制御室） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設

備） 

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六 9.2 電気設備） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六 9.2 電気設備） 

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

・代替通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備 

 

  (ⅲ ) 操作手順 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備に

よる再処理施設の情報把握についての手順の概要は以下

のとおり。また，火山の影響により，降灰予報（「やや多

量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として可搬

型発電機の建屋内への移動および除灰作業の準備を実施

する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を

実施する。 
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①「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備

の設置優先順位の判断 

重大事故等が発生している再処理施設の状況を確認

し，「添付書類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添

付書類六 6.2.5 制御室」の安全系監視制御盤，「添付

書類六  9.16 緊急時対策所」のデータ収集装置及び

「添付書類六 9.16 緊急時対策所」のデータ表示装

置にてパラメータの監視及び記録が可能か確認を行う。

「添付書類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書

類六 6.2.5 制御室」の安全系監視制御盤，「添付書類

六 9.16 緊急時対策所」のデータ収集装置及び「添付

書類六  9.16 緊急時対策所」のデータ表示装置が使

用できない場合は，「添付書類六 6.2.5 制御室」の

情報把握計装設備を設置する優先順位の判断及び決定

を行う。 

「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備

を設置する優先順位の決定結果に基づき，中央制御室

での可搬型情報表示装置及び可搬型情報収集装置の設

置 を 最 優 先 と し ， そ の 後 各 建 屋 で の 「 添 付 書 類 六 

6.2.5 制御室」の情報把握計装設備の設置を行う。 

 

②「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備 

の配備 

外部保管エリアに保管している「添付書類六 6.2.5

 制御室」の可搬型情報収集装置を，前処理建屋，分離

89 1230



建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所については建屋入口近傍に，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋については，「添付書類六 6.2.

5 制御室」の可搬型情報収集装置を搭載した可搬型監

視ユニットを建屋近傍に配備する。使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室には，「添付書類六 6.2.

5 制御室」の可搬型情報表示装置を配備する。可搬型

計器と使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に配備した「添付書類

六 6.2.5 制御室」の可搬型情報収集装置を「添付書

類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備用屋内伝送

系統及び建屋間伝送用無線設備と接続し，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に配備した「添付書類六 6.2.5 制御

室」の可搬型情報収集装置から中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所に情報伝送を行う。なお，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室には，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の情報を伝送する。 

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所について

は，建屋近傍に「添付書類六 6.2.5 制御室」の可搬

型情報収集装置を配備する。第１保管庫・貯水所及び第
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２保管庫・貯水所に配備した「添付書類六 6.2.5 制

御室」の可搬型情報収集装置から，中央制御室，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時

対策所に情報を伝送する。 

制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の「添付書類六 6.

2.5 制御室」の可搬型情報収集装置並びに中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の「添

付書類六 6.2.5 制御室」の可搬型情報表示装置の電

源は，「添付書類六 9.2 電気設備」の制御建屋可搬型

発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」の前処理建屋可

搬型発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」の分離建屋

可搬型発電機，「添付書類六 9.2 電気設備」のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，「添付書

類六 9.2 電気設備」の高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機並びに「添付書類六 9.2 電気設備」の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機か

ら給電する。第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所の「添付書類六 6.2.5 制御室」の可搬型情報収集

装置の電源は「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把

握計装設備発電機から給電する。「添付書類六 6.2.5

 制御室」の情報把握計装設備発電機への給油は，「添

付書類六 9.14 補機駆動用燃料補給設備」の補機駆

動用燃料補給設備から給油する。 
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③  情報監視 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に配備した「添付書類六 6.2.5 制御室」

の可搬型情報収集装置から伝送された情報は，中央制

御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

に配備した「添付書類六 6.2.5 制御室」の可搬型情

報表示装置及び緊急時対策所に設置する「添付書類六

 9.16 緊急時対策所」の情報表示装置を使用して監

視する。また，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所への情報伝送

準備ができるまでの間は，「添付書類六 9.17 通信連

絡設備」の代替通信連絡設備を使用して中央制御室，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊

急時対策所へ情報を伝達する。 

 

  (ⅳ ) 操作の成立性 

    上記の操作は，建屋外の実施組織要員 29 人体制にて作

業した場合，第１保管庫・貯水所については１時間 30 分

以内，第２保管庫・貯水所については９時間以内，中央

制御室については３時間 10 分以内，前処理建屋について

は６時間 50 分以内，分離建屋については４時間 20 分以

内，精製建屋については３時間 45 分以内，ウラン・プル
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トニウム混合脱硝建屋については４時間 55 分以内，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋については６時間 15 分以内，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室については 22 時間 30 分以内に

配備可能である。情報把握計装設備のタイムチャートを

第９－１９図，情報把握計装設備のアクセスルート図を

第９－20 図から第９－29 図に示す。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。 

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。 

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。 

 

  (ⅴ ) 機能の健全性 

    制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所への，「添付書類六 6.2.5 制御室」の

可搬型情報収集装置の配備完了及び中央制御室，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への，「添付書類六 

6.2.5 制御室」の可搬型情報表示装置の配備完了後に，
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「添付書類六 9.17 通信連絡設備」の代替通信連絡設備

を使用して中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室並びに緊急時対策所に情報伝送されている

ことの確認を行う。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合の手段 

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータの監視及び記録は「添付書類六 6.2.5 制御

室」の監視制御盤，「添付書類六 6.2.5 制御室」の安全

系監視制御盤，「添付書類六 9.16 緊急時対策所」のデ

ータ収集装置及び「添付書類六 9.16 緊急時対策所」の

データ表示装置にて行う。「添付書類六 6.2.5 制御室」

の安全系監視制御盤は監視のみに使用する。 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書

類六 6.2.5 制御室」の安全系監視制御盤は中央制御室

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，

「添付書類六 9.16 緊急時対策所」のデータ収集装置及

び「添付書類六 9.16 緊急時対策所」のデータ表示装置

は緊急時対策所において監視，記録する。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測結果の記録について整理する。 

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準 
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    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合において中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室でパラメータ監

視が可能な場合。 

 

  (ⅱ ) 使用する設備 

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの監視及び記録する設備は以下のと

おり。 

・監視制御盤（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・安全系監視制御盤 ※ １ （添付書類六 6.2.5 制御室） 

・データ収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・データ表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・直流電源設備（添付書類六 9.2 電気設備） 

・計測制御用交流電源設備（添付書類六 9.2 電気設

備） 

※１ 監視のみに使用する設備 

 

  (ⅲ ) 操作手順 

    実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，「添付書

類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書類六 6.2.5 

制御室」の安全系監視制御盤，「添付書類六 9.16 緊急

時対策所」のデータ収集装置，「添付書類六 9.16 緊急

時対策所」のデータ表示装置による情報監視，記録を行う。 
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  (ⅳ ) 操作の成立性 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の監視制御盤，「添付書

類六 6.2.5 制御室」の安全系監視制御盤，「添付書類六 

9.16 緊 急 時 対 策 所 」 の デ ー タ収 集 装置 ，「 添 付 書 類 六 

9.16 緊急時対策所」のデータ表示装置は，特別な技量を

要することなく容易に操作が可能である。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。 

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

 

 (ｄ ) 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握するための手

順 

   再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合において，「添付書類六 6.2.5 制

御室」の情報把握計装設備により中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で必

要な情報を把握する。 

 

  ⅰ．手順着手の判断基準 
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    大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，安全機能

喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施責任者が判

断した場合において中央制御室並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策所でパラメ

ータ監視が必要な場合。 

 

  ⅱ．使用する設備 

    本対応で使用する設備は以下のとおり。 

・常設計器 

・計装配管 

・可搬型計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット 

・可搬型監視ユニット 

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

・可搬型空冷ユニット 

・けん引車 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型空気圧縮機（添付書類六 9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

・情報把握計装設備可搬型発電機（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六 

6.2.5 制御室） 
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・建屋間伝送用無線装置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・情報収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・情報表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・データ収集装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・データ表示装置（添付書類六 9.16 緊急時対策所） 

・前処理建屋可搬型情報収集装置（添付書類六 6.2.5 

制御室） 

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  6.2.5 

制御室） 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六 6.2.5 制御室） 

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 
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・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六 

6.2.5 制御室） 

・監視制御盤（添付書類六 6.2.5 制御室） 

・安全系監視制御盤 ※ ２ （添付書類六 6.2.5 制御室） 

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設

備） 

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六 9.2 電気設備） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六 9.2 電気設備） 

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六 9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六 9.2 電気設備） 

・直流電源設備（添付書類六 9.2 電気設備） 

・計測制御用交流電源設備（添付書類六 9.2 電気設

備） 

・通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

・代替通信連絡設備（添付書類六 9.17 通信連絡設備） 

※１ 計測用ボンベ，充電池及び乾電池を含む 

※２ 監視のみに使用する設備 

 

  ⅲ．操作手順 

    大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合

において，必要な情報を把握する手順として，以下のとお
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り。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する操作手順は，「(a)ⅰ．(ⅲ)操作手順」，「(a)ⅱ．(ⅲ)

操作手順」及び「(b)ⅰ．(ⅲ)操作手順」と同様である。 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備に

よる再処理施設の情報把握についての手順の概要は「(c)

ⅰ． (ⅲ)操作手順」及び「(c)ⅱ．(ⅲ)操作手順」と同様

である。 

 

  ⅳ．操作の成立性 

パラメータ計測の操作の成立性は，「(a)ⅰ．(ⅳ)操作の

成立性」，「(a)ⅱ．(ⅳ)操作の成立性」及び「(b)ⅰ．(ⅳ)

操作の成立性」と同様である。 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備の

操作の成立性は，「(c)ⅰ．(ⅳ)操作の成立性」及び「(c)

ⅱ．(ⅳ)操作の成立性」と同様である。 

 

  ⅴ．機能の健全性 

    「添付書類六 6.2.5 制御室」の情報把握計装設備の

機能の健全性は，「(c)ⅰ．(ⅴ)機能の健全性」と同様であ

る。 

 

 ｃ．その他の手順項目にて考慮する手順 

   技術的能力審査基準 1.1，1.2，1.3，1.4，1.5，1.7，1.8，

1.9 については，各技術的能力審査基準において要求事項が
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あるため，以下のとおり各々の手順において整備する。 

重要計器又は重要代替パラメータの監視に関する手順は，

「1. 臨界事故の拡大を防止するための手順等」，「2. 冷却

機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等」，「3. 

放射線分解により発生する水素による爆発に対処するため

の手順等」，「4. 有機溶媒等による火災又は爆発に対処する

ための手順等」，「5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等」にて整備する。 

   全交流動力電源喪失，計器電源喪失時の自主対策設備の電

源 車 等 を 用 い た 代 替 電 源 確 保 に 関 す る 手 順 は ，「 b.(b)．

ⅰ.(v)」に記載のとおり，「8. 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 
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臨界検知用放射線検出器【常設】

廃ガス貯留設備の圧力計【常設】

廃ガス貯留設備の流量計【常設】

廃ガス貯留設備の放射線モニタ【常設】

溶解槽圧力計【常設】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

ガンマ線用サーベイメータ【可搬型】

中性子線用サーベイメータ【可搬型】

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計【可搬型】

貯槽液位計【常設】

貯槽温度計【常設】

溶液密度計【常設】

放射線レベル計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

フィルタ差圧計【常設】

圧縮空気受入圧力計【常設】

室差圧計【常設】

可搬型貯槽温度計【可搬型】

貯槽温度計【常設】

可搬型冷却水流量計【可搬型】

可搬型冷却コイル通水流量計【可搬型】

可搬型貯槽液位計【可搬型】

貯槽液位計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

可搬型機器注水流量計【可搬型】

可搬型凝縮器出口排気温度計【可搬型】

可搬型凝縮水通水流量計【可搬型】

可搬型凝縮水槽液位計【可搬型】

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計【可搬型】

可搬型フィルタ差圧計【可搬型】

可搬型膨張槽液位計【可搬型】

可搬型冷却コイル圧力計【可搬型】

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計【可搬型】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

混合廃ガス凝縮器入口圧力計【常設】

可搬型導出先セル圧力計【可搬型】

可搬型漏えい液受皿液位計【可搬型】

可搬型建屋供給冷却水流量計【可搬型】

可搬型冷却水排水線量計【可搬型】

室差圧計【常設】

安全冷却水放射線レベル計【常設】

安全冷却水系流量計（外部ループ）【常設】

安全冷却水系流量計（内部ループ）【常設】

安全冷却水系流量計（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系）【常設】

膨張槽液位計（外部ループ）【常設】

膨張槽液位計（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系）【常設】

運転予備負荷用一般冷却水系流量計【常設】

運転予備負荷用膨張槽液位計【常設】

可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計【可搬型】

圧縮空気自動供給貯槽圧力計【常設】

可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計【可搬型】

可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計【可搬型】

可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計【可搬型】

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計【可搬型】

貯槽掃気圧縮空気流量計【常設】

可搬型水素濃度計【可搬型】

可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計【可搬型】

水素掃気系統圧縮空気圧力計【常設】

可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計【可搬型】

可搬型セル導出ユニット流量計【可搬型】

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計【可搬型】

可搬型フィルタ差圧計【可搬型】

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計【可搬型】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

可搬型導出先セル圧力計【可搬型】

可搬型貯槽温度計【可搬型】

貯槽温度計【常設】

貯槽液位計【常設】

室差圧計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

設備名称

設備

構成する機器

機器グループ

計装設備

放射線分解により
発生する水素によ
る爆発に対処する
ための設備

計装設備

臨界事故の拡大を
防止するための設
備

冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対
処するための設備

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（１／４）

計装設備
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プルトニウム濃縮缶供給槽液位計【常設】

供給槽ゲデオン流量計【常設】

プルトニウム濃縮缶圧力計【常設】

プルトニウム濃縮缶気相部温度計【常設】

プルトニウム濃縮缶液相部温度計【常設】

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計【常設】

廃ガス貯留設備の圧力計【常設】

廃ガス貯留設備の流量計【常設】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

プルトニウム濃縮缶液位計【常設】

プルトニウム濃縮缶密度計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

フィルタ差圧計【常設】

室差圧計【常設】

圧縮空気受入圧力計【常設】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式）【可搬型】

燃料貯蔵プール等水位計【常設】

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）【可搬型】

燃料貯蔵プール等温度計【常設】

可搬型代替注水設備流量計【可搬型】

可搬型スプレイ設備流量計【可搬型】

可搬型空冷ユニットＡ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＢ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＣ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＤ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＥ【可搬型】

けん引車【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）【可搬型】

可搬型空冷ユニット用ホース【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース【可搬型】

可搬型計測ユニット【可搬型】

可搬型監視ユニット【可搬型】

可搬型計測ユニット用空気圧縮機【可搬型】

可搬型計測ユニット用空気圧縮機出口圧力計（機器付）【可搬型】

可搬型空冷ユニット出口圧力計（機器付）【可搬型】

可搬型空冷ユニット用冷却装置圧力計（機器付）【可搬型】

可搬型空冷ユニット用バルブユニット流量計（機器付）【可搬型】

監視カメラ入口空気流量計（機器付）【可搬型】

線量率計入口空気流量計（機器付）【可搬型】

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【常設】

燃料貯蔵プール等漏えい検知装置【常設】

プール水冷却系ポンプ出口流量計【常設】

補給水槽水位計【常設】

安全冷却水系冷却水循環ポンプ出口流量計【常設】

安全冷却水系冷却水循環ポンプ入口温度計【常設】

安全冷却水系膨張槽液位計【常設】

放射線監視設備 ガンマ線エリアモニタ【常設】

可搬型放水砲流量計【可搬型】

可搬型放水砲圧力計【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【可搬型】

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【常設】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）【可搬型】

可搬型建屋内線量率計【可搬型】

建屋供給冷却水流量計【可搬型】

可搬型中型移送ポンプ吐出圧力計【可搬型】

ガンマ線エリアモニタ【常設】

建屋内線量率計【常設】

可搬型貯水槽水位計（ロープ式）【可搬型】

可搬型貯水槽水位計（電波式）【可搬型】

貯水槽水位計【常設】

貯水槽温度計【常設】

可搬型第１貯水槽給水流量計【可搬型】

有機溶媒等による
火災又は爆発に対
処するための設備

計装設備

機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（２／４）

重大事故等への対
処に必要となる水
の供給設備

計装設備

使用済燃料貯蔵槽
の冷却等のための
設備

計装設備

放射線監視設備

工場等外への放射
性物質等の放出を
抑制するための設
備

計装設備
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前処理建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

前処理建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

分離建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

分離建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

制御建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

制御建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機電圧計【可搬型】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機燃料油計【可搬型】

電気設備
受電開閉設備・受
電変圧器

受電開閉設備154kV受電電圧計【常設】

ユーティリティ建屋6.9kV運転予備用主母線電圧計【常設】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

非常用電源建屋6.9kV非常用主母線Ａ電圧計【常設】

非常用電源建屋6.9kV非常用主母線Ｂ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV運転予備用母線C1電圧計【常設】

制御建屋6.9kV運転予備用母線C2電圧計【常設】

制御建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

制御建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

前処理建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

前処理建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

前処理建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

前処理建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

前処理建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

分離建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

分離建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

電気設備の所内高
圧系統

分離建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

精製建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

精製建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

精製建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

高レベル廃液ガラス固化建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

高レベル廃液ガラス固化建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

電気設備の所内高
圧系統

高レベル廃液ガラス固化建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

軽油用タンクローリ液位計【可搬型】

共通電源車発電機電圧計【可搬型】

第１非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＡ液位計【常設】

第１非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＢ液位計【常設】

第２非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＡ液位計【常設】

第２非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＢ液位計【常設】

D/G 用燃料油受入れ・貯蔵所（ G7 ）液位計（常設）【常設】

第１軽油貯槽液位計【常設】

第２軽油貯槽液位計【常設】

監視制御盤【常設】

安全系監視制御盤【常設】

情報収集装置【常設】

情報表示装置【常設】

データ収集装置【常設】

データ表示装置【常設】

モニタリングポスト【常設】

主排気筒モニタ【常設】

北換気筒モニタ【常設】

モニタリングポスト【可搬型】

主排気筒モニタ【可搬型】

北換気筒モニタ【可搬型】

電源設備

電気設備の所内低
圧系統

計装設備

電気設備の所内高
圧系統

電気設備の所内低
圧系統

電気設備の所内高
圧系統

電気設備の所内低
圧系統

電気設備の所内低
圧系統

電気設備の所内高
圧系統

燃料補給設備

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（３／４）

その他 監視測定設備

制御室

緊急時対策所

制御室における監
視設備

計装設備

機器グループ

設備

設備名称 構成する機器
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前処理建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

分離建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

精製建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

制御建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

制御建屋可搬型情報表示装置【可搬型】

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置【可搬型】

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置【可搬型】

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機電圧計【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機燃料油計【可搬型】

情報把握計装設備用屋内伝送系統【常設】

建屋間伝送用無線装置【常設】

情報把握計装設備情報把握計装設備

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（４／４）

機器グループ

設備

設備名称 構成する機器
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第９－２表 事故時に必要な計装に関する手順（１／２） 

 

  

分類 対応手段 対処設備 手順書 

監
視
機
能
喪
失
時 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ

る
把
握 

外的事象による安全機能の喪失 内的事象による安全機能の喪失 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

・計装配管 
・可搬型計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・可搬型空気圧縮機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 

・常設計器 
・計装配管 
・安全圧縮空気系 
・一般圧縮空気系 
・電気設備 
・可搬型計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・可搬型空気圧縮機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 

重
要
代
替
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
に

よ
る
推
定 

計
器
電
源
喪
失
時 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
把
握 

外的事象による安全機能の喪失 

内的事象のうち全交流動力電源の喪失 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

・常設計器 
・計装配管 
・安全圧縮空気系 
・一般圧縮空気系 
・可搬型計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・可搬型空気圧縮機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 
・共通電源車 

共
通
電
源
車

に
よ
る
給
電 

・共通電源車 

自
主
対
策
設
備 
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第９－２表 事故時に必要な計装に関する手順（２／２） 
 

分類 対応手段 対処設備 手順書 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
及
び
記
録 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
把
握 

外的事象による安全機能の喪失 
内的事象のうち全交流動力電源の喪失 

内的事象による安全機能の喪失 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

・情報把握計装設備用屋内伝送系統 
・建屋間伝送用無線装置 
・情報収集装置 
・情報表示装置 
・前処理建屋可搬型情報収集装置 
・分離建屋可搬型情報収集装置 
・精製建屋可搬型情報収集装置 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
可搬型情報収集装置 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報収集装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報表示装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置 
・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置 
・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置 
・情報把握計装設備可搬型発電機 
・前処理建屋可搬型発電機 
・分離建屋可搬型発電機 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
可搬型発電機 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
発電機 
・制御建屋可搬型発電機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機 
・通信連絡設備 
・代替通信連絡設備 

・監視制御盤 
・安全監視制御盤 
・データ収集装置 
・データ表示装置 
・直流電源設備 
・計測制御用交流電源設備 

故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
テ
ロ
リ
ズ
ム 

必
要
な
情
報
の
把
握 

・常設計器 
・計装配管 
・可搬型計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・安全圧縮空気系 
・一般圧縮空気系 
・電気設備 
・可搬型空気圧縮機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 
・情報把握計装設備用屋内伝送系統 
・建屋間伝送用無線装置 
・情報収集装置 
・情報表示装置 
・データ収集装置 
・データ表示装置 
・前処理建屋可搬型情報収集装置 
・分離建屋可搬型情報収集装置 
・精製建屋可搬型情報収集装置 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報収集装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報表示装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置 
・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 
・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 
・監視制御盤 
・安全系監視制御盤 
・前処理建屋可搬型発電機 
・分離建屋可搬型発電機 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 
・制御建屋可搬型発電機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 
・直流電源設備 
・計測制御用交流電源設備 
・通信連絡設備 
・代替通信連絡設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 
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抽出パラメータ

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

重要監視パラメータ※2

再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

ＮＯ 

ＮＯ 

重要代替監視パラメータ

再処理施設の状態を間接監視又は推定するパラメータ

対象外※3 

再処理施設の状態を

監視するパラメータ

補助パラメータ※4

・電源設備のパラメータ

・重大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状

態を補助的に監視するパラメータ主要パラメータ

※1 当該重大事故等に対処するために各技術的能力等に用いられる，以下に示すパラメータ

・技術的能力に係る審査基準1.1～1.10（事業指定基準規則第34～43条）の作業手順に用いるパラメータ

・有効性評価の監視項目に係るパラメータ

・各技術的能力等で使用する設備（重大事故等対処設備を含む）の運転・動作状態を表示する設備（ラン

プ表示灯等）についてはパラメータとしては抽出しない 

※2 重要監視パラメータは，重要代替監視パラメータ（当該パラメータ以外の重要監視パラメータ等）による

推定手順を整備する

※3 重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，事業指定基準規則

第34～43条の事業指定基準規則 第33条への適合状況のうち，(2)操作性（事業指定基準規則 第33条

第1項三）にて，適合性を整理する 

※4 補助パラメータのうち，重大事故等対処設備の状態を監視するパラメータは，重大事故等対処設備とする

※5 重大事故等の発生防止及び拡大防止対策に用いるパラメータのうち，自主対策を行うため必要なパラメータ

は補助パラメータとする 

第９－１図 重大事故等時に必要なパラメータ選定フロー 

 再処理施設の状態を直接監視する 

パラメータか 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

当該重大事故等に対処するため

に各技術的能力等に用いられる

パラメータか※1 

重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策等

を成功させるために監視するこ

とが必要なパラメータか※5 
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対応手段 

①重要監視パラメータの計測

②重要代替監視パラメータの計測

③共通電源車による給電（自主対策設備）

※4 臨界事故の拡大防止対策及び有機溶媒等による火災又は爆発の対
策において電源喪失を想定していないため，当該事故の対策に用い
るパラメータについては，計器電源喪失を考慮しない。また、計装
電源喪失後に、共通電源車による給電によって、計測機能が回復す
る計器については、自主対策設備として事故対応に用いる 

計器故障※5 

※5 計器故障（計装配管が損傷した場合を含む）又は計測範囲を超えた
場合

Ｐ／Ｃ 
機能喪失

Ｍ／Ｃ 
機能喪失

※1 ※1

凡例 

：AND 条件  ：代替手段による対応 

  ：OR 条件  

計測結果による監視不能 

※2 ※3

②

第９－２図 監視機能喪失のフォールトツリー分析 

駆動源喪失 
（非常用電源）

駆動源喪失 
（常用電源）

非常用電源喪失

計器電源喪失※4

①

常用電源喪失

※2 ※3

Ｐ／Ｃ 
機能喪失

Ｍ／Ｃ 
機能喪失

外部電源喪失 

※1 計器電源は、計器により以下の２通りがある

・常用電源

・非常用電源

③
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安全機能喪失の確認※1

設備の使用判断※2

常設計器を使用 可搬型計器の設置※3※4

情報把握計装設備の設置

中央制御室，緊急時対策所にてパラメータの監視，記録

監視制御盤

安全系監視制御盤（監視のみに使用）

データ表示装置
データ収集装置

可搬型情報収集装置

可搬型情報表示装置

情報収集装置
情報表示装置

※2 設備の使用判断

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を

伴わない重大事故等の発生時は、機能維持していると判断する

※3 可搬型計器の設置

可搬型貯槽温度計等の可搬型計器を設置する

※４ 可搬型計器の設置

臨界事故の拡大を防止対策を行う際は，「設備の使用判断」において機能維持していると判断できるが，一部の対策において可搬型計器を必要とするため，

常設計器と可搬型計器を用いて，パラメータの監視，記録を行う

※1 安全機能喪失の確認

平常時において警報発報により異常を検知し，安全機能の回復操作に

よって回復ができなかった場合，実施責任者が安全機能の喪失を判断し，
重大事故対策の準備を開始する

第９－３図 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順の概要 110 1251



第９－４図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（１／２）

対応手段 作業内容

・臨界事故が発生したセル周辺の線量当量率の計測による未

臨界への移行の成否判断

経過時間（時：分）

―

・ガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータの

運搬

Ａ，Ｂ 2 0:20

備　　考

0:25

所要時間

（時：分）

可溶性中性子

吸収材の自動

供給

（未臨界への移

行の成否判断

及び未臨界の

維持の確認）

未臨界への移行

作業番号

3 2

要員数

Ａ，Ｂ

0:10 0:20

▽事象発生

0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10
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第９－４図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（２／２）

・貯槽掃気圧縮空気流量の測定

0:20

備　　考

要員数

Ｃ，Ｄ

Ｃ，Ｄ ２

１

対応手段 作業内容

経過時間（時：分）

臨界事故により

発生する放射

線分解水素の

掃気

（一般圧縮空気

系からの空気

の供給）

作業番号

3

所要時間

（時：分）

２

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の設置

0:20

水素掃気対策

0:10 0:20

▽事象発生

0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10
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第９－５図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の

タイムチャート（精製建屋）（１／２）

対応手段 作業内容

未臨界への移行

作業番号

―

3

可溶性中性子

吸収材の自動

供給

（未臨界への移

行の成否判断

及び未臨界の

維持の確認）

経過時間（時：分）

備　　考

・臨界事故が発生したセル周辺の線量当量率の計測に

よる未臨界への移行の成否判断

2

・ガンマ線用サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータの

運搬

2

要員数

Ａ，Ｂ

Ａ，Ｂ

所要時間

（時：分）

0:20

0:25

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10
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第９－５図 臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の

タイムチャート（精製建屋）（２／２）

作業番号

１

3

対応手段

・貯槽掃気圧縮空気流量の測定

２

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の設置

２

水素掃気対策

0:20

Ｃ，Ｄ

Ｃ，Ｄ

臨界事故により

発生する放射

線分解水素の

掃気

（一般圧縮空気

系からの空気

の供給）

経過時間（時：分）

所要時間

（時：分）

0:20

作業内容

備　　考

要員数

0:10 0:20

▽事象発生

0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10
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 第９－６図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（前処理建屋）（１／８）  

 

AA 19 ・膨張槽液位確認 建屋内12班,建屋内13班 4 1:30

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班,建屋内15班 4 1:10

AA 20
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，
隔離）

建屋内16班,建屋内17班 4 1:00

AA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全
性確認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内14班 2 0:30

AA 23 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2 0:40

AA 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内16班,建屋内17班 4 1:35

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース
の準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設
置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理
建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

42:00 43:00

経過時間（時：分）
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 0:00 1:00 2:00 3:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 38:0037:00 39:00 40:00 41:00 44:00 45:00

内部ループ
への通水に
よる冷却
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第９－６図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（２／８）

AA 19 ・膨張槽液位確認 建屋内12班,建屋内13班 4 1:30

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班,建屋内15班 4 1:10

AA 20
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，
隔離）

建屋内16班,建屋内17班 4 1:00

AA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全
性確認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内14班 2 0:30

AA 23 ・貯槽溶液温度計測 建屋内15班 2 0:40

AA 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内16班,建屋内17班 4 1:35

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース
の準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設
置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理
建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

47:00 48:00 54:00 55:00 56:0049:00 50:00 57:00 58:00 59:0051:00 52:00 53:00

経過時間（時：分）
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 46:00

内部ループ
への通水に
よる冷却

116 1257



第９－６図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（３／８）

AA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内16班，建屋内17班 4 1:00

AA 26 ・貯槽注水，漏えい確認等 建屋内28班 2 0:30

AA 25 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班

6 1:10

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

AA 28 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離排気温度計設置 建屋内16班，建屋内17班 4 0:30

AA 29 ・凝縮器通水，漏えい確認及び凝縮器通水流量監視 建屋内16班 2 0:40

AA 15-2 ・可搬型ダクト，可搬型フィルタ設置，可搬型排風機設置
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 2:30

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

所要時間※
(時：分) 21:00 22:00 23:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:009:00

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 17:00 18:00 19:00 20:0015:00 16:00
要員数

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（前処理建屋の
セルへの導出経
路の構築の操

作）

作業番号 作業内容対応手段

貯槽等への注水

117 1258



 

 

 

 

 

 

 第９－６図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（前処理建屋）（４／８）  

 

AA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内16班，建屋内17班 4 1:00

AA 26 ・貯槽注水，漏えい確認等 建屋内28班 2 0:30

AA 25 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班

6 1:10

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

AA 28 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離排気温度計設置 建屋内16班，建屋内17班 4 0:30

AA 29 ・凝縮器通水，漏えい確認及び凝縮器通水流量監視 建屋内16班 2 0:40

AA 15-2 ・可搬型ダクト，可搬型フィルタ設置，可搬型排風機設置
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 2:30

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 42:00 43:0039:00 40:00 41:0026:00 32:0025:00

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

44:00 45:00 46:00 47:0033:0028:00 29:0024:00 27:00 30:00 31:00
要員数

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（前処理建屋の
セルへの導出経
路の構築の操

作）

作業番号 作業内容対応手段

貯槽等への注水

118 1259



第９－６図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（５／８）

AA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内16班，建屋内17班 4 1:00

AA 26 ・貯槽注水，漏えい確認等 建屋内28班 2 0:30

AA 25 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班

6 1:10

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

AA 28 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，隔離排気温度計設置 建屋内16班，建屋内17班 4 0:30

AA 29 ・凝縮器通水，漏えい確認及び凝縮器通水流量監視 建屋内16班 2 0:40

AA 15-2 ・可搬型ダクト，可搬型フィルタ設置，可搬型排風機設置
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 2:30

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

68:0054:00

経過時間（時：分）

49:00 50:00 55:00 67:00

所要時間※
(時：分) 48:00 406:00 407:0051:00 52:00 53:00 63:00 64:00 65:00 66:0056:00 59:00 60:00 61:00 62:0057:00 58:00 405:00

要員数

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（前処理建屋の
セルへの導出経
路の構築の操

作）

作業番号 作業内容対応手段

貯槽等への注水

119 1260



第９－６図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（６／８）

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計設
置

建屋内34班 2 1:20

AAコ1 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋内部ループ 1）

建屋内20班，建屋内21班 4 1:30

AAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
（冷却コイル通水）確認)（前処理建屋内部ループ 1）

建屋内20班，建屋内21班 4 0:15

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AAコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋内部ループ 2）

建屋内22班，建屋内23班
建屋内24班，建屋内25班

8 1:20

AAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（前処理建屋内部ループ 2）

建屋内25班 2 0:30

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（前処理建屋内
部ループ２の貯

槽等）

所要時間※
(時：分) 21:00 22:00 23:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:009:00

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 17:00 18:00 19:00 20:0015:00 16:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（前処理建屋の
代替セル排気系
による対応の操

作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（前処理建屋内
部ループ１の貯

槽等）

120 1261



第９－６図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（前処理建屋）（７／８）

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計設
置

建屋内34班 2 1:20

AAコ1 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋内部ループ 1）

建屋内20班，建屋内21班 4 1:30

AAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
（冷却コイル通水）確認)（前処理建屋内部ループ 1）

建屋内20班，建屋内21班 4 0:15

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AAコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋内部ループ 2）

建屋内22班，建屋内23班
建屋内24班，建屋内25班

8 1:20

AAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（前処理建屋内部ループ 2）

建屋内25班 2 0:30

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

34:00 35:00 36:00 37:00 38:00

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（前処理建屋内
部ループ２の貯

槽等）

42:00 43:0039:00 40:00 41:0026:00 32:0025:00

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

44:00 45:00 46:00 47:0033:0028:00 29:0024:00 27:00 30:00 31:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（前処理建屋の
代替セル排気系
による対応の操

作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（前処理建屋内
部ループ１の貯

槽等）

121 1262



 
 

 

 

 

第９－６図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（前処理建屋）（８／８）  

 

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計設
置

建屋内34班 2 1:20

AAコ1 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋内部ループ 1）

建屋内20班，建屋内21班 4 1:30

AAコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力
 （冷却コイル通水）確認)（前処理建屋内部ループ 1）

建屋内20班，建屋内21班 4 0:15

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AAコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備(可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル圧力計設置，接続)（前処理建屋内部ループ 2）

建屋内22班，建屋内23班
建屋内24班，建屋内25班

8 1:20

AAコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（前処理建屋内部ループ 2）

建屋内25班 2 0:30

外 55
・前処理建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 0:30

外 56
・前処理建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，
可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外4班 2 1:00

外 62 ・前処理建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 70
可搬型・中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（前処理建屋）

建屋外7班 2 0:30

外 71 ・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（前処理建屋）
建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

68:0054:00

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（前処理建屋内
部ループ２の貯

槽等）

経過時間（時：分）

49:00 50:00 55:00 67:00

所要時間※
(時：分) 48:00 406:00 407:0051:00 52:00 53:00 63:00 64:00 65:00 66:0056:00 59:00 60:00 61:00 62:0057:00 58:00 405:00

要員数作業番号 作業内容対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（前処理建屋の
代替セル排気系
による対応の操

作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（前処理建屋内
部ループ１の貯

槽等）

122 1263



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（１／ 16）

AB 27
・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温
度測定

建屋内4班 2 1:45

AB 28 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設， 接続） 建屋内8班，建屋内9班 4 0:45

AB 30
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全
性確認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内5班，建屋内6班 4 0:35

AB 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内3班，建屋内4班 4 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応
じ精製建屋側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

内部ループ
への通水に
よる冷却

（内部ルー
プ１の貯槽

等）

23:0022:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:0012:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 5:00 6:00 7:00 8:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

123 1264



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（２／ 16）

AB 27
・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温
度測定

建屋内4班 2 1:45

AB 28 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設， 接続） 建屋内8班，建屋内9班 4 0:45

AB 30
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全
性確認，冷却水流量（内部ループ通水）確認）

建屋内5班，建屋内6班 4 0:35

AB 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内3班，建屋内4班 4 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応
じ精製建屋側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

内部ループ
への通水に
よる冷却

（内部ルー
プ１の貯槽

等）

24:00 25:00 26:00 27:00 29:00 30:00 31:00 35:00 36:00 37:0032:00 33:00 34:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 28:00

124 1265



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（３／ 16）

ABル1 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋内部ループ 2） 建屋内6班，建屋内7班 4 1:30

ABル1 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建
屋内部ループ 2）

建屋内8班，建屋内9班 4 1:45

ABル1 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
（分離建屋内部ループ 2）

建屋内6班，建屋内7班 4 0:45

ABル1 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内8班，建屋内9班 4 0:35

ABル1 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内40班 2 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応
じ精製建屋側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ABル2 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋内部ループ 3） 建屋内34班，建屋内35班 4 1:30

ABル2 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建
屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班
建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

12 6:00

ABル2 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
（分離建屋内部ループ3）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:45

ABル2 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班 4 0:35

ABル2 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）（分離建屋内部ループ3）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内34班，建屋内35班

12 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応
じ精製建屋側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

内部ループ
への通水に
よる冷却

（内部ルー
プ２の貯槽

等）

内部ループ
への通水に
よる冷却

（内部ルー
プ３の貯槽

等）

対応手段 作業番号 作業内容 要員数
所要時間※

(時：分) 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00

125 1266



 

 第９－７図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（分離建屋）（４／ 16）  

 

ABル1 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋内部ループ 2） 建屋内6班，建屋内7班 4 1:30

ABル1 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建
屋内部ループ 2）

建屋内8班，建屋内9班 4 1:45

ABル1 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
（分離建屋内部ループ 2）

建屋内6班，建屋内7班 4 0:45

ABル1 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内8班，建屋内9班 4 0:35

ABル1 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内40班 2 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応
じ精製建屋側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ABル2 2 ・膨張槽液位確認（分離建屋内部ループ 3） 建屋内34班，建屋内35班 4 1:30

ABル2 3
・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測（分離建
屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班
建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

12 6:00

ABル2 4
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
（分離建屋内部ループ3）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:45

ABル2 6
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班 4 0:35

ABル2 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）（分離建屋内部ループ3）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内34班，建屋内35班

12 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応
じ精製建屋側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

内部ループ
への通水に
よる冷却

（内部ルー
プ２の貯槽

等）

内部ループ
への通水に
よる冷却

（内部ルー
プ３の貯槽

等）

48:00 49:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 40:00 41:00 42:00 43:00 53:0052:0044:00 50:00 51:0045:00 46:00 47:00

126 1267



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（５／ 16）

AB 1 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース敷設，接続） 建屋内3班 2 0:50

AB 7 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型空気圧縮機起動） 建屋内7班 2 0:25

AB 35 ・可搬型貯槽液位計設置及び高レベル廃液濃縮缶液位測定 建屋内10班 2 1:00

AB 32 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班、建屋内7班 4 0:45

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

AB機1 1 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内33班，建屋内34班 4 9:45

AB機1 2 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内33班，建屋内34班 4 1:20

AB機1 3
・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位測定（分離建屋内部ループ 2，
3）

建屋内7班 2 1:00

AB機1 4 ・貯槽注水（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内7班 2 0:15

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内3班，建屋内6班
建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班

12 9:10

ABコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内6班，建屋内7班
建屋内8班，建屋内9班

8 6:25

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

貯槽等への注水
（分離建屋内部
ループ１の貯槽

等）

14:00 15:00 16:00 17:00 22:0021:00

所要時間※
(時：分)

作業番号
19:0018:0013:0012:0011:0010:009:008:000:00 7:006:001:00 2:00 3:00 4:00 5:00 23:00

経過時間（時：分）

20:00
作業内容 要員数対応手段

貯槽等への注水
（分離建屋内部

ループ２,３の貯槽
等）

127 1268



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（６／ 16）

AB 1 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース敷設，接続） 建屋内3班 2 0:50

AB 7 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型空気圧縮機起動） 建屋内7班 2 0:25

AB 35 ・可搬型貯槽液位計設置及び高レベル廃液濃縮缶液位測定 建屋内10班 2 1:00

AB 32 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班、建屋内7班 4 0:45

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

AB機1 1 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内33班，建屋内34班 4 9:45

AB機1 2 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内33班，建屋内34班 4 1:20

AB機1 3
・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位測定（分離建屋内部ループ 2，
3）

建屋内7班 2 1:00

AB機1 4 ・貯槽注水（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内7班 2 0:15

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内3班，建屋内6班
建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班

12 9:10

ABコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内6班，建屋内7班
建屋内8班，建屋内9班

8 6:25

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

貯槽等への注水
（分離建屋内部
ループ１の貯槽

等）

経過時間（時：分）

39:00 40:00 41:0038:0031:00 32:0027:00 28:00 47:0026:00 29:00 37:00 42:00 43:00 44:0033:0030:00 35:00 45:00 46:0036:00

所要時間※
(時：分)

作業番号
34:0025:0024:00

作業内容 要員数対応手段

貯槽等への注水
（分離建屋内部

ループ２,３の貯槽
等）

128 1269



 

 

 

 

 

 

 第９－７図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（分離建屋）（７／ 16）  

 

AB 1 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース敷設，接続） 建屋内3班 2 0:50

AB 7 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型空気圧縮機起動） 建屋内7班 2 0:25

AB 35 ・可搬型貯槽液位計設置及び高レベル廃液濃縮缶液位測定 建屋内10班 2 1:00

AB 32 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続 建屋内3班、建屋内7班 4 0:45

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

AB機1 1 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内33班，建屋内34班 4 9:45

AB機1 2 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内33班，建屋内34班 4 1:20

AB機1 3
・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位測定（分離建屋内部ループ 2，
3）

建屋内7班 2 1:00

AB機1 4 ・貯槽注水（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内7班 2 0:15

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内3班，建屋内6班
建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班

12 9:10

ABコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内6班，建屋内7班
建屋内8班，建屋内9班

8 6:25

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

作業内容 要員数対応手段

貯槽等への注水
（分離建屋内部

ループ２,３の貯槽
等）

所要時間※
(時：分)

作業番号
64:00 65:00 66:00 67:0056:00 68:00 69:0052:0051:00 62:0061:0060:0059:0058:0057:00 63:0048:00 53:00 519:00 520:00

貯槽等への注水
（分離建屋内部
ループ１の貯槽

等）

経過時間（時：分）

55:0054:0049:00 50:00

129 1270



 

 

 第９－７図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（分離建屋）（８／ 16）  

 

AB 36 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋内部ループ 1） 建屋内5班，建屋内6班 4 1:10

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 37-1 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 1） 建屋内5班，建屋内6班 4 0:50

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AB凝1 1
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋内部ループ 2，
3）

建屋内36班，建屋内38班 4 1:10

AB凝1 2 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内39班，建屋内40班 4 0:50

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋内部

ループ２,３のセル
への導出経路の

構築の操作）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋内部
ループ１のセル

への導出経路の
構築の操作）

対応手段 作業番号 作業内容

130 1271



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（９／ 16）

AB 36 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋内部ループ 1） 建屋内5班，建屋内6班 4 1:10

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 37-1 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 1） 建屋内5班，建屋内6班 4 0:50

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AB凝1 1
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋内部ループ 2，
3）

建屋内36班，建屋内38班 4 1:10

AB凝1 2 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内39班，建屋内40班 4 0:50

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

47:0038:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:0029:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:0024:00 25:00 26:00 27:00
要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

28:00

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋内部

ループ２,３のセル
への導出経路の

構築の操作）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋内部
ループ１のセル

への導出経路の
構築の操作）

対応手段 作業番号 作業内容

131 1272
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AB 36 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋内部ループ 1） 建屋内5班，建屋内6班 4 1:10

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 37-1 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 1） 建屋内5班，建屋内6班 4 0:50

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AB凝1 1
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作（分離建屋内部ループ 2，
3）

建屋内36班，建屋内38班 4 1:10

AB凝1 2 ・漏えい確認（分離建屋内部ループ 2，3） 建屋内39班，建屋内40班 4 0:50

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 519:00 520:0056:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:0048:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00
要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋内部

ループ２,３のセル
への導出経路の

構築の操作）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋内部
ループ１のセル

への導出経路の
構築の操作）

対応手段 作業番号 作業内容

132 1273
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AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2 0:20

ABコ1 1
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 1）

建屋内38班，建屋内39班
建屋内40班

6 0:50

ABコ1 2
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋内部ループ 1）

建屋内3班，建屋内6班 4 0:35

ABコ1 3
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（分離建屋内部ループ 1）

建屋内3班，建屋内6班 4 0:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ABコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 2）
建屋内8班，建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル又は冷却ジャケット圧力計設置）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内34班，建屋内35班
建屋内36班

6 1:40

ABコ2 4
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧
力（冷却コイル又は冷却ジャケット通水）確認)（分離建屋内部ループ
2）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:40

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ１の貯槽

等）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋の代
替セル排気系に
よる対応の操作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ２の貯槽

等）

133 1274
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AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2 0:20

ABコ1 1
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 1）

建屋内38班，建屋内39班
建屋内40班

6 0:50

ABコ1 2
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋内部ループ 1）

建屋内3班，建屋内6班 4 0:35

ABコ1 3
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（分離建屋内部ループ 1）

建屋内3班，建屋内6班 4 0:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ABコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 2）
建屋内8班，建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル又は冷却ジャケット圧力計設置）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内34班，建屋内35班
建屋内36班

6 1:40

ABコ2 4
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧
力（冷却コイル又は冷却ジャケット通水）確認)（分離建屋内部ループ
2）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:40

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

45:00 46:00 47:0036:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:0027:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:0024:00 25:00 26:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ１の貯槽

等）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋の代
替セル排気系に
よる対応の操作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ２の貯槽

等）

134 1275



 

 

 第９－７図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（分離建屋）（ 13／ 16）  

 

AB 26
・放射性配管分岐第1セル圧力確認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧力
確認, 可搬型排風機起動

建屋内4班 2 1:00

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2 0:20

ABコ1 1
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 1）

建屋内38班，建屋内39班
建屋内40班

6 0:50

ABコ1 2
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（分離建屋内部ループ 1）

建屋内3班，建屋内6班 4 0:35

ABコ1 3
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（分離建屋内部ループ 1）

建屋内3班，建屋内6班 4 0:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ABコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 2）
建屋内8班，建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ2 2
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，
冷却コイル又は冷却ジャケット圧力計設置）（分離建屋内部ループ 2）

建屋内34班，建屋内35班
建屋内36班

6 1:40

ABコ2 4
・冷却コイル又は冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧
力（冷却コイル又は冷却ジャケット通水）確認)（分離建屋内部ループ
2）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:40

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 519:00 520:0054:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:0048:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ１の貯槽

等）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（分離建屋の代
替セル排気系に
よる対応の操作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ２の貯槽

等）

135 1276



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（ 14／ 16）

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内3班，建屋内6班
建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班

12 9:10

ABコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（分離建屋内部ループ 3）

建屋内6班，建屋内7班
建屋内8班，建屋内9班

8 3:40

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ３の貯槽

等）

対応手段

136 1277



第９－７図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（分離建屋）（ 15／ 16）

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内3班，建屋内6班
建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班

12 9:10

ABコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（分離建屋内部ループ 3）

建屋内6班，建屋内7班
建屋内8班，建屋内9班

8 3:40

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

44:00 45:00 46:00 47:0035:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:0026:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:0024:00 25:00
作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ３の貯槽

等）

対応手段

137 1278



 
 

 

 

 

 

 

 

 第９－７図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（分離建屋）（ 16／ 16）  

 

ABコ3 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（分離建屋内部ループ 3）
建屋内8班、建屋内9班
建屋内10班

6 0:40

ABコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（分離建屋内部ループ 3）

建屋内3班，建屋内6班
建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班

12 9:10

ABコ3 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（分離建屋内部ループ 3）

建屋内6班，建屋内7班
建屋内8班，建屋内9班

8 3:40

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 22
・分離建屋への水の供給流量及び圧力の調整（必要に応じ精製建屋
側も調整）

建屋外1班，建屋外3班 4 0:35

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

520:0062:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 519:0053:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:0048:00 49:00 50:00 51:00 52:00
作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（分離建屋内部
ループ３の貯槽

等）

対応手段

138 1279



第９－８図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（精製建屋）（１／８）

AC 20 ・膨張槽液位測定 建屋内23班 2 1:00

AC 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班，建屋内15班 4 1:30

AC 22
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁隔離）

建屋内14班，建屋内15班 4 0:50

AC 23
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）

建屋内14班 2 0:30

AC 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内16班，建屋内17班
建屋内18班

6 1:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 5:00 6:00 7:00 8:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00

内部ループ
への通水に
よる冷却

139 1280



第９－８図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（精製建屋）（２／８）

AC 20 ・膨張槽液位測定 建屋内23班 2 1:00

AC 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班，建屋内15班 4 1:30

AC 22
・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁隔離）

建屋内14班，建屋内15班 4 0:50

AC 23
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）

建屋内14班 2 0:30

AC 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内16班，建屋内17班
建屋内18班

6 1:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

36:00 37:0030:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

内部ループ
への通水に
よる冷却

140 1281



 

第９－８図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（精製建屋）（３／８）  

 

AC 2
・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋
内ホース敷設，接続）

建屋内27班 2 0:30

AC 5 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型空気圧縮機起動） 建屋内27班 2 0:20

AC 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，漏えい確認 建屋内18班、建屋内19班 4 0:45

AC 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内16班、建屋内17班
建屋内20班

6 1:30

AC 27 ・貯槽注水 建屋内48班 2 0:30

AC 28 ・貯槽液位測定 建屋内48班 2 0:30

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

AC 29 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，排気温度計設置 建屋内11班、建屋内12班 4 1:00

AC 30 ・漏えい確認等，凝縮器通水 建屋内11班、建屋内12班 4 0:20

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2 0:45

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2 0:15

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2 0:50

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班、建屋内20班
建屋内21班、建屋内24班
建屋内25班、建屋内26班

12 2:15

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（精製建屋のセ
ルへの導出経路
の構築の操作）

18:0012:00 13:00 23:008:00 14:00 15:00 16:00 17:00 21:00
所要時間※

(時：分) 2:00 3:00 4:00 6:00 7:00 10:00 11:009:005:00 20:00

経過時間（時：分）

0:00 1:00 19:00 22:00
作業内容 要員数作業番号対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（精製建屋の代
替セル排気系に
よる対応の操作）

貯槽等への注水

141 1282



 

第９－８図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（精製建屋）（４／８）  

 

AC 2
・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋
内ホース敷設，接続）

建屋内27班 2 0:30

AC 5 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型空気圧縮機起動） 建屋内27班 2 0:20

AC 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，漏えい確認 建屋内18班、建屋内19班 4 0:45

AC 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内16班、建屋内17班
建屋内20班

6 1:30

AC 27 ・貯槽注水 建屋内48班 2 0:30

AC 28 ・貯槽液位測定 建屋内48班 2 0:30

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

AC 29 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，排気温度計設置 建屋内11班、建屋内12班 4 1:00

AC 30 ・漏えい確認等，凝縮器通水 建屋内11班、建屋内12班 4 0:20

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2 0:45

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2 0:15

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2 0:50

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班、建屋内20班
建屋内21班、建屋内24班
建屋内25班、建屋内26班

12 2:15

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（精製建屋のセ
ルへの導出経路
の構築の操作）

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

28:00 29:0024:00 25:00 26:00 27:00 41:00 46:0030:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 47:0042:00 43:00 44:00 45:00
作業内容 要員数作業番号対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（精製建屋の代
替セル排気系に
よる対応の操作）

貯槽等への注水

142 1283



第９－８図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（精製建屋）（５／８）

AC 2
・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋
内ホース敷設，接続）

建屋内27班 2 0:30

AC 5 ・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型空気圧縮機起動） 建屋内27班 2 0:20

AC 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，漏えい確認 建屋内18班、建屋内19班 4 0:45

AC 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内16班、建屋内17班
建屋内20班

6 1:30

AC 27 ・貯槽注水 建屋内48班 2 0:30

AC 28 ・貯槽液位測定 建屋内48班 2 0:30

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

AC 29 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，排気温度計設置 建屋内11班、建屋内12班 4 1:00

AC 30 ・漏えい確認等，凝縮器通水 建屋内11班、建屋内12班 4 0:20

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2 0:45

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2 0:15

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2 0:50

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班、建屋内20班
建屋内21班、建屋内24班
建屋内25班、建屋内26班

12 2:15

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（精製建屋のセ
ルへの導出経路
の構築の操作）

所要時間※
(時：分) 67:00 68:0057:00 58:0056:00 64:00 66:0054:00 55:0048:00 65:0051:00 52:00 53:0050:0049:00 70:0059:00 60:00 61:00 62:00 69:00

経過時間（時：分）

71:0063:00
作業内容 要員数作業番号対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（精製建屋の代
替セル排気系に
よる対応の操作）

貯槽等への注水

143 1284



 

 

 

 

 

第９－８図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（精製建屋）（６／８）  

 

ACコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋内部ループ 1）
建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6 0:40

ACコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（精製建屋内部ループ 1）

建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6 0:40

ACコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋内部ループ 1）

建屋内21班、建屋内22班 4 5:00

ACコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（精製建屋内部ループ 1）

建屋内22班 2 0:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ACコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋内部ループ 2）
建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6 0:40

ACコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（精製建屋内部ループ 2）

建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6 0:50

ACコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋内部ループ 2）

建屋内20班、建屋内21班 4 6:00

ACコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（精製建屋内部ループ 2）

建屋内20班 2 0:30

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（精製建屋内部
ループ２の貯槽

等）

18:0012:00 13:00 23:008:00 14:00 15:00 16:00 17:00 21:00
所要時間※

(時：分) 2:00 3:00 4:00 6:00 7:00 10:00 11:009:005:00 20:00

経過時間（時：分）

0:00 1:00 19:00 22:00
作業内容 要員数作業番号対応手段

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（精製建屋内部
ループ１の貯槽

等）

144 1285



第９－８図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（精製建屋）（７／８）

ACコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋内部ループ 1）
建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6 0:40

ACコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（精製建屋内部ループ 1）

建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6 0:40

ACコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋内部ループ 1）

建屋内21班、建屋内22班 4 5:00

ACコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（精製建屋内部ループ 1）

建屋内22班 2 0:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ACコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋内部ループ 2）
建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6 0:40

ACコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（精製建屋内部ループ 2）

建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6 0:50

ACコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋内部ループ 2）

建屋内20班、建屋内21班 4 6:00

ACコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（精製建屋内部ループ 2）

建屋内20班 2 0:30

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（精製建屋内部
ループ２の貯槽

等）

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

28:00 29:0024:00 25:00 26:00 27:00 41:00 46:0030:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 47:0042:00 43:00 44:00 45:00
作業内容 要員数作業番号対応手段

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（精製建屋内部
ループ１の貯槽

等）
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第９－８図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（精製建屋）（８／８）  

 

ACコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋内部ループ 1）
建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6 0:40

ACコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（精製建屋内部ループ 1）

建屋内20班、建屋内22班
建屋内23班

6 0:40

ACコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋内部ループ 1）

建屋内21班、建屋内22班 4 5:00

ACコ1 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（精製建屋内部ループ 1）

建屋内22班 2 0:20

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

ACコ2 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬（精製建屋内部ループ 2）
建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6 0:40

ACコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル圧力計
設置）（精製建屋内部ループ 2）

建屋内23班、建屋内24班
建屋内25班

6 0:50

ACコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（精製建屋内部ループ 2）

建屋内20班、建屋内21班 4 6:00

ACコ2 4
・冷却コイル通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却コイル通
水）確認)（精製建屋内部ループ 2）

建屋内20班 2 0:30

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 21 ・精製建屋への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外4班 4 0:30

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（精製建屋内部
ループ２の貯槽

等）

所要時間※
(時：分) 67:00 68:0057:00 58:0056:00 64:00 66:0054:00 55:0048:00 65:0051:00 52:00 53:0050:0049:00 70:0059:00 60:00 61:00 62:00 69:00

経過時間（時：分）

71:0063:00
作業内容 要員数作業番号対応手段

冷却コイル等へ
の通水による冷

却
（精製建屋内部
ループ１の貯槽

等）
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第９－９図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（１／８）

CA 20 ・膨張槽液位確認 建屋内23班 2 1:00

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4 1:10

CA 22
・内部ループ通水準備（弁隔離，可搬型建屋内ホース敷
設，接続，弁操作，内部ループ健全性確認，漏えい確認）

建屋内15班，建屋内16班 4 1:30

CA 23
・内部ループ通水（弁操作，冷却水流量（内部ループ通水）
確認）

建屋内23班 2 0:10

CA 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位計
測）

建屋内20班，建屋内22班 4 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及
び圧力の調整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実
施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

17:006:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

内部ループ
への通水に
よる冷却

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)
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第９－９図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（２／８）

CA 20 ・膨張槽液位確認 建屋内23班 2 1:00

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4 1:10

CA 22
・内部ループ通水準備（弁隔離，可搬型建屋内ホース敷
設，接続，弁操作，内部ループ健全性確認，漏えい確認）

建屋内15班，建屋内16班 4 1:30

CA 23
・内部ループ通水（弁操作，冷却水流量（内部ループ通水）
確認）

建屋内23班 2 0:10

CA 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位計
測）

建屋内20班，建屋内22班 4 2:00

.

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金
具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋用の運搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具
類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及
び圧力の調整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実
施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

内部ループ
への通水に
よる冷却

28:00 31:00 32:00 33:0029:00 30:0024:00 25:00 26:00 27:00 34:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分) 35:00 36:00 37:00

経過時間（時：分）
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第９－９図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（３／８）

CA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認 建屋内11班，建屋内12班 4 1:20

CA 25 ・弁操作，機器注水 建屋内48班 2 0:10

CA 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測 建屋内13班，建屋内14班 4 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

CA 27 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内23班

8 3:50

CA 28 ・弁操作，凝縮器通水 建屋内11班 2 0:10

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

貯槽等への注水

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋のセルへの導
出経路の構築の

操作）

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

149 1290



 

 

 

 

 

 

 

第９－９図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（４／８）  

 

CA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認 建屋内11班，建屋内12班 4 1:20

CA 25 ・弁操作，機器注水 建屋内48班 2 0:10

CA 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測 建屋内13班，建屋内14班 4 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

CA 27 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内23班

8 3:50

CA 28 ・弁操作，凝縮器通水 建屋内11班 2 0:10

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

貯槽等への注水

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋のセルへの導
出経路の構築の

操作）

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

150 1291



第９－９図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（５／８）

CA 24 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認 建屋内11班，建屋内12班 4 1:20

CA 25 ・弁操作，機器注水 建屋内48班 2 0:10

CA 26 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測 建屋内13班，建屋内14班 4 2:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

CA 27 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作，漏えい確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内23班

8 3:50

CA 28 ・弁操作，凝縮器通水 建屋内11班 2 0:10

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

貯槽等への注水

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋のセルへの導
出経路の構築の

操作）

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

48:00 49:00 50:00 61:00 62:00 65:00 66:00 67:00 68:0051:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 69:00 70:00 71:0060:00 63:00 64:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

151 1292



 

 

 

 

 

 

 

 

第９－９図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（６／８）  

 

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 1:00

CAコ1 2
・冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却ジャケット
圧力計設置）

建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班

6 0:30

CAコ1 3
・冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却ジャケット健全
性確認，冷却水圧力（冷却ジャケット通水）確認）

建屋内15班，建屋内24班
建屋内25班

6 0:50

CAコ1 4
・冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却ジャケッ
ト通水）確認)

建屋内24班，建屋内25班 4 0:50

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋の代替セル排
気系よる対応の

操作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

152 1293



 

 

 

 

 

 

 

 

第９－９図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（７／８）  

 

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 1:00

CAコ1 2
・冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却ジャケット
圧力計設置）

建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班

6 0:30

CAコ1 3
・冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却ジャケット健全
性確認，冷却水圧力（冷却ジャケット通水）確認）

建屋内15班，建屋内24班
建屋内25班

6 0:50

CAコ1 4
・冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却ジャケッ
ト通水）確認)

建屋内24班，建屋内25班 4 0:50

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋の代替セル排
気系よる対応の

操作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

153 1294



 

 

 

 

 

 

 

 

第９－９図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（８／８）  

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CAコ1 1 ・可搬型建屋内ホース等運搬
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 1:00

CAコ1 2
・冷却ジャケット通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却ジャケット
圧力計設置）

建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班

6 0:30

CAコ1 3
・冷却ジャケット健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却ジャケット健全
性確認，冷却水圧力（冷却ジャケット通水）確認）

建屋内15班，建屋内24班
建屋内25班

6 0:50

CAコ1 4
・冷却ジャケット通水（弁操作，漏えい確認，冷却水圧力（冷却ジャケッ
ト通水）確認)

建屋内24班，建屋内25班 4 0:50

外 8
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，
可搬型圧力計）

建屋外2班 2 0:30

外 9
・分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋用の運
搬車による可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外2班 2 3:30

外 23
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への水の供給流量及び圧力の調
整（必要に応じ分離建屋及び精製建屋側も実施）

建屋外1班，建屋外2班 4 1:40

外 64
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班 2 0:30

外 65
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（分離建屋，精製建
屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋の代替セル排
気系よる対応の

操作）

冷却コイル等へ
の通水による冷

却

所要時間※
(時：分)

経過時間（時：分）

48:00 49:00 50:00 61:00 62:00 65:00 66:00 67:00 68:0051:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 69:00 70:00 71:0060:00 63:00 64:00
要員数作業番号 作業内容対応手段

154 1295



第９－ 10 図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（１／８）

KA 17 ・膨張槽液位確認 建屋内35班，建屋内36班 4 3:00

KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班

12 2:30

KA 19 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 2:30

KA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 0:30

KA 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内41班，建屋内42班 4 3:50

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可
搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建
屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2 1:30

外 35
・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び
圧力の調整

建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

経過時間（時：分）

内部ループ
への通水に
よる冷却

5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 22:00 23:0012:00 13:00 14:00 15:000:00 1:00 2:00 3:00 4:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

155 1296



 

 

 

 

 

 

 

 

第９－ 10 図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（２／８）  

 

KA 17 ・膨張槽液位確認 建屋内35班，建屋内36班 4 3:00

KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班

12 2:30

KA 19 ・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続）
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 2:30

KA 21
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，冷却水流量（内部
ループ通水）確認）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 5:50

KA 受皿
・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測
定）

建屋内41班，建屋内42班 4 3:50

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可
搬型建屋外ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬
型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建
屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力
計）

建屋外3班 2 1:30

外 35
・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び
圧力の調整

建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型
移送ポンプの運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベ
ル廃液ガラス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

36:00 37:00

内部ループ
への通水に
よる冷却

32:00 33:00 34:00 35:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
(時：分)

156 1297



 

 

 

第９－ 10 図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（３／８）  

 

KA 1
・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋
内ホース敷設，接続，可搬型空気圧縮機起動）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班

10 5:30

KA 22 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続
建屋内34班，建屋内35班
建屋内36班

6 1:20

KA 24 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内31班，建屋内32班
建屋内33班

6 4:15

KA 23 ・貯槽注水／漏えい確認
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 0:30

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班，建屋内29班 2 3:10

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力計の設
置

建屋内31班 2 0:40

KA 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作 建屋内34班 2 1:10

KA 26 ・可搬型凝縮器出口排気温度計設置 建屋内34班 2 0:25

KA 27 ・通水/漏えい確認等 建屋内34班 2 0:30

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，可搬型フィ
ルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8 1:55

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の
セルへの導出経
路の構築の操

作）

貯槽等への注水

対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の
代替セル排気系
による対応の操

作）

作業番号
所要時間※

(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
作業内容 要員数

157 1298



 

 

 

第９－ 10 図  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の  

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（４／８）  

 

KA 1
・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋
内ホース敷設，接続，可搬型空気圧縮機起動）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班

10 5:30

KA 22 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続
建屋内34班，建屋内35班
建屋内36班

6 1:20

KA 24 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内31班，建屋内32班
建屋内33班

6 4:15

KA 23 ・貯槽注水／漏えい確認
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 0:30

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班，建屋内29班 2 3:10

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力計の設
置

建屋内31班 2 0:40

KA 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作 建屋内34班 2 1:10

KA 26 ・可搬型凝縮器出口排気温度計設置 建屋内34班 2 0:25

KA 27 ・通水/漏えい確認等 建屋内34班 2 0:30

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，可搬型フィ
ルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8 1:55

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の
セルへの導出経
路の構築の操

作）

貯槽等への注水

対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の
代替セル排気系
による対応の操

作）

作業番号
所要時間※

(時：分)

経過時間（時：分）

24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 47:0031:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00
作業内容 要員数

40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00

158 1299



第９－ 10 図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（５／８）

KA 1
・可搬型貯槽液位計設置準備（可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋
内ホース敷設，接続，可搬型空気圧縮機起動）

建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班

10 5:30

KA 22 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続
建屋内34班，建屋内35班
建屋内36班

6 1:20

KA 24 ・可搬型貯槽液位計設置及び貯槽液位計測
建屋内31班，建屋内32班
建屋内33班

6 4:15

KA 23 ・貯槽注水／漏えい確認
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班

6 0:30

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

KA 10 ・隔離弁の操作 建屋内28班，建屋内29班 2 3:10

KA 13
・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計及び可搬型導出先セル圧力計の設
置

建屋内31班 2 0:40

KA 25 ・可搬型建屋内ホース敷設，接続，弁操作 建屋内34班 2 1:10

KA 26 ・可搬型凝縮器出口排気温度計設置 建屋内34班 2 0:25

KA 27 ・通水/漏えい確認等 建屋内34班 2 0:30

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

KA 15
・可搬型ダクトによる高レベル廃液ガラス固化建屋排気系，可搬型フィ
ルタ及び可搬型排風機の接続

建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

8 1:55

KA 16 ・放射性配管分岐セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内36班 2 1:00

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の
セルへの導出経
路の構築の操

作）

貯槽等への注水

対応手段

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の
代替セル排気系
による対応の操

作）

作業番号
所要時間※

(時：分)

経過時間（時：分）

48:00 73:00 74:00 75:00 76:0057:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:00 70:00 71:00
作業内容 要員数

72:0049:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00

159 1300



第９－ 10 図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（６／８）

KAコ1 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 1）

建屋内36班，建屋内37班 4 1:30

KAコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
1）

建屋内36班，建屋内37班 4 1:45

KAコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 1）

建屋内36班，建屋内37班
建屋内38班，建屋内39班

8 10:00

KAコ2 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 2）

建屋内30班 2 6:10

KAコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建内部ループ 2）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:15

KAコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 2）

建屋内30班，建屋内31班 4 6:10

KAコ3 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 3）

建屋内32班 2 0:30

KAコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
3）

建屋内32班，建屋内33班 4 0:15

KAコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班 4 6:10

KAコ5 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 5）

建屋内34班 2 0:30

KAコ5 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
5）

建屋内34班，建屋内35班 4 0:15

KAコ5 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 5）

建屋内34班，建屋内35班 4 6:10

KAコ4 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 4）

建屋内28班，建屋内29班 4 1:10

KAコ4 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
4）

建屋内28班，建屋内29班 4 1:05

KAコ4 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認（高レベル廃液ガラス固化建屋
内部ループ 4）

建屋内28班，建屋内29班 4 6:10

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

対応手段

冷却コイル等へ
の通水による冷

却

作業番号
所要時間※

(時：分)

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
作業内容 要員数

160 1301



第９－ 10 図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（７／８）

KAコ1 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 1）

建屋内36班，建屋内37班 4 1:30

KAコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
1）

建屋内36班，建屋内37班 4 1:45

KAコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 1）

建屋内36班，建屋内37班
建屋内38班，建屋内39班

8 10:00

KAコ2 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 2）

建屋内30班 2 6:10

KAコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建内部ループ 2）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:15

KAコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 2）

建屋内30班，建屋内31班 4 6:10

KAコ3 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 3）

建屋内32班 2 0:30

KAコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
3）

建屋内32班，建屋内33班 4 0:15

KAコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班 4 6:10

KAコ5 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 5）

建屋内34班 2 0:30

KAコ5 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
5）

建屋内34班，建屋内35班 4 0:15

KAコ5 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 5）

建屋内34班，建屋内35班 4 6:10

KAコ4 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 4）

建屋内28班，建屋内29班 4 1:10

KAコ4 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
4）

建屋内28班，建屋内29班 4 1:05

KAコ4 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認（高レベル廃液ガラス固化建屋
内部ループ 4）

建屋内28班，建屋内29班 4 6:10

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

対応手段

冷却コイル等へ
の通水による冷

却

作業番号
所要時間※

(時：分)

経過時間（時：分）

24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 47:0031:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00
作業内容 要員数

40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00

161 1302



第９－ 10 図 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の

タイムチャート（高レベル廃液ガラス固化建屋）（８／８）

KAコ1 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 1）

建屋内36班，建屋内37班 4 1:30

KAコ1 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
1）

建屋内36班，建屋内37班 4 1:45

KAコ1 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 1）

建屋内36班，建屋内37班
建屋内38班，建屋内39班

8 10:00

KAコ2 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 2）

建屋内30班 2 6:10

KAコ2 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建内部ループ 2）

建屋内30班，建屋内31班 4 0:15

KAコ2 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 2）

建屋内30班，建屋内31班 4 6:10

KAコ3 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 3）

建屋内32班 2 0:30

KAコ3 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
3）

建屋内32班，建屋内33班 4 0:15

KAコ3 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 3）

建屋内32班，建屋内33班 4 6:10

KAコ5 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 5）

建屋内34班 2 0:30

KAコ5 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
5）

建屋内34班，建屋内35班 4 0:15

KAコ5 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認）（高レベル廃液ガラス固化建
屋内部ループ 5）

建屋内34班，建屋内35班 4 6:10

KAコ4 1
・可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ルー
プ 4）

建屋内28班，建屋内29班 4 1:10

KAコ4 2
・冷却コイル通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，冷却コイル又は冷
却ジャケット圧力計設置）（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ
4）

建屋内28班，建屋内29班 4 1:05

KAコ4 3
・冷却コイル健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷却コイル健全性確
認，冷却水圧力（冷却コイル通水）確認（高レベル廃液ガラス固化建屋
内部ループ 4）

建屋内28班，建屋内29班 4 6:10

外 28
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車で運搬する可搬型建屋外
ホースの準備（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:00

外 29
・高レベル廃液ガラス固化建屋用の運搬車による可搬型建屋外ホース
の設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧力計）

建屋外3班 2 1:30

外 35 ・高レベル廃液ガラス固化建屋用への水の供給流量及び圧力の調整 建屋外1班，建屋外3班 4 0:30

外 67
・可搬型中型移送ポンプ運搬車による排水用可搬型中型移送ポンプの
運搬（高レベル廃液ガラス固化建屋）

建屋外6班 2 0:30

外 68
・排水用可搬型中型移送ポンプの設置及び試運転（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）

建屋外5班，建屋外6班
建屋外7班

6 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

対応手段

冷却コイル等へ
の通水による冷

却

作業番号
所要時間※

(時：分)

経過時間（時：分）

48:00 73:00 74:00 75:00 76:0057:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:00 70:00 71:00
作業内容 要員数

72:0049:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00

162 1303



第９－ 11 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために

必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（１／５）

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班，建屋内15班 4 1:10

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧
力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

12:00
対応手段 作業番号 作業内容 作業班 要員数

13:00

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給

23:0018:00 19:00 20:00 21:00 22:0014:00 15:00 16:00 17:00

所要時間※
（時：分）

163 1304



第９－ 11 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために

必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（２／５）

AA 22 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班，建屋内15班 4 1:10

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧
力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

対応手段 作業番号 作業内容 作業班 要員数
経過時間（時：分）

33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 49:0043:00 44:00 45:00 46:00 47:00 48:0028:00 29:00 30:00 31:00 32:00

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給

27:00

所要時間※
（時：分）

24:00 25:00 26:00

164 1305



第９－ 11 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために

必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（３／５）

AA 7 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 10 ・貯槽掃気流量確認，可搬型セル導出ユニット流量確認 建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧
力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 10
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，可搬型セル導出ユニット流
量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 12
・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置，可搬型凝縮器
通水流量計設置

建屋内32班 2 0:45

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計設
置

建屋内34班 2 1:20

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

AA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内46班，建屋内47班 4 0:30

AA 31 ・水素濃度測定
建屋内13班，建屋内43班
建屋内46班

6 3:10

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ

る対応

13:00 14:00 15:00
対応手段 作業番号 作業内容 要員数

所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 23:0016:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
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第９－ 11 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために

必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（４／５）

AA 7 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 10 ・貯槽掃気流量確認，可搬型セル導出ユニット流量確認 建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧
力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 10
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，可搬型セル導出ユニット流
量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 12
・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置，可搬型凝縮器
通水流量計設置

建屋内32班 2 0:45

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計設
置

建屋内34班 2 1:20

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

AA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内46班，建屋内47班 4 0:30

AA 31 ・水素濃度測定
建屋内13班，建屋内43班
建屋内46班

6 3:10

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ

る対応

対応手段 作業番号 作業内容 要員数
所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

31:00 32:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00
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第９－ 11 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために

必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（５／５）

AA 7 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 10 ・貯槽掃気流量確認，可搬型セル導出ユニット流量確認 建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧
力計設置及び可搬型セル導出ユニット流量計設置

建屋内24班，建屋内25班 4 0:25

AA 6
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，可搬型セル導出ユニット流量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 10
・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，可搬型セル導出ユニット流
量確認

建屋内22班，建屋内23班 4 0:50

AA 12
・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置，可搬型凝縮器
通水流量計設置

建屋内32班 2 0:45

AA 14
・可搬型導出先セル圧力計設置，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計設
置

建屋内34班 2 1:20

AA 18 ・可搬型導出先セル圧力計確認，可搬型排風機起動
放対6班，放対7班
放対8班，放対9班

6 1:00

AA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内46班，建屋内47班 4 0:30

AA 31 ・水素濃度測定
建屋内13班，建屋内43班
建屋内46班

6 3:10

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ

る対応

対応手段 作業番号 作業内容 要員数
所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

48:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 139:00 140:00 141:0063:00 64:00 65:00 66:00 67:00
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第９－ 12 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な

計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１／５）

AB 27 ・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内4班 2 1:45

AB 2 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内10班 2 1:20

AB 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧力確
認

建屋内7班 2 0:15

AB 11
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内10班 2 0:20

AB 12
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内10班 2 0:20

AB 13
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内7班 2 0:10

AB 14
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内7班 2 0:05

AB 15
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内7班 2 0:05

AB 17 ・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認 建屋内8班，建屋内9班 4 0:50

AB 42
・圧縮空気自動供給貯槽又は機器圧縮空気自動供給ユニット圧力確
認

建屋内43班，建屋内44班 4 1:20

AB 20 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内5班，建屋内44班 4 0:30

AB 39 ・水素濃度測定1
建屋内5班，建屋内8班
建屋内43班，建屋内44班

8 2:30

AB 40 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

AB 41 ・水素濃度測定2
建屋内9班，建屋内43班
建屋内44班，建屋内45班

8 2:20

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給

（分離建屋，機器
圧縮空気自動供
給ユニットへの切

替え）

23:0019:0015:005:00 6:00 7:00 8:00 16:00 20:00 21:00 22:0017:00 18:009:00 10:00 14:0013:00
対応手段 作業番号 作業内容

所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

0:00 1:00 11:00 12:002:00 3:00 4:00
要員数
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第９－ 12 図  放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な  

計装設備のタイムチャート（分離建屋）（２／５）  

 

AB 27 ・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内4班 2 1:45

AB 2 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内10班 2 1:20

AB 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧力確
認

建屋内7班 2 0:15

AB 9 ・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認 建屋内8班，建屋内9班 4 0:50

AB 11
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内10班 2 0:20

AB 12
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内10班 2 0:20

AB 13
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内7班 2 0:10

AB 14
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内7班 2 0:05

AB 15
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
設置

建屋内7班 2 0:05

AB 17 ・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認 建屋内8班，建屋内9班 4 0:50

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 20 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内5班，建屋内44班 4 0:30

AB 39 ・水素濃度測定1
建屋内5班，建屋内8班
建屋内43班，建屋内44班

8 2:30

AB 40 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

AB 41 ・水素濃度測定2
建屋内9班，建屋内43班
建屋内44班，建屋内45班

8 2:20

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給

（分離建屋、圧縮
空気自動供給貯
槽及び機器圧縮
空気自動供給ユ
ニットからの圧縮
空気の供給がな
い貯槽等の場

合）

20:00 21:00 22:00 23:0015:00 16:00 17:00 18:00 19:0010:00 11:008:00
対応手段

9:00
作業番号 作業内容 要員数

1:00 2:00 3:00 4:00 12:00 13:00

所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

0:00 14:005:00 6:00 7:00
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第９－ 12 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な

計装設備のタイムチャート（分離建屋）（３／５）

AB 27 ・可搬型貯槽温度計設置及び高レベル廃液濃縮缶溶液温度測定 建屋内4班 2 1:45

AB 3
・圧縮空気手動供給ユニットからの供給，圧縮空気手動供給ユニット接
続系統圧力確認

建屋内3班 2 0:15

AB 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置

建屋内10班 2 1:20

AB 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気系統圧縮空気圧力確
認

建屋内7班 2 0:15

AB 11 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内10班 2 0:20

AB 12 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内10班 2 0:20

AB 13 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内7班 2 0:10

AB 14 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内7班 2 0:05

AB 15 ・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置 建屋内7班 2 0:05

AB 17 ・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整 建屋内8班，建屋内9班 4 0:50

AB 20 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内5班，建屋内44班 4 0:30

AB 39 ・水素濃度測定1
建屋内5班，建屋内8班
建屋内43班，建屋内44班

8 2:30

AB 40 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

AB 41 ・水素濃度測定2
建屋内9班，建屋内43班
建屋内44班，建屋内45班

8 2:20

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

対応手段 作業番号 作業内容 要員数
所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

（分離建屋，圧縮
空気手動供給ユ
ニットからの供給

開始）
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第９－ 12 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な

計装設備のタイムチャート（分離建屋）（４／５）
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第９－ 12 図  放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な  

計装設備のタイムチャート（分離建屋）（５／５）  

AB 18 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内4班 2 0:50

AB 9
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内8班，建屋内9班 4 0:50

AB 17 ・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認 建屋内8班，建屋内9班 4 0:50

AB 21 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内10班 2 0:20

AB 23 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内7班 2 1:05

AB 25 ・分離建屋可搬型発電機，可搬型排風機起動準備 建屋内4班 2 0:20

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

対応手段 作業番号 作業内容 要員数
所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ

る対応
（分離建屋）
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第９－ 13 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な

計装設備のタイムチャート（精製建屋）（１／４）

水素爆発の未然
を防止するため
の空気の供給

（精製建屋，機器
圧縮空気自動供
給ユニットへの切

替え）

AC 33
・圧縮空気自動供給貯槽又は機器圧縮空気自動供給ユニット圧力確
認

建屋内13班，建屋内19班
建屋内20班，建屋内25班

8 0:50

AC 3
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置

建屋内24班，建屋内25班 4 0:45

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:05

AC 15 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内13班，建屋内27班 4 0:30

AC 32 ・水素濃度測定

建屋内13班，建屋内15班
建屋内19班，建屋内20班
建屋内24班，建屋内25班
建屋内26班

14 2:00

AC 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測 建屋内14班，建屋内15班 4 1:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給

（精製建屋，圧縮
空気自動供給貯
槽及び機器圧縮
空気自動供給ユ
ニットからの圧縮
空気の供給がな
い貯槽等の場

合）

所要時間※
（時：分）

対応手段 作業番号
経過時間（時：分）

23:0022:00
要員数

17:0010:00 11:00 16:005:00 6:00 7:00 8:00 21:0020:003:00 18:0014:00 15:004:00 12:00 19:009:000:00 1:00 2:00 13:00
作業内容
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第９－ 13 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な

計装設備のタイムチャート（精製建屋）（２／４）

水素爆発を再発
に防止するため
の空気の供給

（精製建屋，圧縮
空気手動供給ユ
ニットからの供給

開始）

AC 1 ・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 建屋内20班，建屋内21班 4 1:05

AC 9
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型かくはん系統圧縮空気
圧力計設置

建屋内23班，建屋内24班 4 0:30

AC 11
・かくはん系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:30

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2 0:45

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:05

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2 0:15

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2 0:50

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班，建屋内20班
建屋内21班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内26班

12 2:15

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ
る対応（精製建

屋）

23:00

経過時間（時：分）

3:00 5:00 6:00 7:00 12:00 13:00

所要時間※
（時：分） 0:00 1:00 2:00 20:0015:00 16:00 17:00 18:00 19:00

対応手段 作業内容

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

（精製建屋，可搬
型空気圧縮機か
らの圧縮空気の

供給開始）

作業番号 要員数
4:00 21:00 22:008:00 9:00 10:00 14:0011:00

174 1315



第９－ 13 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な

計装設備のタイムチャート（精製建屋）（３／４）

水素爆発を再発
に防止するため
の空気の供給

（精製建屋，圧縮
空気手動供給ユ
ニットからの供給

開始）

AC 1 ・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 建屋内20班，建屋内21班 4 1:05

AC 9
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型かくはん系統圧縮空気
圧力計設置

建屋内23班，建屋内24班 4 0:30

AC 11
・かくはん系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:30

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2 0:45

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:05

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2 0:15

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2 0:50

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班，建屋内20班
建屋内21班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内26班

12 2:15

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ
る対応（精製建

屋）

37:0024:00 25:00 26:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:0028:00

所要時間※
（時：分） 29:00 30:00 31:00 32:00 34:00 35:00 36:00

対応手段 作業内容

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

（精製建屋，可搬
型空気圧縮機か
らの圧縮空気の

供給開始）

33:00

経過時間（時：分）

27:00
作業番号 要員数

175 1316



 

 

 

 

 

 

 

第９－ 13 図  放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な  

計装設備のタイムチャート（精製建屋）（４／４）  

水素爆発を再発
に防止するため
の空気の供給

（精製建屋，圧縮
空気手動供給ユ
ニットからの供給

開始）

AC 1 ・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 建屋内20班，建屋内21班 4 1:05

AC 9
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型かくはん系統圧縮空気
圧力計設置

建屋内23班，建屋内24班 4 0:30

AC 11
・かくはん系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量
調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:30

AC 12 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内14班 2 0:45

AC 7
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内21班，建屋内22班 4 1:05

AC 13 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内14班 2 0:15

AC 18 ・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内13班 2 1:00

AC 14 ・ダンパ閉止 建屋内15班 2 0:50

AC 16 ・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
建屋内19班，建屋内20班
建屋内21班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内26班

12 2:15

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

セルへの導出経
路の構築及びセ
ル排気系を代替
する排気系によ
る対応（精製建

屋）

68:00 69:0061:00 62:00 65:00 66:00 67:0048:00 49:00 50:00 70:00 71:0055:00 59:00 60:00 64:0051:00 52:00 53:00 54:00 63:00

所要時間※
（時：分）

経過時間（時：分）

56:00 57:00 58:00
対応手段 作業内容

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

（精製建屋，可搬
型空気圧縮機か
らの圧縮空気の

供給開始）

作業番号 要員数

176 1317



第９－ 14 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計装設備のタイムチャート

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（１／４）

CA 31
・可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計又は機器圧縮空気自動供
給ユニット圧力計の設置及び圧縮空気自動供給ユニット又は機器圧縮
空気自動供給ユニット圧力確認

建屋内21班，建屋内24班
建屋内27班，建屋内43班
建屋内47班

10 1:20

CA 33 ・圧縮空気自動供給ユニット圧力確認 建屋内47班 2 0:10

CA 13 ・可搬型水素濃度計設置 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

CA 30 ・水素濃度測定

建屋内17班，建屋内20班
建屋内23班，建屋内24班
建屋内25班，建屋内27班
建屋内43班，建屋内45班
建屋内47班

18 2:50

CA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置

建屋内20班 2 0:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

経過時間（時：分）

22:00 23:00

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，機器圧縮空
気自動供給ユ
ニットへの切替

え）

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，可搬型空気
圧縮機からの供

給開始）

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:009:00 10:00 11:007:00 8:004:00 5:00 6:00 21:00
対応手段 作業番号 作業内容 作業班

所要時間※
（時：分） 12:00 13:00 14:000:00 1:00 2:00 3:00

177 1318



第９－ 14 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計装設備のタイムチャート

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（２／４）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，圧縮空気手
動供給ユニットか
らの供給開始）

- -
・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給
（現場環境確認時実施）

建屋内19班，建屋内22班
建屋内23班

6 0:20

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
及び可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内21班 2 0:40

CA 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，かくはん系統圧縮空気圧力確
認

建屋内21班 2 0:10

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セル導
出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4 1:10

CA 29
・計器監視（かくはん系統圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量，導
出先セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 4 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

5:00 6:00

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，可搬型圧縮
空気からの圧縮
空気の供給開

始）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建

屋）

21:00
対応手段 作業番号 作業内容 作業班

所要時間※
（時：分） 12:00 13:00 14:000:00 1:00 2:00 3:00 22:00 23:0015:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:009:00 10:00 11:007:00 8:004:00

経過時間（時：分）

178 1319



第９－ 14 図 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計装設備のタイムチャート

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（３／４）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，圧縮空気手
動供給ユニットか
らの供給開始）

- -
・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給
（現場環境確認時実施）

建屋内19班，建屋内22班
建屋内23班

6 0:20

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
及び可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内21班 2 0:40

CA 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，かくはん系統圧縮空気圧力確
認

建屋内21班 2 0:10

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セル導
出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4 1:10

CA 29
・計器監視（かくはん系統圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量，導
出先セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 4 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，可搬型圧縮
空気からの圧縮
空気の供給開

始）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建

屋）

対応手段 作業番号 作業内容 作業班
所要時間※
（時：分） 35:0024:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 47:0036:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00

経過時間（時：分）

179 1320



 
 

 

 

 

第９－ 14 図  放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計装設備のタイムチャート

（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）（４／４）  

 

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，圧縮空気手
動供給ユニットか
らの供給開始）

- -
・圧縮空気手動供給ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給
　（現場環境確認時実施）

建屋内19班，建屋内22班
建屋内23班

6 0:20

CA 7
・可搬型建屋内ホース敷設，接続，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計
及び可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内21班 2 0:40

CA 8
・可搬型空気圧縮機からの供給開始，かくはん系統圧縮空気圧力確
認

建屋内21班 2 0:10

CA 9
・貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽掃気圧縮空気流量調整，セル導
出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 10 ・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内16班 2 1:30

CA 5
・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気圧縮空気流量調整，セル導出ユニット流量確認

建屋内20班，建屋内22班 4 0:30

CA 12 ・可搬型導出先セル圧力計設置 建屋内17班，建屋内18班 4 0:10

CA 15 ・可搬型排風機，可搬型フィルタ設置 建屋内14班，建屋内19班 4 0:50

CA 19 ・導出先セル圧力確認，可搬型排風機起動 建屋内21班 2 1:00

CA 21 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽温度計測 建屋内24班，建屋内25班 4 1:10

CA 29
・計器監視（かくはん系統圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量，導
出先セル圧力，水素濃度）
・可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機等への燃料の補給

建屋内18班，建屋内19班 4 -

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建
屋，可搬型圧縮
空気からの圧縮
空気の供給開

始）

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に

よる対応
（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建

屋）

対応手段 作業番号 作業内容 作業班
所要時間※
（時：分） 53:0048:00 49:00 50:00 51:00 52:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00

経過時間（時：分）

66:00 67:00 68:00 69:00 70:00 71:0060:00 61:00 62:00 63:00 64:00 65:0054:00
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第９－ 15 図  放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計装設備のタイムチャート

（高レベル廃液ガラス固化建屋）（１／１）  

KA 18 ・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度計測
建屋内28班，建屋内29班
建屋内30班，建屋内31班
建屋内32班，建屋内33班

12 2:30

KA 2
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計又はかくはん系統圧縮空気圧力計設置

建屋内33班，建屋内34班 4 1:45

KA 5-1
・水素掃気系統圧縮空気圧力又はかくはん系統圧縮空気圧力及び貯
槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整

建屋内37班，建屋内38班 4 0:35

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

KA 31 ・水素濃度測定1
建屋内45班，建屋内46班
建屋内47班

6 2:10

KA 32 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

KA 33 ・水素濃度測定2
建屋内43班，建屋内45班
建屋内46班

6 2:20

KA 7 ・可搬型建屋内ホース敷設，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置
建屋内35班，建屋内36班
建屋内37班，建屋内38班
建屋内39班，建屋内40班

12 2:30

KA 9 ・貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認
建屋内35班，建屋内36班
建屋内38班，建屋内39班

8 2:10

KA 12 ・可搬型水素濃度計設置1 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

KA 31 ・水素濃度測定1
建屋内45班，建屋内46班
建屋内47班

6 2:10

KA 32 ・可搬型水素濃度計設置2 建屋内45班，建屋内46班 4 0:30

KA 33 ・水素濃度測定2
建屋内43班，建屋内45班
建屋内46班

6 2:20

KA 11-1 ・可搬型セル導出ユニット流量計設置 建屋内31班 2 0:15

KA 5-2 ・セル導出ユニット流量確認 建屋内39班，建屋内40班 4 1:05

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

19:0016:0014:006:00 7:000:00 1:00 10:00 11:00 12:003:00

所要時間※
（時：分）

要員数
8:00 17:00

経過時間（時：分）

5:00 20:009:002:00 18:00 23:0013:004:00 21:00 22:0015:00

水素爆発の再発
を防止するため
の空気の供給

(高レベル廃液ガ
ラス固化建屋)

セルへの導出経
路の構築及び代
替セル排気系に
よる対応(高レベ
ル廃液ガラス固

化建屋)

対応手段 作業番号 作業内容

水素爆発を未然
に防止するため
の空気の供給

(高レベル廃液ガ
ラス固化建屋)
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第９－ 16 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の

タイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）（１／３）

F 1
・保管場所への移動並びに運搬車及びホイールローダによる可
搬型重大事故等対処設備の運搬

建屋内7班，建屋内8班
建屋内9班，建屋内10班
建屋内44班

10 5:50

F 4 ・監視設備配置，ケーブル敷設・接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16 2:45

F 5 ・監視ユニット，計装ユニットとの接続

建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班
建屋内15班，建屋内16班
建屋内17班，建屋内20班

16 0:35

F 7 ・監視設備の起動確認，状態確認
建屋内11班，建屋内12班
建屋内13班，建屋内14班

8 0:20

F 2 ・代替注水設備流量計設置
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8 0:30

F 3 ・代替注水設備流量測定
建屋内21班，建屋内22班
建屋内24班，建屋内25班

8 0:20

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

燃料貯蔵
プール等
への注水

3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
作業内容 要員数

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
対応手段 作業番号

所要時間※
(時：分) 0:00

経過時間（時：分）

1:00 2:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

燃料貯蔵
プール等
の監視
（燃料貯
蔵プール
等への注
水時）
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第９－ 16 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の

タイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）（２／３）

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

3

16

所要時間※
（時：分）

経過時間(時間)

要員数対応手段
作業
番号

作業内容

3:20

A～H
I～P

燃料貯蔵プー
ル等への水の

スプレイ
・スプレイ設備流量測定

・スプレイ設備流量計設置

継続

1

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 7日15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
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第９－ 16 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の

タイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）（３／３）

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は，作業時間の合計）

対応手段
作業
番号

作業内容
所要時間※
（時：分）

経過時間(時間)

要員数

3

16 0:30

4 ・可搬型計測ユニットと可搬型監視ユニットとの接続
a～h
i～p

16 0:50

5
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び可搬型計測
ユニット用空気圧縮機の起動

a～h 8 0:40

燃料貯蔵プール
等の監視（燃料
貯蔵プール等へ
の水のスプレイ

時）

・給電後の各計器の起動状態確認
a～h
i～p

4:1010

6

a～h
i～p

16 5:50

2
・外部保管エリア及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍への移動並びに
運搬車及びけん引車による監視に使用する設備の運搬

C～G
H～L

・監視設備配置，ケーブル及びパージ管の敷設及び接続

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:006:00 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 7日15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
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第９－ 17 図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な

計装設備のタイムチャート（１／３）

建屋外1班

建屋外2班
4 ―

10

・放水砲流量及び放水砲圧力の測定

作業

番号

8 ・可搬型放水砲の状態確認（放水流量，放水圧力）

建屋外１班,建屋外２班

建屋外３班,建屋外４班

建屋外５班

経過時間（時：分）

・可搬型放水砲の状態確認（放水流量，放水圧力）

建屋外３班,建屋外４班

建屋外５班,建屋外６班

建屋外７班

10 0:30

0:30

34 ・可搬型放水砲の状態確認（放水流量，放水圧力）

建屋外３班,建屋外４班

建屋外５班,建屋外６班

建屋外７班

10 0:30

29 ・可搬型放水砲の状態確認（放水流量，放水圧力）

建屋外３班,建屋外４班

建屋外５班,建屋外６班

建屋外７班

30 ・放水砲流量及び放水砲圧力の測定

4 1:30

・放水砲流量及び放水砲圧力の測定

所要時間

（時：分）

備　　考

要員数作業内容

・可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の設置

建屋外３班,建屋外４班

建屋外５班,建屋外６班

建屋外７班

10 0:30

16 ・可搬型放水砲の状態確認（放水流量，放水圧力）

建屋外３班,建屋外４班

建屋外５班,建屋外６班

建屋外７班

10

6
建屋外13班

建屋外14班
4 2:00

9
建屋外1班

建屋外2班
4

24 ・可搬型放水砲の状態確認（放水流量，放水圧力）

―

建屋外13班

建屋外14班

建屋外1班

建屋外2班
4

放水監視は複数の放水砲を巡回

する

13

精製建屋への

放水

・可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の設置

・放水砲流量及び放水砲圧力の測定

分離建屋への

放水

放水設備によ

る大気中への

放射性物質の

放出抑制

放水監視は複数の放水砲を巡回

する

ウラン・プルト

ニウム混合脱

硝建屋への放

水

27 ・可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の設置

35

建屋外10班

建屋外11班

使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋

への放水

建屋外1班

建屋外2班
4 ―

放水監視は複数の放水砲を巡回

する

10 0:30

19 ・可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の設置

17

4 1:30
建屋外13班

建屋外14班

25 ・放水砲流量及び放水砲圧力の測定
建屋外1班

建屋外2班
4 ―

4 1:30

―

0:30

対応手段

放水監視は複数の放水砲を巡回

する

前処理建屋へ

の放水

36 ・可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の設置
建屋外10班

建屋外11班
4 1:20

40 ・放水砲流量及び放水砲圧力の測定
建屋外1班

建屋外2班
4 ―

前処理建屋は140時間後に放水

開始

39

高レベル廃液

ガラス固化建

屋への放水

32 ・可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の設置
建屋外10班

建屋外11班
4 1:00

15:00 16:00

▽移行判断

17:00 18:00 19:00 20:00 29:00 30:00 140:001:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 ～ 139:00
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第９－ 17 図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な

計装設備のタイムチャート（２／３）

6 ・ホース展張車による可搬型建屋外ホースの敷設及び接続 1:1010
建屋外3班,建屋外4班

建屋外5班,建屋外6班

建屋外7班

建屋外2班 2

所要時間

（時：分）

2 ―

2:00

燃料貯蔵プール等への

大容量の注水による工場等外

への放射線の放出抑制

備　　考

要員数

建屋外2班9

作業内容

・運搬車で運搬する可搬型建屋外ホースの設置（金具類，可搬型流量計，可搬型圧

力計）

作業

番号

・水の供給及び状態監視（流量，圧力，第１貯水槽の水位）

経過時間（時：分）

対応手段

2

▽移行判断

7日1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
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第９－ 17 図 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な

計装設備のタイムチャート（３／３）

所要時間

（時：分）

再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃

料火災及び化学火災の対応

建屋外3班 2 0:20

9
建屋外1班

建屋外6班
4・可搬型流量計及び可搬型圧力計の運搬及び設置

備　　考

要員数作業内容

・可搬型流量計及び可搬型圧力計の運搬準備

1:20

作業

番号

経過時間（時：分）

12

対応手段

4

・可搬型放水砲の状態確認（流量，圧力）

建屋外2班,建屋外3班

建屋外4班,建屋外7班

建屋外8班,建屋外9班

10 0:10

▽移行判断

0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00
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第９－ 18 図 重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装設備のタイムチャート（１／２）

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

対応手段

1
建屋外1班, 建屋外2班

建屋外3班, 建屋外4班

建屋外5班

10

第2貯水槽を水の補給源とした,

第1貯水槽への水の供給
・可搬型流量計の設置

作業内容

・可搬型水位計の設置

0:30

作業

番号

・水位及び流量の測定

経過時間（時：分）

4 11:00

0:30

2 建屋外1班 2

所要時間※

（時：分）
要員数

建屋外1班

建屋外2班
7

▽移行判断

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
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第９－ 18 図 重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装設備のタイムチャート（２／２）

※：各作業内容の実施に必要な時間を示す。（複数回に分けて実施の場合は、作業時間の合計）

要員数

建屋外8班

建屋外9班

経過時間（時：分）

所要時間※

（時：分）

―

―

12:00

―

建屋外1班

建屋外2班
4

敷地外水源を水の補給源とした,

第1貯水槽への水の補給

11 ・流量の測定(大型移送ポンプ車2台目) 建屋外10班 2

15

・流量の測定(大型移送ポンプ車1台目) 2

・流量の測定(大型移送ポンプ車3台目) 建屋外10班 2

7

作業内容対応手段

3

作業

番号

・可搬型流量計の設置

▽移行判断

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:0019:00
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第９－19 図  情報把握計装設備のタイムチャート 

1 － － 実施責任者 1 －

2 － － 要員管理班 3 －

3 － － 情報管理班 3 －

4 － － 建屋外対応班長 1 －

5 建屋外
保管庫から設置場所まで
の運搬

建屋内48班
建屋内49班

3 1：10

6 第1貯水槽
可搬型計器、可搬型データ
伝送装置及び可搬型発電
機設置

屋外1班 2 0：30

7 第2貯水槽
可搬型計器、可搬型データ
伝送装置及び可搬型発電
機設置

屋外3班 2 0：30

8 中央制御室
情報表示装置及び情報収
集装置設置

建屋内48班
建屋内49班

3 1：00

9 精製建屋 情報収集装置設置
建屋内48班
建屋内49班

3 0：35

10 分離建屋 情報収集装置設置
建屋内48班
建屋内49班

3 0：35

11
ウラン・プルト
ニウム混合脱
硝建屋

情報収集装置設置
建屋内48班
建屋内49班

3 0：35

12
高レベル廃液
ガラス固化建
屋

情報収集装置設置
建屋内48班
建屋内49班

3 0：35

13 前処理建屋 情報収集装置設置
建屋内48班
建屋内49班

3 0：35

14

使用済燃料
の受入れ施
設及び貯蔵
施設の制御
室

情報表示装置設置 ※3 24 1：30

15
使用済燃料
受入れ・貯蔵
建屋

情報収集装置設置 ※3 24 1：30 監視ユニット設置に含む。

※1　可搬型発電機の起動準備及び起動

※2　可搬型計測器の設置

※3　建屋内7～17班，建屋内20班

20:00 21:00 27:00

前処理建屋の発電機起動
に高レベル廃液ガラス固化
建屋・前処理建屋の伝送確

認を実施する

備考23:00 24:00 25:00 34:0032:00 33:0030:00 31:0029:003:00 10:00 11:00 22:0014:00 15:00 16:00 17:00 18:005:00 6:00 7:00 8:00 9:00

対策

ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋の発電機起動後に
精製建屋・分離建屋・ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝
建屋の伝送確認を実施する

12:00 19:0013:001:00 2:00 26:00 28:00

経過時間（時：分）

所要時間
（時：分）

要員数作業
作業
番号

4:00

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

▽事象発生

作業番号８

作業番号５

作業番号12

作業番号11
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：アクセスルート 西

：アクセスルート 東

設置場所 機器名称

① 前処理建屋可搬型情報収集装置

①

①

第９－20図 情報把握計装設備のアクセスルート図（前処理建屋 地上１階）

191 1332



設置場所 機器名称

① 分離建屋可搬型情報収集装置

：アクセスルート 西

：アクセスルート 東

①

①

第９－21図 情報把握計装設備のアクセスルート図（分離建屋 地上１階）
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設置場所 機器名称

① 精製建屋可搬型情報収集装置

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

①

①

第９－22図 情報把握計装設備のアクセスルート図（精製建屋 地上１階）
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設置場所 機器名称

①
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置

：アクセスルート 南

：アクセスルート 北

第９－23図 情報把握計装設備のアクセスルート図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１階）

194

については核不拡散の観点から公開できません。

1335



設置場所 機器名称

①
高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置

：アクセスルート 南

：アクセスルート 北

①

第９－24図 情報把握計装設備のアクセスルート図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階）

①
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：アクセスルート 南

：アクセスルート 北

第９－25図 情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

①

①

設置場所 機器名称

①
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置

196 1337



設置場所 機器名称

①
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置

①

：アクセスルート 南

：アクセスルート 北

第９－26図 情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上２階）
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設置場所 機器名称

① 制御建屋可搬型情報収集装置
② 御建建屋可搬型情報表示装置

：アクセスルート

①②

第９－27図 情報把握計装設備のアクセスルート図（制御建屋 地上１階）
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第９－28図 情報把握計装設備のアクセスルート図（第１保管庫・貯水所）

設置場所 機器名称

①
第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置

② 情報把握計装設備可搬型発電機

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

※情報把握計装設備は対象となる取水箇所近傍
に設置する

：アクセスルート ※
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第９－29図 情報把握計装設備のアクセスルート図（第２保管庫・貯水所）

設置場所 機器名称

①
第２保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置

② 情報把握計装設備可搬型発電機

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

①

※情報把握計装設備は対象となる取水箇所近傍
に設置する

：アクセスルート ※
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（10／13） 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が制御室にとど

まるために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備

及び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

【着手判断】 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と

兼用）が機能喪失若しくは制御建屋の換気ダクト（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用）の損傷により，制御建

屋中央制御室換気設備が機能喪失している場合又は外

部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機を運転で

きない場合，手順に着手する。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を，制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにて接続する。 

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御室

送風機を起動する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置 

代
替
中
央
制
御
室
送
風

機
に
よ
る
中
央
制
御
室

の
換
気
の
確
保 

手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

【着手判断】 

制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用）

が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気

ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用）の損傷

により，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第１非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

と代替制御室送風機を，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルにて接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済

燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

の
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬及び設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬及び設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による測定】 

可搬型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を起動し，中

央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，外気の取入れを

開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度が活動に支障のない範囲であることにより確認

する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

対

手

 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，

手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸

素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による測定】 

可搬型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び

貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

濃度が 1.0％を上回る場合には，外気の取入れを開始す

る。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支

障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度

測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，

手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，保護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，保護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染検査並

びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」とい

う。）設置場所の照明が確保されていない場合，可搬型

代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具類を回収するロール袋及びサーベイ

メータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及

び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具類を回収するロール袋及びサーベイ

メータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

換
気
の
確
保 

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

照
明
の
確
保 

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油 

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（8／13）「電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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第 5－２表 重大事故等対策における操作の成立性(10/13) 

 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22時間 30分 

以内 
163時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※２ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※２ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22時間 30分 

以内 
※２ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10分 

以内 
※２ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※２ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※２ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※２ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※２ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※２ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※２ 

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※２ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※２ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※２ 

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※２ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※２ 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力
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1 0 .  制御室の居住性等に関する手順等  

【要求事項】  

再処理事業者において、制御室に関し、重大事故が発生し

た場合においても運転員がとどまるために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。  

【解釈】  

１  「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置（制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマスク及

びボンベ等により対応する場合）又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。  

a )  重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等

により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備する

こと。  

b )  制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替電源設備か

らの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備す

ること。  

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対処設備及び資機材を整備して

おり，ここでは，この対処設備及び資機材を活用した手順等

について説明する。  
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 ａ．対応手段と設備の選定  

 （ ａ ）  対応手段と設備の選定の考え方  

   重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が

制御室にとどまるためには，制御室の居住性を確保及び汚

染の持ち込みを防止する必要がある。  

   重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び資機材※ １ を用いた対応手段を選定する。  

※ 1  資機材：防護具（全面マスク及び半面マスク等）及

び出入管理区画用資機材については，資機材

であるため重大事故等対処設備としない。  

外部電源からの給電が喪失した場合には，その機能を代

替するための機能，相互関係を明確にした上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処施設を選定

する。また，重大事故等に対処するために必要な情報を把

握する設備及び通信連絡を行うための設備についても同様

に選定する。（第 1 0－１図～第 1 0－ 4図）  

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準だけでなく，事業指定基準規則第四十四条及び技術基準

規則第四十八条の要求機能を満足する設備が網羅されてい

ることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確

にする。  

 

 （ ｂ ）  対応手段と設備の選定の結果  

   フォールトツリー分析の結果，制御室の居住性に影響を
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及ぼすおそれのある要因として，制御室の換気設備及び

照明設備の機能喪失を想定する。  

制御室の換気設備及び照明設備の機能喪失時の代替機能

を有するように重大事故等対処施設を選定するとともに，

汚染の持ち込み防止の対応手段を選定する。  

重大事故等の発生の起因となる安全機能の喪失の要因に

応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象に

よる安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を

伴わない重大事故等の発生時に対処する重大事故等対処設

備を選定する。  

また，共通電源車からの給電による換気の確保の対処を

行うものについては，全てのプラント状況において使用す

ることが困難であるが，個別機器の故障に対しては有効な

手段であることから，自主対策設備として選定する。自主

対策設備による対応は，対処に用いる系統の健全性を確認

し，対処に必要となる要員が確保できた段階で着手する。  

なお，中央制御室を内包する制御建屋は，事故対処にあ

たる建屋対策班のための防護具等資機材を配備しているこ

とから，自主対策の手順として防護具の着装の手順を整備

する。  

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び技術的能力審査基準，事業指定基準

規則第四十四条及び技術基準規則第四十八条からの要求に

より選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等
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対処施設，自主対策設備及び資機材を以下に示す。（第 1 0

－１表，第 1 0－２表）  

  ⅰ．重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が

制御室にとどまるために必要な対応手段及び設備  

  （ ⅰ ）  中央制御室  

   １ ）  対応手段  

     重大事故等が発生した場合において，実施組織要員

が中央制御室にとどまるため，代替制御建屋中央制御

室換気設備による中央制御室の換気の確保，中央制御

室代替照明設備による中央制御室の照明の確保，中央

制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定，中央制御室

の窒素酸化物の濃度測定，中央制御室の放射線計測，

中央制御室の出入管理区画の設置及び運用，中央制御

室の代替通信連絡設備の設置及び中央制御室の情報把

握計装設備の設置のための手段がある。  

 

     重大事故等が発生した場合において，実施組織要員

が中央制御室にとどまるための設備は以下のとおり。  

・  代替中央制御室送風機  

・  制御建屋の可搬型ダクト  

・  制御建屋可搬型発電機  

・  制御建屋の可搬型分電盤  

・  制御建屋の可搬型電源ケーブル  

・  軽油貯槽  
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・  軽油用タンクローリ  

・  中央制御室送風機  

・  制御建屋の換気ダクト  

・  制御建屋安全系監視制御盤  

・  非常用電源建屋の 6 . 9ｋＶ非常用主母線  

・  制御建屋の 6 . 9ｋＶ非常用母線  

・  制御建屋の 4 6 0Ｖ非常用母線  

・  可搬型代替照明  

・  中央制御室遮蔽  

・  可搬型酸素濃度計  

・  可搬型二酸化炭素濃度計  

・  可搬型窒素酸化物濃度計  

・  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）  

・  アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）  

・  可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）  

・  可搬型通話装置  

・  可搬型衛星電話（屋内用）  

・  可搬型衛星電話（屋外用）  

・  可搬型トランシーバ（屋内用）  

・  可搬型トランシーバ（屋外用）  

・  制御建屋可搬型情報収集装置  

・  制御建屋可搬型情報表示装置  

・  非常用照明  

・  共通電源車  
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・  第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・  燃料供給ポンプ  

・  燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・  可搬型燃料供給ホース  

・  可搬型電源ケーブル  

・  可搬型よう素フィルタ  

 

  （ ⅱ ）  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室  

   １ ）  対応手段  

     重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるため，代替使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気の確

保，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代

替照明設備による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の照明の確保，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測

定，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

窒素酸化物の濃度測定，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の放射線計測，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理区画の設置及び

運用，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の代替通信連絡設備の設置，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の情報把握計装設備の設置のた
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めの手段がある。  

     重大事故等が発生した場合において，実施組織要員

が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるための設備は以下のとおり。  

・  代替制御室送風機  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブル  

・  軽油貯槽  

・  軽油用タンクローリ  

・  制御室送風機  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6 . 9ｋＶ非常用母線  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 4 6 0Ｖ非常用母線  

・  可搬型代替照明  

・  制御室遮蔽  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室  

・  可搬型酸素濃度計  

・  可搬型二酸化炭素濃度計  

・  可搬型窒素酸化物濃度計  

・  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）  
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・  アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）  

・  可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）  

・  可搬型衛星電話（屋内用）  

・  可搬型衛星電話（屋外用）  

・  可搬型トランシーバ（屋内用）  

・  可搬型トランシーバ（屋外用）  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・  非常用照明  

・  共通電源車  

・  第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・  燃料供給ポンプ  

・  燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・  可搬型燃料供給ホース  

・  可搬型電源ケーブル  

 

  ⅱ．重大事故等対処設備及び自主対策設備  

  （ ⅰ ）  中央制御室  

    中央制御室にとどまるために必要な設備として，代替

中央制御室送風機，制御建屋の可搬型ダクト，制御建屋

可搬型発電機，制御建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可

搬型電源ケーブル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，中

央制御室送風機，制御建屋の換気ダクト，非常用電源建

屋の 6 . 9ｋＶ非常用主母線，制御建屋の 6 . 9ｋＶ非常用母
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線，制御建屋の 4 6 0Ｖ非常用母線，可搬型代替照明，中

央制御室遮蔽，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計，可搬型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を重大事故

等対処施設とする。  

    中央制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備のう

ち，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外用），制御建屋可搬型

情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置を重大事

故等対処施設とする。  

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても中央制御室に実施組織要員がとどま

ることができるため，以下の設備は自主対策設備と位置

付ける。併せてその理由を示す。  

    なお，防護具（全面マスク及び半面マスク等）及び出

入管理区画用資機材については，資機材であるため重大

事故等対処設備とはしない。  

 

・  非常用照明  

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。  
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・  共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケ

ーブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ル  

 上記の共通電源車及び可搬型電源ケーブルは，全交

流動力電源喪失時に制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機及び非常用照明に給電可能である。ま

た，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル

及び可搬型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処す

るための設備であり重大事故等が発生した場合の機能

を担保できないが，共通電源車に給油可能である。  

共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料

油貯蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用

電源ケーブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電

源ケーブルは，設計基準事故に対処するための設備

と接続することから，重大事故等が発生した場合の

機能を担保できないが，接続先の設備が健全である

場合は，全交流動力電源喪失時に，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機に給電し，中央制

御室の換気を確保するための手段として有効であ

る。  

・  可搬型よう素フィルタ  
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 上記の可搬型よう素フィルタを考慮せずとも制御室

にとどまる実施組織要員の実効線量が７日間で 1 0 0ｍ

Ｓｖを超えないが，可搬型よう素フィルタは，制御建

屋中央制御室換気設備が大気中に放射性よう素の有意

な値が検出された場合に，実施組織要員に対する実効

線量をより低減できることから中央制御室の居住性を

確保するための手段として有効である。  

 

  （ ⅱ ）  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとど

まるために必要な設備のうち，代替制御室送風機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型発電機，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，軽油貯

槽，軽油用タンクローリ，制御室送風機，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の換気ダクト，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋安全系監視制御盤，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

6 . 9ｋＶ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 4 6 0

Ｖ非常用母線，可搬型代替照明，制御室遮蔽，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素酸化物

濃度計，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処施設とする。  
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    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信

連絡設備及び情報把握計装設備のうち，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用），使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置を重大事故

等対処施設とする。  

    以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に実施組織要員がとどまることができるた

め，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。  

    なお，出入管理区画用資機材については，資機材であ

るため重大事故等対処設備とはしない。  

 

・  非常用照明  

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。  

 

・  共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブ

ル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブル  

    上記の共通電源車及び可搬型電源ケーブルは，全交流
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動力電源喪失時に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機及び非常用照明に給電可能であ

る。また，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，

燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，可搬

型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処するための設

備であり重大事故等が発生した場合の機能を担保できな

いが，共通電源車に給油可能である。  

    共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，

可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブルは，設計

基準事故に対処するための設備と接続することから，重

大事故等が発生した場合の機能を担保できないが，接続

先の設備が健全である場合は，全交流動力電源喪失時

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御

室送風機に給電し使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気を確保するための手段として有効であ

る。  

 

  ⅲ．手順等  

    上記の ( 1 )により選定した対応手段に係る手順を整備

する。  

    これらの手順は，重大事故等発生時における実施組織

要員による一連の対応として，中央制御室に関わるもの

は「制御建屋重大事故等発生対応手順書」に，使用済燃
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料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に関わるものは

「使用済燃料受入れ・貯蔵建屋重大事故等発生対応手順

書」にそれぞれ定める。（第 1 0－２表）  
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 ｂ．  重大事故等時の手順等  

 ( ａ )  居住性を確保するための手順等  

  ⅰ．制御室の換気を確保するための措置の対応手順  

  ( ⅰ )  代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保  

    中央制御室送風機（設計基準対象施設と兼用）の機能

喪失，制御建屋の換気ダクト（設計基準対象施設と兼

用）の破損又は全交流電源喪失により制御建屋中央制御

室換気設備の機能が喪失した場合には，実施組織要員が

中央制御室にとどまるために，代替中央制御室送風機，

制御建屋の可搬型分電盤 ,  制御建屋の可搬型電源ケーブ

ル及び制御建屋可搬型発電機の設置並びに制御建屋の可

搬型ダクトの敷設により換気経路を構築し，代替中央制

御室送風機による換気運転を行い，中央制御室の換気を

確保する。  

    地震による制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

した場合には，現場環境確認を行った後に対処を開始す

る。  

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合は，事前の対応作業として，制御建

屋可搬型発電機の建屋内への移動及び降灰作業の準備を

実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，降灰

作業を実施する。  

    制御建屋可搬型発電機へ燃料を供給する手順の詳細

は，「８ .  電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
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   １ )  手順着手の判断基準  

     中央制御室送風機（設計基準対象施設と兼用）が機

能喪失若しくは制御建屋の換気ダクト（設計基準対象

施設と兼用）の損傷により，制御建屋中央制御室換気

設備が機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，

第２非常用ディーゼル発電機を運転できない場合（第

1 0－３表）  

   ２ )  操作手順  

     代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確

保の手順の概要は以下のとおり。各手順の成功は，代

替中央制御室送風機が起動し，中央制御室内の酸素濃

度が 1 9％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1 . 0％以下で

あることより確認する。手順の概要を第 1 0－５図，タ

イムチャートを第 1 0－６図及び第 1 0－７図，制御建屋

の代替中央制御室送風機換気概要図を第 1 0－８図に示

す。  

①  実施責任者は，中央制御室送風機（設計基準対象施

設と兼用）が機能喪失若しくは制御建屋の換気ダク

ト（設計基準対象施設と兼用）の損傷により，制御

建屋中央制御室換気設備が機能喪失している場合又

は地震により外部電源が喪失し，第２非常用ディー

ゼル発電機が起動できない場合には，建屋対策班に

現場環境確認の実施を指示する。  

②  建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を
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実施責任者に報告する。  

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用

いる代替中央制御室送風機，制御建屋可搬型発電

機，制御建屋の可搬型ダクト及び制御建屋の可搬型

電源ケーブルの敷設ルートを判断する。  

④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策

班に代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の

確保のための準備を指示する。  

⑤  建屋対策班は，制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内

に設置する。  

⑥  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機と代替中央制御

室送風機を，制御建屋の可搬型分電盤を介して制御建

屋の可搬型電源ケーブルにて接続する。  

また，降灰により制御建屋可搬型発電機が機能喪失す

るおそれがある場合には，建屋対策班は制御建屋可搬

型発電機を制御建屋内に配置する。  

⑦  建屋対策班は，制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制

御室送風機から中央制御室まで敷設する。  

⑧  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機の起動準備作業完了を実施責任者に報告す

る。  

⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に制御

建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御室送

風機の起動を指示する。  
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⑩  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機を起動し，起動確認後，実施責任者に報告

する。  

⑪  実施責任者は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機の状態監視並びに中央制御室内の酸素濃度

が 1 9％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1 . 0％以下であ

ることを確認することにより，代替中央制御室送風機

による中央制御室の換気の確保が出来ていることを判

断する。  

   ３ )  操作の成立性  

     上記の代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分

電盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可

搬型発電機の設置並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷

設による換気経路の構築及び運転は，実施責任者等の

要員９人，建屋対策班の班員８人の合計 1 7人にて作業

を実施した場合，中央制御室送風機（設計基準対象施

設と兼用）の停止から中央制御室の二酸化炭素濃度が

1 . 0％に達する約 2 6時間（第 1 0－４表）に対し，事象

発生から４時間以内で対応可能である。  

     地震による制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪

失した場合における現場環境確認は，実施責任者等の

要員９人，建屋対策班の班員６人の合計 1 5人にて作業

を実施した場合， 5 0分以内で対応可能であり，現場環

境確認及び代替中央制御室送風機等設置による換気経
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路の構築及び運転の全ての作業を実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員８人の合計 1 7人にて作業を実

施した場合，事象発生から４時間以内で対応可能であ

る。  

     また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合の制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬は，実施責

任者等の要員９人，建屋対策班の班員４人の合計 1 3人

にて作業を実施した場合，１時間 3 0分以内で実施可能

である。制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬及び代

替中央制御室送風機等設置による換気経路の構築及び

運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，建屋対

策班の班員８人の合計 1 7人にて作業を実施した場合，

事象発生から４時間 3 0分以内で対応可能であることか

ら，重大事故等の対処への影響を与えることなく作業

が可能である。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。線量管理に

ついては，個人線量計を着用し，１作業当たり 1 0ｍＳ

ｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握，及び状況に応じた対応を行うこ

とにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低
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減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明

を配備する。  

 

  ( ⅱ )  代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保  

    制御室送風機（設計基準対象施設と兼用）の機能喪

失，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（設計基

準対象施設と兼用）の破損又は全交流電源喪失により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪失

した場合には，実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室にとどまるために，代替制御室送

風機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分

電盤 ,  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電

源ケーブル及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の設置並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型ダクトの敷設により換気経路を構築し，

代替制御室送風機による換気運転を行い，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。  

    地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の機能が喪失した場合には，現場環境確認を行った後

に対処を開始する。  

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以
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上）を確認した場合は，事前の対応作業として，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び降灰作業の準備を実施する。また，降灰を確

認したのち必要に応じ，降灰作業を実施する。  

    なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機へ燃料を供給する手順の詳細は，「８ .  電源の確

保に関する手順等」にて整備する。  

   １ )  手順着手の判断基準  

制御室送風機（設計基準対象施設と兼用）が機能喪失

若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（設

計基準対象施設と兼用）の損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合（第 1 0－３表）  

   ２ )  操作手順  

     代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気の確保の手順の概要は以下

のとおり。各手順の成功は，代替制御室送風機が起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素濃度が 1 9％以上，かつ，二酸化炭素濃度が

1 . 0％以下であることより確認する。手順の概要を第

1 0－９図，タイムチャートを第 1 0－６図及び第 1 0－７

図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の代替制御室送風機

換気概要図を第 1 0－ 1 0図に示す。  
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①  実施責任者は，制御室送風機（設計基準対象施設と兼

用）が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の換気ダクト（設計基準対象施設と兼用）の損傷によ

り，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機

能喪失している場合又は地震により外部電源が喪失

し，第１非常用ディーゼル発電機が起動できない場合

には，建屋対策班に現場環境確認の実施を指示する。  

②  建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実

施責任者に報告する。  

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用い

る代替制御室送風機及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型ダクト及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルの敷設ルートを判

断する。  

④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策

班に代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の換気の確保のための準備を指

示する。  

⑤  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型分電盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設

置する。  

⑥  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
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可搬型発電機と代替制御室送風機を，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤を介して使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

にて接続する。  

また，降灰により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機が機能喪失するおそれがある場合に

は，建屋対策班は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に配

置する。  

⑦  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型ダクトを代替制御室送風機から使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室まで敷設する。  

⑧  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機の起動準備作業完

了を実施責任者に報告する。  

⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起動

し，その後代替制御室送風機の起動を指示する。  

⑩  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機を起動し，起動確

認後，実施責任者に報告する。  

⑪  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機の状態監視並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸
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素濃度が 1 9％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1 . 0％以

下であることを確認することにより，代替制御室送風

機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気の確保が出来ていることを判断する。  

   ３ )  操作の成立性  

     上記の代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型分電盤 ,  使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の設置並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

の敷設による換気経路の構築及び運転は，実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員４人の合計 1 3人にて

作業を実施した場合，制御室送風機（設計基準対象施

設と兼用）の停止から使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の二酸化炭素濃度が 1 . 0％に達する約

1 6 3時間（第 1 0－４表）に対し，事象発生後 2 2時間 3 0

分以内で対応可能である。  

     地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の機能が喪失した場合における現場環境確認は，

実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の合

計 1 5人にて作業を実施した場合， 5 0分で対応可能であ

り，現場環境確認及び代替制御室送風機等設置による

換気経路の構築及び運転の全ての作業を実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員６人の合計 1 5人にて作
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業を実施した場合，作業着手後 2 2時間 3 0分以内で対応

可能である。  

     また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機の屋内への運搬は，実施責任者等の要員９人，建屋

対策班の班員６人の合計 1 5人にて作業を実施した場

合，１時間 3 0分以内で実施可能である。使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の屋内への運搬

及び代替制御室送風機等設置による換気経路の構築及

び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，建屋

対策班の班員６人の合計 1 5人にて作業を実施した場

合，作業着手後 2 2時間 3 0分以内で対応可能であること

から，重大事故等の対処への影響を与えることなく作

業が可能である。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。線量管理に

ついては，個人線量計を着用し，１作業当たり 1 0ｍＳ

ｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握，及び状況に応じた対応を行うこ

とにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室

47 1388



 
 

等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明

を配備する。  

 

  ⅱ．制御室の照明を確保する措置の対応手順  

  ( ⅰ )  可搬型代替照明による中央制御室の照明の確保  

    非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御

室の照明が使用できない場合には，中央制御室に可搬型

代替照明を設置し，照明を確保する。なお，設置に当た

っては，中央制御室内の中央安全監視室，精製建屋の蒸

発乾固が発生する可能性のある約 1 0時間後までに事故対

処を実施する準備のための実施組織要員の参集箇所とな

る第３ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の蒸発乾固が発生する可能性のある約 1 8時間後までに事

故対処を実施する準備のための実施組織要員の参集箇所

となる第４ブロックを優先して設置する。  

中央制御室内のその他の実施組織要員の参集箇所とな

る第１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６

ブロックは，上記の箇所への設置完了後に順次実施す

る。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  
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     全交流動力電源喪失時の可搬型代替照明の設置手順

の概要は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型代替

照明の点灯により確認する。タイムチャートを第 1 0－

６図及び第 1 0－７図に，可搬型代替照明の配置概要図

を第 1 0－ 1 1図及び第 1 0－ 1 2図にそれぞれ示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に中央制御室の照明を確保するため，可搬型代替

照明の点灯確認及び可搬型代替照明の設置を指示す

る。  

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を制御建屋内の保管場

所から中央制御室内に運搬及び設置し，中央制御室の

照明を確保する。  

③  実施責任者は，中央制御室内の可搬型代替照明の点灯

を確認し，可搬型代替照明の状態監視を行うことによ

り，可搬型代替照明による中央制御室の照明の確保が

出来ていることを判断する。  

   ３ ）  操作の成立性  

     上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，事象発生

後，中央制御室内の中央安全監視室において，各班長

が集まり図面や手順書等を確認し，対処を検討するこ

とから，最優先に実施する。また，精製建屋の蒸発乾

固が発生する可能性のある約 1 0時間後までに事故対処

を実施する準備のための第３ブロック及びウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の蒸発乾固が発生する可能性
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のある約 1 8時間後までに事故対処を実施する準備のた

めの第４ブロックを，他ブロックに優先して実施す

る。  

     中央制御室内の中央安全監視室，第３ブロック及び

第４ブロックは，事象発生後，中央制御室の非常用照

明が消灯する２時間後までに可搬型代替照明の設置を

実施するため，建屋外対応班長を除く実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 1 0人にて作業

を実施した場合，中央制御室内の中央安全監視室は事

象発生１時間 1 0分以内，第３ブロック及び第４ブロッ

クは，事象発生後２時間以内でそれぞれ対応可能であ

る。  

     第１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第

６ブロックについては，先行して配置した可搬型代替

照明からの薄明かりによって照らされている状態であ

る。また，可搬型代替照明設置まで事故対策検討は，

中央制御室内の中央安全監視室にて実施すること及び

当該ブロックの管理建屋のうち，最も事象発生が早い

前処理建屋の水素爆発が起こる約 7 3時間以内で十分な

照明を確保する必要があることから，建屋外対応班長

を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４

人の合計 1 2人にて作業を実施した場合，事象発生後３

時間 1 0分以内で対応可能である。  

     なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失によ
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る照明の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するま

での間，可搬型照明により中央制御室内の照明を確保

するため，中央制御室内の作業に支障を生じるおそれ

はない。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。線量管理に

ついては，個人線量計を着用し，１作業当たり 1 0ｍＳ

ｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握，及び状況に応じた対応を行うこ

とにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明

を配備する。  

 

  ( ⅱ )  可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の照明の確保  

    非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用でき

ない場合には，可搬型代替照明を設置し，照明を確保す

る。  
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   １ ）  手順着手の判断基準  

     非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  

     全交流動力電源喪失時の可搬型代替照明の設置手順

の概要は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型代替

照明の点灯により確認する。タイムチャートを第 1 0－

６図及び第 1 0－７図に，可搬型照明の配置概要図を第

1 0－ 1 1図及び第 1 0－ 1 2図にそれぞれ示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明を確保するため，可搬型代替照明の点灯確認，

可搬型代替照明の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の保管場所から使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室内に運搬及び設置し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の照明を確保する。  

③  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の可搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型

代替照明の状態監視を行うことにより，可搬型代替照

明による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の照明の確保が出来ていることを判断する。  

   ３ ）  操作の成立性  
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     上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，代替制御

室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保と併せて実施するため，建屋外

対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班

の班員４人の合計 1 2人にて作業を実施した場合，事象

発生後 2 2時間 3 0分以内で対応可能である。  

     なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失によ

る照明の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するま

での間，可搬型照明により使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の照明を確保するため，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の作業に支

障を生じるおそれはない。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用することとする。線量管理に

ついては，個人線量計を着用し，１作業当たり 1 0ｍＳ

ｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握，及び状況に応じた対応を行うこ

とにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明
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を配備する。  

 

  ⅲ．制御室の酸素等濃度測定に関する措置の対応手順   

  ( ⅰ )  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定  

    代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気している

場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央制御

室換気設備の再循環運転中の場合には，中央制御室内の

居住性確保の観点から，可搬型酸素濃度計及び可搬型二

酸化炭素濃度計により酸素濃度及び二酸化炭素濃度を測

定する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  

     中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管

理する手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計を起動し，中央制御室内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の測定を行う。（測定範囲は，第 1 0－ 1 3図

を参照）  
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   ３ ）  操作の成立性  

     上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度

計による測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等

の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 1 0人にて作

業を実施した場合，実施責任者が中央制御室内の居住

性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定が必

要と判断してから約 1 0分以内に測定可能であり，中央

制御室送風機（設計基準対象施設と兼用）の停止から

中央制御室の二酸化炭素濃度が 1 . 0％に達する約 2 6時

間（第 1 0－４表）以内に対応可能である。  

     また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室

内の酸素及び二酸化炭素の濃度に関する報告を受け，

酸素濃度が 1 9％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1 . 0％を上回る場合には，酸素及び二酸化炭素の濃度

調整を行うため，建屋対策班に代替中央制御室送風機

の追加運転や外気取入れによる換気を指示する。  

 

  ( ⅱ )  中央制御室の窒素酸化物の濃度測定  

    再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測された場合に

は，中央制御室内の居住性確保の観点から，可搬型窒素

酸化物濃度計により窒素酸化物濃度を測定する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合

（第 1 0－３表）  
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   ２ ）  操作手順  

     中央制御室の窒素酸化物の濃度を測定する手順の概

要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に中央制御室の窒素酸化物の濃度測定を指示す

る。  

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中

央制御室内の窒素酸化物濃度の測定を行う。（測定範

囲は，第 1 0－ 1 3図を参照）  

   ３ ）  操作の成立性  

     上記の中央制御室の対応は，建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合

計 1 0人にて作業を実施した場合，窒素酸化物の発生が

予測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要

と判断してから約 1 0分以内に測定可能であり，代替中

央制御室送風機の換気によって中央制御室内の雰囲気

が最も早く置換される２時間以内に対応可能である。  

     また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室

の窒素酸化物の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物

濃度が 0 . 2ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸化物を含

んだ外気の取入れを停止するため，建屋対策班に制御

建屋中央制御室換気設備の再循環ラインの外気遮断ダ

ンパ及び排気遮断ダンパの閉操作並びに還気遮断ダン
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パの開操作を指示する。  

 

  ( ⅲ )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素

及び二酸化炭素の濃度測定  

    代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車から

の受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の再循環運転中の場合には，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点から，可搬

型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計により酸素濃

度及び二酸化炭素濃度を測定する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の再循環運転中の場合（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  

     中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管

理する手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
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施設の制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定

を行う。（測定範囲は，第 1 0－ 1 4図を参照）  

   ３ ）  操作の成立性  

     上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度

計による測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等

の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 1 0人にて作

業を実施した場合，実施責任者が使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確認のため酸素

濃度及び二酸化炭素濃度の測定が必要と判断してから

約 1 0分以内に測定可能であり，制御室送風機（設計基

準対象施設と兼用）の停止から使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭素濃度が 1 . 0％に

達する約 1 6 3時間（第 1 0－４表）以内に対応可能であ

る。  

     また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素及び二酸

化炭素の濃度に関する報告を受け，酸素濃度が 1 9％を

下回る場合又は二酸化炭素濃度が 1 . 0％を上回る場合

には，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行うために，

建屋対策班に代替制御室送風機の追加運転や外気取入

れによる換気を指示する。  

 

  ( ⅳ )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素

酸化物の濃度測定  

58 1399



 
 

    再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測された場合に

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

居住性確保の観点から，可搬型窒素酸化物濃度計により

窒素酸化物濃度を測定する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合

（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  

     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物の濃度を測定する手順の概要は以下のとお

り。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物濃度の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度の測定を行う。（測定範囲は，第 1 0－ 1 4図

を参照）  

   ３ ）  操作の成立性  

     上記の可搬型窒素酸化物濃度計による測定は，建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員２人の合計 1 0人にて作業を実施した場合，窒

素酸化物の発生が予測され実施責任者が窒素酸化物濃

度の測定を必要と判断してから約 1 0分以内に測定可能
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であり，代替制御室送風機の換気によって使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲気が最も

早く置換される約 1 7分以内に対応可能である。  

     また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃

度に関する報告を受け，窒素酸化物濃度が 0 . 2ｐｐｍ

を上回る場合には，窒素酸化物を含んだ外気の取入れ

を停止するため，建屋対策班に使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の再循環ラインの外気取入れ隔

離ダンパ及び排気隔離ダンパの閉操作並びに再循環切

替ダンパの開操作を指示する。  

 

  ⅳ．制御室の放射線計測に関する措置の対応手順  

  ( ⅰ )  中央制御室の放射線計測  

    主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測された場合には，中央制御室内

の居住性確保の観点から，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）により，中央制

御室内の放射線計測をする。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理

施設内で放射性物質の放出が予測される場合（第 1 0－

３表）  
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   ２ ）  操作手順  

     ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）の測定手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に中央制御室内の放射性物質の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内

の放射性物質の測定を行う。  

3 ）  操作の成立性  

     上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダ

ストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員２人の合計 1 0人にて作業を実施した場合，主排気

筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射性

物質の放出が予測され実施責任者が放射線の計測が必

要と判断してから約 1 5分以内に測定可能であり，代替

中央制御室送風機の換気によって中央制御室内の雰囲

気が最も早く置換される約２時間以内に対応可能であ

る。  

     また，実施責任者は建屋対策班より，中央制御室内
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の放射性物質の測定結果に関する報告を確認し，

2 . 6μＳｖ／ｈを上回る場合には，中央制御室内の実

施対策組織要員に対し保護具の着装を指示する。  

 

  ( ⅱ )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射

線計測  

    主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測された場合には，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点

から，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）により，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室内の放射性物質を測定する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理

施設内で放射性物質の放出が予測される場合（第 1 0－

３表）  

   ２ ）  操作手順  

     ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）の測定手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の放射性物質の測定を指示する。  
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②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測

定を行う。  

   ３ ）  操作の成立性  

     上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダ

ストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員２人の合計 1 0人にて作業を実施した場合，主排気

筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射性

物質の放出が予測され実施責任者が放射線の計測が必

要と判断してから約 1 5分以内に測定可能であり，代替

制御室送風機の換気によって最も使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲気が最も早く置換

される約 1 7分以内に対応可能である。  

     また，実施責任者は建屋対策班より，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測

定結果に関する報告を確認し， 2 . 6μＳｖ／ｈを上回

る場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の実施対策組織要員に対し保護具の着装を指

示する。  
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 ⅴ．制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置の対応

手順  

 ( ⅰ )  中央制御室の出入管理区画の設置及び運用  

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，中央制御室への汚染の持ち込みを防止

するため，出入管理区画を設置する。  

    出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マス

ク等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や

物品の汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚

染が確認された際に除染を行う除染エリアを設け，建屋

対策班が汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区

画の汚染管理を行う。  

    除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除

染は紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除

染できない場合には，簡易シャワーにて水洗による除染

を行う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じ

てウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄

する。  

    また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した

場合には，可搬型代替照明を設置する。  

    出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付

近に保管する。また，出入管理区画の設置が確実にでき

るよう，出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管す

る。  
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    なお，各建屋にて対処にあたる実施組織要員はサーベ

イメータを携行し ,  建屋出入口付近にて相互に汚染検査

を実施する。  

中央制御室における７日間の係る被ばく評価結果は，

各重大事故の有効性評価の対象としている事象のうち，

最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失を起因と

する「放射線分解により発生する水素による爆発」と

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の重畳において約１

×1 0 － ３ ｍＳｖであるが，自主対策として防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）を配備する。なお，実施組織要

員は，交替要員を確保する。  

    １ ）  手順着手の判断基準  

    実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  

    出入管理区画を設置するための手順の概要は以下の

とおり。タイムチャートを第 1 0－ 1 5図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋

対策班に出入管理建屋玄関又は制御建屋内搬出入口

付近の出入管理区画の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保

されていない場合，可搬型代替照明を設置し，照明

を確保する。  

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移
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動・設置し，床・壁等の養生シートの状態を確認す

る。  

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マ

ット等を設置する。  

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。  

⑥  建屋対策班は，脱装した防護具類を回収するロール

袋及びサーベイメータ等を必要な箇所に設置する。  

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完

了を報告する。  

３ ）  操作の成立性  

    上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除

く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員６人の

合計 1 4人にて作業を実施した場合，重大事故等の対処

を実施するための体制移行後に，線量計貸出及び実施

組織要員の着装補助が完了する約 3 0分後から設置を開

始し，近傍の保管場所以外から資機材の搬出を考慮し

ても，重大事故等の対処を実施するための体制移行後

１時間 3 0分以内に対応可能であり，初動対応班のう

ち，中央制御室に最も早く戻ってくる１時間 3 0分以内

に出入管理区画の設置が可能である。  

 

  ( ⅱ )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出

入管理区画の設置及び運用  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外
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側が放射性物質により汚染したような状況下におい

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室へ

の汚染の持ち込みを防止するため，出入管理区画を設

置する。  

出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マス

ク等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や

物品の汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚

染が確認された際に除染を行う除染エリアを設け，建屋

対策班が汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区

画の汚染管理を行う。  

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除

染は紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除

染できない場合には，簡易シャワーにて水洗による除染

を行う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じ

てウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄

する。  

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した

場合には，可搬型代替照明を設置する。  

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付

近に保管する。また，出入管理区画の設置が確実にでき

るよう，出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管す

る。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室におけ

る７日間の係る被ばく評価結果は，各重大事故の有効性
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評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結果を与

える臨界において約３× 1 0 － ３ ｍＳｖであるが，自主対

策として防護具（全面マスク及び半面マスク等）を配備

する。なお，実施組織要員は，交替要員を確保する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

    実施責任者が重大事故等の対処を実施するため使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作が

必要と判断した場合（第 1 0－３表）  

   ２ ）  操作手順  

    出入管理区画を設置するための手順の概要は以下の

とおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近の出入

管理区画の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保さ

れていない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確

保する。  

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を移動・設置

し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。  

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マッ

ト等を設置する。  

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。  

⑥  建屋対策班は，脱装した防護具類を回収するロール袋

及びサーベイメータ等を必要な箇所に設置する。  
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⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了

を報告する。  

   ３ ）  操作の成立性  

    上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除

く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の

合計 1 0人にて作業を実施した場合，実施責任者が重大

事故等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と判断してから

１時間以内に対応可能である。  

 

 ⅵ ． 制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置に関す

る措置の対応手順  

  ( ⅰ )  制御室の通信連絡設備の設置に関する措置  

  １ ）  中央制御室の通信連絡設備の設置の手順  

    所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。  

    操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，

「 1 3 .  通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

 

  ２ ）  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信

連絡設備の設置の手順  

    所内携帯電話が使用できないと判断された場合に

は，重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信
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連絡を確保するため，通信連絡設備の設置の手順に着

手する。  

    操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，

「 1 3 .  通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

 

  ( ⅱ )  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置  

  １ ）  中央制御室の情報把握計装設備の設置  

    重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及

び表示するため，制御建屋用可搬型情報収集装置及び制

御建屋用可搬型情報表示装置の設置の手順に着手する。  

    操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「９ .  事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。  

 

  ２ ）  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報

把握計装設備の設置  

    重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及

び表示するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置の設置の手順に着手する。  

    操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「９ .  事故時の計装に関する手順等」にて整備す
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る。  

 

 ⅶ ． 自主対策に関する措置の対応手順  

  ( ⅰ )  制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央

制御室の換気の確保  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能維持している場合，制御建屋中央制御室換気設備に

よる換気の確保のため，制御建屋に共通電源車を接続

し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換

気設備を起動し，中央制御室の換気を確保するための手

順に着手する。  

  １ ）  手順着手の判断基準  

    代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保

の実施後，制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確認さ

れなかった場合。  

  ２ ）  操作手順  

共通電源車を用いた中央制御室の換気の確保するため

の手順は以下のとおり。  

制御建屋の 6 . 9ｋＶ非常用母線へ給電するための電源

隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，

1 4人にて１時間以内で実施する。  

要員の確保が出来てから制御建屋の 6 . 9ｋＶ非常用母

線の復電を２人にて 3 5分以内で実施する。  

要員の確保が出来てから負荷起動までは，２人にて 1 0
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分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確

保するための手順に必要となる合計の要員数は 1 4人，想

定時間１時間 5 0分以内で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－６表に

示す。  

各手順の成功は，制御建屋の母線電圧が 6 . 6ｋＶであ

ること及び母線電圧低警報が回復することにより確認す

る。手順の概要を第 1 0－ 1 6図，制御建屋中央制御室換気

設備概要図を第 1 0－ 1 7図に示す。  

 

  ( ⅱ )  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電によ

る中央制御室の換気の確保  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能維持している場合，制御建屋中央制御室換気設備に

よる換気の確保のため，非常用電源建屋に共通電源車を

接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制御

室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確保するため

の手順に着手する。  

  １ ）  手順着手の判断基準  

    代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保

の実施後，制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確認さ

れなかった場合。  

  ２ ）  操作手順  
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共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための

手順は以下のとおり。  

非常用電源建屋の 6 . 9ｋＶ非常用主母線へ給電するため

の電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認まで

は， 1 4人にて１時間以内で実施する。  

要員の確保が出来てから電源隔離（制御建屋），電源隔

離（引きロック）及び制御建屋の 6 . 9ｋＶ非常用母線の復

電を６人にて１時間 2 0分以内で実施する。  

要員の確保が出来てから負荷起動までは，２人にて 1 0

分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保

するための手順に必要となる合計の要員数は 1 8人，想定

時間は１時間 5 0分以内で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－５表に示

す。  

手順の成功は，非常用電源建屋の母線電圧が 6 . 6ｋＶで

あること及び母線電圧低警報が回復することにより確認す

る。手順の概要を第 1 0－ 1 8図，制御建屋中央制御室換気

設備概要図を第 1 0－ 1 7図に示す。  

 

  ( ⅲ )  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車か

らの受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が
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機能維持している場合，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備による換気の確保のため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，共通電源車からの

受電により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気を確保するための手順に着手する。  

  １ ）  手順着手の判断基準  

    代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保の実施後，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に損傷が確認されなかっ

た場合。  

  ２ ）  操作手順  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を確保するための手順は以下のとおり。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6 . 9ｋＶ非常用

母線へ給電するための電源隔離から共通電源車の起動及び

運転状態の確認までは， 2 2人にて１時間 1 0分以内で実施

する。  

要員の確保が出来てから使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の 6 . 9ｋＶ非常用母線の復電を２人にて 1 0分以内で

実施する。  

要員の確保が出来てから負荷起動までは，２人にて 1 0

分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設
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及び貯蔵施設の制御室の換気の確保するための手順に必要

となる合計の要員数 2 2人，想定時間は１時間 3 0分以内で

実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－７表に示

す。  

手順の成功は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧

が 6 . 6ｋＶであること及び母線電圧低警報が回復すること

により確認する。手順の概要を第 1 0－ 1 9図，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備概要図を第 1 0－ 2 0図に

示す。  

 

 ( ⅳ )  可搬型よう素フィルタの設置の手順  

    大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされた場合

には，中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するた

め，制御建屋中央制御室換気設備の給気口に可搬型よう

素フィルタを設置するための手順に着手する。  

  １ ）  手順着手の判断基準  

    可搬型排気モニタリング設備の可搬型ダスト・よう素

サンプラにて放射性よう素の有意な値を検出した場合。  

  ２ ）  操作手順  

    制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタ

ユニットを設置する手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よう素フィ
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ルタユニットの設置を指示する。  

②  建屋対策班は，制御建屋中央制御室換気設備が再循環運

転中であることを確認する。  

③  建屋対策班は，可搬型よう素フィルタユニットを給気口

に接続し，可搬型よう素フィルタユニットによう素フィ

ルタを設置する。  

④  よう素フィルタユニット設置後，二酸化炭素濃度が

1 . 0％以上になる 2 6時間以内に外気取入れを開始する。  

 

上記の設置は，建屋対策班２人にて，実施責任者が作業

着手判断した時から可搬型よう素フィルタユニットの設置

が完了すまで約 3 0分以内で対応可能である。  

 

( ⅴ )  防護具の着装の手順等  

  １ ）  手順着手の判断基準  

   a ）  対処にあたる現場環境において，第 1 0－ 1  表に記載

の対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬品，汚染及び

その他（内部被ばく防止を考慮）の発生が予測される

場合  

   b ）  中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の

対応手順にて実施する放射線計測にて， 2 . 6μＳｖ／

ｈ以上を計測した場合  

  ２ ）  操作手順  
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    第 1 0－ 1  表に記載の対処の阻害要因である酸欠，溢

水，薬品，汚染及びその他（内部被ばく防止を考慮）に

適合する防護具（全面マスク及び半面マスク等）を選定

し，着装する。着装の手順の概要は以下のとおり。  

   a ）  汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放射性物

質）の着装手順  

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に管理区域用管理服の着装を指示する。  

②  建屋対策班は管理区域用管理服を着装する。  

③  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣

（放射性物質）の健全性を確認する。  

④  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣

（放射性物質）を管理区域用管理服の上に着装する。

必要に応じて，酸素呼吸器の面体，耐薬品長靴及び耐

薬品用グローブとテープで固定する。  

   b ）  耐薬品長靴の着装手順  

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対

策班に耐薬品用長靴の着装を指示する。  

②  建屋対策班は耐薬品用長靴を着装する。  

③  建屋対策班は ( a )の手順で着装した汚染防護衣（化学

物質）又は汚染防護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴

の上に被せてテープで固定する。  

   c ）  酸素呼吸器の着装手順  

①  建屋対策班は酸素呼吸器及び酸素呼吸器の面体を点検
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する。  

②  建屋対策班は酸素呼吸器の面体を着装し，酸素呼吸器

を背負う。  

③  建屋対策班は酸素呼吸器と酸素呼吸器の面体を接続し

て給気バルブを開き，呼吸ができることを確認する。
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 ｃ．重大事故等時の対応手段の選択  

   重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

   制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失した場合に

は，中央制御室の換気を確保するための措置の対応手順に

従い，代替中央制御室送風機により，中央制御室の換気を

確保する。  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪

失した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気を確保するための措置の対応手順に従い，代

替制御室送風機により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気を確保する。  

   中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代替

照明を設置し，照明を確保する。  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が

使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，照明を

確保する。実施責任者が重大事故等の対処を実施するため

の体制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関

又は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。また，実施責任

者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操

作が必要と判断した場合には，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋玄関口付近にも出入管理区画を設置し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への汚染の持ち込みを防止

する。  
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   これらの対応手段の他に制御建屋中央制御室換気設備の

健全性が確保されている場合には，自主対策の設備及び手

順に従い，非常用電源建屋又は制御建屋に共通電源車を接

続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換

気設備を起動し中央制御室の換気を確保するとともに，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の健全性が確保

されている場合には，自主対策の設備及び手順に従い，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，共通電

源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備を起動し使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気を確保する対応手順を選択することができ

る。  
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 ｄ．その他の手順項目について考慮する手順  

   電気設備の操作の判断等に関わる手順については，

「８ .   電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

   計装設備の操作の判断等に関する手順については，

「９ .  事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

   通信連絡の操作の判断等に関わる手順については，

「 1 3 .   通信連絡に関する手順等」にて整備する。  
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第 10－1 表 対策活動における防護具選定基準 

  

No. 

防護装備の種類※１ 
対処の阻害要因 

顔 体 手 足 

１ 酸素呼吸器 

①管理区域用 

管理服 

②汚染防護衣 

（化学物質） 

耐薬品用 

グローブ 

耐薬品用 

長靴 

酸欠，溢水， 

薬品，汚染 

２ 酸素呼吸器 

①管理区域用 

管理服 

②汚染防護衣 

（化学物質） 

ゴム手袋 短靴 酸欠，汚染 

３ 酸素呼吸器 
管理区域用 

管理服 
綿手袋 短靴 酸欠 

４ 
全面マスク 

（防毒） 

①管理区域用 

管理服 

②汚染防護衣 

（化学物質） 

耐薬品用 

グローブ 

耐薬品用 

長靴 
溢水，薬品 

５ 
全面マスク 

(防じん) 

①管理区域用 

管理服 

②汚染防護衣 

（化学物質） 

ゴム手袋 
作業用 

長靴 
溢水，汚染 

６ 
全面マスク 

(防じん) 

①管理区域用 

管理服 

②汚染防護衣 

（化学物質） 

ゴム手袋 短靴 汚染 

７ 
半面マスク 

(防じん） 

①管理区域用 

管理服 

②汚染防護衣 

（化学物質） 

ゴム手袋 短靴 
汚染 

（２次汚染の可能性高） 

８ 
半面マスク 

（防じん） 

管理区域用 

管理服 
綿手袋 短靴 

汚染 

（２次汚染の可能性低） 

９ 
半面マスク 

(防じん）※２ 
構内作業服 

綿手袋， 

ゴム手袋※２ 
短靴 

その他 

（内部被ばく防止を考

慮） 

※１：現場の状況に応じて軽減 

※２：携帯（必要に応じ着装） 
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重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備

代替中央制御室送風機
○ × × × × × × ×

制御建屋の可搬型ダクト
○ × × × × × × ×

代替制御室送風機
○ × × × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト
○ × × × × × × ×

制御建屋可搬型発電機
○ × × × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機
○ × × × × × × ×

制御建屋の可搬型分電盤
○ × × × × × × ×

制御建屋の可搬型電源ケーブル
○ × × × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電
盤 ○ × × × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源
ケーブル ○ × × × × × × ×

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽 ○ × × × × × × ×

軽油用タンクローリ
○ × × × × × × ×

中央制御室送風機
〇 × × × × × × ×

制御建屋の換気ダクト
〇 × × × × × × ×

制御室送風機
〇 × × × × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト
〇 × × × × × × ×

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線
○ × × × × × × ×

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線
○ × × × × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線
○ × × × × × × ×

制御建屋の460Ｖ非常用母線
○ × × × × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線
○ × × × × × × ×

制御建屋安全系監視制御盤
○ × × × × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤
○ × × × × × × ×

中央制御室代替照明設備 可搬型代替照明
○ × × × × × × ×

使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室代替照明設備

可搬型代替照明
○ × × × × × × ×

中央制御室遮蔽 中央制御室遮蔽
○ × × × × × × ×

制御室遮蔽 制御室遮蔽
○ × × × × × × ×

代替所内電気設備

代替電源設備

制御室照明設備

制御室遮蔽設備

補機駆動用燃料補給設備

制御建屋中央制御室換気設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室換気設備

計測制御装置

所内高圧系統

所内低圧系統

第10－２表　制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設備の整理（1/3）

重大事故等対処に係る措置

設備名称 構成する機器
居住性を確保するための設備

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室のその他設備・資機

材

通信連絡設備及び中央制御室の
情報把握計装設備

汚染の持ち込みを
防止するための設備

機器グループ

設備

制御室換気設備 代替制御建屋中央制御室換気設
備

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備
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重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備

可搬型酸素濃度計
○ × × × × × × ×

可搬型二酸化炭素濃度計
○ × × × × × × ×

可搬型窒素酸化物濃度計
○ × × × × × × ×

可搬型酸素濃度計
○ × × × × × × ×

可搬型二酸化炭素濃度計
○ × × × × × × ×

可搬型窒素酸化物濃度計
○ × × × × × × ×

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
× × ○ × × × × ×

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
× × ○ × × × × ×

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）
× × ○ × × × × ×

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
× × ○ × × × × ×

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
× × ○ × × × × ×

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）
× × ○ × × × × ×

可搬型通話装置
× × × × ○ × × ×

可搬型衛星電話（屋内用）
× × × × ○ × × ×

可搬型衛星電話（屋外用）
× × × × ○ × × ×

可搬型トランシーバ（屋内用）
× × × × ○ × × ×

可搬型トランシーバ（屋外用）
× × × × ○ × × ×

可搬型衛星電話（屋内用）
× × × × ○ × × ×

可搬型衛星電話（屋外用）
× × × × ○ × × ×

可搬型トランシーバ（屋内）
× × × × ○ × × ×

可搬型トランシーバ（屋外）
× × × × ○ × × ×

制御室放射線計測設備

制御室環境測定設備 中央制御室環境測定設備

使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室環境測定設備

中央制御室放射線計測設備

使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室放射線計測設備

代替通信連絡設備 中央制御室代替通信連絡設備

使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室代替通信連絡設
備

第10－２表　制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設備の整理（2/3）

機器グループ

設備 重大事故等対処に係る措置

設備名称 構成する機器
居住性を確保するための設備

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室のその他設備・資機

材

通信連絡設備及び中央制御室の
情報把握計装設備

汚染の持ち込みを
防止するための設備
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重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 自主対策設備

制御建屋可搬型情報収集装置
× × × × ○ × × ×

制御建屋可搬型情報表示装置
× × × × ○ × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置
× × × × ○ × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置
× × × × ○ × × ×

非常用照明（設計基準対象の施設と兼用） × ○ × × × × × ×

共通電源車 × ○ × × × × × ×

第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク（設計
基準対象の施設と兼用）

× ○ × × × × × ×

第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク（設計基準対
象の施設と兼用）

× ○ × × × × × ×

燃料供給ポンプ × ○ × × × × × ×

燃料供給ポンプ用電源ケーブル × ○ × × × × × ×

可搬型燃料供給ホース × ○ × × × × × ×

可搬型電源ケーブル × ○ × × × × × ×

可搬型よう素フィルタ × ○ × × × × × ×

自主対策設備 自主対策設備

情報把握計装設備 中央制御室情報把握計装設備

使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室情報把握計装設
備

第10－２表　制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設備の整理（3/3）

機器グループ

設備 重大事故等対処に係る措置

設備名称 構成する機器
居住性を確保するための設備

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室のその他設備・資機

材

通信連絡設備及び中央制御室の
情報把握計装設備

汚染の持ち込みを
防止するための設備

85 1426



第10－３表　各対策での判断基準(1/4)

判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲

代替中央制御室
送風機による中央
制御室の換気確
保

以下①～③のいずれかにより中央制御室の換気機能が喪失した場合
①中央制御室送風機全台故障
②外部電源が喪失かつ第２非常用ディーゼル発電機の全台故障
③中央制御室の換気ダクトの破損

準備完了後，直ちに実施する。 － －
可搬型電源ケーブル，可搬型
ダクトが布設できるルートを選
択する。

－

代替制御室送風
機による使用済燃
料の受入れ施設
及び貯蔵施設の
制御室の換気確
保

以下①～③のいずれかにより使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室の換気機能が喪失した場合
①制御室送風機全台故障
②外部電源が喪失かつ第１非常用ディーゼル発電機の全台故障
③使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダクトの破損

準備完了後，直ちに実施する。 － －
可搬型電源ケーブル，可搬型
ダクトが布設できるルートを選
択する。

－

可搬型代替照明
による中央制御室
の照明確保

非常用照明（設計基準対象の施設と兼用）の故障，または，電気設備の
故障により中央制御室の照明が使用できない場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

可搬型代替照明
による使用済燃料
の受入れ施設及
び貯蔵施設の制
御室の照明確保

非常用照明（設計基準対象の施設と兼用）の故障，または，電気設備の
故障により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使
用できない場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

酸素濃度：
0.0～25.0 vol%

二酸化炭素濃度：
0.00～5.00 vol%

中央制御室の窒
素酸化物の濃度
測定

再処理事業所で有毒ガスの発生が予測される場合 準備完了後，直ちに実施する。
窒素酸化物濃度：
0.00～9.00 ppm

－ － －

窒素酸化物濃度が
0.2ppmを超えている
場合には，給気隔離
ダンパ及び排気隔
離ダンパを閉止する
とともに，隔離ダンパ
を開く操作を実施す
る。

酸素濃度：
0.0～25.0 vol%

二酸化炭素濃度：
0.00～5.00 vol%

－

備考

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置
の
対
応
手
順

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
の
対
応
手
順

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
管
理
に
関
す
る
措
置
の
対
応

分類 手順 手順着手判断
実施判断の基準

停止の判断基準
その他の判断　（系統選択の判断）

酸素濃度及び二酸
化炭素濃度の許容
濃度が逸脱する前
に，外気取入れを実
施する。

－

酸素許容濃度（19%以上）及び
二酸化炭素許容濃度（1.0%以
下）を逸脱しないよう適宜濃度
測定を実施する。

－

酸素濃度及び二酸
化炭素濃度の許容
濃度が逸脱する前
に，外気取入れを実
施する。

酸素許容濃度（19%以上）及び
二酸化炭素許容濃度（1.0%以
下）を逸脱しないよう適宜濃度
測定を実施する。

－

中央制御室の酸
素及び二酸化炭
素の濃度測定

代替中央制御室送風機にて中央制御室の換気をしている場合，または，
共通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の再循環運
転中の場合

準備完了後，直ちに実施する。

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
の酸素及び二酸
化炭素の濃度測
定

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の換気をしている場合，または，共通電源車からの受電による使用済
燃料受入・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転中の場合

準備完了後，直ちに実施する。
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第10－３表　各対策での判断基準(2/4)

判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲
備考分類 手順 手順着手判断

実施判断の基準
停止の判断基準

その他の判断　（系統選択の判断）

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
の窒素酸化物の
濃度測定

再処理事業所で有毒ガスの発生が予測される場合 準備完了後，直ちに実施する。
窒素酸化物濃度：
0.00～9.00 ppm

－ － －

窒素酸化物濃度が
0.2ppmを超えている
場合には，給気隔離
ダンパ及び排気隔
離ダンパを閉止する
とともに，隔離ダンパ
を開く操作を実施す
る。

中央制御室の放
射線計測

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理事業所で放射性物質
の放出が予測される場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
の放射線計測

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理事業所で放射性物質
の放出が予測される場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

中央制御室の出
入管理区画の設
置及び運用

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移行が必要と判
断した場合

建屋対策班員による現場環境確
認を行うための防護装備の着装
完了後，実施する。

－ －

出入管理区画の設置場所は出
入管理建屋とし，出入管理建
屋が健全でない場合は制御建
屋とする。

－

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
の出入管理区画
の設置及び運用
手順

実施責任者が重大事故等の対処のため使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室での操作が必要と判断した場合

重大事故等の対処のため使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋制御室で
対処を行う場合，実施する。

－ － － －

可搬型代替照明
による中央制御室
の出入管理区画
の照明確保

非常用照明（設計基準対象の施設と兼用）の故障，または，電気設備の
故障により中央制御室の照明が使用できない場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

可搬型代替照明
による使用済燃料
の受入れ施設及
び貯蔵施設の出
入管理区画の制
御室の照明確保

非常用照明（設計基準対象の施設と兼用）の故障，または，電気設備の
故障により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使
用できない場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

中央制御室の代
替通信連絡設備
の設置

所内携帯電話が使用できない場合 準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

応
手
順

制
御
室
の
通
信

置

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措

置
の
対
応
手
順

汚
染
の
持
ち
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
の
対
応
手
順
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第10－３表　各対策での判断基準(3/4)

判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲
備考分類 手順 手順着手判断

実施判断の基準
停止の判断基準

その他の判断　（系統選択の判断）

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
の代替通信連絡
設備の設置

所内携帯電話が使用できない場合 準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

中央制御室の情
報把握計装設備
の設置

重大事故等が発生し，重大事故等の対処を行う建屋の重大事故等対処
計測設備のパラメータ収集及び表示が必要となった場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

使用済燃料の受
入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
の情報把握計装
設備の設置

重大事故等が発生し，重大事故等の対処を行う建屋の重大事故等対処
計測設備のパラメータ収集及び表示が必要となった場合

準備完了後，直ちに実施する。 － － － －

制御建屋に接続し
た共通電源車から
の受電による中央
制御室の換気確
保

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気確保の実施後，制御建
屋中央制御室換気設備に有意な損傷が確認されなかった場合

準備完了後，直ちに実施する。 自主対策設備

非常用電源建屋
に接続した共通電
源車からの受電に
よる中央制御室の
換気確保

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気確保の実施後，制御建
屋中央制御室換気設備に有意な損傷が確認されなかった場合

準備完了後，直ちに実施する。 自主対策設備

使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に接
続した共通電源車
からの受電による
使用済燃料受入
れ施設及び貯蔵
施設の制御室の
換気確保

代替制御室送風機による使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の換気確保の実施後，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
に有意な損傷が確認されなかった場合

準備完了後，直ちに実施する。 自主対策設備

自
主
対
策
の
設
備
及
び
手
順

制
御
室
の
情
報
把
握
計
装
設
備
の
設
置
に
関
す
る
措
置

の
対
応
手
順

信
連
絡
設
備
の
設
置
の
措

置
の
対
応
手
順
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第10－３表　各対策での判断基準(4/4)

判断基準 計測範囲 判断基準 計測範囲
備考分類 手順 手順着手判断

実施判断の基準
停止の判断基準

その他の判断　（系統選択の判断）

可搬型よう素フィ
ルタの設置

大気中に放射性よう素の浮遊が予測される場合

常設の排気モニタリング設備又
は可搬型ダスト・よう素サンプラに
て放射性よう素を検出後，直ちに
実施する。

－ － － － 自主対策設備

自
主
対
策
の
設
備
及
び

手
順

防護具の着装

以下①，②により防護具の着装が必要となった場合
①対処にあたる現場環境において，対処の阻害要因の発生が予測され
る場合
②拡大防止対策が失敗し，統括当直長の判断により緊急時対策所への
避難が予測される場合

有毒ガスの放出事象として中央
制御室内で窒素酸化物濃度
0.2ppm以上を検知した場合，ま
た，放射性物質の放出事象とし
て中央制御室内の線量当量率
で有意値（2.6μSv/h以上）を検
知又は空気中放射性物質濃度
測定で有意値を検知した場合，
直ちに実施する。

－ － － － 自主対策設備
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第 10―４表 中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

制御室換気設備の時間余裕 

建屋 機器グループ 機器名 
時間余裕 

（時間） 

制御建屋 
中央制御室の居住性の

確保 
中央制御室 ２６ 

使用済 

燃料受 

入れ・貯

蔵建屋 

使用済燃料の受入れ 

施設及び貯蔵施設の 

制御室の居住性の確保 

使用済燃料の受入れ 

施設及び貯蔵施設の 

制御室 

１６３ 
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中央制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析

第10－１図 中央制御室の居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析（１／４）91 1432



中央制御室
送風機A機能喪失

中央制御室
送風機B機能喪失
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第10－３図 中央制御室の居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー分析（１／５）99 1440



電気設備（Ａ系）
損傷

電気設備（生産系）
損傷

中央制御室
照明設備機能喪失

中央制御室の居住性確保（照明）のための措置
①可搬型代替照明を用いた居住性確保
②共通電源車を用いた電源機能の回復

１ ３

①

凡例

論理和

論理積

トランスファーゲート

第10－３図 中央制御室の居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー分析（２／５）
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー分析

第10－４図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー分析（１／５）
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居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー分析（２／５）
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凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 

中央制御室の居住性の状況※1 

中央制御室送風機、照明設備は
機能維持しているか 居住性監視継続 

可搬型代替照明の設置 代替中央制御室送風機へ 
制御建屋可搬型発電機 

の接続・起動※2 

代替中央制御室送風機

及び制御建屋可搬型発

電機の状態監視 
環境測定設備による 
制御室環境監視※3 

機能維持している 

機能喪失している 

可搬型代替照明

の状態監視 

※１ 設備の状況を確認し以下の状況を確認した際 
・中央制御室送風機Ａ及び中央制御室送風機Ｂの機能喪失により制御 

建屋中央制御室換気設備が機能喪失している場合 
・中央制御室換気ダクトの損傷により制御建屋中央制御室換気設備が 

機能喪失している場合 

・運転保安灯及び直流非常灯の損傷により中央制御室の照明が使用で 

きない場合 

・電気設備(Ａ系)、電気設備(Ｂ系)及び電気設備(生産系)の損傷によ 

り中央制御室の照明が使用できない場合 

 

※2 
・建屋東側保管エリアの可搬型発電機，３Ｆ保管エリアの代替中央制 

御室送風機を使用することを原則とする。 

・保管エリアの現場確認の結果，異常がある場合は，建屋西側保管エ 

リアの可搬型発電機，２Ｆ保管エリアの代替中央制御室送風機を使 

用する。 

第 10－５図 中央制御室の居住性確保の手順の概要 

※3 
・定期的に中央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度を測定する。 
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# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

備　　　　考

12

13

14

15

27

所要時間
（時：
分）

18

19

20

21

22

23

24

25

26

―

―

4

4

―

2

―

1

2

16

17

1

4

2

2

2

2

1

1

2

2

―

4

4

2

2

4

1

7

8

9

10

11

対応要員・要員数

経過時間（時：分）

4

2

4

14:0013:00 17:0016:0015:00

可搬型送風機の起動

可搬型送風機の起動準備
制御室1班
制御室2班

0:25

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室への可搬型代替照明設置

制御室1班
制御室2班

0:30

12:00

可搬型代替照
明による制御
室の照明確保

可搬型代替照明によ
る使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設
の制御室の照明確保

代替制御室送
風機による制
御室の換気確

保

代替制御室送風
機による使用済
燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設
の制御室の換気

確保準備

可搬型送風機の起動準備（ケーブル敷設）
制御室1班
制御室2班

0:25

代替制御室送風
機による制御室
の換気確保

可搬型発電機の起動 ― ―

状態監視 ― ―

可搬型送風機の起動 制御室3班 0:10

可搬型発電機の起動準備(運搬） ― ―

状態監視 ― ―

代替中央制御
室送風機によ
る中央制御室
の換気確保

代替中央制御室
送風機による中
央制御室の換気

確保準備

送風機、ダンパ及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋内ハザード確認

制御室2班
制御室3班

0:40
制御室の対応

判断
現場状況確認

外部電源及び第1非常用D/Gの運転状態確認 制御室1班 0:05

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内ケーブル
ルート確認

制御室1班 0:40

2:50

可搬型送風機の起動準備
制御室3班
制御室5班

2:50

代替中央制御室
送風機による中
央制御室の換気
確保

可搬型発電機の起動 制御室2班 0:10

対策 作業

第5ブロックへの可搬型代替照明設置 建屋内30班 0:35

第6ブロックへの可搬型代替照明設置 建屋内30班 0:30

第3ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班 0:50

第4ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班 0:50

可搬型代替照
明による中央
制御室の照明

確保

可搬型代替照明
による中央制御
室の照明確保

状態監視 ― ―

作業番号

3

4

5

6

対処までの時間

送風機、ダンパ及び制御建屋内ハザード確
認

0:50
制御室3班
制御室5班

制御室1班

制御室1班

1:00 2:00 3:00 4:00 18:00 19:00 22:00

第10-６図 タイムチャート（居住性確保）

中央制御室の
対応判断

制御建屋内ケーブルルート確認 0:50

中央制御室の現
場状況確認

外部電源及び第2非常用D/Gの運転状態確認 0:05

安全監視室への可搬型代替照明設置 制御室4班 1:00

第1ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班 0:40

第2ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班 0:30

制御室3班 0:10

状態監視
制御室4班
制御室5班

―

可搬型発電機の起動準備
制御室1班
制御室2班

作業番号３

作業番号１ 作業番号12

作業番号３ 作業番号14、17

作業番号12 作業番号19

作業番号17

作業番号17,18,19

作業番号23

作業番号20

作業番号19,24

作業番号13

作業番号2

作業番号18

作業番号14、15

作業番号16

作業番号13、６

作業番号16

作業番号12 作業番号18

作業番号23、26

作業番号26

作業番号18
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# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

備　　　　考

17 ＳＡ設備の車上固縛
制御室1班
制御室2班

4

17:0015:0014:00 16:00 18:00 22:00

1

2

3

可搬型発電機の起動準備
制御室1班
制御室2班

車両寄付き
制御室1班
制御室2班

車両移動
制御室1班
制御室2班

ＳＡ設備の固縛解縛

状態監視
制御室4班
制御室5班

―

可搬型送風機の起動準備
制御室3班
制御室5班

2:50

4

可搬型発電機の起動 制御室2班 0:10

―

制御室4班 0:50

所要時間
（時：
分）

0:00

事前対応

対処までの時間
0:00 1:00 2:00

制御室1班
制御室2班

4:00 5:00 19:00

― ―

可搬型送風機の起動 制御室3班 0:10

可搬型送風機の起動準備
制御室1班
制御室2班

0:25

4

4

4

2

2

4

状態監視 ―

第3ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班

第4ブロックへの可搬型代替照明設置

可搬型発電機の起動準備(運搬）

2:50

代替中央制
御室送風機
による中央
制御室の換
気確保

代替中央制御室
送風機による中
央制御室の換気
確保

可搬型送風機の起動 制御室3班 0:10

ＳＡ設備の車上固縛
制御室1班
制御室2班

ＳＡ設備の固縛解縛
制御室1班
制御室2班

ＳＡ設備の玉がけ・地切り 4

4

制御室1班
制御室2班

13

14

4

4

4

4

4

第10－７図 タイムチャート（居住性確保）（降灰予報発令時）

可搬型代替
照明による
中央制御室
の照明確保

可搬型代替照明
による中央制御
室の照明確保

安全監視室への可搬型代替照明設置 制御室4班 1:00

第1ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班 0:40

第2ブロックへの可搬型代替照明設置 制御室4班 0:30

制御室1班
制御室2班

ＳＡ設備の吊り上げ及び積載
制御室1班
制御室2班

10

11

12

9

ＳＡ設備の玉がけ・地切り
制御室1班
制御室2班

ＳＡ設備の吊り上げ及び積載

対策 作業

第5ブロックへの可搬型代替照明設置

経過時間（時：分）

3:00

0:35

―

0:50

作業番号

4

5

6

8

0:30

1:00

2

2

2

1

1

2

―

建屋内30班

27

28

29

30

31

対応要員・要員数

7 第6ブロックへの可搬型代替照明設置 建屋内30班 2

15

16

18

19

20

21

22

23

―

4

4

―

2

―

24
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室への可搬型代替照明設置

制御室1班
制御室2班

4 0:30
可搬型代替
照明による
制御室の照

明確保

可搬型代替照明に
よる使用済燃料の
受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室の

照明確保25

26

状態監視 ― ―

― ―

可搬型送風機の起動準備（ケーブル敷
設）

制御室1班
制御室2班

0:25

代替制御室送風
機による使用済
燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設
の制御室の換気
確保

可搬型発電機の起動 ― ―

状態監視

作業番号19

作業番号18 作業番号21，27

作業番号19 作業番号27

作業番号28

作業番号19、21

作業番号24

作業番号22、23

作業番号20 作業番号30

作業番号22

作業番号23

作業番号３、20
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室の居住性の状況※1 

制御室送風機、照明設備は機能
維持しているか 

居住性監視継続 

可搬型代替照明の設置 代替制御室送風機へ 
使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の可搬型発電機 

の接続・起動※2 

代替制御室送風機及び

可搬型発電機の 
状態監視 

環境測定設備による 
制御室環境監視※3 

機能維持している 

機能喪失している 

可搬型代替照明

の状態監視 

※１ 設備の状況を確認し以下の状況を確認した際 
・制御室送風機Ａ及び制御室送風機Ｂの機能喪失により使用済燃料受 

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合 
・制御室換気ダクトの損傷により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室 

換気設備が機能喪失している場合 

・運転保安灯及び直流非常灯の損傷により使用済燃料の受入れ施設及 

び貯蔵施設の制御室の照明が使用できない場合 

・電気設備(Ａ系)、電気設備(Ｂ系)及び電気設備(生産系)の損傷によ 

り使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用でき 

ない場合 

 

 
※2 
・建屋南側保管エリアの可搬型発電機，１Ｆ保管エリアの代替制御室 

送風機を使用することを原則とする。 

・保管エリアの現場確認の結果，異常がある場合は，建屋北側保管エ 

リアの可搬型発電機，２Ｆ保管エリアの代替中央制御室送風機を使 

用する。 

第 10－９図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性確保の手順の概要 

 

※3 

・定期的に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃 

度，二酸化炭素濃度を測定する。 

凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 
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【凡例】

：可搬型代替照明配置箇所

第10-11図 中央制御室 可搬型代替照明 配置概要図

第３ブロック 第２ブロック 第１ブロック

第４ブロック 第５ブロック 第６ブロック

115 1456



第10-12図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 可搬型代替照明 配置概要図

【凡例】

：可搬型代替照明配置箇所
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【凡例】

：中央制御室の環境測定設備及び放射線計測設備
の測定範囲

第10-13図 中央制御室の環境測定設備，制御建屋放射線計測設備 測定範囲図
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第10-14図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の環境測定設備，制御建屋放射線計測設備 測定範囲図

【凡例】

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
の環境測定設備及び放射線計測設備の測定範囲
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内的 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

備　　　　考

対策 作業

0:10

床の養生
放対2，3，

4，5班
0:10

放対2班

所要時間
（時間：分）

1

2

経過時間（時：分）

1:00 14:00

▽事象発生
対処までの時間

第10－15図 タイムチャート（出入管理区画の設置）

放管資機材と放射線測定器の配備 放対3，4班 0:10

除染エリアの設置 放対3，4班 0:10

2

2

出入管理区画
の設置による
汚染の持込み

防止

中央制御室の出入
管理区画の設置

使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設の制御室の出入
管理区画の設置

0:10

床の養生 放対3，4班 0:10

0:10

資機材準備・搬出，可搬型代替照明の設置

放管資機材と放射線測定器の配備
放対2，3，

4，5班
0:106

0:10

資機材準備・搬出，可搬型代替照明の設置 放対3，4班

10

11

2

2

2

12

作業番号

0:10

除染エリアの設置
放対2，3，

4，5班
0:10

壁の養生
放対2，3，

4，5班
0:10

仕切り壁の設置（導線の確保） 放対3，4班

壁の養生 放対3，4班

仕切り壁の設置（導線の確保）

6

2

3

4

要員数

2

6

6

6
放対2，3，

4，5班

5

6

7

8

9

作業番号7

作業番号6
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第10－16図 共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧手順の概要（制御建屋給電）

：操作・確認

：判断

：監視

：中央制御室の換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

中央制御室送風機の起動

制御建屋への
給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から制御建屋へのアクセ
スルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

制御建屋における各機器の引きロック
及び電源隔離

電力供給の判断

中央制御室送風機
運転状態確認

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う、中央制御室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合

※２

※３

6.9ｋＶ非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9ｋＶ非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

制御建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 制御建屋への給電成功判断
・制御建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・制御建屋の母線電圧低警報が回復したこと
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中央制御室

中央制御室
フィルタユニット

中央制御室
送風機A、B

大気

中央制御室
排風機A、B

外気遮断
ダンパ

還気遮断
ダンパ

排気遮断
ダンパ

第10－17図 制御建屋中央制御室換気設備概要図

中央制御室
空調ユニット
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第10－18図 共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧手順の概要（非常用電源建屋給電）

：操作・確認

：判断

：監視

：中央制御室換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

非常用電源建屋への給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から非常用電源建屋への
アクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

各建屋※５における各機器の引き
ロック及び電源隔離

電力供給の判断

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う中央制御室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合

※２

※３

6.9kV非常用主母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用主母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

※５ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋

非常用電源建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 非常用電源建屋への給電成功判断
・非常用電源建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・非常用電源建屋の母線電圧低警報が回復したこと

制御建屋への給電確認後の
中央制御室送風機の起動

中央制御室送風機
運転状態確認
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第10-19図 共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気機能の復旧手順の概要

：操作・確認

：判断

：監視

：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

制御室送風機の起動

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への
給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から非常用電源建屋への
アクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における
各機器の引きロック及び電源隔離

電力供給の判断

制御室送風機
運転状態確認

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う、使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の換気機能が喪失した場合

・外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合

※２

※３

6.9kV非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への給電成功判断
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧低警報が回復したこと
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使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設の制御室

制御室
フィルタユニット

制御室
送風機A，B

大気

制御室排風機A，B

第10－20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備概要図

制御室
空調ユニット

外気遮断
ダンパ

還気遮断
ダンパ

排気遮断
ダンパ
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（11／13）

1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等

設
計
基
準
対
象
の
施
設

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処施設とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備）

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備） 

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ）

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置） 

・環境試料測定設備（核種分析装置）

［環境管理設備］ 

・気象観測設備

・放射能観測車
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の指示値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの指示値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送する。伝送した測定データは，中央制御室

に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策

建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
関
係
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

8 1473



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の指示値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの指示値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した

と判断した場合，また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋排気系のダクトに接続し，北換気筒（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出され

る放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14及びト

リチウムを連続的に捕集するとともに，放射性希ガス

の濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送する。伝送した測定データは，中央制御室

に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策

建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

非常用所内電源系統により可搬型排気モニタリング

設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置へ

の給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の指示値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の指示値は，緊急時対策

所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域において，線量を測定するとともに，空気中

の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定する。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定データを衛星通

信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝

送した測定データは，中央制御室に設置する可搬型デ

ータ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備に

より監視及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

放射能観測車は，平常時及び事故時に敷地周辺の空

間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に

測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サ

ーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び

放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観

測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の機

能が維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
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手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
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及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
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可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
測
定

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を測定し，その指示

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定並びにその結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，測定データを衛星通信により中央制御

室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定データ

は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置によ

り記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時

対策建屋情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
代
替
電
源
設
備
か
ら

給
電
す
る
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポストのバックグラウンド低減対策

を行う。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した

場合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを

避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバックグ

ラウンド低減対策を行う。

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性

物質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋

を基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合

は，緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に

設備を移動し，測定する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

通常の安全対策に加えて，放射線環境や作業環境に

応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用する。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，「1.9 電源の確保に関する手順

等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。

さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量率の把握

及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

他
の
機
関
と
の
連
携 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等 

排気モニタリング設備による主

排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型排気モニタリング設備の設

置） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 20 分 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型ガスモニタの測定データの

伝送） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 30 分 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による主排

気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
１時間 

以内 
※２ 建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

排気モニタリング設備による北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
36 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出

される放射性物質の濃度の代替

測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

３時間 30 分 

以内 
36 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

放出管理分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射

性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放

射性物質の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
１時間 

以内 
※２ 建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

環境モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
５時間 

以内 
11 時間 建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

１時間 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 

建屋対策班の班員 
８人 

現場管理者 

建屋対策班の班員 
10 人 

放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等 

可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ２人 

環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

放射線管理班長 １人 
２時間 50 分 

以内 
※２ 

放射線管理班の班員 ２人 

環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

放射線管理班長 １人 ２時間 

以内 
※２ 

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替測

定 

放射線管理班長 
２人 

２時間 50 分 

以内 
※２ 

建屋外対応班長 

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

放射線管理班長 
２人 

２時間 

以内 
※２ 

建屋外対応班長 

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

気象観測設備による気象観測項

目の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
※２ 

可搬型気象観測設備による気象

観測項目の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
２時間 

以内 
※２ 建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型風向風速計による風向及

び風速の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

30 分 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ２人 

環境モニタリング用可搬型発電

機による環境モニタリング設備

への給電 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
※２ 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

モニタリングポストのバックグ

ラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※２ 

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型環境モニタリング設備の

バックグラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※２ 

放射線管理班の班員 ２人 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（11／13） 
1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等 

設
計
基
準
対
象
の
施
設 

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処施設とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備） 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備） 

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ） 

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置） 

・環境試料測定設備（核種分析装置） 

［環境管理設備］ 

・気象観測設備 

・放射能観測車 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の指示値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの指示値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送する。伝送した測定データは，中央制御室

に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策

建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。 

38 1503



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

放
出
管
理
分
析
関
係
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の指示値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの指示値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した

と判断した場合，また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋排気系のダクトに接続し，北換気筒（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出され

る放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14 及びト

リチウムを連続的に捕集するとともに，放射性希ガス

の濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送する。伝送した測定データは，中央制御室

に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策

建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

非常用所内電源系統により可搬型排気モニタリング

設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置へ

の給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の指示値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の指示値は，緊急時対策

所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域において，線量を測定するとともに，空気中

の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定する。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定データを衛星通

信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝

送した測定データは，中央制御室に設置する可搬型デ

ータ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備に

より監視及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

5050 1515



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

5151 1516



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

放射能観測車は，平常時及び事故時に敷地周辺の空

間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に

測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サ

ーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び

放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観

測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の機

能が維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
測
定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を測定し，その指示

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定並びにその結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，測定データを衛星通信により中央制御

室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定データ

は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置によ

り記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時

対策建屋情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

6060 1525



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
代
替
電
源
設
備
か
ら

給
電
す
る
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポストのバックグラウンド低減対策

を行う。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した

場合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを

避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバックグ

ラウンド低減対策を行う。 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策 

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性

物質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋

を基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合

は，緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に

設備を移動し，測定する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

通常の安全対策に加えて，放射線環境や作業環境に

応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用する。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，「1.9 電源の確保に関する手順

等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。

さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量率の把握

及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

他
の
機
関
と
の
連
携 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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第 5－２表 重大事故等対策における操作の成立性(11/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

排気モニタリング設備による主

排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型排気モニタリング設備の設

置） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 20 分 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型ガスモニタの測定データの

伝送） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 30 分 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による主排

気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
１時間 

以内 
※２建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

排気モニタリング設備による北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
36 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出

される放射性物質の濃度の代替

測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

３時間 30 分 

以内 
36 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

放出管理分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射

性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放

射性物質の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
１時間 

以内 
※２建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

環境モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
５時間 

以内 
11 時間 建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

１時間 

以内 
※２

放射線対応班の班員 

建屋対策班の班員 
８人 

現場管理者 

建屋対策班の班員 
10 人 

放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ２人 
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第 5－２表 重大事故等対策における操作の成立性(11/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ２人 

環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

放射線管理班長 １人 
２時間 50 分 

以内 
※２

放射線管理班の班員 ２人 

環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

放射線管理班長 １人 ２時間 

以内 
※２

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替測

定 

放射線管理班長 
２人 

２時間 50 分 

以内 
※２

建屋外対応班長 

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

放射線管理班長 
２人 

２時間 

以内 
※２

建屋外対応班長 

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

気象観測設備による気象観測項

目の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
※２

可搬型気象観測設備による気象

観測項目の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 ３人 
２時間 

以内 
※２建屋外対応班長 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型風向風速計による風向及

び風速の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

30 分 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ２人 

環境モニタリング用可搬型発電

機による環境モニタリング設備

への給電 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
※２

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

モニタリングポストのバックグ

ラウンド低減対策

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※２

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型環境モニタリング設備の

バックグラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※２

放射線管理班の班員 ２人 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。
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11. 監視測定等に関する手順等 

【要求事項】 

１ 再処理事業者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周

辺（工場等の周辺海域を含む。）において再処理施設から放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録する

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

２ 再処理事業者は、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び放

射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の

周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、再処理

施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び

測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備する

こと。 

ｂ）常設モニタリング設備が、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築

すること。 
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２ 事故後の周辺の汚染により測定ができなくなることを避けるため、バッ

クグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための

設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結

果を記録するための設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

ａ．対応手段と設備の選定 

(ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する（第

11－１図～第 11－３図）。 

また，重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する（第 11－４図）。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第四十五条及び技術基準規則第三十九条の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，重大

事故等対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 
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(ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

上記「(ａ） 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対応

手段並びに技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十五条及び技

術基準規則第三十九条からの要求により選定した対応手段とその対応

に使用する重大事故等対処設備，資機材及び自主対策設備を以下に示

す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準設備，対応に使用する重大事故

等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 11－

１表に整理する。 

  ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 排気口における放射性物質の濃度の測定 

１） 主排気筒における放射性物質の濃度の測定

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，主排気筒において放射性物質の濃

度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，非常用

電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から各建屋への共通電源車による

給電ができない場合は，可搬型排気モニタリング用発電機を放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を

確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料は，補機駆動用燃

料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移送する。 
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系統図を第 11－５図に示す。 

   ⅰ） 放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用） 

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

   ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 

放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ） 

核種分析装置 

   ⅲ） 代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

   ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

   ⅴ） 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備 
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・受電変圧器

ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

・460Ｖ運転予備用母線

ⅷ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ⅸ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定に使用する設備のうち，

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ

及び排気サンプリング設備）及び試料分析関係設備の放出管理分析

設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置

（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装置）を，常設重

大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設備

の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気

サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び代替

試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置，

可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置）を，可搬型重

71 1536



 

大事故等対処設備として配備する。 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定で使用する設備に必要

な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備・受電変圧器の受電開

閉設備，受電変圧器，所内高圧系統の 6.9ｋＶ非常用主母線，6.9

ｋＶ運転予備用母線，所内低圧系統の 460Ｖ非常用母線，460Ｖ運

転予備用母線及び計測制御用交流電源設備の計測制御用交流電源設

備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料を補給する設備の

うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処

設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第三十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震起因重大事故時機能維持設計としておら

ず，地震により機能喪失するおそれがあることから，重大事故等対

処設備とは位置付けないが，機能が維持されている場合は，迅速性

の観点から事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として

位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故

等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を及ぼ

すことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備 
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２） 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射

性物質の濃度の測定 

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）において放射性物質の濃度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，可搬型排気モニタリング用発電機を放射

性物質の濃度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力

を確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。

系統図を第 11－５図に示す。

ⅰ） 放射線監視設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタ

リング設備（設計基準対象の施設と兼用）

排気筒モニタ

排気サンプリング設備

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）（設計基準対

象の施設と兼用）

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用）
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   ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 

放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ） 

核種分析装置 

   ⅲ） 代替モニタリング設備 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

・監視測定用運搬車 

   ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

   ⅴ） 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

   ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 
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・6.9ｋＶ運転予備用母線

ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

・460Ｖ運転予備用母線

ⅷ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ⅸ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローク

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定に使用する設備のうち，放射線監視設備の北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備

（排気筒モニタ及び排気サンプリング設備），北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部，試料分析関係設備の放出管理分析設備（放射

能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置（液体シンチ

レーションカウンタ）及び核種分析装置）及び代替モニタリング設

備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部を，常設

重大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排

気サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，監視測

定用運搬車及び代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬
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型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定

装置）を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に必要な電力を給電する設備のう

ち，受電開閉設備・受電変圧器の受電開閉設備，受電変圧器，所内

高圧系統の 6.9ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ運転予備用母線，所内

低圧系統の 460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予備用母線及び計測制御

用交流電源設備の計測制御用交流電源設備を，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第三十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震起因重大事故時機能維持設計としておら

ず，地震により機能喪失するおそれがあることから，重大事故等対

処設備とは位置付けないが，機能が維持されている場合は，迅速性

の観点から事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として

位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故

等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を及ぼ
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すことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

２） 周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，周辺監視区域において放射性物質

の濃度及び線量を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，可搬型環境モニタリング用発電機を放射

性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備に接続して，対処に必

要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。

系統図を第 11－５図に示す。

ⅰ） 放射線監視設備 

・環境モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用）

モニタリングポスト

ダストモニタ 

ⅱ） 試料分析関係設備 

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用）

核種分析装置 

ⅲ） 環境管理設備 
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・放射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射

能測定器）（設計基準対象の施設と兼用） 

ⅳ） 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・監視測定用運搬車

・可搬型環境モニタリング用発電機

・可搬型建屋周辺モニタリング設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

ⅴ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

ⅵ） 代替放射能観測設備 

・可搬型放射能観測設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン）（ＳＡ） 

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） 
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中性子線用サーベイメータ （ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

ⅶ） 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備

・受電変圧器

ⅷ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

ⅸ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

ⅹ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ⅺ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，放射線監視設備の環境モニタリング設備（モニタリ

ングポスト及びダストモニタ）及び試料分析関係設備の環境試料測

定設備（核種分析装置）を，常設重大事故等対処設備として位置付

ける。また，放射能観測車を，可搬型重大事故等対処設備として位

置付ける。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設
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備（モニタリングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニ

タの代替として可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置，可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬

型環境モニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング設備

（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）），代替試料分析関係設備の可搬型試料分

析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置）及び代替放

射能観測設備の可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サーベイメータ

（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイ

メータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よ

う素サンプラ（ＳＡ））を，可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備・受電変

圧器の受電開閉設備，受電変圧器，所内高圧系統の 6.9ｋＶ非常用

母線，所内低圧系統の 460Ｖ非常用母線及び計測制御用交流電源設

備の計測制御用交流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位

置付ける。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規
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則第四十五条及び技術基準規則第三十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震起因重大事故時機能維持設計としておら

ず，地震により機能喪失するおそれがあることから，重大事故等対

処設備とは位置付けないが，機能が維持されている場合は，迅速性

の観点から事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として

位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故

等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を及ぼ

すことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

  ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速その他の

気象条件を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供給

が確認できない場合は，可搬型気象観測用発電機を風向，風速その他

の気象条件の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確

保する。 

風向，風速その他の気象条件の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり。（第 11－２表） 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料は，補
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機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移

送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

１） 環境管理設備

・気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）

（設計基準対象の施設と兼用）

２） 代替気象観測設備

・可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量

計）

・可搬型風向風速計

・可搬型気象観測用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・監視測定用運搬車

・可搬型気象観測用発電機

３） 受電開閉設備・受電変圧器

・受電開閉設備

・受電変圧器

４） 所内高圧系統

・6.9ｋＶ運転予備用母線

５） 計測制御用交流電源設備

・計測制御用交流電源設備

６） 補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ
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  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

のうち，環境管理設備の気象観測設備を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，代替気象観測設備の可搬型気象観測設備，可搬

型風向風速計，可搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，監視測定用運搬車及び可搬型気象観測用発電機を，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備・受電変圧器の受

電開閉設備，受電変圧器，所内高圧系統の 6.9ｋＶ運転予備用母線及

び計測制御用交流電源設備の計測制御用交流電源設備を，常設重大事

故等対処設備として位置付ける。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給

する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事

故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第三十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震起因重大事故時機能維持設計としておらず，

地震により機能喪失するおそれがあることから，重大事故等対処設備

とは位置付けないが，機能が維持されている場合は，迅速性の観点か

ら事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。
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なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等対処設備を用

いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を及ぼすことはない。 

・気象観測設備

  ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

環境モニタリング設備の電源が喪失した際に，環境モニタリング用

可搬型発電機により，電源を回復させるための手段がある。 

なお，環境モニタリング設備の電源を回復しても環境モニタリング

設備の機能が回復しない場合は，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型建屋周辺モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型データ表示装置により代替測定する手順がある。 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備は以

下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを

用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

１） 環境モニタリング用代替電源設備

・環境モニタリング用可搬型発電機

２） 代替モニタリング設備

・可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
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・可搬型データ表示装置 

・監視測定用運搬車 

・可搬型環境モニタリング用発電機 

・可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

   ３） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備のう

ち，環境モニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬型発

電機，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタの代替とし

て可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬型環境モニタリング

用発電機及び可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給する設備のうち，補機駆
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動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処設備として設置

する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第三十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，非常用所内電源系統からの電源

が喪失した場合においても，環境モニタリング設備の電源又は機能を

回復し，周辺監視区域境界付近において空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

る。 

  ⅳ．手順等 

上記「ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備」，

「ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備」及び

「ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び

設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する（第 11－１表）。 

これらの手順は，重大事故等時における放射線対応班の班員による

一連の対応として「放射線管理部 重大事故等発生時対応手順書」に

定める。また，放射線管理班の班員による一連の対応として「放射線

管理部 非常時対策組織等 放射線管理班マニュアル」に定める。 

重大事故等時に監視が必要となる項目及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第 11－３表，第 11－４表）。 
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ｂ．重大事故等時の手順等 

 (ａ) 放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

重大事故等時に再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，

以下の手段を用いた手順を整備する。 

重大事故等時における主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気筒モニタ及び可搬型ガスモニタを用いた放射

性希ガスの濃度の測定，モニタリングポスト及び可搬型線量率計を用

いた線量の測定は，連続測定を行う。また，放射性物質の濃度の測定

頻度は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそ

れがある場合（ダストモニタの指示値上昇等）とする。 

放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設備に対して，可搬型排

気モニタリング用発電機及び可搬型環境モニタリング用発電機により

必要な負荷へ電力を供給する。 

 

 ⅰ．排気口における放射性物質の濃度の測定 

 (ⅰ) 主排気筒における放射性物質の濃度の測定 

   １） 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリング設備により

放射性物質を連続的に捕集している。重大事故等時に主排気筒の排

気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，継続して排気

筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，排気サンプ

リング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの
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指示値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，排気筒

モニタの指示値は，緊急時対策所へ伝送する。

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

排気モニタリングに係るアクセスルートを第 11－29 図～第 11－

36 図に示す。 

なお，主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，

「(ａ)ⅰ．(ⅰ) 2）可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放

出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

を指示する。

②放射線対応班長は，主排気筒の排気モニタリング設備による放射

性物質の濃度の監視を継続する。

ｃ） 操作の成立性 
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上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

２） 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した

場合，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型

排気サンプリング設備）を主排気筒の排気モニタリング設備の接続

口に接続し，主排気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子

状放射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するとと

もに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定データを衛星通信によ

り中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定データは，

中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録

するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気モニタリング

設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，

放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 
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火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能喪失したと判断した場合。（第 11－５表） 

   ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

８図に示す。 

   ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用発電機の健

全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用発電機を主排

気筒管理建屋近傍へ運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を可搬型排
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気モニタリング用発電機に接続し，可搬型排気モニタリング用発

電機を起動し，給電する。可搬型排気モニタリング用発電機に必

要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，

給油することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を主排気筒

の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排気筒から大気中

へ放出される放射性物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃

度を測定する。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等の異常がないことを確認する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発

電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降

灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排

気筒の排気モニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気

モニタリング設備により放射性物質の濃度を測定する。

ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定データの伝送 

①放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置の健全性を確認する。

②放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を主排気筒管理建屋近傍まで運搬する。
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③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送

する。また，伝送した測定データは，制御建屋に保管している可

搬型データ表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備に

より監視及び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多

量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリング用発電

機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰

を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排気

筒の排気モニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気モ

ニタリング設備により放射性物質の濃度を監視及び記録する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。 

⑥可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。 

   ⅲ） 操作の成立性 

上記「ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置」の対応は，実

施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応
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班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，事象発生から可搬型排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分

以内で可能である。 

上記「ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定データの伝送」の対応は，

実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対

応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施

し，作業開始を判断してから１時間 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

３） 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の

濃度の測定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放

射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から主排気筒の排気サンプリング設備により捕
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集した放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理

分析設備の機能が維持されている場合は，継続して放出管理分析設

備により，主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理分析設備により放

射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフローチャートを

第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅰ)４） 

可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃

度の代替測定」を行う。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性

物質の濃度の測定を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可
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搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分

析設備による放射性物質の濃度を測定する。

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，作業開始を判断してか

ら１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

４） 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備

95 1560



又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測

定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析設備により

放射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射

性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

96 1561



順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，可搬型試料分析設備による放射

性物質の濃度の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

搬型排気サンプリング設備で捕集した試料を回収する。

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料
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分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，作業開始を判断してから１時間以内で可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 
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  (ⅱ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射性

物質の濃度の測定 

１） 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備は，平常運転時から排気筒モニタにより放射性希ガスの連

続監視及び排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，

継続して排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，

排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気

筒モニタの指示値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。ま

た，排気筒モニタの指示値は，緊急時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)２） 可搬型排気

モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
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筒）の排気モニタリング設備の状況を確認し，当該設備が機能維持

されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定についての手順の概要は以

下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の監視を指示する。

②放射線対応班長は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視を継

続する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模な漏えい並びに冷却機能

及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール等の沸騰開始）36 時間

に対し，常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能であ

る。 

２） 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型排気モニタリ

ング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，北換気筒
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（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放

射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続

的に捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録す

る。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定データを衛星通信によ

り中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定データは，

中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録

するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設

備により監視及び記録する。 

非常用所内電源系統により可搬型排気モニタリング設備及び可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性物質

の濃度の測定を行う。 

可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋近傍に運搬するため，

監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系の排気経路が損傷して

いる場合は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺において，モニタ
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リングを実施する。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備の状況を確認し，当該設備が機能喪失

したと判断した場合。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されている場合。（第 11－５

表） 

ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

11 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を監視測定用運搬車に積載し，

可搬型排気モニタリング設備を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋近傍まで運搬する。

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を非常用所内電源系統に接続

する。
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⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性

物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定する。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備について，

異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを確認す

る。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送

する。また，伝送した測定データは，制御建屋に保管している可

搬型データ表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備に

より監視及び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多

量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業

を実施する。なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備が復旧した場合は，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備により

放射性物質の濃度を測定，監視及び記録する。 
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⑨放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないこ

とを外観点検により確認する。 

⑩可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，対策の制限時間（燃料

貯蔵プールの小規模な漏えい並びに冷却機能及び注水機能の喪失に

よる燃料貯蔵プール等の沸騰開始）36 時間に対し，事象発生から

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定は３時

間 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

   ３） 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建
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屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放

射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質の濃度を

測定している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持され

ている場合は，継続して放出管理分析設備により，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬

型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフロ

ーチャートを第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)４） 

可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合。（第 11－５表） 

ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順
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の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の開始

を指示する。 

②放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性物質

の濃度を測定する。 

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，作業開始を判断してか

ら１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び
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停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

４） 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確
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保に関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開

始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。 
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⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料を回収する。

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，作業開始を判断してから１時間以内で可能で

ある。 
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

  ⅱ．周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

  (ⅰ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区域境界付近にて，

空間放射線量率の連続監視を行っている。また，ダストモニタは，平

常運転時から空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射

性物質を連続的に捕集及び測定している。 

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持されている場合

は，モニタリングポストにより空間放射線量率を連続監視するととも

に，ダストモニタにより空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定

する。環境モニタリング設備の指示値は，中央制御室において指示及

び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する。また，環境モニタリング設備の指示

値は，緊急時対策所へ伝送する。 
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モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタ

による空気中の放射性物質の捕集及び測定は継続されているため，監

視及び測定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフローチャ

ートを第 11－12 図に示す。 

なお，環境モニタリング設備が機能喪失した場合は，以下の対応を

行う。 

・「(ａ)ⅱ．(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の代替測定」 

・「(ａ)ⅱ．(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定」 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合。（第 11－５表） 

２） 操作手順

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の監視を指示する。

②放射線対応班長は，環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の監視を継続する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する
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ことから，速やかに対応が可能である。 

  (ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及

び線量の代替測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替として可搬型線量

率計，ダストモニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域において，線量を測定するとともに，空気中の粒子状放射性

物質を連続的に捕集及び測定する。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリン

グ設備に接続し，測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時

対策所に伝送する。伝送した測定データは，中央制御室に設置する可

搬型データ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境モニタリング設

備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放

射性物質の濃度及び線量の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型環境モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機を設置場所に運搬するた

め，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ
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ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型環境モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。

この手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測定

データの連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に設

置することを原則とする。 

ただし，地震，火災等で設置場所にアクセスすることができない場

合は，アクセスルート上の監視測定用運搬車で運搬できる範囲に設置

場所を変更する。 

可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例を第 11－13 図に示す。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線量の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－14 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線

量の測定の開始を指示する。

②可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測

定データの連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位
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置に設置することを原則とする。ただし，地震，火災等で設置場

所にアクセスすることができない場合は，アクセスルート上の監

視測定用運搬車で運搬できる範囲に設置場所を変更する。 

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の健全性を確認する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

発電機を監視測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリング用

発電機に接続し，可搬型環境モニタリング用発電機を起動し，給

電する。可搬型環境モニタリング用発電機に必要となる軽油は，

軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油することに

より，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設置し，

周辺監視区域における線量当量率を連続測定するとともに，空気

中の放射性物質を捕集及び測定する。 

⑦放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。 

⑧放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。 
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⑨放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置を可搬型環境モニタリング設備に接続し，測定データを衛星通

信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送し

た測定データは，制御建屋に保管している可搬型データ表示装置

を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録す

る。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認し

た場合は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリ

ング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。な

お，環境モニタリング設備が復旧した場合は，環境モニタリング

設備により放射性物質の濃度及び線量を測定，監視及び記録する。 

⑩放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。 

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（精製建屋における冷却機

能の喪失による硝酸プルトニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，
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事象発生から可搬型環境モニタリング設備（９台）による空気中の

放射性物質の濃度及び線量の測定は５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

  (ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大事故等の対処を行う前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺にお

ける空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定する。 
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線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，測定線種及び

対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量

を測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手

順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

環境モニタリングに係るアクセスルートを第 11－37 図～第 11－41

図に示す。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイ

ムチャートを第 11－15 図に示す。

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射性物質の濃度及

び線量の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の健全性を確

認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備の使用

前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電

池又は充電池と交換する。
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④放射線対応班及び建屋対策班の班員は，出入管理建屋，低レベル

廃棄物処理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋近傍において，制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメー

タ（ＳＡ）により，線量当量率を測定するとともに，可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）にダストろ紙をセットし試料を捕集し，アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）により，空気中の放射

性物質の濃度を測定する。

⑤建屋対策班の現場管理者及び建屋対策班の班員は，制御建屋に保

管している可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）により，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の周辺の線量当量率を測定する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備による

測定を，可搬型環境モニタリング設備を設置するまでの間，定期

的に実施し，測定結果を記録し，通信連絡設備により中央制御室

に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人，放射線対

応班及び建屋対策班の班員８人並びに建屋対策班の現場管理者及び

班員 10 人の合計 20 人にて実施し，作業開始を判断してから１時間

以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の
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状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅳ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

放射能観測車は，平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及

び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率

測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプ

ラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を備

えている。重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場合

は，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定

する。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備により中央制御室に

連絡する。 

放射能観測車により放射性物質の濃度及び線量を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャート

を第 11－12 図に示す。 

なお，放射能観測車が機能喪失した場合は，「(ａ）ⅱ．(ⅴ) 可搬型放

射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定」

を行う。 
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１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

維持されていると判断した場合。（第 11－５表） 

２） 操作手順

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定に

ついての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11

－16 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，放

射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用サー

ベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定

器）により，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定する。

③放射線対応班の班員は，放射能観測車による測定結果を記録し，

通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，作業開始を判断してか

ら２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，
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作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

  (ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の代替測定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）した場合，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サー

ベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用

サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

ト・よう素サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺にお

いて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定する。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備により中央

制御室に連絡する。 

可搬型放射能観測設備により放射性物質の濃度及び線量を測定し，

並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフロー

チャートを第 11－12 図に示す。

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量
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の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャート

を第 11－17 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型放射能観測設備による放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型放射能観測設備の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備の使用前に乾電池

又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電池又は充電

池と交換する。

④放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，可

搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）により，

線量当量率を測定するとともに，可搬型ダスト・よう素サンプラ

（ＳＡ）にダストろ紙及びよう素カートリッジをセットし試料採

取し，ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン）（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）により，空気中の放射性物質の濃度を測定する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備による測定結果を

記録し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。なお，放射

能観測車が復旧した場合は，放射能観測車により放射性物質の濃

度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射
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線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，作業開始を判断してか

ら２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

  (ⅵ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，継続して環境試料測定設備により，ダストモニタ又は可搬型ダス

トモニタで捕集した粒子状放射性物質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中

の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連絡

設備により緊急時対策所に連絡する。この手順のフローチャートを第

11－12 図に示す。 

123 1588



なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅷ) 可搬

型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定につい

ての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－18

図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで

捕集した試料を回収する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，作業開始を判断してから２時間 50 分以内

で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の
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状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

  (ⅶ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，環境試料測定設備により，再処理施設及びその周辺において採取

した水試料及び土壌試料の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅸ) 可搬

型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定」を

行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合。また，水中及び土壌中の放射

性物質の濃度の測定については，主排気筒の排気モニタリング設備，
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北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリン

グ設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放

出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能

観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処理施設か

らの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第 11－５

表）。 

   ２） 操作手順 

環境試料測定設備による空気中並びに水中及び土壌中の放射性物

質の濃度の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイム

チャートを第 11－19 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の開始を指示する。 

②放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

水試料又は土壌試料を採取する。 

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，作業開始を判断してから２時間以内で可能

である。 
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

  (ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物質の

濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，空気

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に
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関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにその

結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャートを

第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－20 図に示

す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開

始を指示する。

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分
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析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。 

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで

捕集した試料を回収する。 

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，作業開始を判断してから２時間 50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線
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環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

  (ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，再処理施設

及びその周辺において，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置

及び可搬型核種分析装置）により，水中及び土壌中の放射性物質の濃

度を測定する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 
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可搬型試料分析設備により水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測

定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合。また，主排気筒の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設

備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，

放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処理

施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第

11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－21 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。
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④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。 

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。 

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

試料を採取する。 

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，水中又は土壌中の放射性物質の濃度の測定は，作業開始を
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判断してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。

さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支

援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停

電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

(ｂ) 風向，風速その他の気象条件の測定の手順等 

重大事故等時に敷地内において，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するため，以下の手段を用いた手順を整備

する。 

重大事故等時における気象観測設備及び可搬型気象観測設備による

風向，風速その他の気象条件の測定を行う。 

  ⅰ．気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を観測している。重大事故等時に気象観測設備の機能が維

持されている場合は，継続して気象観測設備により風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を測定し，その指示値を中央制御室及び緊急

時対策所に伝送する。 

133 1598



気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されているため，測

定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフローチャートを第

11－24 図に示す。 

代替気象観測に係るアクセスルートを第 11－42 図～第 11－44 図に

示す。 

なお，気象観測設備が機能喪失した場合は，以下の対応を行う。 

・「(ｂ)(ⅱ) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定」 

・「(ｂ)(ⅲ) 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定」 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能維

持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

気象観測設備による気象観測についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

気象観測設備による気象観測を指示する。

②放射線対応班長は，気象観測設備による気象観測を継続する。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能である。 

ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計）が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定する。 
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可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測設備に接続し，

測定データを衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

伝送した測定データは，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置

により記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情

報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備及び可搬型気象観

測用データ伝送装置への給電を行い，敷地内において風向，風速その

他の気象条件の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型気象観測用発電機への燃料給油を実

施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機を設置場所に運搬するため，監視測定用運搬車を使用

する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝

送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を

実施する。 

可搬型気象観測設備により敷地内において風向，風速その他の気象

条件を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。この

手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－24 図に示す。 

可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとする。可搬型気象観測設備の設置場所の例を第 11－25

図に示す。 
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  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－26

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定の

開始を指示する。

②可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとし，速やかに設置できるように，あらかじめ候補場

所を選定しておく。ただし，建屋外アクセスルートの整備状況及び

候補場所の状況に応じて，設置場所を変更することもある。

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機の健全性を確認する。

④放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デ

ータ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

データ伝送装置を可搬型気象観測用発電機に接続し，可搬型気象観

測用発電機を起動し，給電する。可搬型気象観測用発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油

することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。
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⑥放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備を設置し，敷地内の風

向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を測定する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がない

ことを外観点検により確認する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備の設置状況及び測定結

果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が確立するまで

の間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連絡する。

⑨放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型

気象観測設備に接続し，測定データを衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測定データは，制御建

屋に保管している可搬型データ表示装置を中央制御室に設置し，記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握

設備により記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」

以上）を確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測設備，

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機の建

屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，気象観測設備が復

旧した場合は，気象観測設備により気象観測項目を測定，監視及び

記録する。

⑩放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬

型気象観測用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作

等異常がないことを外観点検により確認する。

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使用

中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換することで，
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重大事故等の必要な期間使用できる。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

８人にて実施し，作業開始を判断してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。さらに，

実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線

量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

  ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型風向風速

計により，敷地内において風向及び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備により中央制御

室に連絡する。 

可搬型風向風速計により敷地内において風向及び風速を測定し，及

びその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャ

ートを第 11－24 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪
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失したと判断した場合。（第 11－５表） 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型風向風速計による風向及び風速の測定についての手順の概要

は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－27 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型風向風速計による風向及び風速の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型風

向風速計の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計により，敷地内の大きな

障害物のない開けた場所にて風向及び風速を測定する。可搬型風向

風速計は電源を必要としない。

④放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計による測定を，可搬型気

象観測設備を設置するまでの間，定期的に実施し，測定結果を記録

し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射線

対応班の班員２人の合計４人にて実施し，作業開始を判断してから

30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。さらに，

実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線

量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，
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中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

(ｃ) 環境モニタリング設備の電源を環境モニタリング用代替電源設備か

ら給電する手順等 

非常用所内電源系統からの給電が喪失した際は，環境モニタリング

用可搬型発電機により，環境モニタリング設備へ給電する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電することにより，モニタ

リングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタによる空

気中の放射性物質の捕集及び測定を開始する。 

環境モニタリング設備に対して，環境モニタリング用可搬型発電機

により必要な負荷へ電力を供給する。 

  ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備への

給電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自動起動せず，非

常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失し，無停

電電源装置により給電され，環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合，環境モニタリング用可搬型発電機により，環境モニタリ

ング設備へ給電する。

上記給電を継続するために環境モニタリング用可搬型発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機をモニタリングポスト局舎近傍に

運搬するため，監視測定用運搬車を使用する。 
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火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電するための手順を整備す

る。この手順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備へ

の給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，環境モニタリング

設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ給

電する手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－28

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ

の給電の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している環境モ

ニタリング用可搬型発電機の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，環境モニタリング用可搬型発電機を監視測

定用運搬車に積載し，モニタリングポスト局舎近傍まで運搬及び設

置する。

④放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備と環境モニタリング

用可搬型発電機をケーブルで接続し，環境モニタリング用可搬型発

電機を起動する。環境モニタリング用可搬型発電機に必要となる軽
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油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油するこ

とにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑤放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備の受電状態において，

異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを確認する。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，非常用所内電源系統か

らの給電が再開した場合は，非常用所内電源系統からの給電に切り

替える。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

12 人にて実施し，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

(ｄ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 
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重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時

モニタリングセンターにおいて，国が地方公共団体と連携して策定す

るモニタリング計画に従い，資機材，要員及び放出源情報を提供する

とともにモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者との協力体制

を構築するため原子力事業者間協力協定を締結し，環境放射線モニタ

リング等への要員の派遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。

(ｅ) バックグラウンド低減対策の手順 

事故後の周辺汚染による測定ができなくなることを避けるため，以

下の手段を用いた手順を整備する。

  ⅰ．モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，モニタリングポストによる測定ができな

くなることを避けるため，モニタリングポストのバックグラウンド低

減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，モニタリングポストのバックグラウンドが上昇するおそれがある

と判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

モニタリングポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は以

下のとおり。このタイムチャートを第 11－22 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員にモニタリングポストのバックグラウンド低減対策として，モ
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ニタリングポストの検出器カバーを養生するよう指示する。

②放射線管理班の班員は，モニタリングポストの汚染の防止に必要な

養生シートを準備する。

③放射線管理班の班員は，車両等によりモニタリングポストに移動し，

モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止する。

④放射線管理班の班員は，モニタリングポストの検出器カバーに養生

シートを被せ，養生する。

⑤放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。

⑥放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて設備の除染，周辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバ

ックグラウンドの低減を図る。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，モニタリングポスト９台分の検出器カバーの養

生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。さらに，

支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線

量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 
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  ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，可搬型環境モニタリング設備による測定

ができなくなることを避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンドが上昇するおそ

れがあると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策の手順の

概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－23 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員に可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策と

して，可搬型環境モニタリング設備の検出器カバーを養生するよう

指示する。 

②放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の汚染の防止

に必要な養生シートを準備する。 

③放射線管理班の班員は，車両等により可搬型環境モニタリング設備

の設置場所に移動し，可搬型環境モニタリング設備を設置する際に

予め養生を行っていた場合は，養生シートを取り除いた後，検出器

カバーに養生シートを被せ，養生する。 

④放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。 

⑤放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，
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必要に応じて設備の除染，周辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバ

ックグラウンドの低減を図る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，可搬型環境モニタリング設備９台分の検出器カ

バーの養生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10mSv 以下とすることを目安に管理する。さらに，

支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線

量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

  ⅲ．可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策 

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定

場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。 

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所又は再処理

事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定する。 
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第 11－ 1 表

機能喪失を想定する設計基準設備と整備する手順（１／６）

対応項目

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備

対処に使用する設備 手順書

排 気 口 に
お け る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定

－

主排気筒の排気モニタ
リング設備
・排気筒モニタ
・排気サンプリング設

備

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
自主対
策設備
（外的
事象）

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定

主 排 気 筒
の 排 気 モ
ニ タ リ ン
グ設備

可搬型排気モニタリン
グ設備  
・可搬型ガスモニタ
・可搬型排気サンプリ

ング設備

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

測 定 し た デ
ー タ の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排気モニタリン
グ用データ伝送装置
可搬型データ表示装置

重大事
故等対
処設備

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電

可搬型排気モニタリン
グ用発電機

重大事
故等対
処設備

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定

－

北換気筒（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋換気
筒）の排気モニタリン
グ設備  
・排気筒モニタ
・排気サンプリング設

備

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
自主対
策設備
（外的
事象）

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定

北 換 気 筒
（ 使 用 済
燃 料 受 入
れ ・ 貯 蔵
建 屋 換 気
筒 ） の 排
気 モ ニ タ
リ ン グ 設
備

可搬型排気モニタリン
グ設備  
・可搬型ガスモニタ
・可搬型排気サンプリ

ング設備

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

測 定 し た デ
ー タ の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排気モニタリン
グ用データ伝送装置  
可搬型データ表示装置

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬

監視測定用運搬車
重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
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第 11－ 1 表  

機能喪失を想定する設計基準設備と整備する手順（２／６）

対応項目

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備

対処に使用する設備 手順書

排 気 口 に
お け る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  

－

放出管理分析設備
・放射能測定装置（ガ

スフローカウンタ）
・放射能測定装置（液

体シンチレーション
カウンタ）

・核種分析装置

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  放 出 管 理

分析設備

可搬型試料分析設備
・可搬型放射能測定装

置
・可搬型核種分析装置
・可搬型トリチウム測

定装置

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排気モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備
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機能喪失を想定する設計基準設備と整備する手順（３／６）

対応項目

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備

対処に使用する設備 手順書

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測定  

－
環境モニタリング設備
・モニタリニグポスト
・ダストモニタ

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測定  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備
（ モ ニ タ
リ ニ グ ポ
ス ト 及 び
ダ ス ト モ
ニタ）

可搬型環境モニタリン
グ設備  
・可搬型線量率計
・可搬型ダストモニタ

重大事
故等対
処設備 放射線管理部

重大事故等  
発生時対応  

手順書  測 定 し た デ
ー タ の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型環境モニタリン
グ用データ伝送装置  
可搬型データ表示装置

重大事
故等対
処設備

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬

監視測定用運搬車
重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電

可搬型環境モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  

－
環境試料測定設備
・核種分析装置

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）
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機能喪失を想定する設計基準設備と整備する手順（４／６）

対応項目

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備

対処に使用する設備 手順書

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  環 境 試 料

測定設備

可搬型試料分析設備
・可搬型放射能測定装

置
・可搬型核種分析装置

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
非常時対策  

組織等  
放射線管理班
マニュアル

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排気モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備

建屋周辺の放射線 量 及
び放射性物質の濃 度 の
測定  
（※１）

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備
（ モ ニ タ
リ ニ グ ポ
ス ト 及 び
ダ ス ト モ
ニタ）

可搬型建屋周辺モニタ
リング設備
・ガンマ線用サーベイ

メータ (ＳＡ )
・中性子線用サーベイ

メータ (ＳＡ )
・アルファ・ベータ線

用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ )

・可搬型ダストサンプ
ラ (ＳＡ )

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

敷地周辺の空間放 射 線
量率及び空気中の 放 射
性物質の濃度の測定  

－ 放射能観測車

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）

放 射 能 観
測車

可搬型放射能観測設備
・ガンマ線用サーベイ

メータ（ＮａＩ（Ｔ
ｌ）シンチレーショ
ン）

・ガンマ線用サーベイ
メータ（電離箱）

・中性子線用サーベイ
メータ

・アルファ・ベータ線
用サーベイメータ

・可搬型ダスト・よう
素サンプラ

重大事
故等対
処設備

放射線管理部
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
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機能喪失を想定する設計基準設備と整備する手順（５／６）  

対応項目  

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備  

対処に使用する設備  手順書  

敷 地 内 の

気 象 条 件

の測定  

風 向 ， 風 速

そ の 他 気 象

条件の測定  

－  

気象観測設備  

・風向風速計  

・日射計  

・放射収支計  

・雨量計  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
自主対
策設備
（外的
事象）  

風 向 ， 風 速

そ の 他 気 象

条件の測定  

気 象 観 測

設備  

可搬型気象観測設備  
・風向風速計  
・日射計  
・放射収支計  
・雨量計  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

測 定 し た デ

ー タ の 伝

送 ， 監 視 及

び記録  

可搬型気象観測用デー

タ伝送装置  

可搬型データ表示装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象

観 測 設 備 等

の運搬  

監視測定用運搬車  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 及
び 可 搬 型 気
象 観 測 用 デ
ー タ 伝 送 装
置への給電  

可搬型気象観測用発電
機  

重大事
故等対
処設備  

敷地内の風向及び 風 速

の測定（※２）  

気 象 観 測

設備  
可搬型風向風速計  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
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機能喪失を想定する設計基準設備と整備する手順（６／６）  

対応項目  

機能喪失

を想定す

る設計基

準設備  

対処に使用する設備  手順書  

環境モニタリング 設 備
への環境モニタリ ン グ
用代替電源設備か ら の
給電  

第 １ 非 常
用 デ ィ ー
ゼ ル 発 電
機Ｂ  

環境モニタリング用可
搬型発電機  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 代 替 電
源 設 備 か
らの給電  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 可 搬 型
発 電 機 の
運搬  

監視測定用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

バックグラウンド 低 減

対策  
－  養生シート  資機材  

放射線管理部  
非常時対策  

組織等  
放射線管理班  
マニュアル  

※ １  環境モニタリング設備が 機 能 喪 失 し た 場 合 ， 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 を 設 置 す る ま で の 間 ， 実 施 す る  

※ ２  気 象 観 測 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合 ， 可 搬 型 気 象 観 測 設 備 を 設 置 す る ま で

の 間 ， 実 施 す る  
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重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備

主排気筒の排気モニタリング設備
排気筒モニタ

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

主排気筒の排気モニタリング設備
排気サンプリング設備

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

主排気筒の排気モニタリング設備
排気筒モニタ（配管の一部）[流路]

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

主排気筒の排気モニタリング設備
排気サンプリング設備（配管の一部）［流路］

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備
排気筒モニタ

× × × × 〇 〇 〇 ○ ○ × × × ×

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備
排気サンプリング設備

× × × × 〇 〇 〇 ○ ○ × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
（建屋排風機から北換気筒までのダクト）

× × × × × × × ○ × × × × ×

北換気筒
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

× × × × × × × ○ × × × × ×

環境モニタリング設備
モニタリング ポスト

〇 × × 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

環境モニタリング設備
ダスト モニタ

〇 × × 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

受電開閉設備
× × × × × × × ○ ○ × × × ×

受電変圧器
× × × × × × × ○ ○ × × × ×

所内高圧系統 6.9ｋＶ非常用主母線
× × × × × × × ○ ○ × × × ×

所内低圧系統
460Ｖ非常用母線 × × × × × × × ○ ○ × × × ×

計測制御用交流電源設備

計測制御用交流電源設備 × × × × × × × ○ ○ × × × ×

可搬型排気モニタリング設備
可搬型ガス モニタ

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型排気モニタリング設備
可搬型排気サンプリング設備

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 × × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型データ表示装置 × × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型排気モニタリング用可搬型発電機 × × × × × × × ○ × × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
（ダクトの一部）

× × × × × × × ○ × × × × ×

軽油貯槽
× × × × × × × ○ × × × × ×

軽油用タンク ローリ
× × × × × × × ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング設備
可搬型線量率計

× 〇 〇 × × ○ ○ ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング設備
可搬型ダスト モニタ

× 〇 〇 × × ○ ○ ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 × 〇 〇 × × ○ ○ ○ × × × × ×

監視測定用運搬車 × × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング用発電機 × × × × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
ガンマ線用サーベイ メータ（SA)

× × × × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
中性子線用サーベイ メータ（SA)

× × × × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
アルファ・ベータ線用サーベイ メータ（SA)

× × × × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
可搬型ダスト サンプラ（SA)

× × × × × × × ○ × × × × ×

軽油貯槽
× × × × × × × ○ × × × × ×

軽油用タンク ローリ
× × × × × × × ○ × × × × ×

放出管理分析設備
放射能測定装置（ガスフロー カウンタ）

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

放出管理分析設備
放射能測定装置（液体シンチレーション カウンタ）

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

放出管理分析設備
核種分析装置

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

環境試料測定設備
核種分析装置

〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

受電開閉設備
× × × × × × × ○ ○ × × × ×

受電変圧器
× × × × × × × ○ ○ × × × ×

所内高圧系統
6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × × × ○ ○ × × × ×

所内低圧系統
460Ｖ運転予備用母線 × × × × × × × ○ ○ × × × ×

可搬型試料分析設備
可搬型放射能測定装置

× 〇 〇 × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型試料分析設備
可搬型核種分析装置

× 〇 〇 × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型試料分析設備
可搬型トリチウム測定装置

× 〇 〇 × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型発電機 × × × × × × × ○ × × × × ×

軽油貯槽
× × × × × × × ○ × × × × ×

軽油用タンク ローリ
× × × × × × × ○ × × × × ×

環境管理設備 放射能観測車（空間放射線量率測定器, ダスト サンプラ, 中性子線用サーベイ メータ，よう
素サンプラ，放射能測定器）

〇 × × 〇 × 〇 〇 ○ ○ × × × ×

可搬型放射能観測設備
ガンマ線用サーベイ メータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（SA)

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
ガンマ線用サーベイ メータ（電離箱）（SA)

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
中性子線用サーベイ メータ（SA)

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
アルファ・ベータ線用サーベイ メータ（SA)

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
可搬型ダスト・よう素サンプラ（SA)

× × × × × 〇 〇 ○ × × × × ×

補機駆動用燃料補給設備

代替試料分析関係設備

代替放射能観測設備

補機駆動用燃料補給設備

受電開閉設備・受電変圧器

放射能・放射線量
の測定

機器グループ

放射線監視設備

試料分析関係設備

設備名称

設備

構成する機器

代替モニタリング設備

補機駆動用燃料補給設備

受電開閉設備・受電変圧器

重大事故等対処に係る措置

モニタリング ポスト等の電源回復又
は機能回復

風向， 風速その他の気象条件の測
定

放射性物質の濃度及び線量の測定制御室 緊急時対策所臨界 蒸発乾固 水素爆発 有機溶媒火災 プール冷却

代替モニタリング設備

第 11－ 2 表 監視測定に使用する設備（１／２）

 

153 1618



 

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備

環境管理設備
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支計、雨量計） 〇 × × 〇 × 〇 〇 × × ○ ○ × ×

受電開閉設備
× × × × × × × × × ○ ○ × ×

受電変圧器
× × × × × × × × × ○ ○ × ×

所内高圧系統
6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × × × × × ○ 〇 × ×

計測制御用交流電源設備
計測制御用交流電源設備 × × × × × × × × × ○ 〇 × ×

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支計、雨量計） × × × × × 〇 〇 × × ○ × × ×

可搬型風向風速計 × × × × × 〇 〇 × × ○ × × ×

可搬型気象観測用データ伝送装置 × × × × × 〇 〇 × × ○ × × ×

可搬型データ表示装置 × × × × × 〇 〇 × × ○ × × ×

監視測定用運搬車 × × × × × × × × × ○ × × ×

可搬型気象観測用発電機 × × × × × × × × × ○ × × ×

軽油貯槽
× × × × × × × × × ○ × × ×

軽油用タンク ローリ
× × × × × × × × × ○ × × ×

受電開閉設備
× × × × × × × ○ ○ × × ○ ○

受電変圧器
× × × × × × × ○ ○ × × ○ ○

所内高圧系統 6.9ｋＶ非常用主母線
× × × × × × × ○ ○ × × ○ ○

所内低圧系統
460Ｖ非常用母線 × × × × × × × ○ ○ × × ○ ○

環境モニタリング用可搬型発電機 × × × × × × × ○ × × × ○ ×

監視測定用運搬車 × × × × × × × ○ × × × ○ ×

軽油貯槽
× × × × × × × × × × × ○ ×

軽油用タンク ローリ
× × × × × × × × × × × ○ ×

モニタリング ポスト
等の電源回復又は

機能回復

受電開閉設備・受電変圧器

代替気象観測設備

受電開閉設備・受電変圧器

風向， 風速その他
の気象条件の測定

機器グループ 設備名称

設備

構成する機器

重大事故等対処に係る措置

モニタリング ポスト等の電源回復又
は機能回復

風向， 風速その他の気象条件の測
定

放射性物質の濃度及び線量の測定

環境モニタリング用代替電源設備

補機駆動用燃料補給設備

補機駆動用燃料補給設備

制御室 緊急時対策所臨界 蒸発乾固 水素爆発 有機溶媒火災 プール冷却

第 11－ 2 表  監視測定に使用する設備（２／２）  
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（１／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等  

ⅰ．排気口における 放射性物質の濃度の測定  

(ⅰ )  主排気筒における放射性物質の濃度の測定  

１ ) 排 気 モ

ニ タ リ ン

グ 設 備 に

よ る 主 排

気 筒 か ら

放 出 さ れ

る 放 射 性

物 質 の 濃

度の測定  

放射性物質の濃度  

（放射性希ガス）  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設備  

・排気筒モニタ  

低レンジ  

10～ 10 6min - 1 

中レンジ  

10～ 10 6min - 1 

高レンジ  

10 - 1 2～ 10 - 7A 

２ ) 可 搬 型

排 気 モ ニ

タ リ ン グ

設 備 に よ

る 主 排 気

筒 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の測定  

放射性物質の濃度  

（放射性希ガス）  

可搬型排気モニタリング設備  

・可搬型ガスモニタ  10 - 1 5～ 10 - 8A 

３ ) 放 出 管

理 分 析 設

備 に よ る

主 排 気 筒

か ら 放 出

さ れ る 放

射 性 物 質

の 濃 度 の

測定  

放射性物質の濃度  

（粒子）  

放 射 能 測 定 装 置 （ ガ ス フ ロ ー

カウンタ）  
（アルファ /ベータ線）  

0.1～ 999.9s - 1  

又は min - 1 

核種分析装置  
（ガンマ線）  10～ 2500keV 

放射性物質の濃度  

（放射性よう素）  
核種分析装置  10～ 2500keV 

放射性物質の濃度  

（トリチウム）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ

レーションカウンタ）  0～ 2000keV 

放射性物質の濃度  

（炭素－ 14）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ

レーションカウンタ）  0～ 2000keV 

４ ) 可 搬 型

試 料 分 析

設 備 に よ

る 主 排 気

筒 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の測定  

放射性物質の濃度  

（粒子）  

可搬型放射能測定装置  
（アルファ /ベータ線）  

B.G.～ 99.9kmin- 1 

可搬型核種分析装置  
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度  

（放射性よう素）  
可搬型核種分析装置  27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度  

（トリチウム）  
可搬型トリチウム測定装置  2～ 2000keV 

放射性物質の濃度  

（炭素－ 14）  
可搬型トリチウム測定装置  2～ 2000keV 
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（２／５）

対応項目
重大事故等の対処

に必要な監視項目
対応する設備

計測範囲

（単位）

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等

ⅰ．排気口における 放射性物質の濃度の測定  

(ⅰ )  北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ） に お け る 放 射 性 物 質 の 濃 度 の 測 定
１ ) 排 気 モ
ニ タ リ ン
グ 設 備 に
よ る 北 換
気筒（使用
済 燃 料 受
入れ・貯蔵
建 屋 換 気
筒）から放
出 さ れ る
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定

放射性物質の濃度
（放射性希ガス）

北換気筒（使用済燃料受入れ・
貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ） の 排 気 モ ニ
タリング設備
・排気筒モニタ

10～ 10 6min - 1 

２ ) 可 搬 型
排 気 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 に よ
る 北 換 気
筒（使用済
燃 料 受 入
れ・貯蔵建
屋換気筒）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定

放射性物質の濃度
（放射性希ガス）

可搬型排気モニタリング設備
・可搬型ガスモニタ

10 - 1 5～ 10 - 8A

３ ) 放 出 管
理 分 析 設
備 に よ る
北 換 気 筒
（ 使 用 済
燃 料 受 入
れ・貯蔵建
屋換気筒）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放射性物質の濃度
（粒子）  

放 射 能 測 定 装 置 （ ガ ス フ ロ ー
カウンタ）
（アルファ /ベータ線）

0.1～ 999.9s - 1

又は min - 1 

核種分析装置
（ガンマ線）

10～ 2500keV 

放射性物質の濃度
（放射性よう素）

核種分析装置 10～ 2500keV 

放射性物質の濃度
（トリチウム）

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ
レーションカウンタ）

0～ 2000keV 

放射性物質の濃度
（炭素－ 14）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ
レーションカウンタ ）

0～ 2000keV 

４ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 北 換 気
筒（使用済
燃 料 受 入
れ・貯蔵建
屋換気筒）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放射性物質の濃度
（粒子）  

可搬型放射能測定装置
（アルファ /ベータ線）

B.G.～ 99.9kmin- 1

可搬型核種分析装置
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度
（放射性よう素）

可搬型核種分析装置 27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度
（トリチウム）

可搬型トリチウム測定装置 2～ 2000keV 
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（３／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等  

ⅱ．周辺監視区域に おける放射性物質の濃度及び線量の測定  

( ⅰ ) 環 境 モ
ニ タ リ ン
グ 設 備 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 測
定  

線量率  モニタリングポスト  

低レンジ  
10 - 2～ 10 1μ Gy/h 
高レンジ  
10 0～ 10 5μ Gy/h 

放射能レベル  
（粒子）  

ダストモニタ  

アルファ線，  
ベータ線  
10 - 2～ 10 4 s - 1 
(連 続 集 塵 ， 連 続
測定時 ) 

( ⅱ ) 可 搬 型
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 に よ
る 空 気 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度 及 び 線
量 の 代 替
測定  

線量率  
可搬型環境モニタリング設備  
・可搬型線量率計  

B.G. ～ 100mSv/h
又は mGy/h 

放射能レベル  
（粒子）  

可搬型環境モニタリング設備  
・可搬型ダストモニタ  B.G.～ 99.9kmin- 1 

( ⅲ ) 可 搬 型
建 屋 周 辺
モ ニ タ リ
ン グ 設 備
に よ る 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 及
び 線 量 の
測定  

線量率  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・ ガ ン マ 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.0001～
1000mSv/h 

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・ 中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.00001～
10mSv/h 

放射性物質の濃度  
（粒子）  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ (ＳＡ )  

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルファ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ線）  

( ⅳ ) 放 射 能
観 測 車 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 測
定  

線量率  

空 間 放 射 線 量 率 測 定 器 （ Ｎ ａ
Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション） B.G.～ 10μ Gy/h 

空間放射線量率測定器  
（電離箱）  1～ 300000μ Gy/h 

中性子線用サーベイメータ  0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物質の濃度  
（粒子）  

放射能測定器（ダスト）  
0.01～ 999999s - 1  

（アルファ線）  
0.1～ 999999s- 1 
（ベータ線）  

放射性物質の濃度  
（放射性よう素）  

放射能測定器（よう素）  0.1～ 999999s- 1 
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第 11－３表 重大事故等の対処に必要な監視項目（４／５）

対応項目
重大事故等の対処

に必要な監視項目
対応する設備

計測範囲

（単位）

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等

ⅱ．周辺監視区域に おける放射性物質の濃度及び線量の測定

( ⅴ ) 可 搬 型
放 射 能 観
測 設 備 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 代
替測定

線量率

ガンマ線用サーベイメータ  
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ
ョン） (ＳＡ )

B.G.～ 30μ Sv/h，
0～ 30ks - 1

ガンマ線用サーベイメータ
（電離箱） (ＳＡ )

0.001～ 300mSv/h 

中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ )

0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物質の濃度
（粒子）  

ア ル フ ァ ・ ベ ー タ 線 用 サ ー ベ
イメータ (ＳＡ )

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルファ線）
B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ線）

放射性物質の濃度
（放射性よう素）

ガンマ線用サーベイメータ  
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ
ョン） (ＳＡ )

B.G.～ 30μ Sv/h，
0～ 30ks - 1

可搬型核種分析装置 27.5～ 11000keV 

( ⅵ ) 環 境 試
料 測 定 設
備 に よ る
空 気 中 並
び に 水 中
及 び 土 壌
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 の 測
定

放射性物質の濃度
（粒子）  

核種分析装置（ガンマ線） 30～ 10000keV 

( ⅶ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 空 気 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度の測定

放射性物質の濃度
（粒子）  

可搬型放射能測定装置
（アルファ /ベータ線）

B.G.～ 99.9kmin- 1

可搬型核種分析装置
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 

( ⅷ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 水 中 及
び 土 壌 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度の測定

放射性物質の濃度
（粒子）  

可搬型放射能測定装置
（アルファ /ベータ線）

B.G.～ 99.9kmin- 1

可搬型核種分析装置
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（５／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ｂ )  風向，風速その他の気象条件の測定の手順等  

ⅰ．気象観

測 設 備 に

よ る 気 象

観 測 項 目

の測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

気象観測設備  

  風向風速計  

地上 10m 

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90m/s 

地上 150m 

風向： 16 方位  

風速： 0～ 30m/s 

気象観測設備  

  日射計  
0～ 1.50kW/m 2 

気象観測設備  

  放射収支計  
-0.3～ 1.2kW/m 2 

気象観測設備  

  雨量計  
0.5mm ごとの計測  

ⅱ．可搬型

気 象 観 測

設 備 に よ

る 気 象 観

測 項 目 の

代替測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

可搬型気象観測設備  

  風向風速計  

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90m/s 

可搬型気象観測設備  

  日射計  
0～ 1.50kW/m 2 

可搬型気象観測設備  

  放射収支計  

-0.320 ～

1.280kW/m 2 

可搬型気象観測設備  

  雨量計  
0.5mm ごとの計測  

ⅲ．可搬型

風 向 風 速

計 に よ る

風 向 及 び

風 速 の 測

定  

風向及び風速  可搬型風向風速計  
風向： 8 方位  

風速： 2～ 30m/s 

(ｅ )  バックグラウンド低減対策の手順  

ⅰ．モニタ
リ ン グ ポ
ス ト の バ
ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低
減対策  

線量率  モニタリングポスト  

低レンジ  
10 - 2～ 10 1μ Gy/h 
高レンジ  
10 0～ 10 5μ Gy/h 

ⅱ．可搬型
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 の バ
ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低
減対策  

線量率  
可搬型環境モニタリング設備  
  可搬型線量率計  

B.G. ～ 100mSv/h
又は mGy/h 
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第 11－ 4 表 審査基準における要求事項ごとの給電対策設備

手順等 供給対象設備 給電元

監 視 測 定 等 に 関 す る

手順等  

代替モニタリング設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用データ伝送装置

代替モニタリング設備

 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用発電機代替試料分析関係設備

 可搬型核種分析装置

 可 搬 型 ト リ チ ウ ム 測 定 装

置

代替モニタリング設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用データ伝送装置

代替モニタリング設備

 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用発電機

代替気象観測設備

 可搬型気象観測設備

 可 搬 型 気 象 観 測 用 デ ー タ

伝送装置

代替気象観測設備

 可搬型気象観測用発電機

環境モニタリング設備

 モニタリングポスト

 ダストモニタ

 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型発電機

 非常用所内電源系統
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手 順 着 手 の 判 断 基 準 実 施 の 判 断 基 準 停 止 の 判 断 基 準 備 考

排 気 口

に お け

る 放 射

性 物 質

の 濃 度

の 測 定

主 排 気

筒 に お

け る 放

射 性 物

質 の 濃

度 の 測

定

排 気 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 に よ る 主

排 気 筒 か ら 放 出

さ れ る 放 射 性 物

質 の 濃 度 の 測 定  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 機 能

が 維 持 さ れ て い る 場 合 。  
監 視 を 継 続 す る 。 －

可 搬 型 排 気 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 に

よ る 主 排 気 筒 か

ら 放 出 さ れ る 放

射 性 物 質 の 濃 度

の 代 替 測 定

以 下 の い ず れ か に よ り ，主 排 気 筒 の 排 気 モ

ニ タ リ ン グ 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合

① 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 電

源 が 喪 失 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）

② 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 故

障 警 報 が 発 生 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）

③ 放 射 線 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

主 排 気 筒 の 排 気

モ ニ タ リ ン グ 設

備 が 復 旧 し た 場

合

放 出 管 理 分 析 設

備 に よ る 主 排 気

筒 か ら 放 出 さ れ

る 放 射 性 物 質 の

濃 度 の 測 定  

放 出 管 理 分 析 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合 。  

試 料 採 取 後 測 定 を

実 施 。  
－

可 搬 型 試 料 分 析

設 備 に よ る 主 排

気 筒 か ら 放 出 さ

れ る 放 射 性 物 質

の 濃 度 の 代 替 測

定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，放 出 管 理 分 析 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 放 出 管 理 分 析 設 備 の 電 源 が 喪 失

② 放 出 管 理 分 析 設 備 が 故 障

代 替 設 備 の 準 備 完

了 及 び 試 料 採 取 後

測 定 を 実 施 。  

放 出 管 理 分 析 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

第 11－５表 各手順の判断基準（ 1／ 5）
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手 順  着 手 の 判 断 基 準  実 施 の 判 断 基 準  停 止 の 判 断 基 準  備 考  

排 気 口

に お け

る 放 射

性 物 質

の 濃 度

の 測 定  

北 換 気

筒（ 使 用

済 燃 料

受 入 れ ・

貯 蔵 建

屋 換 気

筒 ）に お

け る 放

射 性 物

質 の 濃

度 の 測

定  

排 気 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 に よ る 北

換 気 筒（ 使 用 済 燃

料 受 入 れ・貯 蔵 建

屋 換 気 筒 ）か ら 放

出 さ れ る 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測

定  

北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 機 能 が 維

持 さ れ て い る 場 合 。  

監 視 を 継 続 す る 。  －   

可 搬 型 排 気 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 に

よ る 北 換 気 筒（ 使

用 済 燃 料 受 入 れ・

貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）

か ら 放 出 さ れ る

放 射 性 物 質 の 濃

度 の 代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，北 換 気 筒（ 使 用 済

燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 電 源

が 喪 失 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）  

② 北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 故 障

警 報 が 発 生 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）  

③ 放 射 線 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯 蔵 建 屋 換 気

筒 の 排 気 モ ニ タ

リ ン グ 設 備 が 復

旧 し た 場 合  

 

放 出 管 理 分 析 設

備 に よ る 北 換 気

筒（ 使 用 済 燃 料 受

入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）か ら 放 出 さ

れ る 放 射 性 物 質

の 濃 度 の 測 定  

放 出 管 理 分 析 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合 。  

試 料 採 取 後 測 定 を

実 施 。  
－   

可 搬 型 試 料 分 析

設 備 に よ る 北 換

気 筒（ 使 用 済 燃 料

受 入 れ・貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ）か ら 放 出

さ れ る 放 射 性 物

質 の 濃 度 の 代 替

測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，放 出 管 理 分 析 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 放 出 管 理 分 析 設 備 の 電 源 が 喪 失  

② 放 出 管 理 分 析 設 備 が 故 障  

代 替 設 備 の 準 備 完

了 及 び 試 料 採 取 後

測 定 を 実 施 。  

放 出 管 理 分 析 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

 

 

第 11－５表  各手順の判断基準（ 2／ 5）  
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手 順 着 手 の 判 断 基 準 実 施 の 判 断 基 準 停 止 の 判 断 基 準 備 考

周 辺 監 視 区

域 に お け る

放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び

線 量 の 測 定

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 に

よ る 空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 測 定  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ

て い る 場 合 。  
監 視 を 継 続 す る 。 －

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 に よ る 空 気 中 の 放 射

性 物 質 の 濃 度 及 び 線 量 の

代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 電 源 が 喪 失 （ 環 境 監 視 盤 に て 確 認 ）

② モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 故 障 警 報 が 発 生 （ 環 境 監 視 盤 に て 確

認 ）

③ 環 境 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

環 境 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 が 復 旧 し

た 場 合  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 に よ る 空 気 中 の

放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 線

量 の 測 定

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 電 源 が 喪 失 （ 環 境 監 視 盤 に て 確 認 ）

② モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 故 障 警 報 が 発 生 （ 環 境 監 視 盤 に て 確

認 ）

③ 環 境 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

可 搬 型 線 量 率 計

及 び 可 搬 型 ダ ス

ト モ ニ タ の 設 置

が 完 了 し た 場 合

放 射 能 観 測 車 に よ る 空 気

中 の 放 射 性 物 質 の 濃 度 及

び 線 量 の 測 定  

放 射 能 観 測 車 の 機 能（ 搭 載 機 器 の 測 定 機 能

又 は 車 両 の 走 行 機 能 ）が 維 持 さ れ て い る 場

合 。  

大 気 へ の 放 射 性 物

質 の 放 出 の お そ れ

が 確 認 さ れ た 場

合 ， 実 施 す る 。  

－

可 搬 型 放 射 能 観 測 設 備 に

よ る 空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 代 替 測

定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，放 射 能 観 測 車 が 機

能 喪 失 し た 場 合  

① 放 射 能 観 測 車 に 搭 載 し て い る 機 器 の 測

定 機 能 が 喪 失

② 放 射 能 観 測 車 の 走 行 機 能 が 喪 失

代 替 設 備 の 準 備 完

了 後 、 大 気 へ の 放

射 性 物 質 の 放 出 の

お そ れ が 確 認 さ れ

た 場 合 ，実 施 す る 。 

放 射 能 観 測 車 が

復 旧 し た 場 合  

環 境 試 料 測 定 設 備 に よ る

空 気 中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合 。  

定 期 的（ １ 日 ご と ）

又 は 大 気 へ の 放 射

性 物 質 の 放 出 の お

そ れ が 確 認 さ れ た

場 合 ， 実 施 す る 。

－

第 11－５表 各手順の判断基準（ 3／ 5）
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手 順 着 手 の 判 断 基 準 実 施 の 判 断 基 準 停 止 の 判 断 基 準 備 考

周 辺 監 視 区

域 に お け る

放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び

線 量 の 測 定

可 搬 型 試 料 分 析 設 備 に よ

る 空 気 中 の 放 射 性 物 質 の

濃 度 の 代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 試 料 測 定 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 環 境 試 料 測 定 設 備 の 電 源 が 喪 失

② 環 境 試 料 測 定 設 備 が 故 障

代 替 設 備 の 準 備 完

了 後 、定 期 的（ １ 日

ご と ） 又 は 大 気 へ

の 放 射 性 物 質 の 放

出 の お そ れ が 確 認

さ れ た 場 合 ， 実 施

す る 。  

環 境 試 料 測 定 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

環 境 試 料 測 定 設 備 に よ る

水 中 及 び 土 壌 中 の 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合 。  

ま た ， 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，

北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）， 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ， 可 搬 型 排

気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 ，可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ 設

備 ，放 出 管 理 分 析 設 備 ，環 境 試 料 測 定 設 備 ，

可 搬 型 試 料 分 析 設 備 ，放 射 能 観 測 車 及 び 可

搬 型 放 射 能 観 測 設 備 に よ る 測 定 に よ り ，再

処 理 施 設 か ら の 放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ

れ が あ る と 判 断 し た 場 合 。

再 処 理 施 設 及 び そ

の 周 辺 に お い て ，

水 中 及 び 土 壌 中 の

放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定 が 必 要 な 場

合 。  

－

可 搬 型 試 料 分 析 設 備 に よ

る 水 中 及 び 土 壌 中 の 放 射

性 物 質 の 濃 度 の 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 試 料 測 定 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合 。  

① 環 境 試 料 測 定 設 備 の 電 源 が 喪 失

② 環 境 試 料 測 定 設 備 が 故 障

ま た ， 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，

北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）， 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ， 可 搬 型 排

気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 ，可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ 設

備 ，放 出 管 理 分 析 設 備 ，環 境 試 料 測 定 設 備 ，

可 搬 型 試 料 分 析 設 備 ，放 射 能 観 測 車 及 び 可

搬 型 放 射 能 観 測 設 備 に よ る 測 定 に よ り ，再

処 理 施 設 か ら の 放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ

れ が あ る と 判 断 し た 場 合 。

再 処 理 施 設 及 び そ

の 周 辺 に お い て ，

水 中 及 び 土 壌 中 の

放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定 が 必 要 な 場

合 。  

環 境 試 料 測 定 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

第 11－５表 各手順の判断基準（ 4／ 5）
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手 順 着 手 の 判 断 基 準 実 施 の 判 断 基 準 停 止 の 判 断 基 準 備 考

風 向 ， 風 速

そ の 他 の 気

象 条 件 の 測

定

気 象 観 測 設 備 に よ る 気 象

観 測 項 目 の 測 定  

気 象 観 測 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い る 場

合 。  
監 視 を 継 続 す る 。 －

可 搬 型 気 象 観 測 設 備 に よ

る 気 象 観 測 項 目 の 代 替 測

定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，気 象 観 測 設 備 が 機

能 喪 失 し た 場 合  

① 気 象 観 測 設 備 の 電 源 が 喪 失（ 気 象 盤 に て

確 認 ）

② 気 象 観 測 設 備 の 故 障 警 報 が 発 生（ 気 象 盤

に て 確 認 ）

③ 気 象 盤 の 電 源 が 喪 失

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

気 象 観 測 設 備 が

復 旧 し た 場 合  

可 搬 型 風 向 風 速 計 に よ る

風 向 及 び 風 速 の 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，気 象 観 測 設 備 が 機

能 喪 失 し た 場 合  

① 気 象 観 測 設 備 の 電 源 が 喪 失（ 気 象 盤 に て

確 認 ）

② 気 象 観 測 設 備 の 故 障 警 報 が 発 生（ 気 象 盤

に て 確 認 ）

③ 気 象 盤 の 電 源 が 喪 失

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

可 搬 型 気 象 観 測

設 備 の 設 置 が 完

了 し た 場 合  

環 境 モ ニ タ

リ ン グ 設 備

の 電 源 を 環

境 モ ニ タ リ

ン グ 用 代 替

電 源 設 備 か

ら 給 電

環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型 発 電 機 に よ る 環 境 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 へ の 給 電

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が 機 能 維 持 し て お

り ，非 常 用 所 内 電 源 系 統 が 機 能 喪 失 し て い

る 場 合 。  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

非 常 用 所 内 電 源

系 統 か ら の 給 電

が 再 開 し た 場 合  

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の バ ッ ク グ ラ ウ ン

ド 低 減 対 策

再 処 理 施 設 か ら 大 気 中 へ の 放 射 性 物 質 の

放 出 に よ り ，モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の バ ッ ク

グ ラ ウ ン ド が 上 昇 す る お そ れ が あ る と 判

断 し た 場 合 。  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

再 処 理 施 設 か ら

大 気 中 へ の 放 射

性 物 質 の 放 出 が

収 ま っ た 場 合  

可 搬 型 線 量 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の バ ッ ク

グ ラ ウ ン ド 低 減 対 策  

再 処 理 施 設 か ら 大 気 中 へ の 放 射 性 物 質 の

放 出 に よ り ，可 搬 型 線 量 率 計 の バ ッ ク グ ラ

ウ ン ド が 上 昇 す る お そ れ が あ る と 判 断 し

た 場 合 。

空 間 放 射 線 量 率 の

上 昇  

再 処 理 施 設 か ら

大 気 中 へ の 放 射

性 物 質 の 放 出 が

収 ま っ た 場 合  

第 11－５表 各手順の判断基準（ 5／ 5）

165 1630



 

 

令和２年４月９日 R18 

 

 

 

 

 

1.13_緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

1 1631



 添付書類八

2 1632



第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／13） 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（居住性） 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員等の被ばく線量を 7 日間で 100ｍＳｖを

超えないようにするために必要な対応手段として，緊急時対策建屋

の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備に

より，緊急時対策所にとどまるために必要な居住性を確保する手順

を整備する。 

対
応
手
段
等 

 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

緊
急
時
対
策
所
立
ち
上
げ
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の
起
動
確
認
手
順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋

電源設備より受電したのち，緊急時対策建屋換

気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対

策建屋排風機が自動起動するため，緊急時対策

建屋換気設備の起動確認の手順に着手する。 

なお，重大事故等の発生に伴い建屋外への放

射性物質の放出を確認した場合は，居住性を確

保するため，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モード 又は 緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧へ切り替える。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に影

響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モード

に切り替える。 

緊
急
時
対
策
所
内
の
酸
素
濃
度
，
二
酸
化
炭

素
濃
度
及
び
窒
素
酸
化
物
濃
度
の
測
定
手
順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合は，緊急時対策所の居住性確

保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する

手順に着手する。 
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対
応
手
段
等 

 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
条
特
定
事
象
発
生
の 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
屋
内
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃

度）を行うために，緊急時対策所において可

搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及

びアルファ・ベータ線用サーベイメータに よ

り 測定する手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，放出する放

射性物質による指示値を確認し，緊急時対策

建屋換気設備の切替操作の判断に使用するた

め，可搬型環境モニタリング設備の可搬型線

量率計及び可搬型ダストモニタにより測定す

る手順に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 
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対
応
手
段
等 

 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の 

放
射
線
防
護
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
換
気
設
備
の 

再
循
環
モ
ー
ド
切
替
手
順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合，窒素酸化物の発

生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼ

すと判断した場合，又は火山の影響による降

灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影

響を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策

建屋換気設備を再循環モードへ切り替える手

順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト 

に
よ
る
加
圧
手
順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量

率の上昇により居住性の確保ができなくなる

おそれがある場合は，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットに よる 加圧を行う手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
加
圧

か
ら
外
気
取
入
加
圧
モ
ー
ド
へ
の
切
替
手
順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環

境モニタリング設備等の指示値が上昇した後

に，下降に転じ，さらに安定的な状態になり，

周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した

場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧から外気取入加圧モードへ切り替える手

順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な指示及び通信連絡） 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備により，必要なパラメータを監視又は収集し，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対

処するための対策の検討を行う手順を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策所に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，再処理

施設内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電により，緊

急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を使用する。 

対
応
手
段
等 

 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

緊
急
時
対
策
所
に
お
け
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の 

情
報
収
集
手
順 

重大事故等が発生した場合は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等が，情報把握計装設

備による情報伝送準備ができるまでの間，通信連絡設

備により，必要なパラメータの情報を収集し，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討を実施す

る手順に着手する。 

 

緊
急
時
対
策
建
屋
情
報
把
握
設
備 

に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
手
順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対策建屋情報

把握設備の情報収集装置及び情報表示装置並びにデ

ータ収集装置及びデータ表示装置により重大事故等

に対処するために必要なパラメータを監視する手順

に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な指示及び通信連絡） 

対
応
手
段
等 

 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の 

対
策
の
検
討
に
必
要
な
資
料
の
整
備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合

は資料の差し替えを行い，常に最新となるよう平常運

転時から維持，管理する手順に着手する。 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央

制御室，屋内外の作業場所，内閣府，原子力規制委員

会，青森県，六ヶ所村等の再処理施設内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行う手順に着手

する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

方
針
目
的 

緊急時対策所には，本部，支援組織及び実施組織の要員並びに全

社対策組織の一部の要員として最大 360 人を収容できる手順を整備

する。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する場合にお

いて，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員は約 50人であ

る。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペース等

を整備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備し，維持，

管理する。 

対
応
手
段
等 

 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

放
射
線
管
理
用
資
機
材
（
個
人
線
量
計
及
び
防
護
具
類
） 

及
び
出
入
管
理
区
画
用
資
機
材
の
維
持
管
理
等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の

要員が応急復旧対策の検討，実施等のために

屋外で作業を行う際，当該要員は防護具類及

び個人線量計を着用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支

援がなくとも非常時対策組織の要員が使用す

るのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具類）及び緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，身体の汚

染検査及び作業服の着替え等を行うための区

画（以下「出入管理区画」という。）において

使用する出入管理区画用資機材を配備すると

ともに，平常運転時から維持，管理し，重大事

故等時には，放射線管理用資機材，出入管理区

画用資機材の使用及び管理を適切に行い，十

分な放射線管理を行う手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用
手
順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区

画を設置する手順を整備する手順に着手す

る。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱

装エリア，放射性物質による要員又は物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア

及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリ

アを設け，非常時対策組織の要員が汚染検査

及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚

染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して

設置し，除染はアルコールワイプや生理食塩

水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて

水洗いによる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に

応じて紙タオルへ染み込ませる等により固体

廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内

に保管する。 

緊
急
時
対
策
建
屋 

換
気
設
備
の
切
替
手
順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合，緊急時対

策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊

急時対策建屋フィルタユニットを待機側に切

り替える手順に着手する。 

飲
料
水
，
食
料
等
の 

維
持
管
理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員等が重大事故等の発生後，少なくとも外部からの支

援なしに７日間，活動するために必要な飲料水，食料

等を備蓄するとともに，平常運転時から維持，管理す

る手順に着手する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理として，適

切な頻度で緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度

の測定を行い，飲食しても問題ない環境であることを

確認する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（給電措置） 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処する

ために，代替電源設備からの給電について手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策

建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋

低圧系統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急時対策建屋換気

設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

対
応
手
段
等 

 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されている状態に

おいて，外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋用発電機

が自動起動し，緊急時対策建屋高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策

建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な負荷に給

電していることを確認する手順に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認し

た場合は，事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施す

る。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施

し，緊急時対策建屋用発電機の運転に影響を及ぼすおそれが

ある場合は，給気フィルタの交換を行う。 
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配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

また，重大事故等の対処時においては，中央制御室と

の連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，緊急時対策建屋用発電機を

用いて緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

燃
料
給
油 

緊急時対策建屋用発電機の燃料は，緊急時対策建屋電

源設備の燃料補給設備の重油貯槽より補給する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(12/13) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊急時対策建屋換気設備の起

動確認 

本部長 １人 
５分 

以内 
11時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策所内の酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度の測定 

本部長 １人 
短時間での対

処が可能 
24時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型屋内モニタリング設

備）の測定 

本部長 １人 
短時間での対

処が可能 
11時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型環境モニタリング設

備）の測定 

実施責任者 １人 

１時間 

以内 
11時間 

放射線対応班長 １人 

建屋外対応班長 1人 

放射線対応班員

の班員 
２人 

建屋外対応班の

班員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の再循

環モード切り替え 

本部長 １人 
１時間 40分 

以内 
11時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧 

本部長 １人 
45分 

以内 
88時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧から外気取入加圧モー

ドへの切り替え 

本部長 １人 
２時間 30分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋情報把握設備に

よるパラメータの監視 

本部長 １人 
短時間での対

処が可能 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合は資料の差し替

えを行い，常に最新となるよう平常運転時から維持，管理す

る。 

放射線管理用資機材（個人線量

計及び防護具類）及び出入管理

区画用資機材の維持管理等 

７日間外部からの支援がなくとも非常時対策組織の要員が

使用するのに十分な数量の装備（個人線量計及び防護具類）

及び出入管理区画用資機材を配備するとともに，平常運転時

から維持，管理し，重大事故等時には，適切に放射線管理用

資機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放射線管理を行

う。 

出入管理区画の設置及び運用 

本部長 １人 
１時間 

以内 
11時間 非常時対策組織

の要員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の切り

替え 

本部長 １人 
１時間 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重

大事故等の発生後，少なくとも外部からの支援なしに 7日

間，活動するために必要な飲料水，食料等を備蓄するととも

に，平常運転時から維持，管理する。 

本部長は，重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等

の支給を適切に運用する。 

緊急時対策建屋用発電機による

給電 

本部長 １人 
５分 

以内 
※１ 非常時対策組織

の要員 
２人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力
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12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

再処理事業者において、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合に

おいても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が緊急時対策

所にとどまり、重大事故等に対処するために必要な指示を行うとともに、再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し、重大事故等

に対処するために必要な数の要員を収容する等の現地対策本部としての機能

を維持するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手

順等をいう。 

ａ)重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な

手順等を整備すること。 

ｂ)緊急時対策所が、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ)対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分

できること。 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

ｅ)少なくとも外部からの支援なしに７日間、活動するための飲料水及び食

料等を備蓄すること。 

2 「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、「重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも工場等外へ
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の放射性物質及び放射線の放出を抑制するための対策に対処するために

必要な数の要員を含むものとする。 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまり，重大事故

等に対処するために必要な指示を行うとともに，再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に対処するために必要な

数の要員を収容する等の非常時対策組織の事業部対策本部としての機能を維

持するために必要な設備及び資機材を整備する。 

ここでは，緊急時対策所の設備及び資機材を活用した手順等について説明

する。 

なお，手順等については，今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 
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ａ．重大事故等の対処手順と設備の選定 

 (ａ) 重大事故等の対処手順と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等がとどまり，重大事故等に対処するために

必要な指示を行うとともに，再処理施設内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡し，重大事故等に対処するために緊急時対策所を

設置し，必要な数の要員を収容する等の非常時対策組織の事業部対策

本部としての機能を維持するために必要な重大事故等の対処手段及び

重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備及び資機材※を用いた重大事

故等の対処手段を選定する。 

※ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，「放射線管理用資機材

（個人線量計及び防護具類）」，「出入管理区画用

資機材」及び「飲料水，食料等」については，資機

材であるため重大事故等対処設備としない。 

 

緊急時対策所の電源は，平常運転時は，外部電源より給電している。 

外部電源からの給電が喪失した場合は，その機能を代替するための

機能，相互関係を明確にした上で，想定する故障に対処できる重大事

故等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

また，重大事故等に対処するために必要な情報を把握する設備及び

通信連絡を行うための設備についても同様に整理する。（第12－１図

～第12－４図） 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第四十六条及び基準規則第四十条の要求機能を
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満足する設備を網羅していることを確認するとともに，自主対策設備

との関係を明確にする。 

 

 (ｂ) 重大事故等の対処手段と設備の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から選定した重

大事故等の対処手段，技術的能力審査基準及び基準規則要求により選

定した重大事故等の対処手段とその対処に使用する重大事故等対処設

備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を有する施設，重大事故等対処

設備，自主対策設備，資機材及び整備する手順についての関係を第12

－１表に示す。 

 

  ⅰ．重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまるために必要な

対処手段及び設備 

 

  (ⅰ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合において，再処理施設から大気中へ放出

する放射性物質等による放射線被ばくから，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員等を防護するため，緊急時対策所の居住性

を確保する手段がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策所 

   ２） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

   ３） 緊急時対策建屋換気設備 
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    ａ） 緊急時対策建屋送風機 

    ｂ） 緊急時対策建屋排風機 

    ｃ） 緊急時対策建屋フィルタユニット 

    ｄ） 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

    ｅ） 緊急時対策建屋加圧ユニット 

    ｆ） 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

    ｇ） 対策本部室差圧計 

    ｈ） 待機室差圧計 

    i） 監視制御盤 

   ４） 緊急時対策建屋環境測定設備 

    ａ） 可搬型酸素濃度計 

    ｂ） 可搬型二酸化炭素濃度計 

    ｃ） 可搬型窒素酸化物濃度計 

   ５） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

    ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

    ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

      ・可搬型線量率計 

      ・可搬型ダストモニタ 

      ・可搬型データ伝送装置 

      ・可搬型発電機 
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緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を行う

ために必要な情報を把握し，再処理施設内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡をするための手段がある。 

緊急時対策所において必要な情報を把握するための設備，通信連

絡を行うための設備は以下のとおり。 

   １） 緊急時対策建屋情報把握設備 

    ａ） 情報収集装置 

    ｂ） 情報表示装置 

    ｃ） データ収集装置 

    ｄ） データ表示装置 

   ２） 通信連絡設備 

    ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

    ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

    ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

    ｄ） データ伝送設備 

    ｅ） 可搬型衛星電話（屋内用） 

    ｆ） 可搬型衛星電話（屋外用） 

    ｇ） 可搬型トランシーバ（屋内用） 

    ｈ） 可搬型トランシーバ（屋外用） 

    ｉ） 一般加入電話 

ｊ） 一般携帯電話 

    ｋ） 衛星携帯電話 

    ｌ） ファクシミリ 

    ｍ） ページング装置  

   n） 専用回線電話  
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重大事故等に対処するために必要な数の要員を緊急時対策所内に

収容するための手段がある。 

必要な数の要員を収容するために必要な資機材は以下のとおり。 

   １） 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類） 

   ２） 出入管理区画用資機材 

   ３） 飲料水，食料等 

   ４） 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備からの給電を確保する

ための手段がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を確保するための設備は以下

のとおり。 

 

   １） 緊急時対策建屋電源設備 

    ａ） 緊急時対策建屋用発電機 

    ｂ） 緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

    ｃ） 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

    ｄ） 燃料油移送ポンプ 

ｅ） 燃料油配管・弁 

    ｆ） 重油貯槽 

    ｇ） 緊急時対策建屋用電源車 

    ｈ） 可搬型電源ケーブル 

    ｉ） 可搬型燃料供給ホース 
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  (ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び基準規則にて要求される緊急時対策所，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排

風機，緊急時対策建屋フィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対策建屋加圧ユ

ニット配管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可

搬型酸素濃度計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ，アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ，可搬型線量率計，可搬型ダストモ

ニタ，可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，情報収集装置，情報表

示装置，データ収集装置，データ表示装置，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝送設備，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用），一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置及び専用回線

電話は重大事故等対処設備とする。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸素濃度と同様，居住性に

関する重要な制限要素であることから，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計は，重大事故等対処設備とする。 

緊急時対策建屋の代替電源設備からの給電を確保するための手段に

使用する設備のうち，緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建屋高圧

系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時対策建屋低圧系統の460

Ｖ緊急時対策建屋用母線，燃料油移送ポンプ，燃料油配管・弁及び燃

料補給設備の重油貯槽は，重大事故等対処設備とする。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準及び基準規則に要求
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される設備を全て網羅している。 

以上の重大事故等対処設備において，緊急時対策所の居住性を確保

するとともに，社内外との通信連絡を行うことが可能であることから，

以下の設備は自主対策設備と位置付ける。あわせてその理由を示す。 

   １） 緊急時対策建屋用電源車 

   ２） 可搬型電源ケーブル 

   ３） 可搬型燃料供給ホース 

上記の設備は，降下火砕物の侵入を防止できないなど，重大事故

等対処設備に対して求められるすべての環境条件等に適合すること

ができないおそれがあるが，重大事故等発生時における環境条件等

に応じて適切に対処することができ，当該電源車の健全性が確認で

きた場合には，移動，設置，ケーブルの接続等に時間を要するもの

の，緊急時対策建屋用発電機の代替手段として有効であることから，

自主対策設備として配備する。 

対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材（個人線量計，防

護具類），出入管理区画用資機材及び飲料水，食料等については，

資機材であるため重大事故等対処設備としない。 

 

  ⅱ．手順等 

上記のⅰ．により選定した重大事故等の対処手段に係る手順を整備

する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要員の対処として「重大事故等

発生時対応手順書」に定める。（第12－１表） 

重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備に

ついても整備する。（第12－２表，第12－３表） 
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また，平常運転時における，対策の検討に必要な資料，放射線管理

用資機材（個人線量計，防護具類），出入管理区画用資機材，飲料水

及び食料等の管理並びに運用は，防災管理部長が実施する。 
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 ｂ．重大事故等時の手順等 

  (ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で100ｍＳｖを超え

ないようにするために必要な対処手段として，緊急時対策建屋の遮蔽

設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急

時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備により，緊急

時対策所にとどまるために必要な居住性を確保する。 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放射性物質が

放出する場合，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリ

ング設備及び監視測定設備の排気監視測定設備により，放出する放射

性物質による線量を測定及び監視し，緊急時対策建屋換気設備により

放射性物質の流入を低減することで，重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員等の被ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量率等を可搬型エリアモニタ，可搬型ダ

ストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにて監視及び

測定する。 

さらに，緊急時対策所内が事故対策のための活動に影響がない酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の範囲にあることを把握す

る。 

 

  ⅰ．緊急時対策所立ち上げの手順 

重大事故等が発生するおそれがある場合等※１，緊急時対策所を使

用し，非常時対策組織を設置するための準備として，緊急時対策所を

立ち上げるための手順を整備する。 
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    ※１ 非常事態の発令により，非常時対策組織を設置する場合とし

て，運転時の異常な過度変化，設計基準事故も含める。 

  (ⅰ) 緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合には，緊急時対策建屋電源設備より受電し

たのち，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時

対策建屋排風機が自動起動する。 

なお，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認

した場合には，「ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関

する手順等」に基づき居住性を確保するため，緊急時対策建屋換気設

備の切替手順を整備する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場合は，

事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，緊急時

対策建屋換気設備に影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モード

に切り替える。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所を立ち上げた場合。 

   ２） 起動確認手順 

緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を第12－５図に，緊急時対策

建屋換気設備の起動確認手順のタイムチャートを第12－６図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋換気設備の起動確認を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

起動状態及び差圧が確保されていることを確認する。 
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   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の起動確認を指示してから，本部長１人，非常時対策組織の要員

２人の合計３人で行い，５分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質

の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用を開始した場合，緊急

時対策所の居住性確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する。 

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を行う手順を

整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断にも使

用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所を立ち上げた場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定手順の概要は以下のとおり。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度の測定を指示する。 
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② 非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配置，

起動し，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒

素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第12－７図を参

照）。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，本部長１人，非常時対

策組織の要員２人の合計３人で行う。 

本手順は，緊急時対策所内での測定のみであるため，短時間での

対処が可能である。 

 

  ⅱ．原子力災害対策特別措置法第10条特定事象発生のおそれがある場合

の手順 

  (ⅰ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋内モニタリング設備）

の測定手順 

    重大事故等が発生した場合に，緊急時対策所の居住性の確認（線量

率及び放射性物質濃度）を行うために，緊急時対策所において可搬型

エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータにより測定する手順を整備する。 

    また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断にも使

用する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生するおそれがあ

ると判断した場合。 

 

27 1657



 

   ２） 操作手順 

     可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータによる測定手順の概要は以下のとおり。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアル

ファ・ベータ線用サーベイメータの配置及び測定を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ

イメータを配置，起動し，緊急時対策所内の線量率及び放射

性物質濃度の測定を行う。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，本部長１人，非常時対

策組織の要員２人の合計３人で行う。 

本手順は，緊急時対策所内での測定のみであるため，短時間での

対処が可能である。 

 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタリング設備）

の測定手順 

    重大事故等が発生した場合に，放出する放射性物質による指示値を

確認し，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断に使用

するため，可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型

ダストモニタにより測定する手順を整備する。  

    可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタによる測定結果は，可搬型

データ伝送装置により緊急時対策所に伝送する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場合は，
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事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   １） 手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生するおそれがあ

ると判断した場合。 

   ２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による線量率及び放射性物質の濃度

測定手順の概要は以下とおり。 

可搬型環境モニタリング設備による空気中の線量率等の測定手順

のタイムチャートを第12－８図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班

の班員に可搬型環境モニタリング設備による線量率及び放射

性物質の濃度測定の開始を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を監視

測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。 

③ 可搬型環境モニタリング設備の電源は，緊急時対策建屋放射

線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機か

ら給電する。可搬型発電機に必要となる軽油は，軽油貯槽か

ら軽油用タンクローリにより運搬し，給油することにより，

給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設置

し，緊急時対策建屋周辺における線量当量率を連続測定する

とともに，空気中の放射性物質を捕集及び測定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の設置

状況及び測定結果を記録し，緊急時対策所への伝送が確立す
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るまでの間，通信連絡設備により定期的に緊急時対策所に連

絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の可搬

型データ伝送装置を可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタ

に接続し，測定データを無線により緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定データは，緊急時対策所において緊急時

対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人で行い，１時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10  

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡手段を確保

する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 
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  ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員等を防護し，居住性を確保するための手順を整備する。 

  (ⅰ) 緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実施組織並びに全社対策組

織の一部の要員として最大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれのある場合

は，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋加圧ユニットにより空

気を供給することで，非常時対策組織の要員の約50人がとどまり活動

を継続することができる。 

 

  (ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認した場

合，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすと

判断した場合，又は火山の影響による降灰により緊急時対策建屋換気

設備の運転に影響を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋換気

設備を再循環モードへ切り替える手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認した場

合又は重大事故等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質が放出するお

それがあると判断した場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の

居住性に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合，又は火山の影響

による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそ

れがある場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モード切替判断のフローチャ
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ートを第12－９図に示す。 

   ２） 操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第12－10図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モードへの切り替

えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤に

て緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認後，ダ

ンパ開閉操作（給気側及び排気側のダンパを閉操作並びに再

循環ラインのダンパを開操作すること。）をするとともに，緊

急時対策建屋排風機の停止により，緊急時対策建屋換気設備

を再循環モードへ切り替える。 

③ その後，停止した緊急時対策建屋排風機の弁及びダンパの閉

操作を行い，設備監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時対

策建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認する。 

④ 再循環モードでの運転状態において，酸素濃度の低下，二酸

化炭素濃度の上昇又は対策本部室の差圧の低下により居住性

が確保できなくなるおそれがある場合は，外気取入加圧モー

ドに切り替え，居住性を確保する。 

  また，再循環モードでの運転状態において，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合で，酸素

濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の低

下又は緊急時対策所内の線量当量率の上昇により居住性の確

保ができなくなるおそれがある場合は，緊急時対策建屋加圧
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ユニットによる加圧により，緊急時対策所への放射性物質の

流入を防止し，非常時対策組織の要員の被ばくを低減する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の再循環モードへの切り替えを指示してから，本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，１時間40分以内に対処可

能である。 

 

  (ⅲ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放

出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上昇により居住性の確保が

できなくなるおそれがある場合に，緊急時対策建屋加圧ユニットによ

り加圧する手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に

放出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上昇により居住性

の確保ができなくなるおそれがある場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧開始判断のフローチャー

トを第12－９図に示す。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の手順の概要は以下のと

おり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順のタイムチャートを
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第12－11図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧準備の指示を

する。 

② 本部長は，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した

場合，不要な被ばくを防ぐため，緊急時対策所内にとどまる

必要のない要員へ再処理事業所の外への一時退避を指示する。 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室に移動し，緊急時対策建屋

換気設備の手動ダンパの閉操作及び扉を閉とする。 

④ 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策所の居

住性を確保できなくなるおそれがあると判断した場合は，非

常時対策組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室において緊急時対策建屋換

気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットの手動弁を開操作し，

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が確保されていることを確認

する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は待機室において，緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の開始を指示してから，本部長１人，非常時対策組織の要員

２人の合計３人で行い， 45分以内に対処可能である。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧操作は，手動弁の開操作

であり，速やかに対処が可能である。 
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  (ⅳ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モード

への切替手順 

    緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備等の

指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的な状態になり，周

辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合に，緊急時対策建屋換

気設備を緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モ

ードへ切り替える手順を整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

     緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備等

の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的な状態になり，

周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧停止判断のフローチャー

トを第12－９図に示す。 

   ２） 操作手順 

     緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モード

への切替手順の概要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順のタイムチャートを第12－12図

に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入

加圧モードへの切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，設備監視室へ移動し，監視制御盤

にて緊急時対策建屋換気設備の運転状態を確認するとともに，

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物

濃度の測定を開始する。 
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③ ダンパを開操作するとともに緊急時対策建屋排風機を起動し，

給気側及び排気側のダンパを開操作並びに再循環ラインのダ

ンパを閉操作し，緊急時対策建屋換気設備を外気取入加圧モ

ードへ切り替える。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監視室へ移動し，監視制御盤

にて緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧が確保され

ていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室において緊急時対策建屋換

気設備の手動ダンパ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユニット

の手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧を停止する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の外気取入加圧モードへの切り替えを指示してから，本部長１人，

非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，２時間30分以内に対

処可能である。 

 

 (ｂ) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連

絡設備により，必要なパラメータを監視又は収集し，重大事故等に対

処するために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対処する

ための対策の検討を行う。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急

時対策所に整備する。 
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重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，再処理

施設内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電により，緊

急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を使用する。 

 

  ⅰ．緊急時対策所におけるパラメータの情報収集手順 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員等が，情報把握計装設備による情報伝送準備ができるま

での間，通信連絡設備により，必要なパラメータの情報を収集し，重

大事故等に対処するために必要な情報を把握するとともに，重大事故

等に対処するための対策の検討を行うための手順を整備する。 

必要な手順の詳細は「13. 通信連絡に関する手順等」にて整備す

る。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメータの監視手順 

重大事故等が発生した場合，緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示装置に

より重大事故等に対処するために必要なパラメータを監視する手順を

整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所を立ち上げた場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備による監視手順の概要は以下のとおり。 

なお，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示

装置については，常時，伝送が行われており操作は必要ない。 
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① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメータの監視の開始を指

示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着手の判断基準に基づき，情報収

集装置への接続を確認し，情報表示装置を起動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表示装置により，各パラメータの

監視を開始する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，本部長１人，非常時対策

組織の要員２人の合計３人で行う。 

本手順は，室内での端末起動等であるため，短時間での対処が可能

である。 

 

  ⅲ．重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対策

建屋に配備し，資料を更新した場合には資料の差し替えを行い，常に

最新となるよう平常運転時から維持，管理する。 

 

  ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央制御室，屋内外

の作業場所，内閣府，原子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処

理施設内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための

手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を第12－４表に，系統の概

要を第12－13図に示す。 
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再処理施設内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ための通信連絡設備の使用方法等，必要な手順の詳細は「13. 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 

 

 (ｃ) 必要な数の要員の収容に係る措置 

緊急時対策所には，本部，支援組織及び実施組織の要員並びに全社

対策組織の一部の要員として最大360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する場合におい

て，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペース等を

整備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備し，維持，管

理する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した場合であっても飲料水，食料

及び放射線管理用資機材は，再処理施設の重大事故等の対処に悪影響

を及ぼさない。 

 

  ⅰ．放射線管理 

  (ⅰ) 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類）及び出入管理区

画用資機材の維持管理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，支援組織の要員が応急復旧対策の検討，実施等のために屋

外で作業を行う際，当該要員は防護具類及び個人線量計を着用する。 

    緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援がなくとも非常時対策

組織の要員が使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類）及び出入管理区画において使用する出入管理区画
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用資機材を配備するとともに，平常運転時から維持，管理し，重大事

故等時には，放射線管理用資機材，出入管理区画用資機材の使用及び

管理を適切に行い，十分な放射線管理を行う。 

本部長は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等や

現場作業を行う要員等の被ばく線量管理を行うため，個人線量計を常

時装着させるとともに線量評価を行う。また，作業に必要な放射線計

測器を用いて作業現場の指示値の測定を行う。 

なお，緊急時対策所における居住性に係る被ばく評価の結果は，最

大で約４ｍＳｖであり７日間で100ｍＳｖを超えないが，緊急時対策

建屋には，自主対策として全面マスク等を配備する。また，緊急時対

策所において活動する非常時対策組織の要員は，交代要員を確保する。 

 

  (ⅱ) 出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて，出入管理区画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装する脱装エリア，放射性物質に

よる要員又は物品の汚染の有無を確認するためのサーベイエリア及び

汚染を確認した際に除染を行う除染エリアを設け，非常時対策組織の

要員が汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を

行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染はアルコー

ルワイプや生理食塩水での拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除

染ができない場合は，簡易シャワーにて水洗いによる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じて紙タオルへ染み込

ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 
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また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯した場合は，可搬型照

明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に保管する。 

   １） 手順着手の判断基準 

本部長が原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生するお

それがあると判断した場合。 

   ２） 操作手順 

出入管理区画を設置及び運用するための手順は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャートを第12－14図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋の出入口付近に出入管理区画の設置

を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管理区画設置場所の全照明が

消灯した場合，可搬型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管理区画に出入管理区画用資

機材を準備，移動，設置し，床及び壁等の養生シートの状態

を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリア間にバリアを設けるとと

もに，入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シャワー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は、脱装した防護具類を回収するロー

ル袋及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ等を必要な箇

所に設置する。 
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   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，作業開始を指示してか

ら，本部長１人，非常時対策組織の要員３人の合計４人で行い，１

時間以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質

の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。 

 

  (ⅲ) 緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

   １） 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する等，切り替えが必要

となった場合。 

   ２） 操作手順 

緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り替える手順は以下のとお

り。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイムチャートを第12－15

図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備の切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤に

て機器状態及び差圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時対

策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊急時対策建屋フ

ィルタユニットを待機側に切り替える。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策所内の差圧が確保され

ていることを確認後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を実
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施する。 

   ３） 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の切り替えを指示してから，本部長１人，非常時対策組織の要員

２人の合計３人で行い，１時間以内に対処可能である。 

 

  ⅱ．飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重大事故等

の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間，活動するために

必要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，平常運転時から維持，管

理する。 

本部長は，重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等の支給を

適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理として，適切な頻度で緊急

時対策所内の空気中放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問題な

い環境であることを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度が目安（アルファ

線を放出する核種７×10－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，アルファ線を放出しな

い核種３×10－４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高くなった場合であっても，

本部長の判断により，必要に応じて飲食を行う。 

 

 （ｄ） 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するた

めに，代替電源設備から給電するための手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建
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屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋低圧

系統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急時対策所の必要な負

荷に給電する。 

  ⅰ．緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されている状態において，

外部電源が喪失した場合には，緊急時対策建屋用発電機が２台自動起

動し，電圧及び周波数が定格値になると緊急時対策建屋高圧系統の

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋換気

設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しない場合又は停止した場合

でも，緊急時対策建屋用発電機の２台目が自動起動しているため，電

圧及び周波数が定格値になると緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊

急時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な負荷に給

電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場合は，

事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，緊急時

対策建屋用発電機の運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給気フ

ィルタの交換を行う。 

     (ⅰ) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部電源が喪失した場合。 

     (ⅱ) 操作手順 

自動起動する緊急時対策建屋用発電機による給電を確認する手

順の概要は以下のとおり。緊急時対策建屋の電源系統概略図を第

12－16図に，燃料供給系統概略図を第12－17図に，緊急時対策建
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屋用発電機による給電を確認する手順のタイムチャートを第12－

18図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所の給電状態の確認を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤に

て自動起動した緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））

の受電遮断器が投入していることを確認し，自動起動した緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により給電して

いること，電圧及び周波数を確認し，本部長へ報告する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋内において，自動起動した緊急時対策

建屋用発電機から給電されていることの確認を指示してから，本部長

１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分以内に対処

可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の

放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処することがで

きる。 

 

  ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）

又は（Ｂ））が故障等により起動しない場合又は停止した場合に，緊

急時対策建屋用電源車を配備することにより，緊急時対策建屋換気設

備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）
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又は（Ｂ））が故障等により起動しない場合又は停止した場合。 

  (ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対策所に給電する手順は以

下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電手順のタイムチャートを第12－

19図に示す。 

① 本部長は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策組織の要 

員に緊急時対策建屋用電源車による給電準備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤にて緊

急時対策建屋電源設備の状態を確認し，緊急時対策建屋用電源車を

外部保管エリアから緊急時対策建屋近傍に移動し，緊急時対策建屋

用電源車接続口まで可搬型電源ケーブルを敷設し，接続口に接続す

る。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊急時対策建屋の燃料供給配

管まで可搬型燃料供給ホースを敷設し，接続口に接続する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策建屋用電源車から緊急時対

策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線間の電路の健全性

を絶縁抵抗測定により確認し，緊急時対策建屋用電源車による給電

が可能であることを本部長に報告する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対処は緊急時対策建屋用電源車による給電準備を指示してか

ら，本部長１人，非常時対策組織の要員６人の合計７人で行い，可搬

型燃料供給ホースの接続口への接続まで２時間以内に対処可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕がある際に実施するため，重大事

故等対処設備を用いた対応に悪影響を及ぼすことはない。 
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業におい

ては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 
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第 12－１表 機能喪失を想定する安全機能を有する施設と整備する手順 

（１／３） 

分類 
機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処 

手順 
対処設備 手順書 

― ― 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策建所 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時対

応手順書 

緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋排風機 

緊急時対策建屋フィルタユニット 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

緊急時対策建屋加圧ユニット 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

対策本部室差圧計 

待機室差圧計 

監視制御盤 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

可搬型エリアモニタ 

可搬型ダストサンプラ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

可搬型データ伝送装置 

可搬型発電機 
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第 12－１表 機能喪失を想定する安全機能を有する施設と整備する手順 

（２／３） 

分類 
機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処 

手順 
対処設備 手順書 

－ 

データ収集装置 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

情報収集装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時対

応手順書 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

ページング装置 

専用回線電話 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

データ伝送設備 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

ページング装置 

専用回線電話 

― 対策の検討に必要な資料 ※1 
資
機
材 

※１「対策の検討に必要な資料」については、資機材であるため重大事故等対処設備としない。 
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第 12－１表 機能喪失を想定する安全機能を有する施設と整備する手順 

（３／３） 

分類 
機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処 

手順 
対処設備 手順書 

― 

― 

必
要
な
数
の 

要
員
の
収
容 

放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類）※2 

資
機
材 

― 

出入管理区画用資機材 ※2 

飲料水、食料等 ※2 

可搬型照明 ※2 

常用電源設備 

電
源
設
備
か
ら
の
給
電 

緊急時対策建屋用発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時対

応手順書 

緊急時対策建屋高圧系統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

燃料油移送ポンプ 

燃料油配管・弁 

重油貯槽 

緊急時対策建屋用電源車 自
主
対
策
設
備 

重大事故等発生時対

応手順書 可搬型電源ケーブル 

可搬型燃料供給ホース 

※２「放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具類）」，「出入管理区画用資機材」，「飲料水、食料等」及び「可搬型照明」については、資機材

であるため重大事故等対処設備としない。 
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第12－２表 重大事故等対処に係る監視計器 

対処手段 
重大事故等の対処に必要

となる監視項目 
監視計器 

(a) 居住性を確保するための措置 

(1) 緊急時対策所立ち上

げの手順 

ａ．緊急時対策建屋換気設

備運転手順 

判
断 

基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

(1) 緊急時対策所立ち上

げの手順 

ｂ．緊急時対策所内の酸素

濃度、二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度の

測定手順 

判
断 

基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策所内の環境監視 緊急時対策建屋環境測定設備 

(3) 重大事故等が発生し

た場合の放射線防護

等に関する手順等 

ｂ．再循環モード切替手順 

判
断
基
準 

対策本部室の環境 緊急時対策建屋環境測定設備 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

主排気筒の排気モニタリング設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型試料分析設備 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

(3) 重大事故等が発生し

た場合の放射線防護

等に関する手順等 

ｃ．加圧ユニットよる加圧

開始手順 

判
断
基
準 

対策本部室の環境 緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

主排気筒の排気モニタリング設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型試料分析設備 

操
作 

加圧ユニットよる加圧時の差

圧監視 
待機室差圧計 

(3) 重大事故等が発生し

た場合の放射線防護

等に関する手順等 

ｄ．加圧ユニットよる加圧

から外気取入加圧モー

ドへの切替手順 

判
断
基
準 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

主排気筒の排気モニタリング設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型試料分析設備 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 
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第 12－３表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

対象条文 給電対象設備 ※ 
給電元 

給電母線 

【1.13】 

緊急時対策所の居住性等に

関する手順等 

緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋低圧系統 

460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋排風機 

情報収集装置 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

 

※ 通信連絡設備における給電対象設備は「1.13 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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第 12－４表 重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧 

対処設備 

衛星電話設備 
可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

無線連絡設備 
可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信設備 

ＩＰ電話機 

ＩＰ－ＦＡＸ 

ＴＶ会議システム 

所内通信連絡設備 

ページング装置 

専用回線電話 

一般加入電話 

ファクシミリ 

所外通信連絡設備 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

所外データ伝送設備 データ伝送設備 
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緊急時対策所全交流動力電源喪失 

代替電源設備による給電 

（緊急時対策建屋電源設備） 

 ・緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ）） 

 ・重油貯槽（（Ａ）又は（Ｂ）） 

 ・燃料油移送ポンプ（（Ａ）又は（Ｂ）） 

（緊急時対策建屋用電源車） 

 ・緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備） 

6.9ｋＶ常用主母線 6.9ｋＶ運転予備用主母線 

（凡例） 

    ：ＡＮＤ条件 

    ：代替手段による対応 

第 12－１図 フォールトツリー分析（電源設備） 
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緊急時対策所情報把握機能喪失 

緊急時対策建屋情報把握設備による情報収集 

 ・情報収集装置 

 ・情報表示装置 

データ表示装置の損傷 データ収集装置の損傷 

（凡例） 

    ：ＡＮＤ条件 

    ：代替手段による対応 

第 12－２図 フォールトツリー分析（情報） 
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緊急時対策所所内通信連絡機能喪失 

通信連絡設備による通信連絡 

 ・可搬型衛星電話【屋内用】 

 ・可搬型衛星電話【屋外用】 

 ・可搬型トランシーバ【屋内用】 

 ・可搬型トランシーバ【屋外用】 

ページング装置の損傷 専用回線電話の損傷 

（凡例） 

    ：ＡＮＤ条件 

    ：代替手段による対応 

第 12－３図 フォールトツリー分析（所内通信） 
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緊急時対策所所外通信連絡機能喪失 

通信連絡設備による通信連絡 

 ・可搬型衛星携帯電話【屋内用】 

 ・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

 ・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

 ・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

一般加入電話の不通 ファクシミリの不通 

（凡例） 

    ：ＡＮＤ条件 

    ：代替手段による対応 

第 12－４図 フォールトツリー分析（所外通信） 

一般携帯電話の不通 
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空気ボンベ室 

待機室 

 
① 外気取入加圧モード（通常運転状態） 

各部屋 

② 再循環モード 

各部屋 

③ 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧 

ダンパ（開） 

プレフィルタ 

凡例 

送風機・排風機 

高性能粒子フィルタ 

手動弁（開） ダンパ（閉） 

空気ボンベ ダクト(使用経路) 

ダクト(閉止経路) 

第 12－５図 緊急時対策建屋換気設備の切替概要図 
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対策

1

緊急時対策建
屋換気設備の
起動確認手順

2

・運転状態を確認（起動状態，差圧確認）

－

・設備監視室へ移動

経過時間（時：分）

備　　考

１

要員数

本部長

所要時間
（時：分）

－

非常時対策組織
の要員

２ 0：01

作業
番号

作業

第12―６図　緊急時対策建屋換気設備の起動確認のタイムチャート

0：04
非常時対策組織

の要員
２3

0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:09 0:12 0:130:110:10

緊急時対策建屋換気設備起動確認指示

▼
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PN 

口

口

口

【凡例】

● ：可搬型酸素濃度計，
可搬型二酸化炭素濃度計，
可搬型窒素酸化物濃度計
配置（測定）場所

■ ：可搬型エリアモニタ，
可搬型ダストサンプラ，
アルファ ・ ベータ線用サーベイメータ
配置（測定）場所

口 口

口 口

回
�---------------,

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I , ： 
□ i □ !

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

L _______________」

（緊急時対策建屋地下1階）

第 12－７図 緊急時対策建屋環境測定設備，

緊急時対策建屋放射線計測設備測定範囲図

60 1690



対策

1

緊急時対策建
屋放射線計測
設備（可搬型
環境モニタリ
ング設備）の
測定手順

6

5

2

備　　考

１

要員数

実施責任者

所要時間
（時：分）

－

経過時間（時：分）

0：20

放射線対応班の班
員

２ 0：20

第12―８図　緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタリング設備）の測定のタイムチャート

作業
番号

作業

7

3

4

放射線対応班の班
員

２・測定箇所へ運搬，設置

・測定開始
・測定データの伝送

放射線対応班の班
員

２ 0：20

－

・外部保管エリアへ移動・積載

－ 放射線対応班長 １ －

－ 建屋外対応班長 １ －

・重大事故等対処設備への燃料補給
建屋外対応班の班

員
３ －

0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 1:00 1:050:550:50

測定の開始指示

▼
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緊急時対策建屋環境測定設備及び 
緊急時対策建屋放射線計測設備による 
傾向監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 
監視項目 監視計器 

空気中放射性物

質濃度又は空間

線量率 

監視測定設備 
・主排気筒の排気モニタリング設備 
・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備 
・可搬型排気モニタリング設備 
・可搬型建屋周辺モニタリング設備 
・可搬型試料分析設備 
緊急時対策建屋放射線計測設備 
・可搬型屋内モニタリング設備 
・可搬型環境モニタリング設備 

有毒ガス濃度 可搬型窒素酸化物濃度計 
 
※２ 

監視項目 監視計器 

対策本部室の 
環境 

可搬型酸素濃度計 
可搬型二酸化炭素濃度計 
可搬型窒素酸化物濃度計 

緊急時対策建屋 
換気設備運転 対策本部室差圧計 

空気中放射性物

質濃度又は空間

線量率 

監視測定設備 
・主排気筒の排気モニタリング設備 
・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備 
・可搬型排気モニタリング設備 
・可搬型建屋周辺モニタリング設備 
・可搬型試料分析設備 
緊急時対策建屋放射線計測設備 
・可搬型屋内モニタリング設備 
・可搬型環境モニタリング設備 

 
※３ 

監視項目 監視計器 

空気中放射性物

質濃度又は空間

線量率 

監視測定設備 
・主排気筒の排気モニタリング設備 
・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備 
・可搬型排気モニタリング設備 
・可搬型建屋周辺モニタリング設備 
・可搬型試料分析設備 
緊急時対策建屋放射線計測設備 
・可搬型屋内モニタリング設備 
・可搬型環境モニタリング設備 

 

再循環モードへ切り替え 

外気取入加圧モード 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧停止 

緊急時対策所で対応開始 
緊急時対策建屋環境測定設備及び 
緊急時対策建屋放射線計測設備設置開始 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧開始 

重大事故の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出が確認
された場合又は重大事故等に係る対処状況を踏まえ，放射
性物質が放出されるおそれがあると判断した場合，窒素酸
化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすお
それがあると判断した場合，火山の影響による降灰により
緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそれがあ
る場合※１ 

凡例 

   ：操作・確認 

   ：判断 

   ：監視  

 緊急時対策建屋換気設備（外気取り入れ） 
の起動状態を確認 

 監視計器の起動状態を確認 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリ
ング設備等の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さ
らに安定的な状態になり，周辺環境中の放射性物質濃
度が十分低下した場合※３ 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれ
がある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上
昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上昇によ
り居住性の確保ができなくなるおそれがある場合※２ 

酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇又は対策本部室
の差圧の低下により居住性の確保ができなくなるおそれ
がある場合※２ 

 監視計器の起動状態を確認 

 監視計器の起動状態を確認 

第 12－９図 緊急時対策建屋換気設備による 

モード切替判断のフローチャート 
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可搬式架台

恒設架台

可搬式架台

非常時対策組織
の要員

２ 0：01

－

・設備監視室へ移動

対策

1

緊急時対策建
屋換気設備の
再循環モード
切替手順

6

4

2

・運転状態を確認（運転状態、差圧確認）

・現場でダンパ「開」「閉」操作

・設備監視室で緊急時対策建屋排風機「停止」

・現場でダンパ「閉」操作

・設備監視室で運転状態を確認（運転状態、差圧確認）

作業
番号

作業

3

5

7

経過時間（時：分）

備　　考

１

要員数

本部長

所要時間
（時：分）

－

第12―10図　緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切り替えのタイムチャート

非常時対策組織
の要員

２ 0：04

0：30

非常時対策組織
の要員

２ 0：10

非常時対策組織
の要員

２ 0：45

２ 0：10

非常時対策組織
の要員

２

非常時対策組織
の要員

0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 2:00 2:101:501:40

再循環モード切替指示

▼
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可搬式架台

恒設架台

4

・待機室の扉の「閉」確認，弁「開」操作
・差圧確認

第12―11図　緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧のタイムチャート

作業
番号

作業

3

・ダンパ「閉」

備　　考

２

要員数

非常時対策組織
の要員

所要時間
（時：分）

0：05

経過時間（時：分）

非常時対策組織
の要員

２ 0：15

非常時対策組織
の要員

２ 0：25

本部長 １ －

対策

2

・待機室へ移動

緊急時対策建
屋加圧ユニッ
トによる加圧

手順

1 －

0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 1:00 1:050:550:50

加圧ユニットによる加圧指示

▼
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可搬式架台

可搬式架台

恒設架台

可搬式架台

恒設架台

１

２

3

・運転状態を確認（運転状態）
・濃度測定（酸素，二酸化炭素，窒素酸化物） 非常時対策組織

の要員

２

２

２

5

・ダンパ「開」操作
非常時対策組織

の要員

6

・設備監視室で緊急時対策建屋排風機「起動」
非常時対策組織

の要員

7

・ダンパ「開」「閉」操作

0：50

0：10

－

作業
番号

作業

・設備監視室へ移動

２4

・現場へ移動
非常時対策組織

の要員

２

２

非常時対策組織
の要員

0：25

0：40

0：01

0：10

所要時間
（時：分）

0：09

0：05

第12―12図　緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モードへの切り替えのタイムチャート

対策

2

２

経過時間（時：分）

要員数

備　　考

－

緊急時対策建
屋加圧ユニッ
トによる加圧
から外気取入
加圧モードへ
の切替手順

1 本部長

9

非常時対策組織
の要員

8

・設備監視室で運転状態を確認（運転状態、差圧確
認） 非常時対策組織

の要員

・待機室で弁「閉」及びダンパ「開」操作
非常時対策組織

の要員

0:10 0:20 0:40 0:50 1:00 1:40 1:50 2:00 2:20

外気取入加圧モード切替指示

▼

1:30
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再処理施設

　【凡例】

再処理事業所内 再処理事業所外

通
信
事
業
者
回
線

（衛
星
無
線
通
信
回
線
）

（衛
星
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

（衛
星
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

（有
線
系
）

制御建屋

可搬型通話装置

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

緊急時対策建屋

統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備

ＩＰ電話

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）

ＩＰ－ＦＡＸ

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）

ＴＶ会議システム

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

現場（屋外）

現場（屋内）

可搬型通話装置

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋外用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型トランシーバ（屋外用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型トランシーバ（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型トランシーバ（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

データ伝送設備

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）
情報収集装置

情報表示装置

可搬型情報収集装置

（第43条　計装設備）

可搬型情報収集装置

（第43条　計装設備）

可搬型情報表示装置

（第43条　計装設備）

可搬型データ伝送装置

（第45条　監視測定設備）

可搬型データ表示装置

（第45条　監視測定設備）

有線回線

衛星回線

無線回線

通信・データ

の流れ

可搬型トランシーバ（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋外用）

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）

使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋

可搬型トランシーバ（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）

代替通話系統

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型情報表示装置

（第43条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型トランシーバ（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型トランシーバ（屋内用）

（第47条　通信連絡を行うた

めに必要な設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

（第47条　通信連絡を行う

ために必要な設備）

第12－13図 重大事故等通信連絡設備の系統概要図（再処理施設外） 
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対策

1

出入管理区画
設置手順

4

3

備　　考

１

要員数

本部長

所要時間
（時：分）

－

経過時間（時：分）

非常時対策組織
の要員

３ 0：25

非常時対策組織
の要員

３ 0：20

第12―14図　出入管理区画設置のタイムチャート

作業
番号

作業

2
非常時対策組織

の要員
３ 0：15

－

・出入管理区画用資機材準備、移動

・壁・床養生確認
・簡易シャワー，脱装した防護具類を回収するロール袋，境界バリア及び
粘着マット等設置

・アルファ・ベータ線用サーベイメータ等設置

0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 1:00 1:050:550:50

出入管理区画設置指示

▼
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非常時対策組織
の要員

２ 0：04

非常時対策組織
の要員

２ 0：25

0：10

6
非常時対策組織

の要員
２ 0：20

非常時対策組織
の要員

２

第12―15図　緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイムチャート

経過時間（時：分）

備　　考

１

要員数

本部長

所要時間
（時：分）

－

作業
番号

作業

3

4

対策

1

緊急時対策建
屋換気設備の
切替手順

5

2

・運転状態を確認（運転状態、差圧確認）

・現場機器状態確認
・ダンパ「開」操作

・設備監視室で「切替」操作
・運転状態を確認（運転状態、差圧確認）

・ダンパ「閉」操作

非常時対策組織
の要員

２ 0：01

－

・設備監視室へ移動

0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 1:00 1:050:550:50

換気設備切替指示

▼
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緊
急
時
対
策
建
屋 

換
気
設
備
Ａ
系 

6.9ｋＶ運転予備用主母線から 

緊
急
時
対
策
建
屋
用 

電
源
車
接
続
口 

6.9ｋＶ常用主母線から 

 Ｄ／Ｇ 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
電
源
車 

（
自
主
対
策
設
備
） 

緊
急
時
対
策
建
屋
用 

発
電
機
Ａ
系 

 Ｄ／Ｇ 

緊
急
時
対
策
建
屋
用 

発
電
機
Ｂ
系 

緊
急
時
対
策
建
屋
用 

電
源
車
接
続
口 

（建屋境界） 

【凡例】 

   遮断器 

   動力用変圧器 

 

 

 

 

 

 

接続口 

可搬型電源ケーブル 

電源ケーブル（常設） 

通
信
連
絡
設
備 

緊
急
時
対
策
建
屋 

換
気
設
備
Ｂ
系 

通
信
連
絡
設
備 

緊
急
時
対
策
建
屋 

情
報
把
握
設
備
Ａ
系 

（
情
報
収
集
装
置
及
び 

情
報
表
示
装
置
） 

緊
急
時
対
策
建
屋 

情
報
把
握
設
備 

（
デ
ー
タ
収
集
装
置
及
び 

デ
ー
タ
表
示
装
置
） 

緊
急
時
対
策
建
屋 

情
報
把
握
設
備
Ｂ
系 

（
情
報
収
集
装
置
及
び 

情
報
表
示
装
置
） 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
電
源
車 

（
自
主
対
策
設
備
） 

緊急時対策建屋高圧系統 

（6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線Ａ系） 

緊急時対策建屋高圧系統 

（6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線Ｂ系） 

緊急時対策建屋低圧系統 

（460Ｖ緊急時対策建屋用母線Ａ１） 
緊急時対策建屋低圧系統 

（460Ｖ緊急時対策建屋用母線Ａ２） 

緊急時対策建屋低圧系統 

（460Ｖ緊急時対策建屋用母線Ｂ２） 

緊急時対策建屋低圧系統 

（460Ｖ緊急時対策建屋用母線Ｂ１） 

第 12－16図 緊急時対策建屋電源系統概略図 69 1699



 

第 12－17図 緊急時対策建屋燃料供給系統概略図 

燃料補給設備（地下） 緊急時対策建屋内 
（第 1 発電機室） 

緊急時対策建屋内 
（第 2 発電機室） 

重油貯槽Ａ 

重油貯槽Ｂ 

燃料油移送ポンプＢ 

燃料油移送ポンプＡ 

発電機 

サービスタンク 

緊急時対策建屋用発電機Ａ 

発電機 

サービスタンク 

緊急時対策建屋用発電機Ｂ 

（建屋境界） （建屋境界） 
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対策

1

緊急時対策建
屋用発電機に
よる給電確認

手順

経過時間（時：分）

備　　考

１

要員数

本部長

所要時間
（時：分）

－

第12―18図　緊急時対策建屋用発電機による給電確認のタイムチャート

作業
番号

作業

3

2 ・設備監視室へ移動

－

・発電機起動状態（自動起動）確認

非常時対策組織
の要員 ２ 0：01

0：04
非常時対策組織

の要員
２

0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:09 0:12 0:130:110:10

発電機による給電確認指示

▼
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対策

1

作業
番号

作業

緊急時対策建
屋用電源車に
よる給電手順

4

2

－

・設備監視室へ移動

・電源設備の状態を確認

・緊急時対策建屋用電源車を外部保管エリアから緊急時対策建屋近傍へ移
動

・ケーブル/ホースを敷設及び接続

3

5

経過時間（時：分）

備　　考

１

要員数

本部長

所要時間
（時：分）

－

第12―19図　緊急時対策建屋用電源車による給電のタイムチャート

非常時対策組織
の要員

６ 1：00

６ 0：55
非常時対策組織

の要員

非常時対策組織
の要員

２ 0：01

非常時対策組織
の要員

２ 0：04

0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 2:00 2:101:501:40

緊急時対策建屋用電源車による給電指示

▼
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